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条 例

　川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第28号

　　　川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例

　川崎市旅費支給条例（昭和22年川崎市条例第21号）の

一部を次のように改正する。

　第15条の３の次に次の１条を加える。

第 15条の４　震災、風水害その他の非常災害を原因とす

るやむを得ない事由により、職員（川崎市職員の給与

に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下「給

与条例」という。）第７条の２第１項各号に規定する

通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って、徒歩のみにより通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。）

が常例としている通勤の経路又は方法と異なる経路又

は方法で旅行したときは、旅費を支給することができ

る。

　別表車賃の欄中「実費」の次に「又は１キロメートル

につき37円」を加え、同表第１項中「川崎市職員の給与

に関する条例（昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与

条例」という。）」を「給与条例」に改め、同表第８項を

次のように改める。

８ 　車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道

による旅行の場合は実費とし、自家用の自動車、原動

機付自転車又は自転車（以下「自家用自動車等」とい

う。）による旅行の場合は路程に応じ１キロメートル

当たりの定額とする。

　別表第10項ただし書中「宿泊」を「、宿泊し、又は自

家用自動車等により旅行」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市市税条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第29号

　　　川崎市市税条例の一部を改正する条例

　川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）の一部

を次のように改正する。

　第20条第１項第２号ア（オ）中「第292条第１項第４

号の５」を「第292条第１項第４号の２」に改め、同条

第２項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６

月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準

の算定期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の

期間又は同項第３号」に改める。

　第23条の４第１項中「第４条の７」を「第４条の３」

に改め、「又は各連結事業年度」を削り、同条第２項中

「同項に規定する法人税額」を「、同項に規定する法人

税額」に改め、「、同条第４項の規定によって申告納付

するものにあっては同項に規定する連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日現在」を削る。

　第36条第２項中「第343条第９項」を「第343条第10項」

に改める。

　第39条の４第１号中「第349条の３第28項」を「第349

条の３第27項」に改め、同項第２号中「第349条の３第

29項」を「第349条の３第28項」に改め、同項第３号中

「第349条の３第30項」を「第349条の３第29項」に改め

る。

　第51条の２の次に次の１条を加える。

　（現所有者の申告）

第 51条の３　現所有者（法第384条の３に規定する現所

有者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は、

現所有者であることを知った日の翌日から３月を経過

した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。

　⑴ 　土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、

次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人と

の関係）
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　⑵ 　土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充

課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録

がされている個人が死亡している場合における当該

個人の住所及び氏名

　⑶ 　その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と

認める事項

　第52条第１項中「は、第51条又は」を「が第51条若し

くは」に、「によって」を「により、又は現所有者が前

条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。

　附則第７項中「特例基準割合（当該年の前年に」を

「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定

により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合を

いう。）」に改め、「（以下この項において「特例基準割合

適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」

を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基

準割合に」に改める。

　附則第８項第２号を削り、同項第３号中「附則第15条

第２項第６号」を「附則第15条第２項第５号」に改め、

同号を同項第２号とし、同項中第４号を第３号とし、第

５号を第４号とし、第６号を第５号とし、同項第７号中

「附則第15条第29項」を「附則第15条第26項」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第８号中「附則第15条第30

項第１号」を「附則第15条第27項第１号」に改め、同号

を同項第７号とし、同項第９号中「附則第15条第30項第

２号」を「附則第15条第27項第２号」に改め、同号を

同項第８号とし、同項第10号中「附則第15条第30項第３

号」を「附則第15条第27項第３号」に改め、同号を同項

第９号とし、同項第11号中「附則第15条第31項第１号」

を「附則第15条第28項第１号」に改め、同号を同項第10

号とし、同項第12号中「附則第15条第31項第２号」を「附

則第15条第28項第２号」に改め、同号を同項第11号とし、

同項第13号中「附則第15条第33項第１号」を「附則第15

条第30項第１号」に改め、同号を同項第12号とし、同項

第14号中「附則第15条第33項第２号」を「附則第15条第

30項第２号」に改め、同号を同項第13号とし、同項第15

号中「附則第15条第33項第３号」を「附則第15条第30項

第３号」に改め、同号を同項第14号とし、同項第16号中

「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改め、

同号を同項第15号とし、同項第17号を削り、同項第18号

中「附則第15条第44項」を「附則第15条第38項」に改め、

同号を同項第16号とし、同項第19号中「附則第15条第45

項」を「附則第15条第39項」に改め、同号を同項第17号

とし、同項第20号中「附則第15条第47項」を「附則第15

条第41項」に改め、同号を同項第18号とし、同号の次に

次の１号を加える。

　⒆�　法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合

　３分の２

　附則第８項第21号を同項第20号とする。

　附則第22項第３号中「令和２年９月30日」を「令和３

年３月31日」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

　⑴ 　附則第７項の改正規定及び次項の規定　令和３年

１月１日

　⑵ 　第20条及び第23条の４の改正規定並びに附則第３

項の規定　令和４年４月１日

　（延滞金に関する経過措置）

２ 　改正後の条例（以下「新条例」という。）附則第７

項の規定は、令和３年１月１日以後の期間に対応する

延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞

金については、なお従前の例による。

　（法人の市民税に関する経過措置）

３ 　新条例第20条及び第23条の４の規定は、令和４年４

月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税につ

いて適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市

民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市

民税については、なお従前の例による。

　（固定資産税又は都市計画税に関する経過措置）

４ 　新条例第51条の３の規定は、この条例の施行の日以

後に、同条に規定する現所有者であることを知った者

について適用する。

５ 　平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に

取得された地方税法等の一部を改正する法律（令和２

年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。）附則

第15条第２項第２号に規定する施設又は設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。

６ 　平成28年４月１日から令和２年３月31日までの間に

新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家

屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計

画税については、なお従前の例による。

　　　───────────────────

　川崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第30号

　　　川崎市手数料条例の一部を改正する条例

　川崎市手数料条例（昭和25年川崎市条例第６号）の一

部を次のように改正する。

　第２条第16号を次のように改める。

　⒃　削除

　第２条第287号中「第38条の４第23項」を「第38条の
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４第24項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第31号

　　　川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関す

　　　る条例の一部を改正する条例

　川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（平

成４年川崎市条例第51号）の一部を次のように改正する。

　目次中「市が設置する」を削り、「第41条の６」を「第

41条の13」に、「第41条の７」を「第41条の14」に改める。

　「第５章の２　市が設置する一般廃棄物処理施設」を

「第５章の２　一般廃棄物処理施設」に改める。

　第41条の２中「準用する」を「読み替えて準用する」

に改める。

　第５章の２第２節中第41条の７を第41条の14とする。

　第41条の６中「生活環境影響調査」を「生活環境影響

調査等」に、「調査書を」を「調査書、非常災害調査書

又は受託者調査書（以下「調査書等」という。）の写しを」

に、「調査書の」を「調査書等の」に改め、第５章の２

第１節中同条を第41条の13とする。

　第41条の５中「対象施設の設置が川崎市環境影響評価

に関する条例」を「対象施設、非常災害対象施設又は受

託者対象施設（以下「対象施設等」という。）の設置又

は変更が川崎市環境影響評価に関する条例」に、「生活

環境影響調査に相当する内容を含むときは」を「生活環

境影響調査、非常災害生活環境影響調査又は受託者生活

環境影響調査（以下「生活環境影響調査等」という。）

に相当する内容を含むときは」に、「前２条」を「市が

対象施設又は非常災害対象施設を設置し、又は変更する

場合にあっては第41条の４及び第41条の５、受託者が受

託者対象施設を設置し、又は変更する場合にあっては第

41条の７から前条まで」に、「。対象施設の設置」を「。

対象施設等の設置又は変更」に、「生活環境影響調査に

相当する内容を含むときも」を「生活環境影響調査等に

相当する内容を含むときも」に改め、同条を第41条の12

とする。

　第41条の４中「調査書」の次に「又は非常災害調査書」

を、「対象施設」の次に「又は非常災害対象施設」を加え、

同条に次のただし書及び１項を加える。

　ただし、当該非常災害調査書を縦覧に供した場合であ

って、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止のた

め非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速に行わ

なければならないと市長が認めるときは、当該期限を繰

り上げることができる。

２ 　前項の意見書の提出先は、前条本文の規定による告

示において指定するものとする。

　第41条の４を第41条の５とし、同条の次に次の６条を

加える。

　（委託を受けた者に係る縦覧等の対象施設）

第 41条の６　法第９条の３の３第２項（同条第３項にお

いて読み替えて準用する法第９条の３第９項において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による法第

９条の３の３第１項に規定する調査（以下「受託者生

活環境影響調査」という。）の結果を記載した書類（以

下「受託者調査書」という。）の縦覧及び意見書の提

出の対象となる一般廃棄物処理施設（以下「受託者対

象施設」という。）の種類は、政令第５条第１項に規

定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。

　（縦覧に供する旨の届出）

第 41条の７　市から非常災害により生じた廃棄物の処分

の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、受

託者生活環境影響調査を行ったときは、規則で定める

ところにより、受託者調査書を添えて、当該受託者調

査書を縦覧に供する旨を市長に届け出なければならな

い。

　（受託者が縦覧する旨の告示）

第 41条の８　市長は、前条の規定による届出があったと

きは、速やかに受託者が受託者調査書を縦覧に供する

旨、当該縦覧の場所、縦覧期間その他必要な事項を告

示するものとする。

２ 　前項の縦覧期間は、同項の規定による告示の日から

起算して30日間とする。ただし、生活環境の保全及び

公衆衛生上の支障の防止のため非常災害により生じた

廃棄物の処分を特に迅速に行わなければならないと市

長が認めるときは、当該縦覧期間を短縮することがで

きる。

　（受託者による縦覧）

第 41条の９　受託者は、前条第１項の規定により告示さ

れた縦覧の場所で、同条第２項に規定する縦覧期間

中、受託者調査書を縦覧に供するものとする。

　（受託者に対する意見書の提出）

第 41条の10　前条の規定により受託者が受託者調査書を

縦覧に供したときは、当該受託者対象施設の設置又は

変更に関し利害関係を有する者は、受託者に対して生

活環境の保全上の見地からの意見書を提出することが

できる。

２ 　前項の意見書の提出先は、第41条の８第１項の規定

による告示において指定するものとする。

３ 　第１項の意見書の提出期限は、第41条の８第１項の

規定による告示のあった日の翌日から起算して45日を

経過する日までとする。ただし、生活環境の保全及び
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公衆衛生上の支障の防止のため非常災害により生じた

廃棄物の処分を特に迅速に行わなければならないと市

長が認めるときは、当該提出期限を繰り上げることが

できる。

　（意見書についての受託者の見解等）

第 41条の11　受託者は、前条第１項の意見書の提出があ

ったときは、当該意見書についての受託者の見解を記

載した書類を作成し、遅滞なく、当該意見書と併せて

市長に提出しなければならない。

２ 　受託者は、前条第１項の意見書の提出がなかったと

きは、速やかにその旨を市長に書面により報告しなけ

ればならない。

　第41条の３中「前条各号」を「第41条の２各号」に改

め、「生活環境影響調査」の次に「又は前条各号に定め

る非常災害対象施設に係る非常災害生活環境影響調査」

を、「調査書」の次に「又は非常災害調査書」を加え、

同条に次のただし書を加える。

　ただし、当該非常災害生活環境影響調査を実施した場

合であって、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防

止のため非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速

に行わなければならないと市長が認めるときは、当該期

間を短縮することができる。

　第41条の３を第41条の４とする。

第41条の２の次に次の１条を加える。

　（非常災害に係る縦覧等の対象施設）

第 41条の３　法第９条の３の２第２項の規定により適用

する法第９条の３第２項（同条第９項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による同条第１項

に規定する調査（以下「非常災害生活環境影響調査」

という。）の結果を記載した書類（以下「非常災害調

査書」という。）の縦覧及び意見書の提出の対象とな

る一般廃棄物処理施設（以下「非常災害対象施設」と

いう。）の種類は、次のとおりとする。

　⑴ 　政令第５条第１項に規定するごみ処理施設のうち

焼却施設

　⑵ 　政令第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処

分場

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第32号

　　　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する

　　　条例の一部を改正する条例

　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和

60年川崎市条例第36号）の一部を次のように改正する。

　第11条に次の１項を加える。

２ 　浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、第３

条第１項及び第３項の登録の有効期間ごとに１回以

上、市長が指定する浄化槽管理士の資質の向上のため

の研修を受けさせなければならない。ただし、市長が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、令和２年７月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に

登録の申請をした者について適用し、同日前に登録の

申請をした者については、なお従前の例による。

　　　───────────────────

　川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦

川崎市条例第33号

　　　川崎市心身障害者総合リハビリテーション

　　　センター条例の一部を改正する条例の一部

　　　を改正する条例

　川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条

例の一部を改正する条例（令和元年川崎市条例第９号）

の一部を次のように改正する。

　目次の改正規定中「れいんぼう川崎（第117条～第127

条）」を「削除」に改める。

　第２章第８節中第22条の15を第127条とし、第22条の

14を第126条とし、第22条の13を第125条とし、第22条

の12を第124条とし、第22条の11を第123条とする改正

規定、第22条の10第１号を改め、同条を第122条とする

改正規定、第22条の９の４を第121条とし、第22条の９

の３を第120条とし、第22条の９の２を第119条とする改

正規定、第22条の９の見出し及び同条を改め、同条を第

118条とする改正規定並びに第22条の８を第117条とする

改正規定を次のように改める。

　第２章第８節を次のように改める。

　　　　第８節　削除

　第117条から第127条まで　削除

　第１章の改正規定のうち第４条第７号中「れいんぼう

川崎」を「削除」に改める。

　附則第１項ただし書中「、公布の日」を「公布の日か

ら、目次の改正規定（第３章第７節に係る部分に限る。）、

第２章第８節の改正規定、第２章第８節を第３章第７節

とする改正規定及び第１章の改正規定（第４条第７号に

係る部分に限る。）は令和３年４月１日」に改める。
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　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第34号

　　　川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改

　　　正する条例

　川崎市障害者就労支援施設条例（昭和36年川崎市条例

第13号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中

「

川崎市わーくす大師 川崎市川崎区東門前１丁目11番６号

川崎市わーくす大島 川崎市川崎区大島１丁目28番５号

 」

を

「

川崎市わーくす大島 川崎市川崎区大島１丁目28番５号

 」

に改める。

　第３条第１号を削り、同条第２号中「法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号。以下「法」という。）」に改め、

同号を同条第１号とし、同条第３号を削り、同条第４号

を同条第２号とし、同条第５号を同条第３号とする。

　第８条第１号中「及び第２号」を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和３年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第35号

　　　川崎市介護保険条例の一部を改正する条例

　川崎市介護保険条例（平成12年川崎市条例第25号）の

一部を次のように改正する。

　第８条第２項中「令和元年度及び令和２年度の各年

度」を「令和２年度」に、「26,213円」を「20,970円」

に改め、同条第３項中「令和元年度及び令和２年度の各

年度」を「令和２年度」に、「36,698円」を「27,960円」

に改め、同条第４項中「令和元年度及び令和２年度の各

年度」を「令和２年度」に、「50,678円」を「48,930円」

に改める。

　附則第38項を附則第43項とし、附則第37項の次に次の

見出し及び５項を加える。

　（ 令和２年度における普通徴収に係る保険料の納期及

び納付額）

38 　第８条第２項に該当する者の令和２年度における普

通徴収の方法によって徴収する保険料は、第10条第１

項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該

各号に規定する額を基礎として附則第41項の規定によ

り算定した額（以下この項において「月割額」とい

う。）を毎月の末日（令和２年12月にあっては、令和

３年１月４日とする。）までに納付しなければならな

い。ただし、その日が土曜日又は民法第142条に規定

する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとす

る。

　⑴ 　令和２年７月までの各月　川崎市介護保険条例の

一部を改正する条例（令和２年川崎市条例第35号）

による改正前の条例第８条第２項並びに第８条第５

項及び第９条の規定により算定した保険料額の12分

の１の額

　⑵ 　前号以外の各月　第８条第２項及び第５項の規定

により算定した令和２年度分の保険料額から令和２

年７月までの月割額の合算額を控除した額の８分の

１の額

39 　前項の規定は、第８条第３項に該当する者の令和２

年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料

について準用する。この場合において、前項第１号及

び第２号中「第８条第２項」とあるのは「第８条第３

項」と読み替えるものとする。

40 　附則第38項の規定は、第８条第４項に該当する者の

令和２年度における普通徴収の方法によって徴収する

保険料について準用する。この場合において、附則第

38項第１号及び第２号中「第８条第２項」とあるのは

「第８条第４項」と読み替えるものとする。

41 　附則第38項各号（前２項において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）に規定する額に100円

未満の端数があるときは、その端数金額は全て当該各

号の最初の納期の額に合算し、附則第38項各号に規定

する額が100円未満であるときは、その全ての額を合

算した額を当該各号の最初の納期の額とする。

42 　第10条第３項の規定は、附則第38項（附則第39項及

び第40項において準用する場合を含む。）及び前項の

規定により難い第１号被保険者に係る普通徴収の方法

によって徴収する保険料の納期又は納付額について準

用する。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の条例の規定は、令和２年度分の保険料から
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適用し、令和元年度分までの保険料については、なお

従前の例による。

　　　───────────────────

　川崎市保育園条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第36号

　　　川崎市保育園条例の一部を改正する条例

　川崎市保育園条例（昭和28年川崎市条例第32号）の一

部を次のように改正する。

　第２条の表中

「

川崎市古川保育園 川崎市幸区古川町120番地

川崎市北加瀬保育園 川崎市幸区北加瀬３丁目19番

 」

を

「

川崎市古川保育園 川崎市幸区古川町120番地

 」

に、

「

川崎市夢見ケ崎保育園 川崎市幸区南加瀬３丁目４番８号

川崎市平間保育園 川崎市中原区上平間366番地

川崎市平間乳児保育園 川崎市中原区上平間366番地

 」

を

「

川崎市夢見ケ崎保育園 川崎市幸区南加瀬３丁目４番８号

 」

に、

「

川崎市下小田中保育園 川崎市中原区下小田中４丁目４番

17号

川崎市西宮内保育園 川崎市中原区宮内１丁目24番７

号

 」

を

「

川崎市下小田中保育園 川崎市中原区下小田中４丁目４番

17号

 」

に、

「

川崎市有馬保育園 川崎市宮前区東有馬５丁目16番１号

川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目23番15号

川崎市平保育園 川崎市宮前区平２丁目13番１号

 」

を

「

川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目23番15号

 」

に改める。

　第３条ただし書中「（第５条第１項の規定により市長

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）が管理

を行う保育園にあっては、指定管理者）」を削る。

　第５条から第７条までを削り、第８条を第５条とし、

第９条を第６条とし、第10条を第７条とする。

　　　附　則

　この条例は、令和３年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第37号

　　　川崎市放課後児童健全育成事業の設備及び

　　　運営の基準に関する条例の一部を改正する

　　　条例

　川崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準

に関する条例（平成26年川崎市条例第54号）の一部を次

のように改正する。

　第９条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第

252条の22第１項の中核市」を加える。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市建築基準条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第38号

　　　川崎市建築基準条例の一部を改正する条例

　川崎市建築基準条例（昭和35年川崎市条例第20号）の

一部を次のように改正する。

　第９条中「1.5メートル」の次に「（階数が３以下で延

べ面積が200平方メートル未満の建築物にあっては、幅

員90センチメートル）」を加える。

　第21条第１号の表中「1.5メートル」の次に「（階数が

３以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物にあ

っては、90センチメートル）」を加える。

　第31条第３項中「以外の階」の次に「（以下この項に

おいて「特定階」という。）」を加え、同項に次のただし

書を加える。

　ただし、階数が３以下で延べ面積が200平方メートル
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未満の建築物の特定階（階段の部分（当該部分からのみ

人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他こ

れらに類するものを含む。）と当該階段の部分以外の部

分（直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他

これらに類する部分を除く。）とが間仕切壁若しくは戸

（ふすま、障子その他これらに類するものを除く。）で

令第112条第19項第２号に規定する構造であるもので区

画されている建築物又は同条第15項の国土交通大臣が定

める建築物の特定階に限る。）については、この限りで

ない。

　第37条に次の１項を加える。

３ 　前項の規定にかかわらず、階数が３以下で延べ面積

が200平方メートル未満の建築物における第１項の通

路の幅員は、90センチメートル以上とする。

　第43条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項

を加える。

３ 　前項の規定にかかわらず、階数が３以下で延べ面積

が200平方メートル未満の建築物における第１項の通

路の幅員は、90センチメートル以上とする。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第39号

　　　川崎市病院事業の設置等に関する条例の一

　　　部を改正する条例

　川崎市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年川崎

市条例第42号）の一部を次のように改正する。

　別表の１使用料又は利用料金の表種別の欄中「川崎病

院」の次に「及び多摩病院」を加え、「及び多摩病院」

を削り、同表付記の欄中「川崎病院に限る」を「井田病

院を除く」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和２年10月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第40号

　　　川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部

　　　を改正する条例

　川崎市消防団員等公務災害補償条例（昭和36年川崎市

条例第23号）の一部を次のように改正する。

　附則第２条の４第５項中「100分の５」を「事故発生

日（政令第２条第２項第１号に規定する事故発生日をい

う。以下同じ。）における法定利率」に改め、同条第６

項中「100分の５」を「事故発生日における法定利率」

に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規

定は、令和２年４月１日から適用する。

　　　───────────────────

　川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第41号

　　　川崎市立学校の教育職員の給与等に関する

　　　特別措置に関する条例の一部を改正する条例

　川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に

関する条例（昭和46年川崎市条例第59号）の一部を次の

ように改正する。

　第６条第１項中「この項」の次に「及び次条」を加える。

　本則に次の１条を加える。

　（教育職員の業務量の適切な管理等）

第 ７条　教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保

を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資する

ため、教育委員会規則で定めるところにより、教育職

員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う

業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉

の確保を図るための措置を行うものとする。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

規 則

　川崎市職員の市内出張旅費に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第52号

　　　川崎市職員の市内出張旅費に関する規則の

　　　一部を改正する規則

　川崎市職員の市内出張旅費に関する規則（昭和37年川

崎市規則第50号）の一部を次のように改正する。

　第２条を次のように改める。

第 ２条　市内における出張については、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。

　⑴ 　鉄道、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道

による旅行の場合　これに要する鉄道賃及び車賃



川 崎 市 公 報 （第1,798号）令和２年(2020年)７月10日

－2729－

　⑵ 　自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車（以

下「自家用自動車等」という。）による旅行の場合

　１キロメートルにつき37円の車賃

　⑶ 　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より宿泊した場合　条例別表に定める宿泊料の定額

の２分の１に相当する額

　⑷ 　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より自家用自動車等を使用して旅行した場合　条例

別表に定める日当の定額の２分の１に相当する額

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第53号

　　　川崎市市税条例施行規則の一部を改正する

　　　規則

　川崎市市税条例施行規則（昭和25年川崎市規則第28

号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第10条第２号の表中「第343条第９項」を「第343条第

10項」に改める。

　別表様式目次中

「

第54号様式

の２

固定資産税被災住宅

用地申告書

条例第51条の２

 」

を

「

第54号様式

の２

固定資産税被災住宅

用地申告書

条例第51条の２

第54号様式

の３

固定資産現所有者申

告書

条例第51条の３

 」

に改める。

　別表第46号様式⒀を次のように改める。
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第46号様式⒀ 

外国の所得税等の額の控除に関する明細書 

氏名           

この明細書は、外国において課された所得税等の額を地方税法第37条の３及び第314条の８の規定によって県民税及び市 

民税の所得割額から控除を受けようとする場合に 
市民税

申告書に添付して提出してください。 
県民税

当年分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 

当
年
分
の
控
除
限
度
額 

所得税法第95条第１項に規

定する控除限度額 
(ｲ)

円

当
年
分
の
控
除
余
裕
額 

国税の控除余裕額(ｲ)－(ﾍ) (ﾄ) 

円

東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法第14条

第１項に規定する控除限度額 

(ﾛ)

 

県民税の控除余裕額((ｲ)＋

(ﾛ)＋(ﾊ)－(ﾍ))又は(ﾊ)のう

ち低い金額 

(ﾁ)  

(ｲ)の額に
6
100を乗じて計算

した金額 

(ﾊ)

 

市民税の控除余裕額((ﾎ)－

(ﾍ))又は(ﾆ)のうち低い金額
(ﾘ)  

(ｲ)の額に
24
100を乗じて計算

した金額 

(ﾆ)  

計 (ﾄ)＋(ﾁ)＋(ﾘ) (ﾇ)  
計 (ｲ)＋(ﾛ)＋(ﾊ)＋(ﾆ) (ﾎ)  

当年において課された外国税額 (ﾍ)  
当年分の控除限度額を超える外

国税額((ﾍ)－(ﾎ)) 
(ﾙ) 

  

前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細 

控除余裕額

又は控除限

度額を超え

る外国税額

の生じた年 

控 除 余 裕 額 控除限度額を超える外国税額

国 税 県 民 税 市 民 税 

前年か

らの繰

越 額

当年分

とみな

す 額

翌 年

繰 越 額

前 年

か ら

の 繰

越 額 

当 年

に 加

算 す

る 額 

翌 年

繰 越 額

前 年

か ら

の 繰

越 額

当 年

に 加

算 す

る 額

翌 年

繰 越 額

前 年

か ら

の 繰

越 額

当年

に加

算す

る額 

翌 年

繰 越 額

年 

(1)円 円   (2)円 円   (3)円 円   (1)円 円   

年 

(4)      円 (5)      円 (6)      円 (2)        円

年 

(7)     (8)     (9)     (3)     

合 計 

(ｦ) (ﾜ)   (ｶ) (ﾖ)   (ﾀ) (ﾚ)   (ｿ) (ﾂ)   

当 年 分 

(ﾄ)の

額 

(ﾑ)の

額 

(ﾄ)－(ﾑ)

の額 

(ﾁ)の

額 

(ｳ)の

額 

(ﾁ)－(ｳ)

の額 

(ﾘ)の

額 

(ヰ)

の額 

(ﾘ)－(ヰ)

の額 

( ﾙ )の

額 

( ﾜ )＋

( ﾖ )＋

( ﾚ )の

額 

(ﾙ)－((ﾜ)

＋ ( ﾖ ) ＋

(ﾚ))の額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

前３年の各年の国税

の 控 除 限 度 額 

前３年の各年の翌年１月１

日 の 住 所 の 区 分 前 ３ 年 以 

内 の 控 除 

余 裕 額 の 

当 年 の 限 

度 額 へ の 

加 算 額 

国  税 
(ﾜ) 円 

前 ３ 年 以

内 の 控 除

限 度 額 を

超 え る 外

国 税 額 の

当 年 へ の

繰 越 額

国  税 
(ﾑ) 円

年 (ﾈ) 円 年 指定都市  
県民税 

(ﾖ)
 県民税 

(ｳ)  

一般市  
年 (ﾅ) 

 
年 指定都市  

市民税 
(ﾚ)

 市民税 
(ヰ)  

一般市  

年 (ﾗ) 
 

年 指定都市  
計  計 

(ﾉ)  

一般市  

前年度以前３年度内の控除未済外国税額の明細 

控除未済

外国税額

の生じた

年 度 

県 民 税 市 民 税 

控除未済

外国税額 
(ｵ) 

当該年度

控 除 額
(ｸ)

翌 年 度

繰 越 額

(ｵ)－(ｸ) 

(ﾔ)
控除未済

外国税額
(ﾏ) 

当該年度

控 除 額
(ｹ)

翌 年 度

繰 越 額

(ﾏ)－(ｹ) 

(ﾌ)

年度 

円 円   円 円   

年度 

          円           円 
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年度 

            

当 該 

年度分 

            

計 

円 円   円 円   

 注 

  １ 「前３年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細」欄中「前年からの繰越額」欄は、前年から引

    き継いだ控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額を、「当年に加算する額」欄又は「当年分とみなす額」欄

は、    当年において控除限度額に加算すべき控除余裕額又は当年において繰越控除すべき控除限度額を超える外国税

額を、    

「翌年繰越額」欄は、翌年に引き継ぐべき控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額をそれぞれ記載してください。  

  ２ 「控除余裕額」欄の各「当年に加算する額」欄は、各「前年からの繰越額」欄の前３年以内の各年の控除余裕額の

    うち、番号順に(ル)の金額に充てられるものを、国税、県民税、市民税の別に記載してください。 

  ３ 「控除限度額を超える外国税額」欄の「当年分とみなす額」欄は、「前年からの繰越額」欄の前３年以内の各年に

    おける控除限度額を超える外国税額のうち、番号順に、順次(ヌ)の金額に充てられるものを記載してください。 

  ４ 各「前３年の各年の国税の控除限度額」欄は、「前年からの繰越額」欄の前３年以内の控除余裕額がある年につい

    て、その年分の所得税法第95条第１項に規定する控除限度額を、各「前３年の各年の翌年１月１日の住所の区分」

欄    は、地方自治法第2 5 2条の19第１項の市にあっては「指定都市」欄に「〇」を、それ以外の市町村にあっては「

一般 

   市」欄に「〇」を記載してください。 

 



（第1,798号）令和２年(2020年)７月10日 川 崎 市 公 報

－2732－

別表第54号様式の２の次に次の１様式を加える。

第54号様式の３

 
固 定 資 産 現 所 有 者 申 告 書 

年   月   日 

（宛先）川崎市長 

 

登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている所有者（以下

「登記簿等に登記等がされている所有者」という。）が死亡したため、地方税法第 384 条の３及び川 

崎市市税条例第51条の３の規定に基づき、次のとおり申告します。 

現

所

有

者

（

申

告

者

） 

 

住所又は所在地 〒    ―     

 

電話番号 

（    ） 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏名又は名称 

印

生年月日 

年  月  日

登記簿等に登記等がされている 
所有者との関係 

 
個人番号又は法人番号 

 

 

 

登
記
簿
等
に
登
記
等
が 

さ
れ
て
い
る
所
有
者 

（
被
相
続
人
等
） 

住所 〒    ―     

 

納税者コード 

（フリガナ） 

氏     名 
死亡年月日 

 

年  月  日

 

 

固

定

資

産 
種 類 所 在 地 番 家屋番号 

土地・家屋 
  

土地・家屋 
  

土地・家屋 
  

備考 

１ この申告書は、登記簿等に登記等がされている所有者との関係を証する書類及び相続の事実がわ 

 かる書類（戸籍謄本、遺産分割協議書及び遺言書等）の写しを添付して提出してください。 

２ 指定記入欄で書ききれない場合は、別紙記入の上添付してください。 
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　別表第59号様式中「30年排出ガス基準適合」を「Ｈ30

年排出ガス基準適合」に、「21年排出ガス基準10％低減」

を「Ｈ21年排出ガス基準10％低減」に、「32年度燃費基

準＋30％達成」を「Ｒ２年度燃費基準＋30％達成」に、

「32年度燃費基準＋10％達成」を「Ｒ２年度燃費基準＋

10％達成」に、「27年度燃費基準＋35％達成」を「Ｈ27

年度燃費基準＋35％達成」に、「27年度燃費基準＋15％

達成」を「Ｈ27年度燃費基準＋15％達成」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第54号

　　　川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関す

　　　る条例施行規則の一部を改正する規則

　川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行

規則（平成５年川崎市規則第26号）の一部を次のように

改正する。

　第18条の２中「第41条の３」を「第41条の４」に改め、

同条第５号を同条第６号とし、同条第４号中「に供する」

を「の」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号中

「対象施設」の次に「又は非常災害対象施設」を加え、

同号を同条第４号とし、同条第２号中「対象施設」の次

に「又は非常災害対象施設」を加え、同号を同条第３号

とし、同条第１号中「の名称、」を「又は非常災害対象

施設の」に改め、同号を同条第２号とし、同号の前に次

の１号を加える。

　⑴ 　調査書又は非常災害調査書を縦覧に供する旨

　　　第18条の２に次の２号を加える。

　⑺ 　条例第41条の４ただし書の規定により縦覧期間を

短縮する場合又は条例第41条の５第１項ただし書の

規定により意見書の提出期限を繰り上げる場合は、

その旨及びその理由

　⑻ 　その他必要な事項

　　 　第18条の３中「第41条の３」を「第41条の４」に

改め、同条第２号中「対象施設」の次に「又は非常

災害対象施設」を加え、同条の次に次の２条を加え

る。

（受託者による縦覧に供する旨の届出）

第 18条の４　条例第41条の７の規定による届出は、受託

者調査書縦覧実施届出書（第11号様式の２）により行

うものとする。

　（受託者が縦覧する旨の告示）

第 18条の５　条例第41条の８第１項の規定による告示

は、次の事項について行うものとする。

　⑴ 　受託者が受託者調査書を縦覧に供する旨

　⑵ 　受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名

　⑶ 　受託者対象施設の種類及び設置場所

　⑷ 　受託者対象施設で処理する一般廃棄物の種類

　⑸ 　受託者対象施設の処理能力

　⑹ 　縦覧の場所、期間及び時間

　⑺ 　意見書の提出先及び提出期限

　⑻ 　条例第41条の８第２項ただし書の規定により縦覧

期間を短縮する場合又は条例第41条の10第３項ただ

し書の規定により意見書の提出期限を繰り上げる場

合は、その旨及びその理由

　⑼ 　その他必要な事項

　第11号様式の次に次の１様式を加える。
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第11号様式の２ 

受託者調査書縦覧実施届出書 

年   月   日  

  （宛先） 川 崎 市 長 

届 出 者   郵 便 番 号                  

住 所                    

フ リ ガ ナ                  

氏 名                 印  

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）   

電 話 番 号                  

 

 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例第41条の７の規定により、次のとおり届け出

ます。 

縦 覧 実 施 の 事 由 

□設置 □変更（変更の理由：                ）

（許可年月日：    年  月  日） 

（許可番号：第    号） 

受 託 者 対 象 施 設 の 種 類  

受託者対象施設の設置場所  

受託者対象施設で処理する

一 般 廃 棄 物 の 種 類 
 

着 工 予 定 年 月 日   年  月  日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日   年  月  日 

受託者対象施設の処理能力 

 ｍ３／日（   ）時間 

ｔ／日（   ）時間 

ｍ３／時間       

ｔ／時間       

受託者対象施設の稼働時間 時  分 ～  時  分 

受託者対象施設の稼働日数 
日／年・月 

（土日祝日の稼働の有無：    ） 

縦
覧
及
び
意
見
書
に
関
す
る
事
項 

縦覧の場所及び方法  

縦 覧 期 間  年  月  日  ～   年  月  日 

縦 覧 時 間 
時  分 ～  時  分 

（土日祝日の縦覧の有無：    ） 

意見書の提出先及び提出方法  

意 見 書 の 提 出 期 限  年  月  日  ～   年  月  日 

意見書の提出が可能な時間 
時  分 ～  時  分 

（土日祝日の提出の有無：    ） 

連 絡 先 

担当部署 

担当者氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

注 受託者調査書を添えて届け出てください。 



川 崎 市 公 報 （第1,798号）令和２年(2020年)７月10日

－2735－

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第55号

　　　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則

川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

（昭和60年川崎市規則第106号）の一部を次のように改

正する。

　第２条第２項各号列記以外の部分に次のただし書を加

える。

　ただし、従前の登録の有効期間において条例第11条第

２項ただし書の規定に該当したときは、第５号に掲げる

書類の添付を省略することができる。第２条第２項中第

４号を第６号とし、第３号の次に次の２号を加える。

　⑷ 　条例第11条第２項に規定する研修の受講に係る計

画を記載した書類

　⑸ 　更新の登録にあっては、従前の登録の有効期間内

に浄化槽管理士が条例第11条第２項に規定する研修

を受けたことを証する書類

　第６条第１項中「書類」の次に「及び第２条第２項第

４号に規定する計画に変更がある場合にあっては変更後

の当該計画を記載した書類」を加える。

　第１号様式中

「

 」

を

「

 」

に改め、同様式注第３項中第６号を第８号とし、第５号

の次に次の２号を加える。

　⑹ 　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第

11条第２項に規定する研修の受講に係る計画を記載

した書類

　⑺ 　更新の登録にあっては、従前の登録の有効期間内

に浄化槽管理士が川崎市浄化槽保守点検業者の登録

に関する条例第11条第２項に規定する研修を受けた

ことを証する書類

　第２号様式を次のように改める。
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第２号様式 

 (表) 

浄化槽保守点検業者登録簿 

登 録 番 号 第 号

登録年月日   年  月  日 

有 効 期 間

満了年月日   年  月  日 

登

録

業

者 

住 所 
  

氏 名 
電話番号  ― 

営

業

所

所 在 地 名 称 

電話番号  ― 

  

電話番号  ― 

  

役員（業務を執行

する社員、取締役

又はこれに準ずる

者）の氏名 

  

  

  

  

  

 (裏) 

浄

化

槽

管

理

士 

営業所の名称 氏  名 
浄化槽管理士免状 条例第11条第２項に規定する研修 

交付番号 交付年月日 計画年度 受講年月日 実 施 団 体

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

備考 
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　第５号様式中「あて先」を「宛先」に改め、同様式注

中「書類」の次に「及び川崎市浄化槽保守点検業者の登

録に関する条例第11条第２項に規定する研修の受講に係

る計画に変更がある場合にあっては変更後の当該計画を

記載した書類」を加える。

　第10号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

 」

を

「

 」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和２年７月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この規則の施行の際現に登録を受けている浄化槽保

守点検業者がこの規則の施行の日以後最初に受ける更

新の登録に係る申請については、改正後の規則第２条

第２項第５号の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

３ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市心身障害者扶養共済条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第56号

　　　川崎市心身障害者扶養共済条例施行規則の

　　　一部を改正する規則

　川崎市心身障害者扶養共済条例施行規則（昭和47年川

崎市規則第60号）の一部を次のように改正する。

　第８条を次のように改める。

　（年金の支払期月）

第８条　年金は、毎月３月、７月及び11月の３期に、そ

れぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に

支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しく

は年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、

その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

　第１号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

（ふりがな）

氏　名

男　

女　

 」　　　　　　　　

を

「

（ふりがな）

氏　名

 」　　　　　　　　

に改める。

　第６号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

性　　別 男　・　女

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

を

「

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

に改める。

　第７号様式中

「

　（４、５、６、７月の４箇月分）………７月上旬

　（８、９、10、11月の４箇月分）………11月上旬

　（12、１、２、３月の４箇月分）………３月上旬

 」

を

「

　４月、５月、６月及び７月の４箇月分………７月

　８月、９月、10月及び11月の４箇月分………11月

　12月、１月、２月及び３月の４箇月分………３月

 」

に改める。

　第８号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

性　　別 男　・　女

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

を

「

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

に改める。

 

横 須 賀 市 
              

 

相 模 原 市 
       

横 須 賀 市 
              

藤 沢 市 
       

茅 ヶ 崎 市 
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　第９号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

性　　別 男　・　女

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

を

「

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

に改める。

　第13号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

性　　別 男　・　女

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

を

「

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

に改める。

　第15号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

性　　別 男　・　女

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

を

「

生年月日 年　　月　　日

 」　　　　　　　　

に改める。

　第18号様式中「あて先」を「宛先」に、「障害児学級」

を「特別支援学級」に、

「

氏　名 男・女

 」　　

を

「

氏　名

 」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和２年７月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに

公布する。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第57号

　　　川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総

　　　合的に支援するための法律施行細則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行細則（平成18年川崎市規則第61号）

の一部を次のように改正する。

　第16号様式中

「

フ リ ガ ナ

氏　　名
性別 男・女

 」

を

「

フ リ ガ ナ

氏　　名

 」

に改める。

第17号様式中

「

フ リ ガ ナ 性別

受診者氏名
男

女

 」

を

「

フ リ ガ ナ

受診者氏名

 」

に改める。

　第18号様式中

「

生年月日

性　　別

 」

を
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「

生年月日

 」

に改める。

　第20号様式中

「

　　　　年　　月　　日 性別

 」　　　　

を

「

　　　　年　　月　　日

 」　　　　

に改める。

　第21号様式中

「

　　　　年　　月　　日 性別

 」　　　　

を

「

　　　　年　　月　　日

 」　　　　

に改める。

　第22号様式中

「

　　　　年　　月　　日 性別

 」

を

「

　　　　年　　月　　日

 」　　　　

に改める。

　第23号様式中

「

フ リ ガ ナ 性　別

受診者氏名 男・女

 」

を

「

フ リ ガ ナ

受診者氏名

 」

に改める。

　第24号様式中

「

フ リ ガ ナ 性　別

受診者氏名 男・女

 」

を

「

フ リ ガ ナ

受診者氏名

 」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和２年７月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第

20号様式、第21号様式及び第22号様式の規定による自

立支援医療受給者証（育成医療）、自立支援医療受給

者証（更生医療）及び自立支援医療受給者証（精神通

院医療）（以下これらを「自立支援医療受給者証（育

成医療）等」という。）は、それぞれの自立支援医療

受給者証（育成医療）等に記載された有効期間が満了

するまでの間、改正後の規則第20号様式、第21号様式

及び第22号様式の規定による自立支援医療受給者証

（育成医療）等とみなす。

３ 　改正前の規則の規定により調製した帳票（第18号様

式を除く。）で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用す

ることができる。

　　　───────────────────

　川崎市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第58号

　　　川崎市母子保健法施行細則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市母子保健法施行細則（昭和62年川崎市規則第36

号）の一部を次のように改正する。

　第11号様式中「本人」を「乳児（本人）」に改め、

「

 」

を
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「

 」

に改める。

　第12号様式を次のように改める。
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第12号様式

 

世 帯 調 書 

申請者氏名  
乳児（本人）

氏 名
 

乳
児
の
属
す
る
世
帯
構
成 

氏 名 続 柄 生 年 月 日
職 業

（勤務先）
１ 月 １ 日 現 在 の 住 所

（申請者） 
   市 内 ・ 市 外  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外 

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外 

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

世
帯
外
扶
養
義
務
者 

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

記入上の注意 

１ 「乳児の属する世帯構成」の「氏名」欄には、扶養義務者及び生計を一にする子を記入し

てください。 

２ 「世帯外扶養義務者」には、乳児と同居していない扶養義務者で、現にその乳児を扶養し

ている者のみ記入してください。 

３ 乳児が入院を開始した年（乳児が入院を開始した月が１月から６月までの場合は、その前

年）の１月１日現在の住所について市内又は市外のいずれかを〇で囲んでください。 

 



（第1,798号）令和２年(2020年)７月10日 川 崎 市 公 報

－2742－

　　　附　則

（施行期日）

１ 　この規則は、令和２年７月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第59号

　　　川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の一

　　　部を改正する規則

　川崎市結核児童療育給付事務取扱細則（昭和47年川崎

市規則第46号）の一部を次のように改正する。

　第１号様式中「本人」を「児童（本人）」に改め、

「

 」

を

「

 」

に改める。
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　第２号様式を次のように改める。

第２号様式

 

世 帯 調 書 

申請者氏名 

法人にあっては

名称及び代表者

の氏名 

  
児童（本人）

氏 名
 

児
童
の
属
す
る
世
帯
構
成 

氏 名 続 柄 生 年 月 日
職 業

（勤務先）
１月１日現在の住所

（申請者） 
 市 内 ・ 市 外  

  
 ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外 

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外 

個人番号  

世
帯
外
扶
養
義
務
者 

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

  
  ・ ・   市 内 ・ 市 外  

個人番号  

記入上の注意 

１ 「児童の属する世帯構成」の「氏名」欄には、扶養義務者及び生計を一にする子を記入し

てください。 

２ 「世帯外扶養義務者」には、児童と同居していない扶養義務者で、現にその児童を扶養し

ている者のみ記入してください。 

３ 児童が入院を開始した年（児童が入院を開始した月が１月から６月までの場合は、その前

年）の１月１日現在の住所について市内又は市外のいずれかを〇で囲んでください。 
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　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和２年７月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦

川崎市規則第60号

　　　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市営住宅条例施行規則（昭和37年川崎市規則第57

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１初山の項中「322」を「290」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和２年７月10日から施行する。

告 示

川崎市告示第339号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和２年６月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第340号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年６月22日から令和２年７月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野 川

第18号線

川崎市宮前区野川本

町３丁目482番６先
2.12 71.01

川崎市宮前区野川本

町３丁目482番９先

新
野 川

第18号線

川崎市宮前区野川本

町３丁目482番６先
6.00 71.01

隅きり部

を含む川崎市宮前区野川本

町３丁目482番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第341号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年６月22日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年６月22日から令和２年７月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　



川 崎 市 公 報 （第1,798号）令和２年(2020年)７月10日

－2745－

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野 川

第 1 8号線

川崎市宮前区野川本町３丁目482番６先
隅きり部

を含む
川崎市宮前区野川本町３丁目482番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第342号

　　　市道路線認定に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第８条の規定に基づ

き、市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、一般の縦覧に供します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

整理

番号
路 線 名

起　　　　点
重要な経過地

終　　　　点

17
鹿 島 田

第208号線

幸区鹿島田２丁目１番７先

中原区上平間1564番10先

18
久 末

第265号線

高津区久末1535番11先

高津区久末1534番８先

19
菅 生

第834号線

宮前区菅生６丁目973番44先

宮前区菅生６丁目973番48先

20
平

第236号線

宮前区平５丁目889番19先

宮前区平５丁目889番26先

21
野川本町

第２号線

宮前区野川本町３丁目482番５先

宮前区野川本町３丁目482番２先

22
馬 絹

第193号線

宮前区馬絹４丁目1253番１先

宮前区馬絹４丁目1253番８先

23
生 田

第272号線

多摩区生田８丁目3420番６先

多摩区生田８丁目3420番14先

24
生 田

第273号線

多摩区生田８丁目3420番17先

多摩区生田８丁目3420番21先

25
宿 河 原

第294号線

多摩区宿河原２丁目382番７先

多摩区宿河原２丁目382番９先

26
堰

第84号線

多摩区堰１丁目424番18先

多摩区堰１丁目424番25先

27
上 麻 生

第417号線

麻生区上麻生５丁目1099番19先

麻生区上麻生５丁目1100番１先

28
上 麻 生

第418号線

麻生区上麻生５丁目1099番19先

麻生区上麻生５丁目1103番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第343号

　　　道路区域決定に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のとおり決定します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年６月22日から令和２年７月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考
終　　　　点

17
鹿 島 田

第208号線

幸区鹿島田２丁目１番

７先
9.00 66.68

中原区上平間1564番10

先

18
久 末

第265号線

高津区久末1535番

11先
5.50 41.67

高津区久末1534番

８先

19
菅 生

第834号線

宮前区菅生６丁目973

番44先
4.50 29.29

宮前区菅生６丁目973

番48先

20
平

第236号線

宮前区平５丁目889番

19先
4.50 34.96

宮前区平５丁目889番

26先

21
野川本町

第２号線

宮前区野川本町３丁目

482番５先
6.00 33.88

宮前区野川本町３丁目

482番２先

22
馬 絹

第193号線

宮前区馬絹４丁目1253

番１先
4.50 26.01

宮前区馬絹４丁目1253

番８先

23
生 田

第272号線

多摩区生田８丁目3420

番６先
6.00 62.03

多摩区生田８丁目3420

番14先

24
生 田

第273号線

多摩区生田８丁目3420

番17先
4.50 29.00

多摩区生田８丁目3420

番21先

25
宿 河 原

第294号線

多摩区宿河原２丁目

382番７先
5.00 25.64

多摩区宿河原２丁目

382番９先

26
堰

第84号線

多摩区堰１丁目424番

18先
4.50 41.98

多摩区堰１丁目424番

25先
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27
上 麻 生

第417号線

麻生区上麻生５丁目

1099番19先
6.00 117.19

麻生区上麻生５丁目

1100番１先

28
上 麻 生

第418号線

麻生区上麻生５丁目

1099番19先
6.00 66.20

麻生区上麻生５丁目

1103番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第344号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次のとおり道路の供用を令和２年６月22日か

ら開始します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年６月22日から令和２年７月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　道路の種類　市道

整理

番号
路 線 名

起　　　　点
重要な経過地

終　　　　点

17
鹿 島 田

第208号線

幸区鹿島田２丁目１番

７先

中原区上平間1564番

10先

18
久 末

第265号線

高津区久末1535番

11先

高津区久末1534番

８先

19
菅 生

第834号線

宮前区菅生６丁目973

番44先

宮前区菅生６丁目973

番48先

20
平

第236号線

宮前区平５丁目889番

19先

宮前区平５丁目889番

26先

21
野川本町

第２号線

宮前区野川本町３丁目

482番５先

宮前区野川本町３丁目

482番２先

22
馬 絹

第193号線

宮前区馬絹４丁目1253

番１先

宮前区馬絹４丁目1253

番８先

23
生 田

第272号線

多摩区生田８丁目3420

番６先

多摩区生田８丁目3420

番14先

24
生 田

第273号線

多摩区生田８丁目3420

番17先

多摩区生田８丁目3420

番21先

25
宿 河 原

第294号線

多摩区宿河原２丁目

382番７先

多摩区宿河原２丁目

382番９先

26
堰

第84号線

多摩区堰１丁目424番

18先

多摩区堰１丁目424番

25先

27
上 麻 生

第417号線

麻生区上麻生５丁目

1099番19先

麻生区上麻生５丁目

1100番１先

28
上 麻 生

第418号線

麻生区上麻生５丁目

1099番19先

麻生区上麻生５丁目

1103番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第345号

　　　市道路線廃止に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定

に基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、一般の縦覧に供します。

　　令和２年６月22日

 　川崎市長　福　田　紀　彦　　

整理

番号
路 線 名

起　　　　点
重要な経過地

終　　　　点

29
野 川

第236号線

宮前区西野川３丁目

1503番先

宮前区西野川３丁目

1409番37先

30
野 川

第16号線

宮前区野川本町３丁目

482番９先

宮前区野川本町３丁目

464番１先

31
野 川

第17号線

宮前区野川本町３丁目

461番２先

宮前区野川本町３丁目

462番３先

32
長 尾

第118号線

多摩区長尾３丁目1173

番１先

多摩区長尾３丁目1176

番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第346号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、川崎市営住宅及び川崎市特定公共

賃貸住宅並びに駐車場の使用料の収納事務を委託したの
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で、同条第２項の規定により告示します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　川崎市川崎区砂子１丁目２番地４

 川崎市住宅供給公社　理事長　小　林　哲　喜　　

２ 　委託する事務の種類

　 　川崎市営住宅及び川崎市特定公共賃貸住宅並びに駐

車場の使用料の収納事務

３ 　委託する期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第347号

　川崎市立学校の施設の開放に関する規則第10条第１項

に規定する学校施設開放使用料の収納に関する事務を地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項

により、次の者に委託したので、同条第２項の規定に基

づき告示します。

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地等

所在地 名称 代表者名

東京都千代田区

二番町８番地８

株式会社

セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役

永松　文彦

東京都港区芝浦

三丁目１番21号

株式会社

ファミリーマート

代表取締役社長

澤田　貴司

２ 　委託する事務の種類

　 　川崎市立学校の施設の開放に関する規則第10条第１

項に規定する学校施設開放使用料の収納事務

３ 　委託期間

　　令和２年４月１日～令和３年３月31日

　　　───────────────────

川崎市告示第348号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条

第１項の規定による特定非営利活動法人かわさき創造プ

ロジェクトの認定をしたので、同法第49条第２項の規定

により次のとおり告示します。

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　名称

　　特定非営利活動法人　かわさき創造プロジェクト

２ 　代表者の氏名

　　栗田　正道

３ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市多摩区中野島６丁目29番１号

　　新多摩川ハイム４号棟101

４ 　当該認定の有効期間

　　令和２年６月23日～令和７年６月22日

　　　───────────────────

川崎市告示第349号

　　　浄化槽管理士の資質の向上のための研修の

　　　指定について

　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和

60年川崎市条例第36号）第11条第２項の規定に基づき、

浄化槽管理士の資質の向上のための研修を次のとおり指

定します。

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第11条

第２項に基づき市長が指定する浄化槽管理士の資質の向

上のための研修は、次に掲げる者が実施する研修であっ

て、次に掲げる内容を含むものとする。

浄化槽保守点

検業の登録先
研修実施者 研修内容

指　定

年月日

神奈川県内

神奈川県知事又

は神奈川県知事

が指定する者
浄化槽法（昭和

58年法律第43号）

第48条第２項第

３号に規定する

浄化槽管理士に

対する研修とし

て実施される、

次に掲げる事項

を習得するため

のもの

１ 　浄化槽行政

の動向

２ 　浄化槽の構

造と機能

３ 　浄化槽の保

守点検と清掃

令和２年

７月１日

神奈川県内及

び神奈川県以

外の都道府県

（保健所を設

置する市及び

特別区を含む。

以下同じ。）

１ 　神奈川県知

事又は神奈川

県知事が指定

する者

２ 　神奈川県以

外の登録先の

都道府県の知

事（保健所を

設置する市及

び特別区の長

を含む。）又

は当該都道府

県の知事が指

定し、若しく

は認める者

　　　───────────────────

川崎市告示第350号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法
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　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第351号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第352号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第353号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま

したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の

とおり告示します。（別表省略）

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第354号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第355号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法

第50条の２の規定により指定介護機関の廃止及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の

規定の例によるとされている介護支援給付の指定介護機

関の廃止を行いましたので、同法第55条の３第２号の規

定に基づき別表のとおり告示します。（別表省略）

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────
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川崎市告示第356号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定の一部解除について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域の指定を一部解除しますので、同条第３項の規定に

基づき告示します。

　　令和２年６月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定を解除する区域

　　川崎区鈴木町2964番１の一部

　　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　水銀及びその化合物

３ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　鉛及びその化合物

４ 　講じられた汚染の除去等の措置

　 　基準不適合土壌の掘削による除去、土地の形質変更

範囲の一部訂正
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第357号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、令和２年６月１日招集の令和２年第４

回川崎市議会定例会において、令和２年６月18日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第219条第２項の規定により公表します。

　　令和２年６月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和２年度川崎市一般会計補正予算

　令和２年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

8,226,147千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ981,389,549千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第 ２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第

１項の規定により翌年度に繰越して使用することがで

きる経費は、「第２表繰越明許費」による。

　（債務負担行為の補正）

第 ３条　既定の債務負担行為の変更は、「第３表債務負

担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第 ４条　既定の地方債の変更は、「第４表地方債補正」

による。

　　令和２年６月１日提出

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入

款 項 補　正　前　の　額 補　正　額 計

15　分担金及び負担金 千円

12,259,989

千円

△750,000

千円

11,509,989

１　負担金 12,259,989 △750,000 11,509,989

17　国庫支出金 302,849,309 △329,638 302,519,671

１　国庫負担金 116,316,837 151,199 116,468,036

２　国庫補助金 186,042,964 △480,837 185,562,127

18　県支出金 35,876,330 1,793,006 37,699,336

２　県補助金 7,045,290 1,793,006 8,838,296

21　繰入金 73,523,798 1,486,779 75,010,577

１　基金繰入金 70,725,564 1,486,779 72,212,343

24　市　債 65,712,000 6,026,000 71,738,000

１　市　債 65,712,000 6,026,000 71,738,000

歳　　入　　合　　計 973,163,402 8,226,147 981,389,549

歳出

款 項 補　正　前　の　額 補　正　額 計

２　総務費 千円

53,461,824

千円

500,000

千円

53,961,824

５　徴税費 6,531,143 500,000 7,031,143

４　こども未来費 128,578,292 200,000 128,778,292

２　こども支援費 79,226,241 200,000 79,426,241

５　健康福祉費 309,880,387 2,640,482 312,520,869

７　公衆衛生費 11,305,695 2,640,482 13,946,177

７　経済労働費 45,540,098 5,669 45,545,767

５　労政費 468,923 5,669 474,592

８　建設緑政費 44,831,502 △2,335,000 42,496,502

３　街路事業費 19,974,873 △1,635,000 18,339,873

８　公園費 6,709,253 △700,000 6,009,253

10　まちづくり費 24,514,973 △23,616 24,491,357

３　整備事業費 10,371,553 △23,616 10,347,937

11　区役所費 17,577,926 △80,000 17,497,926

１　区政振興費 13,526,715 △80,000 13,446,715

13　教育費 101,194,431 7,318,612 108,513,043

２　小学校費 26,703,156 11,727 26,714,883

３　中学校費 13,445,818 5,196 13,451,014

４　高等学校費 3,683,283 15 3,683,298

５　特別支援教育費 2,677,720 345 2,678,065

８　教育施設整備費 9,808,749 7,301,329 17,110,078

歳　　出　　合　　計 973,163,402 8,226,147 981,389,549
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第２表　繰越明許費

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　　　　　額

８　 建 設 緑 政 費 ３　 街 路 事 業 費 街 路 事 業

千円

5,863,760

第３表　債務負担行為補正

変更

事　　　　項
補　　正　　前 補　　正　　後

期　　　間 限　度　額 期　　　間 限　度　額

令和２年度家屋等リース経費
令和２年度から

令和７年度まで

千円

606,667

令和２年度から

令和７年度まで

千円

810,827

第４表　地方債補正

変更

起　　債　　の　　目　　的
限　　　度　　　額

補正前の額 補　正　額 補正後の額

安 全 施 設 整 備 事 業

千円

1,566,000

千円

△80,000

千円

1,486,000

街 路 事 業 4,451,000 △308,000 4,143,000

公 園 緑 地 施 設 整 備 事 業 3,464,000 △315,000 3,149,000

業 務 教 育 施 設 整 備 事 業 5,080,000 6,729,000 11,809,000

合　　　　　　　　　　計 14,561,000 6,026,000 20,587,000

地 方 債 総 合 計 65,712,000 6,026,000 71,738,000

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第358号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第８条第１項の規定による個人情報ファイルの届出

及び同条第３項の規定による保有個人情報業務の届出に

ついて、同条第７項の規定に基づき公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　個人情報ファイル（変更）

　　ア 　市　　長 ２件　　

　　イ 　教育委員会 ７件　　

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第359号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　目的外利用

　　ア 　市　　　長 25件　　

　　イ 　教育委員会 １件　　

　⑵ 　外部提供

　　ア 　市　　　長 23件　　

　　イ 　上下水道事業管理者 １件　　

　　ウ 　消　防　長 ６件　　

　　エ 　教育委員会 ２件　　

２ 　届出書
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　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第360号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11

項の規定により告示された事項の変更届がありましたの

で、平成30年川崎市告示第163号に告示された事項を変

更し、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届け出た地縁による団体

　⑴ 　名称

　　　柿生駅前町内会

　⑵ 　事務所の所在地

　　　川崎市麻生区上麻生６丁目38番１号

　⑶ 　代表者の氏名

　　　 　

　⑷ 　代表者の住所

　　　

２ 　変更事項及びその内容

　⑴ 　代表者の氏名及び住所

　　　「 　康夫」を「 　 」に改める。

　　 　「 」を「

」に改める。

　⑵ 　事務所の所在地

　　 　「 」を「

」に改める。

　　　───────────────────

川崎市告示第361号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第362号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和２年６月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

ウォーターワンデイサービス

株式会社
1495500629 一織庵　初山一丁目

川崎市宮前区

初山１丁目21番13号
地域密着型通所介護

医療法人メディカルクラスタ 1495400663

医療・看取り対応型

たまふれあいグループホーム

登戸新町

川崎市多摩区

登戸新町186

認知症対応型共同生活介護介護

予防認知症対応型共同生活介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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令和２年４月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

社会福祉法人

高津百春会
1475302277 おだかの郷　短期入所 川崎市高津区末長２－20－20 介護予防短期入所生活介護

株式会社ASFON CARE 1475401004
居宅介護支援センター

すずらん

川崎市宮前区神木本町４－７－１

ワコーレ溝の口Ⅱ
居宅介護支援

株式会社ASFON CARE 1475501167 でいほーむ　絆
川崎市宮前区神木本町４－７－１

ワコーレ溝の口Ⅱ
地域密着型通所介護

株式会社丸いそら 1475102255 介護のまるいそら 川崎市幸区北加瀬１－16－13 居宅介護支援

株式会社　あうん 1495400259 あうん24 川崎市多摩区登戸2158－２
定期巡回・随時対応型訪問

介護看護

株式会社　あうん 1495400218
あうん介護センター

夜間対応型訪問介護
川崎市多摩区登戸2158－２ 夜間対応型訪問介護

株式会社ASFELL 1495600445 デイサービス仁志 川崎市麻生区上麻生３－５－27 地域密着型通所介護

SOMPOケア株式会社 1475502231
SOMPOケア　宮前菅生

居宅介護支援
川崎市宮前区菅生５－23－23 居宅介護支援

有限会社保険バンク 1475000939 旭日ケアサービス 川崎市川崎区大師駅前１－８－５　２Ｆ 居宅介護支援

有限会社太陽 1475002760 太陽ケアセンター 川崎市川崎区渡田新町２－１－９　２Ｆ 居宅介護支援

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第363号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年６月26日から令和２年７月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅 生

第35号線

川崎市宮前区初山

２丁目790番４先
3.64 6.04

川崎市宮前区初山

２丁目790番４先

新
菅 生

第35号線

川崎市宮前区初山

２丁目790番４先
3.85

～

3.86

6.04
隅きり部

を含む川崎市宮前区初山

２丁目790番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第364号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年６月26日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年６月26日から令和２年７月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 生

第 3 5 号 線

川崎市宮前区初山２丁目790番４先
隅きり部を

含む
川崎市宮前区初山２丁目790番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第365号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、令和２年６月１日招集の令和２年第４

回川崎市議会定例会において、令和２年６月24日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律67号）第219条第２項の規定のより公表します。

　　令和２年６月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和２年度川崎市一般会計補正予算

　令和２年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,746,699千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ984,136,248千円とする。
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２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。

　（地方債の補正）

第 ２条　既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」

による。

　　令和２年６月15日提出

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

第１表　歳入歳出予算補正

歳入

款 項 補　正　前　の　額 補　正　額 計

17　国庫支出金 千円

302,519,671

千円

1,409,053

千円

303,928,724

１　国庫負担金 116,468,036 577,500 117,045,536

２　国庫補助金 185,562,127 831,553 186,393,680

18　県支出金 37,669,336 578,500 38,247,836

２　県補助金 8,838,296 578,500 9,416,796

21　繰入金 75,010,577 729,131 75,739,708

１　基金繰入金 72,212,343 729,131 72,941,474

23　諸収入 50,587,140 15 50,587,155

６　雑入 10,684,470 15 10,684,485

24　市　債 71,738,000 30,000 71,768,000

１　市　債 71,738,000 30,000 71,768,000

歳　　入　　合　　計 981,389,549 2,746,699 984,136,248

歳出

款 項 補　正　前　の　額 補　正　額 計

２　総務費 千円

53,961,824

千円

250,000

千円

54,211,824

３　危機管理費 1,368,307 250,000 1,618,307

３　市民文化費 9,804,522 11,171 9,815,693

１　市民文化費 9,804,522 11,171 9,815,693

４　こども未来費 128,778,292 1,183,358 129,961,650

２　こども支援費 79,426,241 1,183,358 80,609,599

５　健康福祉費 312,520,869 770,000 313,290,869

２　社会福祉費 901,633 770,000 1,671,633

13　教育費 108,513,043 532,170 109,045,213

１　教育総務費 35,899,882 220,099 36,119,981

５　特別支援教育費 2,678,065 15,728 2,693,793

７　体育保健費 5,958,057 66,743 6,024,800

８　教育施設整備費 17,110,078 229,600 17,339,678

歳　　出　　合　　計 981,389,549 2,746,699 984,136,248
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第２表　地方債補正

変更

起　　債　　の　　目　　的
限　　　度　　　額

補正前の額 補　正　額 補正後の額

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業

千円

11,809,000

千円

30,000

千円

11,839,000

地 方 債 総 合 計 71,738,000 30,000 71,768,000

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第366号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第367号

　　　川崎市郵送請求事務センターにおける郵送

　　　請求による証明書交付手数料に係る収納業

　　　務の委託

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定により、川崎市郵送請求事務センターにおけ

る郵送請求による証明書交付手数料の収納業務を委託し

たので、同施行令第158条第２項の規定により告示しま

す。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　所在地　東京都渋谷区代々木二丁目６番５号

　　名　称　りらいあコミュニケーションズ　株式会社

２ 　委託事務

　 　川崎市郵送請求事務センターにおける郵送請求によ

る証明書交付手数料の収納業務

３ 　委託期間

　　令和２年７月１日～令和４年６月30日

　　　───────────────────

川崎市告示第368号

　川崎市公印規則（昭和39年川崎市規則第６号）第８条

第１項の規定により、次の名称の公印を廃止しましたの

で、同規則第９条の規定に基づき告示します。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　特定中小企業者認定事務専用市長職務代理者印

　⑴ 　保管場所及び個数

　　　経済労働局産業振興部中小企業溝口事務所　１個

　⑵ 　廃止年月日

　　　令和２年５月12日
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公 告

川崎市公告第480号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市民プラザ直流電源装置更新工事

履行場所 川崎市高津区新作１丁目19番１号

履行期限 契約の日から令和２年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。

　 　ただし、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

⑾ 　特別管理産業廃棄物管理責任者を配置できること。ただし、⑽の技術者（業種「電気」）との兼

任を可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生市民館・図書館直流電源装置更新工事

履行場所 川崎市麻生区万福寺１丁目５番２号

履行期限 契約の日から令和２年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

⑽ 　特別管理産業廃棄物管理責任者を配置できること。ただし、⑼の技術者（業種「電気」）との兼

任を可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 京町中学校受水槽改修その他設備工事

履行場所 川崎市川崎区京町３丁目19番11号

履行期限 契約の日から令和２年10月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 御幸中学校受水槽改修その他設備工事

履行場所 川崎市幸区戸手４丁目２番１号

履行期限 契約の日から令和２年10月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。
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参 加 資 格

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日吉中学校受水槽改修その他設備工事

履行場所 川崎市幸区北加瀬２丁目３番１号

履行期限 契約の日から令和２年10月21日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の

額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、

本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満

となった場合は専任を要しません。

⑾ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南大師中学校直結給水化工事

履行場所 川崎市川崎区四谷上町24番１号

履行期限 契約の日から令和２年11月20日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｃ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月13日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第481号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年６月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　川崎ルフロン

　川崎市川崎区日進町１番11、12、16、19

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取締役社長　長島　巌

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

３ 　変更した事項

　　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

　　（変更前）　取締役社長　池谷　幹男

　　（変更後）　取締役社長　長島　巌

４ 　変更の年月日

　　令和２年４月１日
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５ 　変更する理由

　 　大規模小売店舗を設置する者の代表者の変更による

もの

６ 　届出の年月日

　　令和２年６月16日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和２年６月17日から令和２年10月17日の午前８時

30分から午後５時まで。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　令和２年10月17日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第482号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年６月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区長尾３丁目1203番

 ほか２筆の一部　　

 2,788平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市西区楠町14番地５ 　タイムズビル４階

　　株式会社　ホームランド

　　代表取締役　小野　洋一郎

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：17戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年６月24日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第31号

　　令和１年８月21日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第53号（変更）

　　令和２年３月３日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第120号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第483号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　学校給食用食器

履行場所 川崎市立小学校、支援学校及び健康給食推進室

履行期限 令和２年11月30日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「日用品雑貨」種目「食

器・陶磁器類」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録さ

れている者。

⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑹ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること、または、

この物品に係るメーカー、販売代理店等の引受照明を受けていること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2092

入札日時等 令和２年８月６日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度冬物被服（作業服上衣ほか）（合併）

履行場所 仕様書のとおり

履行期限 令和２年10月29日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「衣

料用品」種目「衣服」に登載されており、かつランクＡ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　この購入物品について、平成22年４月１日以降に類似の契約実績があること。または、この物

品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けていること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でも構いません。

⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

⑹ 　この購入（製造）物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換でき

ること。

⑺ 　本市の求めにより、職員の立会いのもとに検査に応じられること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2091

入札日時等 令和２年７月21日　11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第484号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第485号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度川崎市地盤変動調査精密水準測量委託

履行場所 川崎市管内

履行期限 令和３年３月19日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月16日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路清掃委託

履行場所 幸区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

⑹ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥、廃プラス

チック類、金属くず、ガラスくずが含まれていること）を受けている者。

⑺ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月16日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑ヶ丘霊園霊堂周辺小区画墓所実施設計業務委託

履行場所 川崎市高津区下作延1241

履行期限 令和３年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「造園部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月16日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第486号

　川崎都市計画第一種市街地再開発事業の決定（鷺沼駅

前地区第一種市街地再開発事業）ほか関連案件の都市計

画の決定及び変更を予定しています。都市計画法（昭和

43年法律第100号）第16条第１項に基づく、川崎市都市

計画公聴会規則（平成12年川崎市規則第63号。以下「規

則」という。）の規定により、次のとおり公聴会を開催

しますので、公告します。

　なお、規則第２条の規定により、公述の申し出がない

ときは、公聴会を開催しません。

　　令和２年６月19日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の内容

　⑴ 　都市計画の種類及び名称

　　ア 　川崎都市計画第一種市街地再開発事業の決定

（鷺沼駅前地区）

　　イ 　川崎都市計画高度利用地区の変更（鷺沼駅前地

区）

　　ウ 　川崎都市計画都市計画道路の変更（３・４・13

号　久末鷺沼線、３・４・14号　鷺沼線）

　　エ 　川崎都市計画都市計画交通広場の決定（１号鷺

沼駅前交通広場）

　　オ 　川崎都市計画地区計画の変更（鷺沼地区地区計

画）

　⑵ 　都市計画を定める土地の区域

　　ア 　川崎都市計画第一種市街地再開発事業の決定

（鷺沼駅前地区）

　　（ア）追加する部分

　　　　　 川崎市　宮前区　鷺沼１丁目、鷺沼３丁目、

小台１丁目地内

　　（イ）削除する部分

　　　　　なし

　　（ウ）変更する部分 

　　　　　なし

　　イ 　川崎都市計画高度利用地区の変更

　　　　（鷺沼駅前地区）

　　（ア）追加する部分

　　　　　 川崎市　宮前区　鷺沼１丁目、鷺沼３丁目、

小台１丁目地内

　　（イ）削除する部分

　　　　　なし

　　（ウ）変更する部分 

　　　　　なし

　　ウ 　川崎都市計画都市計画道路の変更（３・４・13

号　久末鷺沼線、３・４・14号　鷺沼線）

　　（ア）追加する部分

　　　　　なし

　　（イ）削除する部分

　　　　　なし

　　（ウ）変更する部分 

　　　　　 （３・４・13号　久末鷺沼線）川崎市　宮前

区　鷺沼３丁目及び小台１丁目地内

　　　　　 （３・４・14号　鷺沼線）川崎市　宮前区　

鷺沼１丁目及び鷺沼３丁目地内

　　エ 　川崎都市計画都市計画交通広場の決定（１号鷺

沼駅前交通広場）

　　（ア）追加する部分

　　　　　 川崎市　宮前区　鷺沼１丁目及び鷺沼３丁目
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地内

　　（イ）削除する部分

　　　　　なし

　　（ウ）変更する部分 

　　　　　なし

　　オ 　川崎都市計画地区計画の変更（鷺沼地区地区計

画）

　　（ア）追加する部分

　　　　　川崎市　宮前区　小台１丁目地内

　　（イ）削除する部分

　　　　　なし

　　（ウ）変更する部分 

　　　　　 川崎市　宮前区　鷺沼１丁目、鷺沼３丁目、

小台１丁目、土橋３丁目及び有馬１丁目地内

２ 　公聴会の開催の日時及び場所

　⑴ 　日　時　令和２年８月29日（土）午前10時から

　⑵ 　場　所　川崎市立土橋小学校体育館

　　　　　　　（川崎市宮前区土橋３－１－11）

３ 　公述申出書の提出期間及び提出先

　 　公述の申し出は、公述意見の要旨及び住所・氏名等

を記載した「公述申出書」を提出してください。なお、

公述申出書の参考書式は、素案縦覧場所に備えており

ます。

　⑴ 　提出期間　 令和２年７月28日（火）から８月12日

（水）まで

　⑵ 　提出先　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　　　　　　（川崎市川崎区宮本町１番地）

４ 　都市計画素案の説明会及び縦覧

　 　公聴会に先立ち、都市計画素案の説明会を次のとお

り開催します。また、説明会後、都市計画

　　素案の縦覧を行います。

　⑴ 　説明会

　　ア 　日　時　 第一回　 令和２年７月27日（月）午後

６時30分から午後８時まで

　　　　　　　　 第二回　 令和２年７月28日（火）午後

６時30分から午後８時まで

　　イ 　場　所　 川崎市立土橋小学校体育館

　　　　　　　　（川崎市宮前区土橋３－１－11）

　⑵ 　縦　覧

　　ア 　日　時　 令和２年７月28日（火）から８月12日

（水）まで

　　イ 　場　所　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町６番地明治安田

生命川崎ビル５階）

　　　　　　　　宮前区役所１階市政資料コーナー

　　　　　　　　（川崎市宮前区宮前平２－20－５）

　　　　　　　　宮前区役所向丘出張所

　　　　　　　　（川崎市宮前区平１－１－10）

　　　　　　　　 川崎市立宮前図書館（川崎市宮前区宮

前平２－20－４　宮前文化センター内）

　　　　　　　　※ 都市計画課、宮前区役所は、閉庁日

（土・日曜日・祝日）を除く平日の

午前８時30分から午後５時まで。

　　　　　　　　※ 宮前図書館は、平日の午前９時30分

から午後７時まで及び土・日曜日・

祝日の午前９時30分から午後５時ま

で。なお、休館日がありますので御

注意ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第487号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月22日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道川崎駅東扇島線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島15番地先

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月６日13時30分

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市麻生区百合丘１丁目22番地

履行期限 契約の日から令和３年２月１日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

⑻ 　小田急電鉄株式会社工務部発行の「工事指揮者認定証」を有し、指揮者資格が有効である自社

の技術者を専任で配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月６日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内市道子母口宿河原線道路擁壁補修（その２）工事

履行場所 川崎市多摩区長尾２丁目８番地先

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。
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参 加 資 格

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月16日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第488号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区片平四丁目2111番

 の一部　ほか３筆の一部　　

 994平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市多摩区宿河原二丁目26番１号

　　株式会社　ＴＡＫＩ　ＨＯＵＳＥ

　　代表取締役　奥山武志

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年10月23日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第76号

　　令和１年11月８日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第82号（変更）

　　令和２年５月27日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第18号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第489号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区千代ヶ丘三丁目16番26

 ほか９筆の一部　

 867平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名
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　　神奈川県横浜市都筑区中川１－20－１

　　デックス株式会社

　　代表取締役　野尻　英樹

３ 　予定建築物の用途

　　戸建住宅

 計画戸数：６戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年２月６日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第109号

　　令和２年５月20日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第13号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第490号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第２項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同条第３項が準用する同法第５条第３項

の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　川崎ルフロン

　　川崎市川崎区日進町１番11、12、16、19

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　　取締役社長　長島　巌

３ 　変更しようとする事項

　　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴ 　小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

（変更前）

開店時刻 閉店時刻

１階テナント：午前９時

株式会社ヨドバシカメラ：

午前９時

株式会社ローソン：24時間

その他：午前10時

１階テナント：午後11時

株式会社ヨドバシカメラ：

午後10時30分

株式会社ローソン：24時間

その他：午後９時

（変更後）

開店時刻 閉店時刻

株式会社

ライフコーポレーション：

午前９時

株式会社ヨドバシカメラ：

午前９時

株式会社ローソン：24時間

その他：午前10時

株式会社

ライフコーポレーション：

翌午前１時

株式会社ヨドバシカメラ：

午後10時30分

株式会社ローソン：24時間

その他：午後９時

　⑵ 　来客が駐車場を利用できる時間帯

　　　（変更前）午前８時30分から午後11時30分まで

　　　（変更後）午前８時30分から翌午前１時30分まで

４ 　変更する年月日

　　令和２年７月１日

５ 　届出の年月日

　　令和２年６月19日

６ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　 　経済労働局産業振興部商業振興課（川崎フロンティ

アビル10階）及び川崎区役所

７ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和２年６月23日から令和２年10月23日までの午前

８時30分から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除く。

８ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

により、これを述べることができます。

９ 　意見書の提出期限及び提出先

　　令和２年10月23日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第491号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区菅稲田堤二丁目2120番１

 の一部　ほか７筆の一部　　

 9401平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市多摩区宿河原２丁目26番１号

　　株式会社　ＴＡＫＩ　ＨＯＵＳ

　　代表取締役　奥山　武志

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：９戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年11月27日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第88号

　　令和２年５月13日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第11号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第492号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　 令和２年度　社会福祉施設大規模修繕補助制度創

設等に係る支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市内の特別養護老人ホーム・障害者福祉施設の経

営分析、モデル施設による大規模修繕計画の算定、

大規模修繕補助制度創設による財政負担と効果の検

証等を行い建替え・大規模修繕への補助制度等につ

いて検討を実施するもの

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年以内に市内社会福祉法人の経営分析、経

営コンサルタントなどの業務実績が複数あること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市健康福祉局総務部施設課

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　電　話　044－200－2413（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　e-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月23（火）から令和２年６月26日（金）

までの午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、祝

日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージにおいて、本件の公表情報詳細のページからダ

ウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年６月29日（月）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年６月29日（月）から令和２年７月１日

（水）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3926

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月３日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法
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　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年７月８日（水）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ及び３⑴

配布・提出場所及び問合せ先の場所で閲覧すること

ができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページにおいて、本件の公表情報詳細の

ページからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第493号

　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公

告します。

　　令和２年６月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　　 地区カルテ共通フェイスシート及び地域情報シート

作成委託事業

２ 　委託内容

　　 地域課題や情報を共有するために地区カルテ共通フ

ェイスシート、多分野の行政情報を統合する地域情

報シートを作成する。　等

３ 　履行期限

　　令和２年８月１日～令和元年３月31日

４ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格名簿の当該

契約に対応するとして定めた業種・種目について登

録されている者であること（業種コード：99　その

他業務　種目コード：09　印刷物のデザイン）。な

お、登録申請中である場合は、企画提案評価委員会

の開催日までに登録されることを条件に、当該事項

を満たしているものとします。

　⑷ 　直近４年間で川崎市と同規模の自治体で、対地域

の働きかけや市民啓発系または地域包括ケアに係る

事業の受託実績があり、かつ行政が保有する統計デ

ータを集計し、それを表出した実績がある。

５ 　担当部署

　　健康福祉局地域包括ケア推進室

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　令和２年６月24日（水）から６月30日（火）まで

　　　 土日祝日を除く

　　　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担当

　　　所在地：川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　⑶ 　提出書類
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　　　提出期限

　　　令和２年６月30日（火）

　　　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　⑷ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑸ 　提出方法

　　 　郵送又は持参　※郵送の場合は受付期間内に必着

（受付期間最終日当日消印有効）

７ 　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　令和２年７月14日（火）17：00

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　 　郵送又は持参　※郵送の場合は受付期間内に必着

（受付期間最終日当日消印有効）

　⑷ 　提出書類

　　①　企画提案書：当該業務の企画提案内容を記載

　　②　見積書：積算根拠がわかるよう内訳を記載

　　③ 　会社概要：会社の理念、業務内容などがわかる

資料（パンフレットなどで可）

　　④ 　地区カルテ及び地域情報シートのイメージサン

プル：成果物のイメージができるもの

　　⑤ 　人員体制表：デザイン担当、統計担当の名簿と

その経歴、これまでの業務経験内容

　　　各10部

８ 　企画提案会

　　日時

　　　令和２年７月22日（水）午前

　　　（時間及び開催場所は後日連絡。）

　　時間

　　　各社プレゼンテーション15分、質疑10分とする。

　　評価項目

　　①　川崎市の地域包括ケア施策の理解

　　　・ 地域包括ケア推進ビジョンを適切に理解してい

るか

　　　・ 推進ビジョンの基本的な柱の一つである地域マ

ネジメントにおける地区カルテの位置づけを理

解しているか。

　　②　地区カルテについての理解（重点項目）

　　　・ 地区カルテの活用目的について適切に理解して

いるか

　　　・ 地区カルテの運用上の課題について想定した上

で、工夫が提案できているか

　　③　地域情報シートについての理解（重点項目）

　　　・ 地域情報シートの活用目的について適切に理解

しているか

　　　・ 地域情報シートの運用上の課題について想定し

た上で、工夫が提案できているか

　　④　サンプルデザインの評価（重点項目）

　　　・ 地区カルテサンプルが、市民目線で見やすく、

課題解決に向けて考えたりしやすいものになっ

ているか

　　　・ 地域情報シートサンプルが、職員にとって見や

すく、日々の業務や施策立案に使いやすくなっ

ているか

　　　・ユニバーサルデザインへの配慮はあるか。

　　⑤　更新のしやすさとコスト意識

　　　・更新時の作業が容易にできるか

　　　・ データの補修や更新時にコスト削減ができるか。

　　⑥　提案の具体性

　　　・スケジュール、実施手法などは具体的な内容か

　　　・ 人員、物品など業務の実施に必要な体制が確保

されているか

　　⑦　事業に対する姿勢・熱意

　　　・ この事業に対する姿勢が誠意があり、熱意があ

るか。

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　（ソリッドスクエア西館10階）

　　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担当

　　永井・川崎

　　電話　044（200）3718

　　メールアドレス　40keasui@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　　8,000,000円（非課税）以下

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　　　───────────────────

川崎市公告第494号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小川町バス停留所上屋新築工事（第１期）

履行場所 川崎市川崎区小川町20番１

履行期限 契約の日から令和３年３月26日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月20日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中丸子公園ほか１か所トイレ新築その他工事

履行場所 川崎市中原区中丸子719番１ほか１か所

履行期限 契約の日から令和３年２月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

又はランク「Ｃ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月27日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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川崎市公告第495号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　浮島処理センター構内樹木剪定業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区浮島町509番地１

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年２月26日（金）まで

　⑷ 　業務概要 　本業務は、浮島処理センター構内の環

境を良好に保つために必要な樹木の剪定

作業を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」種目「除草、せんてい等樹木管

理」に登載されていること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で登録

されている者。

　⑸ 　過去２年間で、樹木剪定業務の契約実績があるこ

と。

　⑹ 　樹木の剪定作業に必要な資格及び技術者を有して

いる人員を配置できること。

　　 　なお、主に必要な資格及び技術者は次のとおりと

する。

　　 　造園施工管理技士または、１級もしくは２級造園

技能士。

　⑺ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑸、⑹の書類を提出してくだ

さい。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申

請する場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　磯﨑

　　　電話　044－200－2588（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月２日

（木）９時から17時まで

　　（土、日曜及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の実績を確認できる書類等の写し

　　　　（契約書等の写し等）

　　ウ 　上記２⑹の資格証の写し

　　エ 　上記２⑺の再委託確認書

　　　　（一部再委託を申請する場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和２年７月９日（木）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和２年７月９日（木）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和２年７月９日（木）から令和２年７月14日（火）

　　　９時から17時まで

　　　（土、日曜及び12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　 配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和２年７月17日（金）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
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をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和２年７月27日（月）

　　　　　　　　　　　　10時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法 　川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の

制限の範囲内で、最低制限価格

以上の価格をもって有効な入札

を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札

者とします。

　⑺ 　入札の無効　　　 　川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを無

効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧 　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札情

報かわさきの「契約関係規定」

から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　 （http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第496号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 堤根処理センター消防用設備保守点検

業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区堤根52番地

　⑶ 　履行期間　 契約日から令和３年３月19日（金）まで

　⑷ 　業務概要 　消防法第17条の３の３及び同法施行規

則第31条の６に基づく、堤根処理センタ

ーに設置されている消防用設備の保守点

検業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「消火設備保守点検」に

登載されていること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　過去２年間に消防用設備保守点検業務の契約実績

を有すること。

　⑹ 　施設に設備されている消防用設備の種別に対応し

た消防設備士免状を保有するものを業務にあたらせ

ること。また、当該消防設備士との雇用関係を証明

できる書類を提出すること。

　⑺ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑸の契約実績を確認できる書類

を提出してください。また、競争入札参加申込書にて

一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　　担当　向原

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月２日

（木）９時から17時まで

　　　（土曜日、日曜日及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写し
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　　イ 　上記２⑹の資格証の写し及び雇用関係を証明可

能な書類

　　ウ 　上記２⑺の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和２年７月８日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和２年７月８日（水）９時から17時

まで

　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び12時から13時の

間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和２年７月８日（水）から令和２年７月13日

（月）９時から17時まで

　　（土曜日、日曜日及び12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和２年７月17日（金）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和２年７月27日（月）10時

00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法 　川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の

範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者

とします。

　⑺ 　再入札の実施　　 　落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札に

立ち会わない者は、再入札に参

加の意思がないものとみなしま

す。）

　⑻ 　入札の無効　　　 　川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを無

効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧 　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札情

報かわさきの「契約関係規定」

から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　（ http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第497号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　川崎市民プラザ高木等伐採業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市高津区新作１丁目19番１号　川崎市民プラザ

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年９月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市民プラザ敷地内の樹木等の伐採（根元から

切ること）を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
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たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」種目「除草、せんてい等樹木管理」

に登載されていること。

　⑶ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去３年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　市民文化局市民生活部企画課　

　　　電　話　044－200－2153（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3707

　　　E-mail　25kikaku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月３日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年７月７日（火）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月７日（火）から令和２年７月13日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　25kikaku@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3707

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月15日（水）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２一般競争入札参加資格」の各号

のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
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額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年７月22日（水）午前11時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第498号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和２年度川崎市ダイオキシン類対策調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内（大師測定局他計24か所）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月23日（火）まで

　⑷ 　業務概要

　　 　ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づいた

環境中のダイオキシン類濃度測定及び同法第34条に

基づいた排ガス・排出水中のダイオキシン類濃度測

定

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「調査・測定」・種目「計

量証明」に登載されていること。

　⑷ 　過去３年以内に、本市又は他官公庁において類似

の委託業務契約実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。

　⑸ 　入札期日において、計量法特定計量証明事業者認

定制度（ＭＬＡＰ）のダイオキシン類の濃度の計量

証明事業に係る全ての認定の区分において、認定を

受けていること。

３ 　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎17階

　　　川崎市環境局環境対策部大気環境課

　　　担　当：佐藤、坂本

　　　電　話：044－200－2516

　　　ＦＡＸ：044－200－3922

　　　E-mail：30taiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　ア 　配布・閲覧・提出日

　　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月２日
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（木）まで（土・日曜日を除く）

　　イ 　配布・閲覧・提出時間

　　　 　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸を確認できる書類の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書、入札説明書及び仕様書

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の「入札公表情報詳細」のペ

ージからダウンロードすることができます。ダウン

ロードができない場合には、上記３⑵の期間に、３

⑴の場所で配布します。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格

があると認められた者には、平成31・32年度川崎市競

争入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに

令和２年７月７日（火）までに送付します。

５ 　仕様書等に関する問合せ

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　 　また、この入札の参加資格を満たしていない者から

の質問に関しては回答しませんので御注意ください。

　⑴ 　質問書の配布・受付場所及び問合せ先

　　 　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。

また、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本案件の入札公表詳細のページか

らダウンロードできます。

　⑵ 　質問書の受付期間

　　 　令和２年６月25日（木）から７月８日（水）まで

（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　　午前９時から午後５時まで

　　（ただし、正午から午後１時を除く）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問書の様式に必要事項を記入し、上記３⑴にあ

るＦＡＸ又は電子メールアドレスあて送付してくだ

さい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和２年７月13日（月）まで

に、当該競争入札参加資格を有する全ての者に、電

子メール又はＦＡＸにて質問内容及びその回答を送

付します。なお、原則、受付期間を過ぎて出された

問い合わせには回答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額

　　 　税抜きの総額で行います。なお、契約金額は入札

金額に100分の10に相当する額を加算した金額とし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　令和２年７月16日（木）午前11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号のいずれかに該当する場合は免除とし

ます。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします。

９ 　入札及び契約条項等の閲覧

　 　川崎市競争入札参加者心得及び川崎市契約規則

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」において

閲覧することができます。
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10　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第499号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 田島小学校ほか３校トイレ改修工事に

伴う人的警備業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市立田島小学校（川崎区渡田１丁

目20番１号）ほか３校

　⑶ 　履行期間　令和３年３月31日（水）まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定による資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「警備」、種目「人的警備」に登録されている

こと。

　⑷ 　本市または他官公庁において平成22年度以降に類

似の契約実績があること。

　⑸ 　施設警備業務検定の資格を有し、かつ２年以上の

実務経験を有する者が所属していること。

　　※２⑷及び⑸については10⑵を必ずご確認ください。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階　平岡担当

　　　電話：044－200－3319

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）～令和２年７月１日（水）

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　　 　競争入札参加申込書等は、上記⑴の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加資格申込書をダウンロードすることができます。

４ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

５により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧場所　３⑴と同じ

　⑵ 　閲覧期間　３⑵と同じ

５ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑵の期間

に３⑴の場所で配布します。

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の様式

　　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードし

てください。ダウンロードができない場合、３⑵

の期間に３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の受付期間

　　　 　令和２年７月３日（金）～令和２年７月７日

（火）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　電子メール。

　　　　メールアドレス：88seibi@city.kawasaki.jp

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑴の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑵ 　回答
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　　ア 　回答日

　　　　令和２年７月８日（水）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。なお、当該委任先メー

ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付

します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、平成31・32年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を７月３日（金）ま

でに送付します。なお、当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはＦＡＸで送付します。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。入札金額は、税抜の単価で行い

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　７月13日（月）午前10時

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　第３庁舎15階第３会議室（川崎区東田町５番地４）

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

10　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を単価で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を

落札候補者とします。当該落札候補者について上記

２に示した資格を満たしているかどうかの最終的な

資格審査をしたうえ、落札者として決定します。資

格審査の結果、当該落札候補者に資格がないと認め

たときは、当該入札を無効とし、順次、価格の低い

入札者について同様の審査を実施し、落札者を決定

します。

　⑵ 　入札参加条件確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は入札参加条件確認（申請）書の提出

が必要となります。開札後、落札候補者につきまし

ては、「入札参加条件確認（申請）書」（「入札情報

かわさき」のダウンロードコーナー「入札参加手続

き関係」の中の「【委託用】入札参加条件確認（申請）

書」）から取得してください。）と上記２⑷及び⑸に

示した資格を有することを確認できる書類を、３⑴

で指定した場所に持参し、確認を受けてください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付を免除します。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

12　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第500号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立学校校舎増築等基礎調査業務

委託（その２）

　⑵ 　履行場所　 教育環境整備推進室（川崎区宮本町６

番地）他

　⑶ 　履行期間　令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。
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　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定による資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格者名簿の業

種「建築設計」、種目「意匠設計」に登録されてい

ること。

　⑷ 　本市または他官公庁において、平成27年度以降に

本業務と同規模以上の学校施設（校舎）の増改築等

の設計の契約実績があること、若しくは、本市にお

いて平成22年度以降に校舎増改築の基本構想、基本

計画、基礎調査等の契約実績があること。

　⑸ 　建築士法（昭和25年　法律第202号）による一級

建築士取得後５年以上の実務経験を有す者が複数所

属していること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますのでご注

意ください。

　　※ 　２⑷⑸に定める資格要件を証明する資料につい

ては、落札者の決定後に提出を求めます。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」を御覧く

ださい。

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書等は、令和２年

６月25日（木）～令和２年７月１日（水）に下記⑷

の場所で配布しています。また、「入札公表詳細」

から一般競争入札参加資格確認申請書をダウンロー

ドすることができます。

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出を希望

する場合は、３⑶の期間に３⑷の場所に書留郵便又

は持参にて提出ください。

　⑶ 　提出期間

　　　令和２年６月25日（木）～令和２年７月１日（水）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　　※ 　ただし、書留郵便にて提出する場合は令和２年

６月30日（火）必着とします。

　⑷ 　提出場所

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビ

ル５階

　　　川崎市教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　電話：044－200－3319（平岡、山中）

　　※ 　郵送にて提出する場合には、書留郵便以外は認

めません。

４ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

５により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　３⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　３⑷と同じ

５ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期間

に３⑷の場所で配布します。

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和２年７月３日（金）～令和２年７月７日（火）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期

間に３⑷の場所で配布します。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑷の担当あて

電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和２年７月９日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、平成31・32年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を申請申込締切日後

１週間以内に送付します。当該委任先メールアドレス
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を登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知書は、申込時の登録情報により

通知しているもので、最終的な入札参加資格の審査

は、開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の

確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。この

結果、入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の

入札は無効とします。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年７月13日（月）午前

11時

　　　入札・開札の場所　第３庁舎15階　第３会議室

　　（川崎区東田町５番地４）

　　※ 　社会情勢により会場を変更する場合は入札参加

者あて別途お知らせします。

　⑶ 　入札書の提出方法　持参

　　※ 　社会情勢により郵送を認める場合は入札参加者

あて別途お知らせします。

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

９ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を総額で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を

落札者とします。

　⑵ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

10　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　要

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

11　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑷の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第501号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 校舎改修工事に伴う建材成分分析調査

業務委託（東大島小学校ほか７校）

　⑵ 　履行場所　 川崎市立東大島小学校（川崎区大島５

丁目25番１号）ほか７校

　⑶ 　履行期間　令和２年９月30日（水）まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「調査・測定」、種目「その他調

査測定」に登載されていること。

　⑷ 　この業務について、本市または他官公庁において

類似の契約実績があること。

　　※ 　２⑷については落札後に提出すること。10⑵を

必ずご確認ください。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階　　平岡担当

　　　電話：044－200－3319

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）～令和２年７月１日（水）

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）
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　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますのでご注

意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　　 　競争入札参加申込書等は、上記⑴の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加資格申込書をダウンロードすることができます。

４ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

５により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧場所　３⑴と同じ

　⑵ 　閲覧期間　３⑵と同じ

５ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑵の期間

に３⑴の場所で配布します。

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の様式

　　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードし

てください。ダウンロードができない場合、３⑵

の期間に３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の受付期間

　　　 　令和２年７月３日（金）～令和２年７月７日

（火）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　電子メール。

　　　　メールアドレス：88seibi@city.kawasaki.jp

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑴の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　 　令和２年７月８日（水）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。なお、当該委任先メー

ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付

します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、平成31・32年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を７月３日（金）ま

でに送付します。なお、当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはＦＡＸで送付します。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。入札金額は、税抜の単価で行い

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　７月13日（月）午前10時30分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　第３庁舎15階第３会議室（川崎区東田町５番地４）

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

10　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札候補者とします。当該落札

候補者について上記２に示した資格を満たしている

かどうかの最終的な資格審査をしたうえ、落札者と

して決定します。資格審査の結果、当該落札候補者

に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の低い入札者について同様の審査を

実施し、落札者を決定します。

　⑵ 　入札参加条件確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は入札参加条件確認（申請）書の提出

が必要となります。開札後、落札候補者につきまし

ては、「入札参加条件確認（申請）書」（「入札情報

かわさき」のダウンロードコーナー「入札参加手続

き関係」の中の「【委託用】入札参加条件確認（申請）

書」）から取得してください。）と上記２⑷に示した

資格を有することを確認できる書類を、３⑴で指定

した場所に持参し、確認を受けてください。
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　⑶ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付を免除します。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

12　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第502号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　　件　　名　産業廃棄物収集運搬・処分業務

　⑵ 　　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　　履行期間　契約日から令和３年３月16日まで

　⑷ 　　業務概要　仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿

で、企業規模「中小企業」、地域区分「市内」又は「準

市内」、業種名「廃棄物関連業務」、種目名「産業廃

棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」に登載され

ていること。

　⑷ 　平成29年度以降で本市又はその他の官公庁におい

て、類似委託業務の契約実績があること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出・資料の閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担当

　　　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年６月30日

（火）まで

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格の確認ができる書類の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、参加資格の確

認ができない等、無効となる場合がありますの

で御注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※ 　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴ 　交付方法

　　 　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵ 　日時

　　 　令和２年７月３日（金）までに交付

５ 　質問書の受付・回答

　 　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。
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　⑴ 　質問受付期間

　　　令和２年７月３日（金）～令和２年７月７日（火）

　　　９時～ 12時、13時～ 16時

　　※　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑵ 　質問方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をし

てください。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　回答方法

　　 　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和２年７月10日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑶ 　入札・開札の日時　令和２年７月30日（木）

　　　　　　　　　　　　10時00分

　⑷ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎12階会議室

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

８ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑵ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　契約金額の10％

　　　　　　　　　 　ただし、川崎市金銭会計規則第８

条に定める有価証券の提供（振替債

を除く。）、又は金融機関若しくは保

証事業会社の保証をもって契約保証

金の納付に変えることができます。

　　　　　　　　　 　また、川崎市契約規則第33条各号

に該当する場合は、契約保証金の納

付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　否

10　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、

３⑴の場所で閲覧することができるほか、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧及びダウンロードをすることができます。

　⑸ 　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第503号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 四谷小学校ほか１校冷暖房その他設備

改修工事に伴う人的警備業務委託

　⑵ 　履行場所　四谷小学校及び臨港中学校

　⑶ 　履行期間　令和３年３月31日（水）まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定による資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「警備」、種目「人的警備」に登録されている

こと。

　⑷ 　本市または他官公庁において平成22年度以降に類

似の契約実績があること。

　⑸ 　施設警備業務検定の資格を有し、かつ２年以上の

実務経験を有する者が所属していること。

　　※２⑷及び⑸については10⑵を必ずご確認ください。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。
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　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階　　今井担当

　　　電話：044－200－0316

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）～令和２年７月１日（水）

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　　 　競争入札参加申込書等は、上記⑴の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加資格申込書をダウンロードすることができます。

４ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

５により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧場所　３⑴と同じ

　⑵ 　閲覧期間　３⑵と同じ

５ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑵の期間

に３⑴の場所で配布します。

６ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の様式

　　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードし

てください。ダウンロードができない場合、３⑵

の期間に３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の受付期間

　　　 　令和２年７月３日（金）～令和２年７月７日

（火）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　電子メール

　　　　メールアドレス：88seibi@city.kawasaki.jp

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑴の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和２年７月８日（水）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。なお、当該委任先メー

ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付

します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

７ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、平成31・32年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を７月３日（金）ま

でに送付します。なお、当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはＦＡＸで送付します。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。入札金額は、税抜の単価で行い

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　７月13日（月）午前11時

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　第３庁舎12階会議室（川崎区東田町５番地４）

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

10　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を単価で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を

落札候補者とします。当該落札候補者について上記

２に示した資格を満たしているかどうかの最終的な

資格審査をしたうえ、落札者として決定します。資
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格審査の結果、当該落札候補者に資格がないと認め

たときは、当該入札を無効とし、順次、価格の低い

入札者について同様の審査を実施し、落札者を決定

します。

　⑵ 　入札参加条件確認（申請）書等の提出

　　 　落札候補者は入札参加条件確認（申請）書の提出

が必要となります。開札後、落札候補者につきまし

ては、「入札参加条件確認（申請）書」（「入札情報

かわさき」のダウンロードコーナー「入札参加手続

き関係」の中の「【委託用】入札参加条件確認（申請）

書」）から取得してください。）と上記２⑷及び⑸に

示した資格を有することを確認できる書類を、３⑴

で指定した場所に持参し、確認を受けてください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

11　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　無

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

12　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第504号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　被災家屋等解体撤去・処分業務委託その６

　⑵ 　履行場所

　　　本市の指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和２年12月25日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、令和元年房総半島台風（第15号）及び

東日本台風（第19号）により、市内において損壊し

た被災建築物及び被災工作物等（以下「被災家屋等」

という。）のうち、所有者等から申請があり、本市

が生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及

び被災者の生活再建支援の観点から解体の必要があ

ると認めた被災家屋等について、所有者等に代わり

解体撤去・処分業務を行うものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31年・32年度川崎市工事

請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録され、

業種「解体」種目「解体」で登載されていること。

　⑷ 　入札期日において、建設業法に基づく「解体工事

業」の建設業許可を有していること。

　⑸ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が適

用される建築物の工事について１件以上の元請契約

実績を有すること。ただし、民間実績については２

件以上の元請契約実績を有すること。

　⑹ 　建設業法第26条に基づき主任技術者を配置するこ

と。また、当該主任技術者の要件を満たす資格者証

の写し、若しくは実務経験経歴書（解体工事に限る）

及び雇用関係を証明できる書類を提出すること。

　⑺ 　本業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委

託しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一

部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出す

ること。

３ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提

出、仕様書等閲覧及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次の⑷提出物に記

載の書類を提出してください。

　⑴ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布先

　　 　次の川崎市ホームページよりダウンロード又は次

の３⑵にて配布します。

　　 　 http://www.city.kawasaki.jp/300/page/

　　　0000118602.html

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号　210－0005

　　　住　　所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　担　　当　環境局施設部施設整備課　鹿戸

　　　電　　話　044－200－2575（直通）
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　⑶ 　配布、提出及び閲覧期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月１日

（水）まで

　　　午前９時から午後５時まで

　　（ 土曜日、日曜日、休日及び正午から午後１時の間

は除く）

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）

　　ウ 　上記２⑸の実績を確認できる契約書等の写し

　　エ 　上記２⑹の主任技術者の要件を満たす資格者証

の写し等及び雇用関係を証明できる書類

　⑸ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（一般書書留又は簡易書留に限る）

とします。ただし、郵送とする場合、提出期限は３

⑶によらず、７月１日（水）必着とします。

　⑹ 　仕様書の配布

　　 　上記⑷の提出書類が受理できた際に、仕様書を配

布します。ただし、郵送で提出とした場合は、競争

入札参加資格者確認通知書交付時の配布となります。

　⑺ 　その他

　　ア 　提出された書類は返却しません。

　　イ 　提出された書類に関して説明を求められた場合

には、これに応じなければなりません。

　　ウ 　提出された書類に不備や不足があった場合は、

参加申し込みは無効となります。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し入札参加資格があると

認められた者には、次により競争入札参加資格確認通

知書を交付します。ただし、川崎市工事請負有資格業

者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを登載し

ている場合は、そのアドレスあてに競争入札参加資格

確認通知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　場所

　　　上記３⑵に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和２年７月３日（金）午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時の間を除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月６日（月）から令和２年７月７日

（火）午後５時まで

　　（ 持参の場合は、午前９時から午後５時までとし、

正午から午後１時の間を除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　上記３⑴よりダウンロード又は競争入札参加資格

確認通知書交付時に配布する「質問書」にて受付け

ます。

　⑶ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　ア 　持　　　参　上記３⑵に同じ

　　イ 　電子メール　30sisetu@city.kawasaki.jp

　　ウ 　Ｆ　Ａ　Ｘ　044－200－3923

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和２年７月９日（木）に、競争入

札参加資格があると認めた全社宛てに電子メール又

はＦＡＸにて送信します。なお、電話等による問合

せには一切応じません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認めた者が、次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加することができ

ません。

　⑴ 　２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和２年７月17日（金）午前10時

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎16階　会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格（基準単価）の範囲内で、各入札単価の合

計が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落

札予定者とします。

　⑸ 　業務単価表の提出及び落札者決定

　　 　落札予定者は入札金額の算出に使用した入札単価

表を提出し、本市との間にその単価について合意が

取れた者を落札者とします。なお、不当に安価な設

定の単価が見られる場合はその単価表については合

意しません。

　　 　また、基準単価を超えた入札単価がある場合や、

入札単価の合計が入札金額と違う場合又は入札単価

表が提出できない場合は、失格とします。

　⑹ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）
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　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書の作成

　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の

定めるところによります。

　⑷ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記３⑵に同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第505号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学防犯カメラシステム賃貸借及び保守管理

履行場所 川崎市立看護短期大学　川崎市幸区小倉４丁目30番１号

履行期限 令和２年８月１日から令和９年７月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リ

ース」に登載されていること。

⑷ 　平成28年４月１日以降に、本市または他の官公庁、民間企業等と類似の賃貸借の契約の実績が

あること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課総務係

〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１

電話番号　044－587－3500

入札日時等 令和２年７月10日　午前11時　川崎市立看護短期大学

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・ 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレス

　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

・ 本件契約は、川崎市契約条例第６条第１号に規定する契約に該当しますので、発注者は、翌年度

以降における所要の予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、本件契約を変更又は

解除することできます。

・ 前記を理由に発注者が、本件契約を解除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はその損失の

補償を発注者に対して請求できます。この場合における補償額は、発注者と受注者が協議の上、

決定するものとします。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第506号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市（国保・後期）重複・頻回受診者等訪問指

導業務委託

　⑵ 　納入場所及び履行場所

　　　川崎市内及び受注者社屋等とする。

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　　 「川崎市（国保・後期）重複・頻回受診者等訪問

指導業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑷ 　当該業務について、本市又は他官公庁において類

似の契約実績（元請に限る。）を平成31年４月１日

以降に有すること。

　⑸ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していること。

３ 　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書、２⑷の契約実績を証する書類、２⑸

を証する登録証の写しを提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　（パレール三井ビル12階）

　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　（担当　島田）

　　　電　話　　044－200－2634（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3930

　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月１日

（水）まで

　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証する契約実績書類（契約書の写し

等）

　　ウ 　プライバシーマーク又はISO/IEC27001（JIS Q 

27001）認証を取得していることを証する登録証

の写し（有効期限内のもの）

　⑷ 　提出方法

　　　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸ 　その他

　　 　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書等

は、本市ホームページ「トップページ」→

　　 　「事業者・就労支援情報」→「入札・契約」→

「その他の入札情報」→「入札公表詳細（川崎市

（国保・後期）重複・頻回受診者等訪問指導業

務 委 託 ）」（http://www.city.kawasaki.jp/350/

page/0000118546.html）において、本件の公表情報

詳細のページからダウンロードできます。なお、ダ

ウンロードができない場合等に対応するため、３⑴

の場所において３⑵の期間、配布も行います。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　ア 　平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に

は、令和２年７月３日（金）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ 　当該委託先メールアドレスを登録していない者

には、令和２年７月３日（金）の午前９時から正

午までに上記３⑴の場所において一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　⑵ 　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和２年７月３日（金）から令和２年７月７日

（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号宛て送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当宛て電話連絡してください。



（第1,798号）令和２年(2020年)７月10日 川 崎 市 公 報

－2792－

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、令和２年７月９日（木）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６ 　入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札書等の提出方法

　　　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年７月17日（金）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　（パレール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、訪問指導１回あたりの見積単価及び電

話指導１回あたりの見積単価の合計（消費税額及

び地方消費税額を含めないこと。）を記載してく

ださい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。訪問

指導及び電話指導１回あたりの見積単価を記載し

た積算内訳書（入札説明書参照）を添付してくだ

さい。

　　ウ 　入札書及び積算内訳書は、封筒に入れ、封印し

て提出してください。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書及

び積算内訳書を用意してください。

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　８⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　８⑴イに同じ

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10　その他

　⑴ 　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　　　───────────────────
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川崎市公告第507号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　千鳥町及び大川・白石町地区緑地等管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町及び大川・白石町地内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年２月26日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、千鳥町及び大川・白石町地区の除

草・せん定などを業務とする、下記３件の緑地等管

理業務を併せて実施するものである。

　　ア 　千鳥町地区緑地管理業務

　　　　除草工　１式、せん定工　１式、

　　　　運搬・処分工　１式

　　イ 　千鳥町地区除草業務

　　　　除草工　１式、せん定工　１式、

　　　　運搬・処分工　１式

　　ウ 　大川・白石町地区緑地管理業務

　　　　防除工　１式、除草工　１式、せん定工　１式、

　　　　伐採工　１式、運搬・処分工　１式

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「除草、せんてい等樹木管

理」で登録されている者。

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項による中小企業者であるこ

と。

　⑹ 　１級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士

の免状を有する者を直接的かつ恒常的に雇用してい

ること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月２日

（木）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑹を証する書類（技術検定合格証明書及

び健康保険被保険者証の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において令和２年６月25

日（木）から令和２年７月２日（木）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和２年７月８日（水）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和２

年７月８日（水）に競争入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付

します。
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６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月９日（木）午前９時から令和２年７

月13日（月）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月17日（金）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年７月27日（月）午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第508号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　東扇島下水管実態調査委託（その２）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島地内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年12月28日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本委託は、東扇島内の管きょ施設の現状調査を行

うものであり、今後の修繕計画の資料に活用するこ

とを目的とするものである。

　　　幹線清掃工：１式

　　　目視調査工：１式

　　　ＴＶ調査工：１式

　　　報告書作成工：１式

　　　交通管理工：１式

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「下水管きょテレビカメ

ラ調査」で登録されている者

　⑷ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃
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棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥

が含まれていること）を受けていること。

　⑸ 　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸

引車等）を保有または調達することが可能なもの。

　⑹ 　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・

硫化水素危険作業主任者の資格を有するものを配置

できること。

　⑺ 　平成22年度以降に、管きょ内調査用ＴＶカメラを

使用した管きょ調査作業を含む業務を元請けとして

実施し、完了した実績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月２日

（木）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業

廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃　棄物の種類

に汚泥が含まれていること）

　　ウ 　上記２⑺を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において令和２年６月25

日（木）から令和２年７月２日（木）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和２年７月７日（火）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　 　ただし、⑴及び⑵について、平成31・32年度川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メー

ルのアドレスを登録している場合は、令和２年７月

７日（火）に競争入札参加資格確認通知書、入札説

明書及び仕様書等を電子メールにより送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月８日（水）午前９時から令和２年７

月10日（金）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月15日（水）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年７月27日（月）午後２時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室
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　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　　契約金額の10％とします。

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

10　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　⑸ 　本入札用設計書には、「登録単価」及び「【参考資

料】積算入力データリスト」を添付しています。「登

録単価」は、市で公表していない単価や物価資料に

掲載のない単価等を明示しています。（添付してい

ない場合もあります。）「【参考資料】積算入力デー

タリスト」は、委託設計書の設計内容を明確にする

ため、積算システムに入力した積算情報を参考とし

て掲載したものです。また、摘要欄に記載されてい

るシステム記号等については、システム構成上、標

準的なものを表示しています。

　　　───────────────────

川崎市公告第509号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　等々力球場完成記念式典支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　等々力球場（川崎市中原区等々力１）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和２年10月30日（金）まで

　⑷ 　目　　的

　　 　等々力球場の完成に伴い実施する記念式典につい

て、安全かつ円滑に開催するための支援業務を行う。

　⑸ 　式典内容

　　ア 　式典概要

　　　・　セレモニー（テープカット、始球式など）

　　　・　内覧会

　　　・　オープニングゲーム（１試合）

　　イ 　式典実施日

　　　　令和２年10月10日（土）

　　ウ 　招待人数

　　　　100名（予定）

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出時点にお

いて、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名

簿に、業種「その他業務」種目「催物会場設営及び

イベント、運営・企画」で登載されていること。

　⑷ 　過去５年の間に、日本国内の官公庁において、本

業務に類似する記念式典業務の契約実績（元請けと

して業務完了している契約）が３件以上あること。

３ 　担当部署及び問い合わせ先

　　川崎市建設緑政局等々力緑地再編整備室　中村、阿部

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　電　話　　　044－200－2408（直通）

　　ＦＡＸ　　　044－200－3973

　　電子メール　53todose@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び委託仕様書の
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配布等

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似業務の契約実績を証

する書類（契約書の写し等）を提出しなければなりま

せん。なお、一般競争入札参加資格確認申請書等の提

出は持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布

　　 　配布場所： 川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」からダウンロード

　　　配布期間： 令和２年６月25日（木）から令和２年

７月３日（金）までの午前９時から午

後４時まで（閉庁日及び正午から午後

１時までを除く。）

　⑵ 　仕様書の配布、一般競争入札参加資格確認申請書

及び類似業務の契約実績を証する書類（契約書の写

し等）の提出

　　　配布・提出場所： 上記３の担当部署及び問い合わ

せ先に同じ。

　　　配布・提出期間： 令和２年６月25日（木）から令

和２年７月３日（金）までの午

前９時から午後４時まで（閉庁

日及び正午から午後１時までを

除く。）

　　 　なお、仕様書の配布については、一般競争入札参

加資格確認申請書及び類似業務の契約実績を証する

書類（契約書の写し等）の提出時に、上記２⑷の参

加資格を満たしていることを確認の上、配布します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　４により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

した者には、次により一般競争入札参加資格確認通知

書を交付します。川崎市業務委託有資格業者名簿に登

載した際に電子メールのアドレスを登録している場合

には、当該アドレスあて送付します。電子メールのア

ドレスを登録していない場合には、直接受取りに来る

ようお願いします。

　⑴ 　交付日：令和２年７月７日（火）

　　 　直接受取りに来られる場合は、午前９時から午後

４時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵ 　交付場所（受取りの場合）：

　　　上記３の担当部署及び問い合わせ先に同じ。

６ 　質問書の配布・提出・回答

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロード

　⑵ 　配布期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月３日

（金）までの午前９時から午後４時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月６日

（月）までの午前９時から午後４時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　提出方法

　　 　上記３の等々力緑地再編整備室あて持参または電

子メールにて提出

　⑸ 　回答方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に登載した際に電

子メールのアドレスを登録している場合には、当該

アドレスあて送付します。電子メールのアドレスを

登録していない場合には、直接受取りに来るようお

願いします。

　　ア 　交付日：令和２年７月８日（水）

　　　 　直接受取りに来られる場合は、午前９時から午

後４時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　　イ 　交付場所（受取りの場合）：上記３の担当部署

及び問い合わせ先に同じ。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税額及び地方消費税額に相当する額

（入札書に記載した金額の10％）を加算した金額

をもって契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年７月10日（金）

　　　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　　　　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　　　　　　　　建設緑政局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。
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　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格な場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条の各号に該当する場合は

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は入札情報かわさき（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）にて閲

覧できます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とします。

　　　───────────────────

川崎市公告第510号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校空気調和設備フィルター清

掃等業務（Ａブロック）

２ 　履行場所　川崎市立学校

３ 　履行期間　令和３年３月31日まで

４ 　業務概要　 本業務は、市内市立学校に設置されてい

る空気調和設備のフィルター清掃、簡易

点検をするものである。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑸ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物清掃」に登載されていること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本業務と類似の履行完了

実績を有すること（６⑴を必ずお読みください。）。

　⑺ 　業務の全部又は主要な部分を第三者に委託しない

こと。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）～令和２年７月１日（水）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は９時00分～ 12時まで、13時～ 17時までと

します。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　鈴木

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ
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　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月６日（月）から令和２年７月７日

（火）まで

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず６⑷の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月９日（木）までに、全社へ文書（電

子メール）にて送付します。

　　 　なお、電子メールによりがたい場合には、ＦＡＸ

によります。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を令和２年７月

６日（月）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年７月13日（月）

　　　　　　　　　　　　14時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑵ 　入札の無効

　　 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧 　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は入札情

報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第511号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校空気調和設備フィルター清

掃等業務（Ｂブロック）

２ 　履行場所　川崎市立学校

３ 　履行期間　令和３年３月31日まで

４ 　業務概要　 本業務は、市内市立学校に設置されてい

る空気調和設備のフィルター清掃、簡易

点検をするものである。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。
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　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑸ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物清掃」に登載されていること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本業務と類似の履行完了

実績を有すること（６⑴を必ずお読みください。）。

　⑺ 　業務の全部又は主要な部分を第三者に委託しない

こと。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）～令和２年７月１日（水）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は９時00分～ 12時まで、13時～ 17時までと

します。

　⑷ 　提出場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　鈴木

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月６日（月）から令和２年７月７日

（火）まで

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず６⑷の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月９日（木）までに、全社へ文書（電

子メール）にて送付します。

　　 　なお、電子メールによりがたい場合には、ＦＡＸ

によります。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を令和２年７月

６日（月）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等
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　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和２年７月13日（月）　14

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑵ 　入札の無効

　　 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は入札情報かわさきの「契約関

係規定」から閲覧できます。

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第512号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名　 川崎市立学校空気調和設備フィルター清

掃等業務（Ｃブロック）

２ 　履行場所　川崎市立学校

３ 　履行期間　令和３年３月31日まで

４ 　業務概要　 本業務は、市内市立学校に設置されてい

る空気調和設備のフィルター清掃、簡易

点検をするものである。

　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

５ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑸ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物清掃」に登載されていること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本業務と類似の履行完了

実績を有すること（６⑴を必ずお読みください。）。

　⑺ 　業務の全部又は主要な部分を第三者に委託しない

こと。

６ 　競争入札参加申込書等の提出方法・期間

　 　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し、説明を求められたときはこれに応じなければ

なりません。

　⑴ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　５⑷に示した資格を満たしていることを確認で

きる契約履行証明書、契約書（契約書の写しを提

出する場合には発注者の証明は不要です。）仕様

書等の写し（契約内容に変更があった場合は最終

変更まで確認できるもの）等

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」をご覧く

ださい。

　　 　競争入札参加申込書等は、下記⑷の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）～令和２年７月１日（水）

まで

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

平日は９時00分～ 12時まで、13時～ 17時までと

します。

　⑷ 　提出場所

　　 　 川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５
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階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　鈴木

　　　電話　044－200－3270

７ 　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

８により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　６⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　６⑷と同じ

８ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、６⑶の期間

に６⑷の場所で配布します。

９ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　６⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月６日（月）から令和２年７月７日

（火）まで

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず６⑷の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月９日（木）までに、全社へ文書（電

子メール）にて送付します。

　　 　なお、電子メールによりがたい場合には、ＦＡＸ

によります。

10　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレスに、確認通知書を令和２年７月

６日（月）までに送付します。なお、当該委任先のメ

ールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。

11　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　５に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

12　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年７月13日（月）

　　　　　　　　　　　　14時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番４号

　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　第３会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

13　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑵ 　入札の無効

　　 　５に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

14　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　　　要

　⑵ 　契約保証金　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は入札情

報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

15　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第513号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和２年度緊急地震速報館内放送設備連動改修事

前調査業務委託

　⑵ 　履行場所
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　　　高津区久本３－11－２ほか　計54箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年９月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本市の公共施設等において、施設利用者や職員

へ、緊急地震速報を初めとする防災情報を迅速に提

供する機能を実現するため、デジタル方式の同報系

防災行政無線戸別受信機と館内放送設備を接続する

ために必要となる、事前調査と報告書の作成を実施

します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、無線設備や放送設備に関する類似の契約を

締結し、これらをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2856（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）から７月１日（水）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和２年７月

２日（木）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午

から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年７月３日（金）　午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年６月25日（火）から７月６日（月）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和２年７月

７日（火）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月９日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失
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　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年７月13日（月）

　　　　　　　　　午前10時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第514号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和２年度戸別受信機更新事前調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　市役所第３庁舎ほか　108箇所

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年９月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本市の公共施設や住民組織代表者宅等に設置して

いるアナログ方式同報系防災行政無線戸別受信機

（以下、「アナログ戸別受信機」という。）を、デジ

タル方式同報系防災行政無線戸別受信機（以下、「デ

ジタル戸別受信機」という。）に更新するため、必

要な事前調査と報告書の作成を実施します。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31年・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、無線設備や放送設備に関する類似の契約を

締結し、これらをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先
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　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2856（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3972

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（火）から７月１日（月）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和２年７月

２日（火）の午前８時30分から正午までとします。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午

から午後１時までを除きます。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお

いて、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供す

るとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年７月３日（金）　午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年６月25日（火）から７月６日（月）まで

の午前８時30分から午後５時まで及び令和２年７月

７日（火）午前８時30分から正午までとします。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3972

　　ウ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月９日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年７月13日（月）

　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　　　　　　　災害対策本部事務局室
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　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第515号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　業務件名

　　　多摩区総合庁舎屋外照明設備ＬＥＤ化業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和２年12月25日まで

　⑷ 　業務概要

　　　 多摩区総合庁舎に設置されている屋外照明設備の

ＬＥＤ化を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「電気機械設備保守点検」に

登載されていること。

　⑶ 　平成31・32年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒214－8570

　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　　　多摩区役所まちづくり推進部総務課　

　　　電　　　話　044－935－3125（直通）

　　　Ｆ　Ａ　Ｘ　044－935－3391

　　　電子メール　71soumu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年６月25日（木）から令和２年７月１日

（水）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
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び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年７月３日（金）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月６日（月）から令和２年７月８日

（水）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　71soumu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－935－3391

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年７月13日（月）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年７月20日（月）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　　　　多摩区総合庁舎1103会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、
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本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第516号

　　　（仮称）小田急バス株式会社新百合ヶ丘営

　　　業所新設計画に係る自主的環境影響評価準

　　　備書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第18条第１項の規定に準じて自主的環境影響

評価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規

定に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条

例施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16条で定

める事項について次のとおり公告します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　自主的環境影響評価準備書について

１ 　申出人（事業者）

　　所在地：東京都調布市仙川町二丁目19番地５

　　名　称：小田急バス株式会社

　　代表者：代表取締役　抱山　洋之

２ 　事業の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　（ 仮称）小田急バス株式会社新百合ヶ丘営業所新設

計画

　⑵ 　種類

　　 　川崎市環境影響評価に関する条例第74条に基づく

自主的環境影響評価

３ 　事業を実施する区域

　　川崎市麻生区王禅寺西４丁目14－５ 　他

４ 　事業の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　　バス営業所の新設

　⑵ 　内容

　　　駐車場敷地面積：約19,480㎡

　　　事務所敷地面積：約 1,060㎡

　　　建物最高高さ：　約　15.3ｍ

５ 　事業の施行期間

　　令和３年２月（着手予定）～令和４年５月（完了予定）

６ 　自主的環境影響評価準備書の要旨

　　第１章　対象事業の概要

　　第２章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

　　第３章　環境影響評価項目の選定等

　　第４章　環境影響評価

　　第５章　環境保全のための措置

　　第６章　環境配慮項目に関する措置

　　第７章　環境影響評価の総合的な評価

　　第８章　関係地域の範囲

　　第９章　その他

　　資料編

７ 　自主的環境影響評価準備書の写しの縦覧の期間、場

所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　令和２年６月26日（金）から令和２年８月11日

（火）まで

　　 　土曜日、日曜日、祝日は除く。ただし、麻生区役

所では、第２・第４土曜日の午前８時30分～午後０

時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場所

　　 　麻生区役所及び環境局環境評価室

　　　（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第517号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路清掃委託

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。
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参 加 資 格

⑹ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれて

いること）を受けている者。

⑺ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック）を保有または調達することが可能な者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月28日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内駅周辺等道路維持（機械清掃）委託

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月28日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する

　特定業務委託契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 千鳥町西護岸・小島町護岸補修設計委託

履行場所 川崎市川崎区千鳥町、小島町地内

履行期限 令和２年12月28日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「港湾及び

空港部門」で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

　ア 　管理技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾

及び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のいずれかの資格を有する者であること。

　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空港）、技術士（総合技術監理部門：建設－港湾

及び空港）、ＲＣＣＭの「港湾及び空港」部門のいずれかの資格を有する者であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月28日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 犬蔵中学校現地測量委託

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目1226番８ 　ほか

履行期限 令和３年２月26日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　現場代理人、主任技術者及び照査技術者は、測量士の資格を有するものとする。

　　なお、現場代理人、主任技術者及び照査技術者については兼務可とする。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月28日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新百合ヶ丘駅道路維持（機械清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生１丁目21番地先他１箇所

履行期限 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月28日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する

　特定業務委託契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第518号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ベークプラザ

　　川崎市幸区南加瀬三丁目1140の５

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　サミット株式会社

　　代表取締役　服部　哲也

　　東京都杉並区永福三丁目57番14号

３ 　変更した事項

　⑴ 　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

　　　（変更前）

　　　サミット株式会社　代表取締役　田尻　一

　　　（変更後）

　　　サミット株式会社　代表取締役　服部　哲也

　⑵ 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名また

は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

氏名又は名称 代表者 住所

サミット株式会社
代表取締役

田尻　一

東京都杉並区永福三丁目57

番14号

株式会社田原屋
代表取締役

田原　賢三

川崎市川崎区駅前本町12番

１号

　　　計２者

　　（変更後）

氏名又は名称 代表者 住所

サミット株式会社
代表取締役

服部　哲也

東京都杉並区永福三丁目57

番14号

株式会社田原屋
代表取締役

田熊　太郎
川崎市幸区堀川町580

株式会社大創産業
代表取締役

矢野　靖二

広島県東広島市西条吉行東

一丁目４番14号

　　　　計３者
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４ 　変更の年月日

　　令和２年４月１日

５ 　変更する理由

　⑴ 　大規模小売店舗を設置する者の代表者の変更によ

るもの

　⑵ 　大規模小売店舗において小売業を行う者の変更に

よるもの

６ 　届出の年月日

　　令和２年６月25日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和２年６月26日から令和２年10月26日の午前８時

30分から午後５時まで。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10　意見書の提出期限及び提出先

　　令和２年10月26日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第519号

　　　（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発

　　　　事業に係る条例環境影響評価準備書につ

　　　　いて

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第18条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規定

に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例

施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16条で定め

る事項について次のとおり公告します。

　　令和２年６月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　条例環境影響評価準備書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：東京都渋谷区桜丘町31番２号東急桜丘町ビル

　　名　称：鷺沼駅前地区再開発準備組合

　　代表者：理事長　原　修一

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業

　⑵ 　種類

　　 　高層建築物の新設（第１種行為）、住宅団地の新

設（第２種行為）

　　 　商業施設の新設（第３種行為）、大規模建築物の

新設（第１種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市宮前区鷺沼三丁目１番２外

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　 　商業施設、業務等施設、集合住宅の新設及び交通

広場の拡充

　⑵ 　内容

　　　計画地面積：約22,560㎡

　　　建設敷地面積：約14,850㎡

　　　（駅前街区約11,170㎡、北街区約3,680㎡）

　　　建物最高高さ：駅前街区約146ｍ、北街区約92ｍ

　　　延べ面積：約115,000㎡

　　　（駅前街区約86,000㎡、北街区約29,000㎡）

５ 　指定開発行為の施行期間

　　令和３年12月（着手予定）～令和12年１月（完了予定）

６ 　条例準備書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　第２章　 条例方法書に係る市民意見、審査結果及び

指定開発行為者の見解

　　第３章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

　　第４章　環境影響評価項目の選定等

　　第５章　環境影響評価

　　第６章　環境保全のための措置

　　第７章　環境配慮項目に関する措置

　　第８章　環境影響の総合的な評価

　　第９章　事後調査計画

　　第10章　関係地域の範囲

　　第11章　その他

　　資料編

７ 　条例準備書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　令和２年６月29日（月）から令和２年８月12日

（水）まで

　　 　土曜日、日曜日、祝日は除く。ただし、宮前区役

所では、第２・第４土曜日の午前８時30分～午後０

時30分も縦覧を行います。

　⑵ 　場所

　　　川崎市：宮前区役所、環境局環境評価室

　　　（市役所第３庁舎15階）

　　　横浜市：青葉区役所、市民情報センター

　　　（横浜市役所新市庁舎３階）

　⑶ 　時間

　　　川崎市：午前８時30分から午後５時

　　　横浜市：午前８時45分から午後５時

　　　───────────────────
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川崎市公告第520号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

令和２年６月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道東百合丘104号線道路補修（Ｌ型側溝）工事

履行場所 川崎市麻生区東百合丘４丁目32番地先他１箇所

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月13日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港係留施設補修工事

履行場所 川崎市川崎区川崎港内

履行期限 契約の日から令和２年10月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」、「Ｂ」

又は「Ｃ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099
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入札日時等 令和２年７月13日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内主要地方道世田谷町田舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市多摩区生田１丁目９番地先ほか２箇所

履行期限 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻ 　業種「舗装」における過去３年間の本市工事成績評点の平均点が入札参加申込時点において65

点以上であること。なお、工事成績評点がない場合は０点とする。（主観評価項目制度採用）

⑼ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑽ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑾ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑿ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月13日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道向ヶ丘17号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市宮前区けやき平10番地先

履行期限 契約の日から100日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。
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参 加 資 格

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月13日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
契約課ホームページ「入札情報かわさき」アドレス

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第521号

　特定非営利活動法人の定款の変更認証申請について、

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第

５項において準用する同法第10条第２項の規定により次

のとおり公告します。

　　令和２年６月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第331号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市総合防災情報システム再構築業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市総務企画局危機管理室　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年４月30日までとする。

　⑷ 　業務概要

申請のあった年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

令和２年６月22日 特定非営利活動法人

ｒｉｇｏ

森田　泰章

櫻井　龍也

川崎市宮前区馬絹1185番地９

宮崎台南パーク・ホームズ

弐番館402

　この法人は、高齢者及び身体に障

害をもつ人々に対して、地域の人達

とのノーマライゼイションの理念

と共感の中で生きがいのある人生

を実現するため、高齢者及び身体障

害者に対する地域生活支援、自立支

援等に関する事業を行い、もって高

齢者及び身体障害者福祉の増進に

寄与することを目的とする。また、

広く一般市民に対して、心身のスト

レスを取り除くための講習会、講

演会、イベント等の事業や講習会、

講演会、イベント等の実施支援事業

を行うことで、心身ともに快適に過

ごすことのできる社会の実現に寄

与することを目的とする。
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　　　総合防災情報システム再構築業務

　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札参加資格申込書の提出の締切日において、平

成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種

「電算関連業務」の種目「システム・ソフト開発」

に登載されていること。なお、有資格者名簿に登載

のない者（入札参加業種に登載のない者を含む。）

は、財政局資産管理部契約課に所定の様式により、

資格審査申請を令和２年７月17日までに行うこと。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年の間で国、都道府県、政令指定都市、東

京都特別区等における総合防災情報システム又は電

力、ガス、道路、通信等のライフライン設備を管理

するシステムを構築又は運用保守した実績を有する

こと。

３ 　入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により入札参

加資格確認申請書及び２⑷の実績を証する書類（契約

書の写し等）を持参により提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎７階

　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当

　　　電　話　044－200－2857（直通）

　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年７月10日から７月17日までの午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時までとし

ます。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

　　 　ただし、必ず来庁前に「３⑴配布・提出場所及び

問い合わせ先」へ電話連絡し、本市に日時の指定を

受けなければなりません。事前連絡が無い場合は提

出できないことがあるので、注意してください。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　入札参加申込書を提出した者は、本市による提出

物・資格等の簡易審査を受けた上で、川崎市総合防

災情報システム再構築業務委託入札説明書及びＣＤ

－ＲＯＭ（以下「入札説明書等」という。）について、

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所に

おいて「３⑵配布・提出期間」の期間に無償で交付

を受けることができます。また、入札説明書は「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て「３⑵配布・提出期間」の期間縦覧に供します。

　　 　なお、交付した入札説明書等は、後日回収いたし

ますので、交付と引き換えに身分及び連絡先のわか

るもの（名刺等）を提出していただきます。

５ 　入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加資格確認申請書を提出した者には、次によ

り入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年７月27日　午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

までに電子メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月10日から７月29日までの午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時までとし

ます。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又は郵送によります。（電子メ

ールで送付した場合は、送付した旨を「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」の問い合わせ先に電話

にて御連絡ください。）

　　ア 　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp

　　イ 　郵送　　　　 「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年８月３日午後５時までに、入札参加資格

を有する者へ電子メールにて回答書を送付します。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者から

の質問に関しては回答しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資

格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　入札参加資格」の各号のいず

れかの条件を欠いたとき。



川 崎 市 公 報 （第1,798号）令和２年(2020年)７月10日

－2817－

　⑵ 　入札参加資格確認申請書、提出書類等について、

虚偽の記載をしたとき。

　⑶ 　技術提案書の各評価項目において記載がないとき

及び無関係の記載など不適切な内容を記載したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　提出書類

　　ア 　技術提案書

　　イ 　入札書等

　⑵ 　提出書類の提出方法

　　 　提出に際しては、技術提案書と入札書等を必ず同

時に提出すること。

　　ア 　持参による場合

　　（ア）提出場所

　　　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に

同じ。

　　（イ）提出期間

　　　　 　令和２年７月27日から８月20日まで午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

でとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日

を除きます。

　　　　 　ただし、必ず来庁前に「３⑴配布・提出場所

及び問い合わせ先」へ電話連絡し、本市に日時

の指定を受けなければなりません。事前連絡が

無い場合は提出できないことがあるので、注意

してください。

　　イ 　郵送による場合

　　（ア）提出場所

　　　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に

同じ。

　　（イ）提出期間

　　　　　令和２年８月19日必着

　　（ウ）その他

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に「１⑴件名」

の件名及び「入札書在中」と明記し、必ず書留

郵便により送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら、「３⑴配布・提

出場所及び問い合わせ先」の場所に必ず電話連

絡をしてください。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　 　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」におい

て、技術提案書に関するプレゼンテーション終了

後、総合評価審査委員会において実施します。

　　ア 　プレゼンテーションの日時・場所等

　　　 　入札参加資格を有する者へ電子メールにて別途

通知します。

　　イ 　プレゼンテーションの時間

　　　 　各社プレゼンテーション30分以内、質疑応答20

分程度とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　入札金額

　　 　入札金額については、入札書に記載された金額に

当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって価格点の評価の

対象とするので、入札参加者は、消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を

入札書に記載してください。また、入札金額につい

ては、落札した場合の落札価格とします。

　⑹ 　入札及び開札に関する事項

　　　入札及び開札への立会いは不要です。

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　本件は、総合評価一般競争入札によるものとし、

落札者決定基準に基づいて、提案内容の評価に関わ

る点数と入札価格の評価による点数を合計し、合計

点の最も高い者を落札者と決定します。ただし、合

計点が最も高い者であっても、予定価格を超える入

札をした者、提案内容が本市の定める基準点を満た

していない者は落札者となりませんので注意してく

ださい。

　　 　なお、落札とすべき合計点の最も高い者が２者以

上あるときは、くじ引きによって落札者を定めま

す。この場合において、該当する入札参加者は、く

じを引くことを辞退することができません。くじ引

きの実施については、電話により連絡します。

　　 　さらに、調査基準価格を設けますので、落札者と

なるべき者の入札価格が極めて低い場合には、当該

入札者に照会することがあります。照会の結果、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認められるとき、又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認められ

るときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち合計

点の最も高い者を落札者とすることがあります。

　⑻ 　入札及び開札に関する事項

　　 　開札日に予定価格の制限の範囲内の入札書を提出

した者がいない場合は、翌開庁日の午前10時に再度

入札を行います。ただし、「川崎市競争入札参加者

心得」第７条の規定により無効とされた者は除きま

す。

　　 　なお、再度入札の実施にあたっては、電話により

連絡します。

　⑼ 　審査結果の公表等
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　　 　落札結果については、川崎市物品等又は特定役務

の調達手続の特例を定める規則（平成７年規則第92

号）第11条により川崎市公報において公告します。

また、落札者その他入札参加者に対し、その結果を

通知します。

　　 　審査結果については、川崎市ホームページ上で公

表します。

　⑽ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑾ 　審査委員会委員への接触の禁止

　　 　この入札に関して、入札参加者が審査委員会委員

と接触することを禁止します。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、規則

及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところに

よります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　入札参加申込書等に虚偽の記載をした場合におい

ては、競争入札参加資格者指名停止等要綱・運用指

針に基づく指名停止を行うことがあります。

　⑷ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　その他問い合わせ窓口は「３⑴配布・提出場所及

び問い合わせ先」に同じです。

11　Summary

　⑴ 　Description:

　　　 Development of the Integrated Crisis 

Management System

　⑵ 　Time-limit for tender:

　　　5:00 P.M. Aug 20, 2020 

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　Aug 19, 2020 

　⑷ 　Contact Point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Crisis Management office

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　5-4, Higashida-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki

　　　TEL:044-200-2857

　　　E-mail:17kiki@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第332号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　川崎駅周辺地区緑化推進重点地区計画改定業務委託

２ 　履行期間

　　契約締結日から令和３年３月15日まで

３ 　履行場所

　　川崎市川崎区及び幸区内

４ 　業務概要

　⑴ 　業務目的

　　 　川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第25

条に基づいて策定された緑化推進重点地区計画のう

ち、川崎駅周辺地区について、令和元年度に作成し

た改定基礎資料を基に、改定計画を作成することを

目的とする。

　⑵ 　業務内容

　　ア 　改定計画案検討委員会の運営

　　イ 　改定計画書等の作成

５ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加することができる者は、次に掲げる

要件を備えた者とする。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中または川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中の者でないこと。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出時点にお

いて、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名

簿に業種「建設コンサルタント」種目「造園」かつ

「建設環境」で搭載されていること。

　⑶ 　法人であること。

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規

定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない

ことまたは民事再生法（平成11年法律第225号）第

21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。

　⑸ 　本業務に類似する計画策定に係る業務実績を有す

ること。

６ 　担当部局

　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの協働推進課

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１
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　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　電　話　044－200－2380（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　電子メール　53mikyo@city.kawasaki.jp

７ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び委託仕様書の

配布等

　⑴ 　配布期間

　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月17日

（金）までの午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑵ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロード

　⑶ 　参加資格確認申請書提出期間

　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月17日

（金）までの午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　提出先

　　　「６　担当部局」のとおり

　⑸ 　提出方法

　　　持参または郵送にて提出すること。

　⑹ 　提出書類

　　　次の書類を１部ずつ提出すること。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　類似業務の契約実績を証する書類（契約書の写

し等）

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　７により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

した者には、次により、一般競争入札参加資格確認通

知書を交付する。なお、川崎市業務委託有資格業者名

簿に登載した際に電子メールのアドレスを登録してい

る場合には、当該アドレス宛て送付する。電子メール

のアドレスを登録していない場合、直接受取りに来る

こと。

　⑴ 　交付日

　　　令和２年７月20日（月）

　　 　直接受取りに来る場合、午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時までを除く。）

　⑵ 　交付場所（受取りの場合）

　　　「６　担当部局」のとおり

９ 　質問書の配布・提出・回答

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロード

　⑵ 　質問先

　　　「６　担当部局」のとおり

　⑶ 　質問期間

　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月21日

（火）までの午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　回答方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に登載した際に電

子メールのアドレスを登録している場合には、当該

アドレス宛て送付する。電子メールのアドレスを登

録していない場合、直接受取りに来ること。

　　ア 　交付日

　　　 　令和２年７月22日（水）

　　　 　直接受取りに来る場合、午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ 　交付場所（受取りの場合）

　　　　「６　担当部局」のとおり

10　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失する。

　⑴ 　開札前に、上記５の各号のいずれかの条件を欠い

たとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に、虚偽の記載をしたとき。

11　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行う。入札者は見積もった契約金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行う。入札書を入

札件名が記載された封筒に封印して持参すること。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税額及び地方消費税額に相当する額

（入札書に記載した金額の10％）を加算した金額

をもって契約金額とする。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和２年７月29日（水）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　　　建設緑政局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参に限る。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とする。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効
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　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とする。

12　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとする。

　　ア 　川崎市契約規則第33条の各号に該当する場合は

免除とする。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入するこ

と。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とする。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」に

おいて閲覧できる。

13　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限る。

　⑵ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とする。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第333号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市福祉事業（生活保護）の帳票印刷・封入封

緘外部委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局総務部保健福祉システム課等

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年９月30日

　⑷ 　業務概要

　　　 川崎市福祉事業（生活保護）の帳票印刷及び封入

封緘業務

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく指名停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」で種目「そ

の他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成29・30・31年度に官公庁において帳票印刷・

封入封緘業務に関する契約実績（消費税及び地方消

費税込で１件100万円以上）があること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所

　　　　〒210－0007

　　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　　川崎駅前タワー・リバーク８階

　　　　川崎市健康福祉局総務部保健福祉システム課

　　　　担当：橘

　　　　電話　044－200－3163（直通）

　　イ 　閲覧期間

　　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月17日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時までとします。（土日祝日除く。）

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所

　　　 　川崎市ホームページの「事業者就労支援情報」

→「入札・契約」→「その他の入札情報」から閲

覧できます。

　　　 （http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/

category/74-13-0-0-0-0-0-0-0-0.html）

　　イ 　閲覧期間

　　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月17日

（金）まで

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する

書面を提出しなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町12－１

　　　川崎駅前タワー・リバーク８階

　　　川崎市健康福祉局総務部保健福祉システム課

　　　担当：橘

　　　電話　044－200－3163（直通）

　　　電子メール　40system@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月17日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（土日祝日除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記４により、一般競争入札参加資格確認申請書を
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提出して資格が確認された者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書、入札説明書等を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴アに同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和２年７月21日（火）の午前10時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し

た際に電子メールのアドレスを登録している場合

は、電子メールで一般競争入札参加資格確認通知

書、入札説明書等を送付します。

　⑶ 　入札説明会

　　　実施しません。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　質問受付場所

　　　３⑴アに同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年７月21日（火）午前９時から令和２年７

月28日（火）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40system@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年８月４日（火）までに全社へ文書（電子

メール）で送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総額で行います。本市が提示する各帳票

等の想定数ごとに単価を乗じ、計算した総額を入

札書に記載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書及び内訳書をもって行いま

す（入札書と内訳書には割印をすること）。入札

書は入札件名が記載された封筒に封印して持参し

てください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額をもって契約金額とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年８月19日（水）午前11時00分

　　イ 　入札場所　３⑴アに同じ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行なうことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴アの場所及び「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

　　（ http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）

10　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴アに同じ

　⑷ 　４の一般競争入札参加資格確認申請書及び６⑶の

質問書の様式は、「川崎市ホームページの「事業者

就労支援情報」→「入札・契約」→「その他の入札

情報」からダウンロードできます。

　　（ http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/

category/74-13-0-0-0-0-0-0-0-0.html）

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第334号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　 令和３年度　小型ごみ収集車（ディーゼル）の購

入　第１回 ４台　　

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　本市が指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和３年７月16日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和２

年７月30日までに行ってください。

　⑷ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　松田

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」（アドレス　http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　　　　　 ただし、電子入札システムによりがたい

者は、上記３⑴の場所に、上記３⑴の期

間に持参にて提出してください。

　⑴ 　持参による入札参加申し込みの場合

　　ア 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴アに同じ。

　　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ

とができます。

　　イ 　配布・提出期間

　　　　上記３⑴イに同じ。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）
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物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　環境局生活環境部収集計画課　担当　市原

　　電話　044－200－2570

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和２年７月10日～令和２年

７月30日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　　配布・提出期間　 令和２年７月10日～令和２年

７月30日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和２年８月17日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに令和２年８月17日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和２年８月17日の午前９時～正午に上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書

等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　　令和２年８月31日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　令和２年８月31日

　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
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　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和２年８月27日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: 

　　　Small garbage truck(Diesel Car) 4unit

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,31 August 

2020

　⑶ 　 Contact point for the notice : 

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all the 

c ontract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第335号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　 令和３年度　小型ごみ収集車（ディーゼル）の購

入　第２回 ４台　　

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　本市が指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和３年８月27日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。
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２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和２

年７月30日までに行ってください。

　⑷ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ

て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　松田

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」（アドレス　http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴の場所に、上記３⑴の期間に持参にて提出してく

ださい。

　⑴ 　持参による入札参加申し込みの場合

　　ア 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴アに同じ。

　　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ

とができます。

　　イ 　配布・提出期間

　　　　上記３⑴イに同じ。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　環境局生活環境部収集計画課　担当　市原

　　電話　044－200－2570

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法
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　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　 　入力・提出期間　 令和２年７月10日～令和２年

７月30日　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　 　配布・提出期間　 令和２年７月10日～令和２年

７月30日（土曜日、日曜日及

び国民の祝日を除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和２年８月17日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに令和２年８月17日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和２年８月17日の午前９時～正午に上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書

等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和２年８月31日

　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　令和２年８月31日

　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分

　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和２年８月27日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法
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　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: 

　　　Small garbage truck(Diesel Car) 4unit

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,31 August 

2020

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第336号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　 令和３年度　小型ごみ収集車（ディーゼル）の購

入　第３回 ４台　　

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　本市が指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和３年９月３日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和２

年７月30日までに行ってください。

　⑷ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修

理、その他アフターサービスを本市の求めに応じ
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て、速やかに提供できること。

　⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の

求めにより職員の立会いの下に、検査に応じられる

こと。

　⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　松田

　　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2091

　　イ 　閲覧期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」（アドレス　http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和２年７月10日～令和２年７月30日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記

３⑴の場所に、上記３⑴の期間に持参にて提出してく

ださい。

　⑴ 　持参による入札参加申し込みの場合

　　ア 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　　上記３⑴アに同じ。

　　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ

とができます。

　　イ 　配布・提出期間

　　　　上記３⑴イに同じ。

　⑵ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　納入予定物品仕様書

　　ウ 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　エ 　アフターサービス・メンテナンス申告書

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　発注課担当者

　　環境局生活環境部収集計画課　担当　市原

　　電話　044－200－2570

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　　入力・提出期間　 令和２年７月10日～令和２年

７月30日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ

ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載

している「電子入札システム質問回答機能操作方

法」を参照してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を提出してください。

質問書の配布についても、上記３⑴の場所で行い

ます。

　　　 　配布・提出期間　 令和２年７月10日～令和２年

７月30日（土曜日、日曜日及

び国民の祝日を除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　 　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」
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の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　令和２年８月17日　17時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「見積用設計図書・積算内訳書取得

マニュアル」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、平成

31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物

品」の委任先メールアドレスに令和２年８月17日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和２年８月17日の午前９時～正午に上記

３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書

等を交付します。

９ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内

訳の用意をお願いします。

　　 　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所

渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　　令和２年８月31日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　令和２年８月31日

　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分

　　（イ）入札書の提出場所　川崎市役所入札室

　　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区砂子１－７

－４ 　砂子平沼ビル７階

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和２年８月27日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否
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　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、上記３⑴の場所において閲覧

できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary 

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

manufactured: 

　　　Small garbage truck(Diesel Car) 4unit

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,31 August 

2020

　⑶ 　Contact point for the notice :  

　　　　　　　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　　　　　　　Contract Section 

　　　　　　　　　Asset Maintenance Department 

　　　　　　　　　Finance Bureau 

　　　　　　　　　1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　　　　　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　　　　　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第337号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　⑴ 　高規格救急自動車　　　３台

　⑵ 　救助工作車（ＩＩ型）　１台

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和２年６月23日

４ 　落札者の氏名及び住所

　⑴ 　神奈川トヨタ自動車　株式会社　法人営業部

　　　法人営業部長　大坊　裕

　　　横浜市都筑区川向町880－１

　⑵ 　帝商　株式会社　横浜営業所

　　　所長　寺本　安孝

　　　横浜市神奈川区二ツ谷町１－８

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　⑴ 　52,992,492円

　⑵ 　135,013,024円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年５月11日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第338号

　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称及び数量

　　消防ポンプ自動車　１台

２ 　契約に関する事務担当部局

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和２年６月24日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　小川ポンプ工業　株式会社　東京事務所

　　所長　猶原　浩司

　　東京都千代田区神田三崎町二丁目13番１号

５ 　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）

　　32,790,304円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年５月11日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第339号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　調達の名称

　 　 番号連携サーバ機器更改に係る機器等の賃貸借及び

保守に関する契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　川崎市役所第３庁舎９階

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年５月21日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通リース株式会社　横浜支店　

　　支店長　谷頭　洋一

　　神奈川県横浜市西区高島１丁目１番２号

５ 　契約金額

　　89,489,400円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（公示）を行った日

　　令和２年４月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第340号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和２年度「ＩＣＴ部門の業務継続計画」改定等

支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

９階ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月26日（金）まで

　⑷ 　委託概要

　　 　本市の「ＩＣＴ部門の業務継続計画」の改定に当

たり必要となる専門的・技術的助言及び改定案の作

成等、業務継続計画の改定支援を実施するもの。詳

細は、３⑴の場所で提供する「委託仕様書」により

ます。

２ 　一般競争入札参加資格に当たっての条件

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日（令

和２年７月16日（木））において、平成31・32年度

業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」、

種目「その他の電算関連業務」に登載されているこ

と。

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日（令

和２年７月16日（木））において、川崎市競争入札

参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中で

ないこと。

　⑷ 　過去３年間に、都道府県もしくは政令市におい

て、ＩＣＴ部門の業務継続計画の策定支援や維持管

理・訓練の支援など、本件に類似した業務の実施経

験があり、誠実に履行した実績を有し、かつ、本業

務について確実に履行することができること。

　⑸ 　３⑴の場所で提供する「委託仕様書」に定める実

施体制に関する要件を満たす者を本業務に従事させ

ること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書のほか、上記２の⑷及び⑸を

証する書類（写し可。なお、⑸を証する書類としては、

本業務従事予定者の取得資格が分かるもの）を提出し

なければなりません。また、一般競争入札参加資格確

認申請書、入札説明書等関係資料の交付及びその提出

は、次のとおりとします。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎９階ＩＣＴ推進課

　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課評価・調整担当

　　　関、青木、谷

　　　電　　　話　044－200－3657（直通）

　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年７月10日（金）から７月16日（木）まで

とします（９時から正午まで及び13時から17時まで

（土日を除く。））。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和２年７月16

日（木）17時までに、必要な書類全てが川崎市役所

総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確実に到着す

る必要があります。）

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　　令和２年７月20日（月）13時から17時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、７月18

日（土）の未明に電子メールで配信されます。
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　⑵ 　場所

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑵ 　問合せ受付期間

　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月20日

（月）までとします（９時から正午まで及び13時か

ら17時まで（土日を除く。））。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」

に必要事項を記載の上電子メール又は持参にて提出

してください。また、質問書を電子メールで提出し

た場合は、送信した旨を３⑴の担当まで御連絡くだ

さい。

　⑷ 　回答

　　 　令和元年７月22日（水）までに、入札参加資格が

有ると認められる者に対し、電子メールで回答書を

送付します。なお、回答に当たっては、入札参加資

格が有ると認められる者からの質問全てを共有する

形で対応します。ただし、入札参加資格の無い者か

らの質問には回答しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供に際して必要となる各種作業等に係る一切の

費用を含め見積るものとします。

　　イ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額（10％相当額）を加算した額をもって

落札額とするので、入札者は見積もった契約希望

金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除

いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札方法

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和２年７月29日（水）13時30分

　　イ 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁

舎９階開発室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　「ＩＣＴ部門の業務継続計画（震災対策編）」及

び「令和２年度以降の「ＩＣＴ部門の業務継続計画

（震災対策編）」改定に向けた修正方針」について、

令和２年７月10日（金）から令和２年７月28日（火）

（９時から正午まで及び13時から17時まで（土日・

祝日を除く。））の間、「３⑴配布・提出場所及び問
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合せ先」において閲覧に供します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第341号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　　福　田　紀　彦

１ 　　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 富士見公園旧南部公園事務所等解体設

計業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区富士見１丁目１番６号

　⑶ 　履行期間　令和３年３月31日限り

　⑷ 　委託概要　 富士見公園旧南部公園事務所等解体撤

去工事の設計業務委託

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市内に本社を有すること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「建築設計」に登録されていること。

　⑸ 　次の要件を満たす自社所属の者を管理（主任）技

術者として配置できること。

　　 　建築士法第２条第２項に規定する一級建築士取得

後10年以上の実務経験を有する者。

３ 　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）

技術者届の配布、提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）技術者届

（技術者の資格及び業務実績を証する資料を添付する

こと。）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配付、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル８階）

　　　まちづくり局総務部庶務課経理係

　　　電話：044－200－2966

　　　 （一般競争入札参加申込書及び配置予定管理

（主任）技術者届は川崎市ホームページ内「入

札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「入札情報」委託の欄

の「財政局入札公表」からダウンロードすること

が可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月17日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　提出方法　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成31・32年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「委託」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送

付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

５ 　仕様書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者に無償で仕様

書を交付します。また、仕様書を縦覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様書の内容に関して次

により質問を行うことができます。質問は書面で提出

するものとし、仕様書の該当箇所を明示してください。

　⑴ 　受付場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル９階）

　　　まちづくり局施設整備部公共建築担当

　　　電話：044－200－2959

　⑵ 　受付期間

　　 　令和２年７月27日（月）から令和２年７月28日

（火）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問書の様式を使用し、６⑴の受付場所に備え付

けた質問箱に質問書を投入してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布

します。（川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。）

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

全ての者に対し、令和２年８月３日（月）までに文

書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失
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　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和２年８月19日（水）午前10時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　第３庁舎11階会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、最低制限価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

の「川崎市業務委託契約に係る最低制限価格取扱要

綱・運用指針」を御覧ください。

　⑷ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者が

いない場合は、直ちに再度入札を行います。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する

入札は無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　免

　⑵ 　前払金　　　　有

　⑶ 　契約書の作成　要

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第342号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 有馬保育園ほか１か所解体撤去設計業

務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市宮前区東有馬５丁目16番１号ほ

か１園

　⑶ 　履行期間　令和３年１月15日限り

　⑷ 　委託概要　解体撤去工事の設計業務委託

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市内に本社を有すること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「建築設計」に登録されていること。

　⑸ 　次の要件を満たす自社所属の者を管理（主任）技

術者として配置できること。

　　 　建築士法第２条第２項に規定する一級建築士取得

後10年以上の実務経験を有する者。

３ 　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）

技術者届の配布、提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び配置予定管理（主任）技術者届

（技術者の資格及び業務実績を証する資料を添付する

こと。）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配付、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル８階）

　　　まちづくり局総務部庶務課経理係

　　　電話：044－200－2966

　　　 （一般競争入札参加申込書及び配置予定管理

（主任）技術者届は川崎市ホームページ内「入
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札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「入札情報」委託の欄

の「財政局入札公表」からダウンロードすること

が可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和２年７月10日（金）から令和２年７月17日

（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　提出方法　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、平成31・32年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「委託」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日後１週間以内に送付します。当該委任

先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送

付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

５ 　仕様書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者に無償で仕様

書を交付します。また、仕様書を縦覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様書の内容に関して次

により質問を行うことができます。質問は書面で提出

するものとし、仕様書の該当箇所を明示してください。

　⑴ 　受付場所

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　（明治安田生命川崎ビル９階）

　　　まちづくり局施設整備部公共建築担当

　　　電話：044－200－2964

　⑵ 　受付期間

　　 　令和２年７月27日（月）から令和２年７月28日

（火）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問書の様式を使用し、６⑴の受付場所に備え付

けた質問箱に質問書を投入してください。

　　 　質問書の様式は３⑴の場所で３⑵の期間に配布

します。（川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロードすることが可能です。）

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

全ての者に対し、令和２年８月３日（月）までに文

書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和２年８月19日（水）午前11時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　第３庁舎11階会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

　　 　なお、最低制限価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

の「川崎市業務委託契約に係る最低制限価格取扱要

綱・運用指針」を御覧ください。

　⑷ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

　⑸ 　再度入札の実施

　　 　予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者が

いない場合は、直ちに再度入札を行います。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する

入札は無効とします。
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９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　免除

　⑵ 　前払金　　　　有

　⑶ 　契約書の作成　要

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の契約関係規定において閲覧することができ

ます。

　⑶ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

税 公 告

川崎市税公告第89号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第90号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第91号

　令和２年６月12日付川崎市税公告第88号を次のとおり

訂正します。

　　令和２年６月26日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

【誤】

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

令和２年度

（平成31年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分

令和２年６月30日

（５月随時分）
計15件

令和２年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分

令和２年６月30日

（５月随時分）
計１件

令和２年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

５月随時分以降
令和２年６月30日

（５月随時分）
計１件

令和２年度
軽自動車税

（種別割）
全期分

令和２年６月30日

（全期分）
計96件

【正】

年　度 税　目 期　別
この公告による

変更する納期限
件数・備考

令和２年度

（平成31年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分

令和２年６月30日

（５月随時分）
計15件

令和２年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
５月随時分

令和２年６月30日

（５月随時分）
計１件

令和２年度
軽自動車税

（種別割）
全期分

令和２年６月30日

（全期分）
計96件

（別紙省略）
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上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第26号

　川崎市上下水道局旅費支給規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

　　令和２年６月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　　川崎市上下水道局旅費支給規程の一部を改

　　　正する規程

　川崎市上下水道局旅費支給規程（昭和33年川崎市水道

部規程第２号）の一部を次のように改正する。

　第21条を第22条とし、第20条を第21条とし、第19条の

次に次の１条を加える。

　（震災、風水害その他の非常災害時の旅費）

第 20条　震災、風水害その他の非常災害を原因とするや

むを得ない事由により、職員（川崎市上下水道局企業

職員の通勤手当支給規程（昭和34年水道部規程第１

号）第２条各号に規定する通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であって、徒歩のみにより通勤

するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるものを除く。）が常例としている通勤の経

路又は方法と異なる経路又は方法で旅行したときは、

旅費を支給することができる。

　別表車賃の欄中「実費」の次に「又は１キロメートル

につき37円」を加え、同表第７項を次のように改める。

７ 　車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道

による旅行の場合は実費とし、自家用の自動車、原動

機付自転車又は自転車（以下「自家用自動車等」とい

う。）による旅行の場合は路程に応じ１キロメートル

当たりの定額とする。

　別表第９項ただし書中「宿泊」を「、宿泊し、又は自

家用自動車等により旅行」に改める。

　　　附　則

　この規程は、令和２年６月22日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局規程第27号

　川崎市上下水道局企業職員の市内出張旅費に関する規

程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年６月22日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

　　　川崎市上下水道局企業職員の市内出張旅費

　　　に関する規程の一部を改正する規程

　川崎市上下水道局企業職員の市内出張旅費に関する規

程（昭和37年川崎市水道局規程第14号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第２条を次のように改める。

　（旅費の額）

第 ２条　市内における出張については、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。

　⑴ 　鉄道、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道

による旅行の場合　これに要する鉄道賃及び車賃

　⑵ 　自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車（以

下「自家用自動車等」という。）による旅行の場合

　１キロメートルにつき37円の車賃

　⑶ 　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より宿泊した場合　旅費支給規程別表に定める宿泊

料の定額の２分の１に相当する額

　⑷ 　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より自家用自動車等を使用して旅行した場合　旅費

支給規程別表に定める日当の定額の２分の１に相当

する額

　　　附　則

　この規程は、令和２年６月22日から施行する。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第29号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

します。

　　令和２年６月24日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第1723号

　　氏名又は名称　株式会社島Enterprise

　　住　　　　所　横浜市中区本牧三之谷15番13－602号

　　代表者氏名　島岡　篤

　　指定年月日　令和２年７月１日

　　有 効 期 限　令和７年６月30日

２ 　指 定 番 号　第1724号

　　氏名又は名称　Ｕｎｉｔｙ

　　住　　　　所　 神奈川県大和市深見西２丁目４番33

－１号

　　代表者氏名　比嘉　幸太郎

　　指定年月日　令和２年７月１日

　　有 効 期 限　令和７年６月30日

３ 　指 定 番 号　第1725号

　　氏名又は名称　株式会社林設備

　　住　　　　所　東京都世田谷区喜多見５丁目11番17号
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　　代表者氏名　林　慎一郎

　　指定年月日　令和２年７月１日

　　有 効 期 限　令和７年６月30日

４ 　指 定 番 号　第1726号

　　氏名又は名称　株式会社ＬＯＯＰＬＵＳ

　　住　　　　所　 横浜市港北区高田西３丁目２番12号

サンヴィレッジ天満宮102号室

　　代表者氏名　大内　泰我

　　指定年月日　令和２年７月１日

　　有 効 期 限　令和７年６月30日

５ 　指 定 番 号　第1727号

　　氏名又は名称　株式会社アールイー

　　住　　　　所　 横浜市中区相生町１丁目15番地第二

東商ビル４Ｂ

　　代表者氏名　石内　孝

　　指定年月日　令和２年７月１日

　　有 効 期 限　令和７年６月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第30号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　令和２年６月24日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第385号

　　氏名又は名称　有限会社串田設備

　　住　　　　所　横浜市緑区鴨居町2544番地

　　代表者氏名　（新）串田　賢司

　　　　　　　　　（旧）串田　和生

　　変更年月日　平成18年８月29日

２ 　指 定 番 号　第702号

　　氏名又は名称　株式会社日建

　　住　　　　所　（新） 横浜市保土ケ谷区上菅田町

418番地186

　　　　　　　　　（旧） 横浜市保土ケ谷区宮田町１丁

目83番地

　　代表者氏名　伊藤　雅文

　　変更年月日　令和２年４月17日

３ 　指 定 番 号　第743号

　　氏名又は名称　株式会社サクラ

　　住　　　　所　（新）東京都板橋区氷川町40番９号

　　　　　　　　　（旧） 東京都板橋区板橋２丁目38番

10号

　　代表者氏名　桜井　理壱

　　変更年月日　令和２年６月１日

４ 　指 定 番 号　第1655号

　　氏名又は名称　バンドーテクニカルサービス有限会社

　　住　　　　所　（新） 東京都世田谷区粕谷１丁目16

番20号

　　　　　　　　　（旧） 東京都世田谷区千歳台５丁目

19番17号ラフォーレ千歳台

106

　　代表者氏名　板東　諭史

　　変更年月日　令和元年11月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第31号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定更新について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定更新したので、同規程第９条第２号の規定により

告示します。

　　令和２年６月24日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第161号

　　氏名又は名称　株式会社フルヤテクノ

　　住　　　　所　川崎市宮前区東有馬四丁目11番１号

　　代表者氏名　古谷　貴

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

２ 　指 定 番 号　第341号

　　氏名又は名称　株式会社トーシンテックス

　　住　　　　所　 神奈川県相模原市南区上鶴間一丁目

11番９号

　　代表者氏名　角田　雄輝

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

３ 　指 定 番 号　第369号

　　氏名又は名称　株式会社小山商会

　　住　　　　所　神奈川県相模原市中央区上溝347番８

　　代表者氏名　小山　桂一

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

４ 　指 定 番 号　第374号

　　氏名又は名称　有限会社大輝

　　住　　　　所　 川崎市高津区末長一丁目45番31－

101号

　　代表者氏名　下村　強
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　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

５ 　指 定 番 号　第375号

　　氏名又は名称　東京ガスエネワーク株式会社

　　住　　　　所　横浜市中区花咲町二丁目68番地

　　代表者氏名　小菅　政義

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

６ 　指 定 番 号　第377号

　　氏名又は名称　朋栄建設株式会社

　　住　　　　所　横浜市都築区勝田町381番地

　　代表者氏名　佐々木　伸洋

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

７ 　指 定 番 号　第378号

　　氏名又は名称　有限会社総合設備サービス

　　住　　　　所　横浜市神奈川区松本町三丁目25番15号

　　代表者氏名　小田切　茂幸

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

８ 　指 定 番 号　第382号

　　氏名又は名称　アクアテック株式会社

　　住　　　　所　横浜市瀬谷区阿久和東二丁目５番地18

　　代表者氏名　石山　健人

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

９ 　指 定 番 号　第383号

　　氏名又は名称　大成興業株式会社

　　住　　　　所　横浜市金沢区福浦一丁目14番10

　　代表者氏名　長岡　幸宜

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

10 　指 定 番 号　第385号

　　氏名又は名称　有限会社串田設備

　　住　　　　所　横浜市緑区鴨居町2544番地

　　代表者氏名　串田　賢司

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

11 　指 定 番 号　第386号

　　氏名又は名称　ミズテック株式会社

　　住　　　　所　神奈川県綾瀬市深谷上一丁目５番１号

　　代表者氏名　加藤　貴志

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

12　指 定 番 号　第388号

　　氏名又は名称　ミズノ工業株式会社

　　住　　　　所　東京都大田区多摩川一丁目26番10号

　　代表者氏名　水野　ひろみ

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

13　指 定 番 号　第390号

　　氏名又は名称　株式会社高尚エンジニアリング

　　住　　　　所　川崎市中原区宮内二丁目５番２号

　　代表者氏名　村田　忠尚

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

14　指 定 番 号　第392号

　　氏名又は名称　八千代水道株式会社

　　住　　　　所　 神奈川県相模原市中央区田名3846番

地の１

　　代表者氏名　関根　英介

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

15　指 定 番 号　第394号

　　氏名又は名称　日比工業株式会社

　　住　　　　所　横浜市磯子区岡村六丁目13－22

　　代表者氏名　松原　哲人

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

16　指 定 番 号　第395号

　　氏名又は名称　有限会社菊嶋工業所

　　住　　　　所　東京都渋谷区本町六丁目16番４号

　　代表者氏名　菊嶋　隆夫

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

17　指 定 番 号　第396号

　　氏名又は名称　共栄産業株式会社

　　住　　　　所　横浜市港南区大久保二丁目８番22号

　　代表者氏名　吉田　香太郎

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

18　指 定 番 号　第397号

　　氏名又は名称　株式会社富士住設機器

　　住　　　　所　横浜市旭区笹野台三丁目48番20号

　　代表者氏名　山下　陽次

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

19　指 定 番 号　第399号

　　氏名又は名称　矢崎設備工業株式会社

　　住　　　　所　横浜市港南区下永谷五丁目７番30号
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　　代表者氏名　矢崎　祐次

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

20　指 定 番 号　第404号

　　氏名又は名称　有限会社佐藤工業所

　　住　　　　所　横浜市港北区高田東四丁目11番21号

　　代表者氏名　佐々木　井佐夫

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

21　指 定 番 号　第405号

　　氏名又は名称　株式会社ウエダ設備

　　住　　　　所　横浜市緑区鴨居三丁目43番３号

　　代表者氏名　上田　隆一

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

22　指 定 番 号　第407号

　　氏名又は名称　神管設備有限会社

　　住　　　　所　横浜市旭区白根一丁目20番３号

　　代表者氏名　野口　英孝

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

23　指 定 番 号　第409号

　　氏名又は名称　株式会社パイプ技研

　　住　　　　所　東京都豊島区南長崎六丁目７番11号

　　代表者氏名　井上　榮𠮷
　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

24　指 定 番 号　第414号

　　氏名又は名称　株式会社向山商店

　　住　　　　所　横浜市緑区中山三丁目５番17－202号

　　代表者氏名　相原　直樹

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

25　指 定 番 号　第415号

　　氏名又は名称　三輝工業

　　住　　　　所　川崎市宮前区西野川２丁目23番16号

　　代表者氏名　村上　芳明

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

26　指 定 番 号　第416号

　　氏名又は名称　有限会社開工業

　　住　　　　所　横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目42番15号

　　代表者氏名　山本　紘平

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

27　指 定 番 号　第419号

　　氏名又は名称　有限会社髙津住設

　　住　　　　所　川崎市宮前区平二丁目20番12号

　　代表者氏名　山下　光昭

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

28　指 定 番 号　第420号

　　氏名又は名称　東光建設株式会社

　　住　　　　所　横浜市旭区東希望が丘189番地

　　代表者氏名　黒須　博

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

29　指 定 番 号　第422号

　　氏名又は名称　株式会社昭和技研

　　住　　　　所　東京都品川区平塚一丁目11番17号

　　代表者氏名　中村　潔

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

30　指 定 番 号　第425号

　　氏名又は名称　株式会社原設備工業

　　住　　　　所　川崎市宮前区宮崎五丁目３番地32

　　代表者氏名　原　輝光

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

31　指 定 番 号　第426号

　　氏名又は名称　株式会社アステム

　　住　　　　所　 東京都中央区日本橋堀留町一丁目２

番10号

　　代表者氏名　鬼塚　舜次

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

32　指 定 番 号　第431号

　　氏名又は名称　有限会社福岡設備

　　住　　　　所　東京都品川区小山台二丁目３番10号

　　代表者氏名　池田　康彦

　　指定更新日　令和２年６月30日

　　有 効 期 限　令和７年９月29日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第41号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月16日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中部サービスセンター　外壁改修その他工事

履行場所 川崎市高津区末長１－44－24（中部サービスセンター内）

履行期限 契約の日から210日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月８日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸300mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区登戸2446先

至：多摩区登戸2497先　ほか７件

履行期限 契約の日から240日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月13日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度南部下水管内マンホール補修工事

履行場所 川崎市幸区小倉１丁目、小倉２丁目地内ほか

履行期限 契約の日から125日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月13日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸土地区画整理地区内下水枝線その18工事

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期限 契約の日から令和３年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月13日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第42号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月23日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

川崎市上下水道局公告第43号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月23日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田水源地　測量調査業務委託

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３丁目23－１番地先

履行期限 契約の日から令和２年12月28日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」、「準市内」で登録されて

いる者。

⑷ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「測量」、種目「測量一般」に登載されて

いる者。

⑸ 　業務従事者（業務責任者含む）は測量士の有資格者を配置すること。

⑹ 　平成27年４月１日以降、国土交通省京浜河川事務所管轄の一級河川多摩川にて国または地方公

共団体（地方自治法第一条の三）が発注した測量業務で元請として契約実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月14日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 カラーレーザプリンタ18台及びスキャナ24台賃貸借一式

履行場所
川崎市川崎区砂子１－９－３

川崎市役所第２庁舎３階　川崎市上下水道局経営企画課他

履行期限 令和２年11月１日から令和７年10月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「事務

用機器」に登載されていること。かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされていること。

⑷ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和２年７月31日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高石配水塔長寿命化対策工事に伴う詳細設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区西生田５丁目28番１号（高石配水塔）

履行期限 契約の日から令和３年３月26日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されていること。

⑷ 　業務責任者及び照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）又は上

下水道部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者を配置すること。

　　ただし、業務責任者と照査技術者は兼任することはできません。

　 　また、業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ恒常

的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係

にあるとはいえません。）があることが必要です。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月14日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第44号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月23日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　鷺沼配水所　土橋送水１号ポンプ修理工事

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）

履行期限 契約の日から令和３年３月19日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格
⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月15日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度中部下水管内取付管布設第２号工事

履行場所 川崎市中原区、高津区管内

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月20日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 南幸町３丁目300mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：幸区南幸町３－12先

至：幸区南幸町３－54先　ほか４件

履行期限 契約の日から225日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月20日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「東百合丘２丁目150mm－75mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ

落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定

に該当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「東百合丘２丁目150mm－75mm配水管布設替工事」の順に行います。

⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「東百合丘２丁目150mm－75mm配水管布設替工事」の落札候

補者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当

する場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東百合丘２丁目150mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：麻生区東百合丘２－１－11先

至：麻生区東百合丘４－12－１先　ほか２件

履行期限 契約の日から200日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月20日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「南幸町３丁目300mm－75mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ落

札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に

該当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「南幸町３丁目300mm－75mm配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「南幸町３丁目300mm－75mm配水管布設替工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札候補

者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当す

る場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和２年度　長沢浄水場排水処理施設加圧脱水機ケーキコンベア修理工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期限 契約の日から令和３年３月19日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和２年７月15日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 自動車賃貸借１台一式（水質試験車）

履行場所
川崎市多摩区三田５－１－１

水管理センター　水道水質課

履行期限 令和２年12月１日から令和９年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」

に登載されていること。

⑷ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和２年８月７日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第45号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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川崎市上下水道局公告第46号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

川崎市上下水道局公告第47号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上水３号及び上水５号配水本管1300㎜流量計更新に伴う詳細設計業務委託

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－11先

履行期限 契約の日から令和３年３月17日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されていること。

⑷ 　業務責任者及び照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）又は上

下水道部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者を配置すること。

　　ただし、業務責任者と照査技術者は兼任することはできません。

　 　また、業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ恒常

的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係

にあるとはいえません。）があることが必要です。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月21日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 自動車賃貸借３台一式（小型乗用）

履行場所 局指定場所

履行期限 令和２年12月１日から令和９年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」

に登載されていること。

⑷ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2093

入札日時等 令和２年８月７日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田浄水場一次濃縮槽耐震補強に伴う詳細設計業務委託

履行場所 多摩区生田１丁目１番地（生田浄水場内）

履行期限 契約の日から令和３年３月26日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」に登載されていること。

⑷ 　業務責任者及び照査技術者として、総合技術監理部門技術士（上水道及び工業用水道）又は上

下水道部門技術士（上水道及び工業用水道）の資格を有する者を配置すること。

　 　ただし、業務責任者と照査技術者は兼任することはできません。

　 　また、業務責任者及び照査技術者は、一般競争入札参加申込日以前において、直接的かつ恒常

的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係

にあるとはいえません。）があることが必要です。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和２年７月28日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第48号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年６月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 下小田中２丁目300mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：中原区下小田中２－１－18先

至：中原区下小田中２－20－５先　ほか６件

履行期限 契約の日から215日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が50点以上であること。
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参 加 資 格

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月29日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塩浜３丁目200mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区塩浜２－11－２先

至：川崎区塩浜３－２先　ほか１件

履行期限 契約の日から185日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。
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契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月29日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上丸子天神町300mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：中原区小杉陣屋町１－24－１先

至：中原区丸子通２－440先

履行期限 契約の日から165日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月29日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 片平１丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：麻生区片平１－９－25先

至：麻生区片平１－１－８先　ほか１件

履行期限 契約の日から170日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月29日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土橋地区下水枝線第53号工事

履行場所 川崎市宮前区土橋１丁目地内

履行期限 契約の日から令和３年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が50点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年７月29日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第20号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　　 水質自動測定装置及び水質情報監視システム賃貸

借一式

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。競争入札参加希望

者は本市の電子入札システムにより競争入札参加申

込みを行ってください。ただし、提出期限までに本

市の電子入札システムの利用者登録ができない場合

は、紙入札方式に代えることができます。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」のうち種目「事務

用機器」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又

は「Ｂ」の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和２年７月29日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2093
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　⑵ 　期間　 令和２年７月10日（公告日）～令和２年７

月29日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、３⑴の場所

に、３⑵の期間中に提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　城田

　　　電話　044－200－2093

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する次の書類を、競争入札参加の申込時に提出しな

ければなりません。

　⑴ 　カタログ（調達予定機種がわかるように目印等を

入れること）

　⑵ 　機器仕様一覧

　 　また、提出された書類に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。提出された書類

を審査した結果、この物品のリース及び役務を確実に

履行することができると認められた者に限り、入札に

参加することができます。（ただし、仕様書に定めら

れた条件を満たす物品のリース及び役務を確実に履行

できることを証明する書類等の提出後に納入予定のリ

ース物品に変更が生じる場合は、４⑶の場所に事前連

絡の上、８月25日までに６の担当課の承認を得ること

とします。その結果、担当課の承認を得られなかった

者の入札は無効とします。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局総務部水道水質課　担当　堀口

　　電話　044－911－3005

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に提

出（入力）してください。

　　　　提出（入力）期間

　　　　令和２年７月10日（公告日）～令和２年７月29日

　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上

下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　持参による質問方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、窓口での

対応となります。３⑴が質問書の配布、持参の場

所となります。

　　　 　持参により質問書を提出する場合には、紙の質

問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ／ＲＷ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい（どちらか一方の場合には、質問は受付いた

しません。）。

　　　 　なお、質問書は、「入札情報かわさき」の「共

通ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」）に掲げる「質問書（一般競争入札

用）」からダウンロードできます。

　　　　提出期間

　　　　令和２年７月10日（公告日）～令和２年７月29日

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和２年８月17日　午前９時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「仕様書等ダウンロード」に掲載し

ます。

　　　 　なお、質問がなかった場合には、通知・掲載は

いたしません。

　　　 　質問回答書は、入札参加資格があると認められ

た入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又は取

得できます。取得方法については、「入札情報か
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わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」の欄の「積算内訳書

等取得マニュアル」を御覧ください。

　　　 　また、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和２年８月17日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和２年８月17日の正午までの間に、３⑴

の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　入札金額は総価で行います。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　令和２年８月27日　午前９時30分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　令和２年８月27日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子１－

７－４）

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和２年８月25日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和２年８月27日　午前10時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

13　Summary

　⑴ 　Nature of the products to be leased:

　　　 Water quality Automatic measuring device and 

Water quality information Monitoring system

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　9:30A.M. 27 August 2020

　　ｂ　Direct delivery

　　　　10:30A.M. 27 August 2020

　　ｃ　By mail

　　　　25 August 2020

　⑶ 　Contract point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL:044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures.
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交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第27号

　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。

　　令和２年６月25日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

　　　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一

　　　部を改正する規程

　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和29年交通

部規程第６号）の一部を次のように改正する。

　第17条の次に次の１条を加える。

　（運行中止等の場合の取扱い）

第 17条の２　定期乗車券の発行を受けた者が、その者の

責に帰すべき事由がなく、かつ、運行中止、天災その

他やむを得ない事情により、定期乗車券を使用するこ

とができなくなったときは、前条の規定にかかわら

ず、交通局長が別に定めるところにより、通用期間の

延長又は既納乗車料金の全額若しくは一部の還付を行

うことができる。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第28号

　川崎市交通局旅費支給規程の一部を改正する規程を次

のように定める。

　　令和２年６月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

　　　川崎市交通局旅費支給規程の一部を改正す

　　　る規程

　川崎市交通局旅費支給規程（昭和33年交通部規程第４

号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「企業職員」の次に「（以下「職員」という。）」

を加える。

　第11条中「行なう」を「行う」に改める。

　第21条を第22条とし、第20条を第21条とし、第19条の

次に次の１条を加える。

　（震災、風水害その他の非常災害時の旅費）

第 20条　震災、風水害その他の非常災害を原因とするや

むを得ない事由により、職員（川崎市交通局企業職員

の通勤手当支給規程（昭和57年交通局規程第27号）第

２条各号に規定する通勤することが著しく困難である

職員以外の職員であって、徒歩のみにより通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満で

あるものを除く。）が常例としている通勤の経路又は

方法と異なる経路又は方法で旅行したときは、旅費を

支給することができる。

　別表中、

「

車賃

実費

　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

車賃

実費又は１キロメートルにつき37円

　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、

「

日当（一夜につき）

　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

日当（一日につき）

　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め、同表備考第４項中「７級の職務にある者及びこ

れに準ずる者」を「７級以上の者」に、「６級以下の職

務にある者及びこれに準ずる者」を「６級以下の者」に

改め、同表備考第６項を次のように改める。

　６ 　車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌

道による旅行の場合は実費とし、自家用の自動車、

原動機付自転車又は自転車（以下「自家用自動車等」

という。）による旅行の場合は路程に応じ１キロメ

ートル当たりの定額とする。

　別表備考第８項ただし書中「宿泊」を「、宿泊し、又

は自家用自動車等により旅行」に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市交通局規程第29号

　川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程の

一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年６月30日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

　　　川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関

　　　する規程の一部を改正する規程

　川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程

（昭和57年交通局規程第28号）の一部を次のように改正

する。

　第１条中「「規程」」を「「旅費支給規程」」に改める。
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　第２条を次のように改める。

　（旅費の額）

第 ２条　市内における出張については、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。

　⑴ 　鉄道、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道

による旅行の場合　これに要する鉄道賃及び車賃

　⑵ 　自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車（以

下「自家用自動車等」という。）による旅行の場合

　１キロメートルにつき37円の車賃

　⑶ 　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より宿泊した場合　旅費支給規程別表に定める宿泊

料の定額の２分の１に相当する額

　⑷ 　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より自家用自動車等を使用して旅行した場合　旅費

支給規程別表に定める日当の定額の２分の１に相当

する額

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

病 院 局 規 程

川崎市病院局規程第10号

　川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定

める。

　　令和２年６月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

　　　川崎市行政手続等における情報通信の技術

　　　の利用に関する条例施行規程の一部を改正

　　　する規程

　川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例施行規程（平成18年川崎市病院局規程第28号）

の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

　　　川崎市情報通信技術を活用した行政の推進

　　　に関する条例施行規程

　第１条中「川崎市行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する条例」を「川崎市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例」に、「第３条から第６条ま

での規定に基づき病院事業管理者等に係る手続等を」を

「に基づき、」に、「情報通信の技術を」を「情報通信技

術を」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 　病院事業管理者等に係る手続等（条例第３条から第

６条までの規定の適用を受けるものを除く。）を、電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術

を利用する方法により行う場合については、他の条例

等に特別の定めのある場合を除き、条例及びこの規程

の規定の例による。

　第３条中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改

める。

　第８条中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改

め、同条を第15条とする。

　第７条中「書面等の作成等に代えて当該書面等に係

る」を削り、「の作成等を行うとき」を「により作成等

を行う場合において」に、「当該書面等に記載すべき」

を「当該作成等に係る」に改め、同条を第13条とし、同

条の次に次の１条を加える。

　（条例第７条の規則等で定める書面等及び措置）

第 14条　条例第７条の規則等で定める書面等は、次の表

の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則等で定める措

置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表

の右欄に掲げるとおりとする。

書面等 措　置

１ 　住民基本台帳法（昭

和42年法律第81号）

第12条第１項に規定

する住民票の写し又

は住民票記載事項証

明書

次のいずれかに掲げる措置

⑴ 　電子情報処理組織を使用する

方法により行う、個人番号カード

に記録された電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律（平成14

年法律第153号）第３条第１項に

規定する署名用電子証明書及び

当該署名用電子証明書により確

認される同法第２条第１項に規

定する電子署名が行われた情報

の病院事業管理者等への提供

⑵ 　電子情報処理組織を使用する

方法その他の方法により行う、氏

名、出生の年月日、男女の別及び

住所の病院事業管理者等への提

供

⑶ 　個人番号カードの病院事業管

理者等への提示

２ 　区長が作成する印

鑑に関する証明書

１の項右欄⑴に掲げる措置

　第６条を第12条とする。

　第５条第１項中「使用して」を「使用する方法により」

に改め、同条を第９条とし、同条の次に次の２条を加え

る。

　（処分通知等を受ける旨の表示の方式）

第 10条　条例第４条第１項ただし書に規定する規則等で

定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とす

る。

　⑴ 　第８条の電子情報処理組織を使用して行う識別番

号及び暗証番号の入力

　⑵ 　電子情報処理組織を使用する方法により処分通知

等を受けることを希望する旨の病院事業管理者が別

に定めるところにより行う届出

　⑶ 　前２号に掲げるもののほか、病院事業管理者が別

に定める方式
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　（ 処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方

法により行うことが困難又は著しく不適当と認めら

れる部分がある場合）

第 11条　条例第４条第５項に規定する規則等で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

　⑴ 　処分通知等を受ける者について対面により本人確

認をするべき事情があると病院事業管理者等が認め

る場合

　⑵ 　処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付

する必要があるものがあると病院事業管理者等が認

める場合

　第４条第１項中「使用して」を「使用する方法により」

に、「同項に規定する申請等を行う者」を「前条の申請

等をする者」に改め、同条第５項中「条例第３条第１項

に規定する」を「前条の」に改め、同条を第５条とし、

同条の次に次の３条を加える。

　（情報通信技術による手数料の納付）

第 ６条　条例第３条第５項に規定する規則等で定めるも

のは、前条第１項の規定により行われた申請等により

得られた納付情報により納付する方法とする。

　（ 申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法に

より行わせることが困難又は著しく不適当と認めら

れる部分がある場合）

第 ７条　条例第３条第６項に規定する規則等で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

　⑴ 　申請等をする者について対面により本人確認をす

るべき事情があると病院事業管理者等が認める場合

　⑵ 　申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する

必要があるものがあると病院事業管理者等が認める

場合

　（処分通知等に係る電子情報処理組織）

第 ８条　条例第４条第１項に規定する規則等で定める電

子情報処理組織は、病院事業管理者等の使用に係る電

子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計

算機であって病院事業管理者が別に定める技術的基準

に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織とする。

　第３条の次に次の１条を加える。

　（申請等に係る電子情報処理組織）

第 ４条　条例第３条第１項に規定する規則等で定める電

子情報処理組織は、病院事業管理者等の使用に係る電

子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機で

あって病院事業管理者が別に定める技術的基準に適合

するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組

織とする。

　　　附　則

　この規程は、公表の日から施行する。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第24号

　　　入　　札　　公　　告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　（ http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。
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　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 総合医療情報システム用ウイルス対策ソフトライセンス

履行場所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 　川崎御幸ビル７階　（病院局経営企画室）

履行期限 契約締結日から令和２年７月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「コンピュータ」

種　目　「ソフトウェア・消耗品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和２年６月25日から令和２年７月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札

日 時 令和２年７月９日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する４Ｋカメラシステムの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和２年６月25日から令和２年７月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札

日 時
令和２年７月９日　午前10時00分

※川崎市病院局公告第25号・案件４と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第25号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年６月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　（ http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。
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　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９ 　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院ＲＯ装置及び手洗装置保守点検業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和２年６月25日から令和２年７月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札

日 時 令和２年７月９日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野１）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和２年８月１日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種　「医療関連業務」

種目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から４の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　ISO14001を取得していること。

２ 　ISO15189（臨床検査室―質と適合能力に対する特定要求事項）の認定を受けて

いること。

３ 　ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認定を受けていること。

４ 　財団法人「医療関連サービス振興会」から「医療関連サービスマーク」の認定

を受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の８）に

適合していること。

競争参加の申込 令和２年６月25日から令和２年７月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年７月９日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野２）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和２年８月１日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から４の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　ISO14001を取得していること。

２ 　ISO15189（臨床検査室―質と適合能力に対する特定要求事項）の認定を受けて

いること。

３ 　ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認定を受けていること。

４ 　財団法人「医療関連サービス振興会」から「医療関連サービスマーク」の認定

を受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の８）に

適合していること。

競争参加の申込 令和２年６月25日から令和２年７月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年７月９日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院４Ｋカメラシステム保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和２年度納入日から令和９年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和２年６月25日から令和２年７月２日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和２年７月９日　午前10時00分

※川崎市病院局公告第24号・案件２と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第10号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑶ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　本書に示された諸手続で期間が定められている場

合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、縦

覧を含む諸手続の時間については、当該期間の日の

午前８時30分から正午までと、午後１時から午後５

時15分までに限ります。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定めた期間

に病院局契約担当窓口で受付けます。

　⑵ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定めた競争参加

資格のほか、次の全ての条件を満たす必要がありま

す。

　　ア 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ 　法令等に従い、本件調達を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ 　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶ 　「平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の買入

れ等有資格者名簿（以下「名簿」といいます。）」に

登録のない者（別紙の案件に定められた業種に登録

のない者も含みます。）は、所定の様式をもって競

争参加の申込締切日までに財政局資産管理部契約課

で資格審査の申請を行ってください。
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　⑷ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙の

案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別途

お知らせします。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入

札情報のページで取得できます。）により受付けます。

また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答書と

共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報のペー

ジにも掲載を行います。

４ 　商品説明書について

　 　競争参加者は、別紙の案件ごとの競争参加の申込期

間に、納入を予定する物品の商品説明書をそれぞれ３

部ずつ病院局契約担当窓口に提出してください。商品

説明書の構成は次のとおりとします。ただし、次のう

ち⑶⑷⑸⑹を取りまとめての作成、又は⑶⑷⑸⑹を⑴

に含めての作成は可とします。

　⑴ 　提案書（応札機種リスト・応札する商品のカタロ

グを含む。）

　⑵ 　応札仕様書（入札仕様書と対比させて作成のこ

と。）

　⑶ 　設置条件に関する資料

　⑷ 　納入に要する期間に関する資料

　⑸ 　消耗品に関する資料

　⑹ 　保守及び障害支援体制に関する資料

　⑺ 　出庫証明書又は販売店若しくは代理店であること

を証する書面

　⑻ 　定価証明書（単価のほか、総価を示すもの）

５ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時・場所等については、別紙の

案件ごとの定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とし、その者は競争参

加資格確認通知書を必ず持参するものとします。な

お、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び

開札の立会いに関する権限の委任を受けた書面を事

前に提出しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、直ちに再度入札を行います。

　　 　なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

６ 　契約の締結について

　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締結

します。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する高精度放射線治療システム（リニアック）の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年５月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 設定しません。

競争参加の申込 令和２年７月10日から令和２年７月22日まで受付けます。

現 場 視 察

希望者のみ競争参加申込書提出後、現場視察を認めます。

（※下記担当に日程調整をすること）

視察期間：令和２年７月10日から令和２年７月28日まで

視察時間：現場と相談の上、決定すること。

問い合わせ先：川崎市立川崎病院　庶務課経理係　岩元

　　　　　　　044－233－5521（代表）

※問い合わせ時間：午前８時30分から午後５時00分まで

（土・日及び、平日の午後０時00分から午後１時00分を除く）

入 札 及 び 開 札
日 時

令和２年８月７日　午前10時00分

※川崎市病院局公告（調達）第11号・案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和２年８月５日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased: 

　　High precision radiation therapy system at Kawasaki hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M., August, 7, 2020

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　August, 5, 2020

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg 7F 

　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 210-0006 JAPAN

　　TEL 044-200-3857 (Direct-in)

　　5 MEMO: If you want to see our linac room, we permit it until july 28.

　　Then please call us beforehand . TEL:044-200-3857 charged clerk: Muraki
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（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する移動型外科用Ｘ線撮影装置（Ｃアーム）の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 設定しません。

競争参加の申込 令和２年７月10日から令和２年７月22日まで受付けます。

現 場 視 察

希望者のみ競争参加申込書提出後、現場視察を認めます。

（※下記担当に日程調整をすること）

視察期間：令和２年７月10日から令和２年７月28日まで

視察時間：現場と相談の上、決定すること。

問い合わせ先：川崎市立川崎病院　庶務課経理係　岩元

　　　　　　　044－233－5521（代表）

※問い合わせ時間：午前８時30分から午後５時00分まで

（土・日及び、平日の午後０時00分から午後１時00分を除く）

入 札 及 び 開 札
日 時

令和２年８月７日　午前10時00分

※川崎市病院局公告（調達）第11号・案件２と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和２年８月５日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased: 

　　Mobile surgical x-ray machine at Kawasaki hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M., August, 7, 2020

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　August, 5, 2020

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg 7F 

　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 210-0006 JAPAN

　　TEL 044-200-3857 (Direct-in)

５ 　MEMO: If you want to see our operating room, we permit it until july 28.

　　Then please call us beforehand . TEL:044-200-3857 charged clerk: Muraki

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市病院局公告（調達）第11号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年７月10日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　 （http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　本書に示された諸手続で期間が定められている場

合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、縦

覧を含む諸手続の時間については、当該期間の日の

午前８時30分から正午までと、午後１時から午後５

時15分までに限ります。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定めた期間

に病院局契約担当窓口で受け付けます。

　⑵ 　競争参加者は、別紙の案件ごとに定めた競争参加

資格のほか、次の全ての条件を満たす必要がありま

す。

　　ア 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ 　法令等に従い、本件調達を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ 　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶ 　「平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿

（以下「名簿」といいます。）」に登録のない者（別

紙の案件に定められた業種に登録のない者も含みま

す。）は、所定の様式をもって競争参加の申込締切

日までに財政局資産管理部契約課で資格審査の申請

を行ってください。

　⑷ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙の

案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別途

お知らせします。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入

札情報のページで取得できます。）により受付けます。

また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答書と

共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報のペー

ジにも掲載を行います。

４ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙の

案件ごとの定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とします。なお、代理

人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立会いに関する権限の委任を受けた書面を事前に提

出しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、直ちに再度入札を行います。

　　 　なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

５ 　契約の締結について

　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締結
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します。ただし、川崎市議会定例会において、以下の

案件に係る予算が議決されることを条件とします。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院高精度放射線治療システム（リニアック）保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 納入日から72か月間

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 設定しません。

競争参加の申込 令和２年７月10日から令和２年７月22日まで受付けます。

現 場 視 察 設定しません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和２年８月７日　午前10時00分

※川崎市病院局公告（調達）第10号・案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和２年８月５日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quality of product to be purchased: 

　　Maintenance of High precision radiation therapy system at Kawasaki hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M., August, 7, 2020

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　August, 5, 2020

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Contract Section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 210-0006 JAPAN

　　TEL 044-200-3857 (Direct-in)



川 崎 市 公 報 （第1,798号）令和２年(2020年)７月10日

－2871－

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院移動型外科用Ｘ線撮影装置（Ｃアーム）保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 納入日から72か月間

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種「医療関連業務」

種目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 設定しません。

競争参加の申込 令和２年７月10日から令和２年７月22日まで受付けます。

現 場 視 察 設定しません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和２年８月７日　午前10時00分

※川崎市病院局公告（調達）第10号・案件２と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和２年８月５日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quality of product to be purchased: 

　　Maintenance of Mobile surgical x-ray machine at Kawasaki hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M., August, 7, 2020

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　August, 5, 2020

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Contract Section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 210-0006 JAPAN

　　TEL 044-200-3857 (Direct-in)
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教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第９号

　川崎市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関

する規則をここに公布する。

　　令和２年６月22日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

　　　川崎市立学校の教育職員の業務量の適切な

　　　管理等に関する規則

　（趣旨）

第 １条　この規則は、川崎市立学校の教育職員の給与等

に関する特別措置に関する条例（昭和46年川崎市条例

第59号）第７条の規定に基づき、同条例第２条に規定

する教育職員（以下「教育職員」という。）の業務量

の適切な管理等に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

　（業務量の適切な管理）

第 ２条　教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保

を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資する

よう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う

時間（公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その

他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の

健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関す

る指針（令和２年文部科学省告示第１号）に規定する

在校等時間をいう。以下同じ。）から所定の勤務時間

（川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（昭和34年川崎市条例第30号）第７条第１項に規定す

る休日以外の日における正規の勤務時間をいう。以下

同じ。）を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲

内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う

ものとする。

　⑴ 　１箇月について45時間以内

　⑵ 　１年度について360時間以内

２ 　教育委員会は、児童及び生徒に係る通常予見するこ

とのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員

が一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わ

ざるを得ない場合においては、前項の規定にかかわら

ず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を

除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内

とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うも

のとする。

　⑴ 　１箇月について100時間未満

　⑵ 　１年度について720時間以内

　⑶ 　１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前

の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月の期

間を加えたそれぞれの期間において１箇月当たりの

平均時間について80時間以内

　⑷ 　１年度のうち１箇月において所定の勤務時間以外

の時間において45時間を超えて業務を行う月数につ

いて６箇月以内

　（委任）

第 ３条　この規則に定めるもののほか、教育職員の業務

量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保

を図るために必要な事項については、教育長が別に定

める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第11号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和２年６月23日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和２年６月30日（火）14時00分から

２ 　場　所　教育文化会館　第６・７会議室

３ 　議　事

　　　　議案第７号　 和３年度川崎市立特別支援学校高

等部（知的障害教育部門）の入学

者の募集及び選抜要綱について

　　　　議案第８号　 令和３年度川崎市立中央支援学校

高等部分教室の入学者の募集及び

選抜要綱について

　　　　議案第９号　 令和３年度川崎市立田島支援学校

高等部（肢体不自由教育部門）の

入学者の募集及び選抜要綱につい

て

　　　　議案第10号　 令和３年度川崎市立田島支援学校

高等部（訪問教育部門）の入学者

の募集及び選抜要綱について

　　　　議案第11号　 令和３年度川崎市立聾学校幼稚部

の入学者の募集及び選抜要綱につ

いて

　　　　議案第12号　 令和３年度川崎市立聾学校高等部

の入学者の募集及び選抜要綱につ

いて

　　　　議案第13号　人事について

４ 　請願審議

　　　　請願第２号　 貴委員会が『高校日本史Ａ（実

教・日Ａ302・309）』を不採択と

した決定を撤回し、各校の実態に
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即した、公正な教科書採択を求め

る請願について

５ 　その他報告等

監 査 告 示

川崎市監査告示第２号

　　　包括外部監査人の監査に関する事務の補助

　　　について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第２

項の規定により、包括外部監査人小林篤史の監査に関す

る事務を次の者に補助させることについて協議が調った

ので、次のとおり告示します。

　　令和２年６月30日

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　嶋　崎　嘉　夫　　

 同　　　　　　　沼　沢　和　明　　

氏　　名 住　　所 補助させる期間

令和２年６月30日から

令和３年３月31日まで

令和２年６月30日から

令和３年３月31日まで

令和２年６月30日から

令和３年３月31日まで

令和２年６月30日から

令和３年３月31日まで

令和２年６月30日から

令和３年３月31日まで

令和２年６月30日から

令和３年３月31日まで

監 査 公 表

 ２川監公第10号

 令和２年６月16日

　　　川崎市職員措置請求について（公表）

　令和２年４月17日付けをもって受理した標記の請求に

ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第

５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に

対する通知文を別紙のとおり公表します。

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　嶋　崎　嘉　夫　　

 同　　　　　　　沼　沢　和　明　　
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監
査

の
結

果
 

第
１

 
請

求
の

受
付
 

 
１

 
請

求
の

内
容
 

本
件

措
置
請
求
は
、
別
紙
１
及
び
別
紙
２
（
事
実
証
明
書
は
添
付
省
略
）
の
と
お
り
、
市
が
令
和
元

年
度

に
少

額
随
意
契
約
の
軽
易
工
事
と
し
て
実
施
し
た
川
崎
市
虹
ヶ
丘
保
育
園
（
以
下
「
虹
ヶ
丘
保
育

園
」
と

い
う

。
）
に
お
け
る
「
１
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
（
以
下
「
１
階
便
器
等
工
事
」
と
い
う
。
）
」

及
び
「

１
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
（
以
下
「
１
階
間
仕
切
り
工
事
」
と
い
い
、
以
下
「
１
階
便
器
等

工
事

」
と

併
せ
て
「
本
件
各
工
事
」
と
い
う
。
）
」
に
つ
い
て
、
１
件
で
発
注
可
能
な
工
事
を

2
5
0
万
円

以
下

の
２

件
の
工
事
に
分
割
し
て
発
注
・
契
約
し
た
違
法
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
競
争
入
札
若
し

く
は

指
名

競
争

入
札

を
行

っ
た

場
合

と
の

差
額

で
あ

る
損

害
額

を
認

定
し

、
市

の
被

っ
た

損
害

を
補

填
す

る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
 

２
 
請

求
の

受
理
 

本
件

措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
令

和
２

年
４

月
1
7
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
、
監
査
対
象
局
を
こ
ど
も
未
来
局
と
し
た
。
 

第
２

 
監

査
の

実
施
 

 
１

 
請

求
人

の
陳
述
 

監
査

の
実
施
に
当
た
り
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
4
2
条

第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
２
年
５
月

1
1
日
、
請
求
人
か
ら

陳
述
の
聴
取
を
行
っ
た
。

こ
の

際
、
同

条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
く
こ
ど
も
未
来
局
の
関
係
職
員
（
以
下
「
関
係
職
員
」
と
い
う
。
）

の
立

会
い

が
あ
っ
た
。
 

請
求

人
が
本
件
措
置
請
求
の
要
旨
を
補
足
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

な
お

、
別
紙
３
に
は
、
陳

述
を
同
時
に
行
っ
た
虹
ヶ
丘
保
育
園
２
階
ト
イ
レ
改
修
工
事
に
係
る
監
査

結
果

（
令

和
２
年
６
月
１
６
日
付
け
２
川
監
第
１
９
５
号
）
の
内
容
を
含
む
。
 

 
２

 
関

係
職

員
の
陳
述
 

法
第

2
4
2
条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
２
年
５
月

1
1
日
、
関
係
職
員
か
ら
陳
述
の
聴
取
を

行
っ

た
。
関
係
職
員
か
ら
は
、「

住
民
監
査
請
求
に
対
す
る
市
の
考
え
方
」（

添
付
省
略
）
の
提
出
が
あ

っ
た

。
こ

の
際
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
人
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。
 

関
係

職
員
が
説
明
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
４
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
３

 
監

査
対

象
事
項
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
書

並
び

に
請

求
人

及
び

関
係

職
員

の
陳

述
内

容
を

勘
案

し
、

１
階

便
器

等

工
事

及
び

１
階

間
仕

切
り

工
事

を
軽

易
工

事
と

し
て

随
意

契
約

に
よ

り
執

行
し

た
こ

と
が

、
違

法
又

（
別

紙
）

 

２
川

監
第

１
９

４
号
 

令
和

２
年

６
月

１
６

日
 

 
坂

巻
 

良
一

 
様

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
寺

 
岡

 
章

 
二

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
嶋

 
崎

 
嘉

 
夫

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
沼

 
沢

 
和

 
明

 
 

 
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

令
和

２
年

４
月

１
７

日
付

け
を

も
っ

て
受

理
し

た
標

記
の

請
求

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
法

（
昭

和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

４
２

条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

き
監

査
を

実
施

し
ま

し
た

の
で

、
そ

の
結

果
を

次
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
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て
い

る
主
な
ト
イ
レ
便
器
を
取
り
換
え
る
工
事
、
床
を
ド
ラ
イ
化
す
る
工
事
及
び
老
朽
化
し
て
い

る
間

仕
切
り
を
取
り
換
え
る
工
事
の
実
施
を
考
え
て
い
た
が
、
運
営
法
人
と
調
整
を
重
ね
、
修
繕

を
考

え
て
い
な
か
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
も
要
望
が
上
が
り
、
工
事
内
容
を
見
直
す
過
程
で
、
当
初

の
予

定
を
変
更
し
て
、
便
器
等
の
工
事
に
お
い
て
は
洋
式
便
器
の
交
換
等
を
追
加
し
て
実
施
す
る

こ
と

と
し
、
間
仕
切
り
の
工
事
に
お
い
て
は
既
存
の
も
の
を
使
用
す
る
た
め
実
施
を
見
送
る
こ
と

と
し

、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
た
と
し
て
い
る
。
 

な
お
、
本
件
証
拠
に
よ
れ
ば
、
１
階
便
器
等
工
事
は
、
平
成

3
1
年
４
月
１
日
付
け
で
３
者
に

見
積

書
を
依
頼
、
同
月

1
2
日
付
け
で
業
者
選
定
・
予
算
執
行
伺
起
案
、
同
月

1
7
日
付
け
で
決
裁
、

同
月

1
8
日
付
け
で
契
約
し
、
軽
易
工
事
完
成
届
の
作
成
日
・
完
成
年
月
日
・
検
査
日
は
い
ず
れ

も
同

年
５
月
９
日
と
な
っ
て
お
り
、
受
注
し
た
の
は

菅
生
建
設
株
式
会
社
（
以

下
「
Ａ
社
」
と
い

う
。
）
、
契
約
金
額
は

2
,
0
7
6
,
8
4
0
円
（
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
込
み
）
で
あ

っ
た
。
１
階
便
器

等
工

事
の
内
容
は
、
軽
易
工
事
仕
様
書
等
に
よ
る
と
、
既
存
の
便
器
撤
去
と
新
設
の
ほ
か
、
床
長

尺
シ

ー
ト
貼
、
床
下
地
組
立
、
発
生
廃
材
処
分
費
等
で
あ
っ
た
。
 

ま
た
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
決
定
後
、
平
成

3
1
年
４
月
に
運
営
法
人
か
ら
間
仕
切
り
を
取
り

換
え

る
工
事
の
実
施
に
つ
い
て
要
望
が
あ
り
、
１
階
便
器
等
工
事
に
際
し
見
積
も
り
を
依
頼
し
た

３
者

に
見
積
書
を
依
頼
し
、
１
階
間
仕
切
り
工
事
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
。
 

な
お
、
本
件
証
拠
に
よ
れ
ば
、
１
階
間
仕
切
り
工
事
は
、
平
成

3
1
年
４
月

1
0
日
付
け
で
３
者

に
見

積
書
を
依
頼
、
同
月

1
8
日
付
け
で
業
者
選
定
・
予
算
執
行
伺
起
案
、
同
日
付
け
で
決
裁
、

同
月

2
6
日
付
け
で
契
約
し
、
軽
易
工
事
完
成
届
の
作
成
日
・
完
成
年
月
日
・
検
査
日
は
い
ず
れ

も
同

年
５
月

1
7
日
と
な
っ
て
お
り
、
受
注
し
た
の
は
１
階
便
器
等
工
事
と
同
じ
く
Ａ
社
、
契
約

金
額

は
1
,
0
5
5
,
1
6
0
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
込
み
）
で
あ
っ
た
。
 

イ
 
本

件
各
工
事
に
係
る
事
務
手
続
き
 

（
ア

）
運

営
法
人
か
ら
の
要
望
の
記
録
 

運
営
法
人
と
詳
細
な
協
議
の
上
、
間
仕
切
り
の
工
事
は
実
施
を
見
送
り
、
便
器
等
の
工
事
の

み
を

実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
後
、
改
め
て
運
営
法
人
か
ら
の
口
頭
に
よ
る
要
望
を
受
け
て
、

１
階

間
仕
切
り
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
運
営
法
人
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
時
期
や
具

体
的

な
内
容
等
に
つ
い
て
の
記
録
を
保
育
所
整
備
課
は
残
し
て
い
な
い
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

を
確

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
 

（
イ

）
見

積
書
等
の
日
付
 

保
育
所
整
備
課
で
は
、
見
積
業
者
か
ら
、
日
付
の
記
載
が
な
い
見
積
書
の
提
出
を
受
け
る
こ

と
が

あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
そ
の
場
で
業
者
に
記
入
を
依
頼
す
る
こ
と
や
、
業
者
に
確
認
の
上
、

担
当

職
員
が
記
入
す
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

 
２

 
監

査
委

員
の
判
断
 

（
１

）
地

方
公

共
団
体
に
お
け
る
契
約
に
つ
い
て
 

2 

は
不
当

と
い

え
る

か
を

監
査

対
象

事
項

と
し

た
。

 

第
３

 
監

査
の

結
果

 

 
１

 
事

実
関

係
の

確
認

等
 

請
求

人
の

陳
述

、
関

係
職

員
の

陳
述

及
び

関
係

書
類

の
調

査
等

の
結

果
、
次

の
よ

う
な

事
実

関
係

を

確
認

し
た

。
 

 
（

１
）
軽

易
工

事
の

定
義

に
つ

い
て

 

軽
易

工
事

は
、
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

2
2
年

政
令

第
1
6
号

。
以

下
「

施
行

令
」
と

い
う

。
）

第
1
6
7
条

の
２

第
１

項
第
１

号
に

掲
げ

る
、

い
わ

ゆ
る
少

額
随

意
契

約
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
。

そ
の
定

義
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

軽
易

工
事

取
扱

規
程

（
昭

和
4
9
年

訓
令

第
８

号
）

第
２

条
に

お

い
て

「
予

算
科

目
が

工
事

請
負

費
又

は
需

用
費

に
該

当
し

、
１

件
2
,
5
0
0
,
0
0
0

円
（

需
用

費
中

1
0
0
,
0
0
0
円

以
下

の
も

の
を

除
く

。
）
以

下
の

工
事
（
設

計
図

書
（

工
事

用
の

図
面

、
仕

様
書

、
現

場

説
明
書

及
び

現
場

説
明

に
対

す
る

質
問

回
答

書
を

い
う

。
）

の
作

成
を

要
す

る
工

事
を

除
く

。
）
（

予

算
科
目

が
需

用
費

に
該

当
す

る
工

事
に

あ
っ

て
は

、
建
物

等
の

小
破

修
繕

に
類

す
る

工
事

に
限

る
。
）

を
い
う

。
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

 
（

２
）
本

件
各

工
事

に
つ

い
て

 

ア
 
本

件
各

工
事

の
実

施
に

至
る

経
過

 

本
市

で
は

、
平

成
1
7
年

度
か

ら
計

画
的

に
公

立
保

育
所

の
民

営
化

を
推

進
し

て
い

る
。

虹
ヶ

丘
保

育
園

は
、
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
が

土
地

所
有

す
る

虹
ヶ

丘
団

地
内

の
敷

地
を

賃
借

し
て

い
る

と
い

う
制

約
も

あ
り

、
民

営
化

後
の

運
営

に
関

し
て

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

と

の
調

整
等

を
考

慮
し

た
上

で
園

舎
の

建
替

え
を

含
め
て

手
法

の
検

討
を

行
い

、
2
9
年

1
0
月

に
現

園
舎

の
貸

付
に

よ
る

民
営

化
を

公
表

、
3
0
年

8
月
に

運
営

法
人

を
決

定
、

令
和

２
年

４
月

に
移

管
が

完
了

し
た

。
 

虹
ヶ

丘
保

育
園

は
、

築
4
0
年

以
上

が
経

過
し

、
園

舎
内

は
修

繕
を

要
す

る
箇

所
が

散
見

さ
れ

た
が

、
民

営
化

に
当

た
り

園
舎

を
建

て
替

え
る

可
能
性

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
虹

ヶ
丘

保
育

園
を

所
管

す
る

こ
ど

も
未

来
局

子
育

て
推

進
部

保
育

所
整
備

課
（

以
下
「

保
育

所
整

備
課

」
と

い
う

。
）

で
は

、
近

年
は

緊
急

性
の

高
い

工
事

以
外

は
実

施
を
見

送
っ

て
い

た
。

 

現
園

舎
の

貸
付

に
よ

る
民

営
化

に
あ

た
り

、
利

用
児

童
の

生
活

環
境

の
向

上
や

運
営

法
人

職
員

の
労

働
環

境
の

改
善

を
図

る
必

要
が

あ
っ

た
こ

と
か
ら

、
運

営
法

人
決

定
後

、
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
元

年
度

に
か

け
て

、
園

舎
の

修
繕

を
行

う
こ
と

と
し

た
。

 

保
育

所
は

、
日

曜
、
祝

日
、
年

末
年

始
を

除
き

運
営

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、
工

事
を

理
由

に

一
定

期
間

休
園

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
た

め
、
工

事
の

執
行

に
当

た
っ

て
は

、
児

童
の

安
全

確
保

、

保
育

所
行

事
等

の
影

響
を

考
慮

し
、
工

事
が

短
期

間
で

終
わ

る
よ

う
工

事
内

容
や

範
囲

を
調

整
の

上
、

工
事

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
決

定
し

た
と

し
て

い
る
。

 

ト
イ

レ
に

係
る

工
事

に
つ

い
て

は
、

平
成

3
0
年
９

月
の

予
算

要
求

の
段

階
で

は
、

老
朽

化
し
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5 

（
３

）
本

件
各
工
事
に
係
る
具
体
的
な
損
害
に
つ
い
て
 

次
に

、
本
件
各
工
事
に
係
る
具
体
的
な
損
害
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
。
 

本
件

各
工
事
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
１
件
の
工
事
と
し
て
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
べ
き

と
こ

ろ
、
こ
れ
を
分
割
し
て
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

場
合

の
損
害
に
つ
い
て
は
、
上
記
工
事
の
契
約
価
格
の
総
額
が
、
仮
に
同
工
事
を
競
争
入
札
に
付
し

て
い

た
場

合
に

形
成

さ
れ

た
で

あ
ろ

う
落

札
価

格
を

上
回

る
場

合
に

損
害

の
発

生
が

認
め

ら
れ

る

と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
 

そ
こ

で
検
討
す
る
に
、
１
階
便
器
等
工
事
及
び
１
階
間
仕
切
り
工
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
軽
易
工
事
と

し
て

実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
然
な
が
ら
工
事
担
当
部
局
に
よ
る
積
算
を
経
て
お
ら
ず
、
本
件
関

係
各

証
拠
に
よ
っ
て
も
、
具
体
的
か
つ
詳
細
な
仕
様
の
把
握
が
で
き
な
い
ほ
か
、
競
争
入
札
に
付
し

て
い

た
場
合
と
の
金
額
的
な
比
較
が
困
難
で
あ
り
、
工
事
を
分
割
し
た
こ
と
に
よ
る
具
体
的
な
損
害

額
を

認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

し
た

が
っ
て
、
本
件
各
工
事
を
分
割
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
を
具
体
的
に
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、

損
害
が
生
じ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
 

（
４

）
結

論
 

以
上

の
と
お
り
、
本
件
各

工
事
に
つ
い
て
、
１
件
で

発
注
可
能
な
工
事
を
分
割
し
て
発
注
・
契
約

し
た

違
法
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
本
件
各
工
事
を
分
割
し
た
こ
と
に
よ
る
具
体
的
な
損
害
が

生
じ

た
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
く
、
請
求
人
の
上
記
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。
 

よ
っ

て
、
本
件
措
置
請
求
は
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
 

３
 
意

見
 

監
査

結
果
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
今
回
の
監
査
を
通
じ
て
、
監
査
委
員
と
し
て
の
意
見
を

述
べ

る
。
 

（
１

）
組

織
の
構
造
的
な
問
題
に
つ
い
て
 

保
育

所
整
備
課
は
、
民
営
化
す
る
保
育
所
等
の
整
備
を
所
管
し
て
お
り
、
従
来
か
ら
保
育
園
の
修

繕
、

改
修
に
つ
い
て
軽
易
工
事
の
手
法
に
よ
り
工
事
を
執
行
し
て
い
る
。
 

し
か

し
な
が
ら
、
施
設
の
老
朽
化
が
進
む
中
で
、
2
5
0
万
円
を
超
え
る
工
事
の
必
要
性
も
生
じ
て

お
り

、
こ

う
し
た
事
態
に
適
正
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
軽
易
工
事
あ
り
き
と
す
る
職
員
の
意
識
改

革
を

徹
底
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
軽
易
工
事
以
外
の
手
法
で
工
事
を
執
行
で
き
る
体
制
を
構
築
す

る
な

ど
、
適
正
な
事
務
執
行
が
行
え
る
よ
う
、
早
急
に
構
造
的
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

い
わ

ゆ
る
軽
易
工
事
等
の
少
額
随
意
契
約
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
契
約
事
務
の
例
外
的
な

手
法

で
あ
り
、
契
約
事
務
を
自
所
属
で
完
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
迅
速
な
対
応
が
可
能
と

な
る

一
方
で
、
こ
れ
を
多

用
す
る
こ
と
は
、
担
当
す

る
職
員
の
裁
量
が
極
め
て

大
き
く
な
る
な
ど
、

不
祥

事
防
止
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
抜
本
的
な
対
策
を
強
く
望
む
も

の
で

あ
る
。
 

4 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
行

う
契

約
事

務
の

執
行

は
、
公

正
を

も
っ

て
第

一
義

と
し

て
、
機

会
均

等

の
理
念

に
最

も
適

合
し

、
か

つ
経

済
性

を
確

保
し

う
る

と
い

う
観

点
か

ら
、
一

般
競

争
入

札
が

原
則

と
さ
れ

、
随

意
契

約
は

、
施

行
令

第
1
6
7
条

の
２

第
１
項

各
号

に
該

当
す

る
場

合
に

の
み

認
め

ら
れ

る
極
め

て
限

定
的

な
契

約
方

法
で

あ
る

。
同

項
第

１
号

で
は

、
金

額
の

少
額

な
契

約
に

つ
い

て
ま

で

競
争
入

札
で

行
う

こ
と

は
、
事

務
量

が
い

た
ず

ら
に

増
大

し
、
能

率
的

な
行

政
運

営
を

阻
害

す
る

こ

と
か
ら

、
契

約
の

種
類

に
応

じ
た

一
定

の
金

額
を

定
め

て
お

り
、
軽

易
工

事
は

こ
れ

に
該

当
す

る
も

の
で
あ

る
が

、
本

号
を

適
用

す
る

た
め

に
、
故

意
に

契
約

を
細

分
化

す
る

よ
う

な
行

為
は

許
さ

れ
な

い
も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

（
２

）
本

件
各

工
事

の
違

法
性

・
不

当
性

に
つ

い
て

 

請
求

人
は

、
本

件
各

工
事

の
施

工
場

所
、
工

事
の

種
類

が
同

一
で

あ
る

こ
と

等
を

理
由

に
、
１

件

の
工

事
を

２
件

に
分

割
し

て
発

注
・
契

約
し

た
違

法
性

が
あ

る
旨

を
主

張
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、
本

件
各

工
事

が
分

割
発

注
に

よ
る

も
の

と
い

え
る

か
否

か
に

つ
き

、
以

下
検

討
す

る
。

 

前
記

事
実

関
係

の
と

お
り

、
保

育
所

整
備

課
で

は
、
現

園
舎

の
貸

し
付

け
に

よ
る

民
営

化
に

あ
た

り
、

虹
ヶ

丘
保

育
園

は
築

4
0
年

以
上

を
経

過
し
て

い
た

こ
と

や
、

運
営

法
人

か
ら

要
望

が
あ

っ
た

こ
と

に
よ

り
、
令

和
２

年
４

月
の

移
管

に
向

け
て

虹
ヶ

丘
保

育
園

の
修

繕
を

行
っ

て
お

り
、
本

件
各

工
事

は
そ

の
一

環
で

あ
っ

た
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
本

件
各

工
事

に
関

す
る

市
の

説
明

に
は

、
以

下
の

と
お

り
、
不

自
然

な
点

が
認

め
ら

れ
る

。
 

ア
 

工
事

内
容

が
、
１

階
便

器
等

工
事

は
ト

イ
レ

便
器
の

撤
去

と
新

設
の

ほ
か

、
床

長
尺

シ
ー

ト
貼

、

床
下

地
組

立
等

、
１

階
間

仕
切

り
工

事
は

間
仕

切
り

の
撤

去
と

新
設

で
あ

り
、
床

長
尺

シ
ー

ト
貼

等
の

床
工

事
を

行
う

際
に

、
間

仕
切

り
は

障
害

と
な

り
、
別

工
事

と
す

る
こ

と
は

著
し

く
非

効
率

で
あ

り
、
特

に
床

長
尺

シ
ー

ト
は

通
常

切
断

す
る

こ
と

は
想

定
さ

れ
な

い
も

の
で

、
間

仕
切

り
だ

け
を

残
す

と
い

う
工

事
内

容
自

体
、

不
自

然
で

あ
る

こ
と

。
 

イ
 

運
営

法
人

と
協

議
を

重
ね

た
結

果
、
便

器
等

の
工

事
の

優
先

度
が

高
い

と
し

て
、
間

仕
切

り
の

工
事

の
実

施
を

見
送

り
工

事
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

決
定

し
た

と
し

な
が

ら
、
運

営
法

人
か

ら
要

望
を

受
け

る
や

否
や

１
階

間
仕

切
り

工
事

を
追

加
実

施
す

る
決

定
を

し
て

お
り

、
こ

れ
ら

の
意

思
決

定

の
あ

り
方

も
不

自
然

で
あ

る
上

、
運

営
法

人
か

ら
の

要
望

に
関

す
る

記
録

等
も

な
く

、
上

記
経

緯

を
裏

付
け

る
証

拠
が

一
切

な
い

こ
と

。
 

ウ
 

本
件

１
階

ト
イ

レ
工

事
に

関
し

て
、
各

工
事

の
実
施

中
や

完
成

時
の

写
真

は
同

一
の

も
の

が
複

数
枚

使
用

さ
れ

て
お

り
、

各
工

事
の

履
行

期
も

完
成

日
も

同
じ

で
あ

る
こ

と
が

推
認

さ
れ

る
が

、

各
軽

易
工

事
完

成
届

の
工

事
完

成
日

や
検

査
日

に
は

異
な

る
日

付
が

記
載

さ
れ

て
い

る
な

ど
、
か

え
っ

て
不

自
然

な
点

が
目

立
つ

こ
と

。
 

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
る

と
、
本

件
各

工
事

は
当

初
か

ら
意

図
的

に
工

事
を

分
割

し
、
軽

易
工

事
に

よ

る
執

行
を

前
提

と
し

た
も

の
で

あ
る

と
考

え
る

ほ
か

な
く

、
市

の
主

張
を

信
用

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
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川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
 

2
0
2
0
年
（
令
和
２
年
）
４
月

1
7
日
 

川
崎
市
監
査
委
員
 
様
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 
川
崎
市
宮
前
区
五
所
塚
１
丁
目

2
1
番
３
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
業
 
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
坂
 
巻
 
良
 
一
 

１
 
請
求
の
要
旨
 

（
１
）
監
査
対
象
 

甲
第

１
号

証
及

び
甲

第
２

号
証

に
示

す
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て

推
進

部
保
育

所
整

備
課

が
地

方
自

治
法

に
定

め

る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
と
い
う
契
約
手
続
き
を
適
用
せ
ず
、
随
意
契
約
で
あ
る
「
川
崎
市
軽
易

工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
」（

以
下
「
軽
易
工
事
取
扱
規
程
」
と
い
う
。
）
を
適
用
し
、
発
注
・
契
約
し
た
２
件
の
工

事
契
約
を
監
査
対
象
と
し
ま
す
。
 

（
２
）
分
割
発
注
に
係
る
違
法
性
 

地
方
自
治
法
第

23
4
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
及
び
川
崎
市

契
約
規
則
第

2
4
条
の
２
に
定
め
る
い
わ
ゆ
る
「
少
額
随
意
契
約
」
に
つ
い
て
適
用
す
る
規
定
と
し
て
、
川
崎
市
は

「
軽
易
工
事
取
扱
規
程
」
を
制
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

軽
易
工
事
取
扱
規
程
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
第
２
条
に
「
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
工
事
を

い
う
。
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
１
件
の
工
事
が

25
0
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争

入
札
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

軽
易
工
事
取
扱
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
契
約
課
が
策
定
し
た
契
約
事
務
の
手
引
き
に
お
い
て
「
１
件
の
工
事

を
複
数
に
分
け
て
発
注
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

と
分
割
発
注
禁
止
を
明
確
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
２
件
の
工
事
は
、「

虹
ヶ
丘
保
育
園
１
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
及
び
「
虹

ヶ
丘
保
育
園
１
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
と
い
う
工
事
名
で
発
注
・
契
約
が
な
さ
れ
て
お
り
、
１
件
で
発
注
が
可

能
な
工
事
を
、
2
50

万
円
以
下
の
工
事
２
件
に
分
割
発
注
し
、
契
約
し
た
違
法
性
が
あ
り
ま
す
。
 

（
３
）
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
 

上
記
の
と
お
り
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
本
来
、
地
方
自
治
法
等
に
定
め
る
一
般
競
争
入
札

も
し
く
は

指
名
競
争

入
札
と
い

う
契
約

方
法
で
発

注
・
契
約

を
締
結

し
な
け
れ

ば
な
り
ま

せ
ん
。

し
か
し
な

が
ら

、

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
ら
ず
、
１
件

25
0
万
円

以
下
の
少
額
随
意
契
約
と
し
て
２
件
の
工
事
に
分
割
発
注
し
、
よ
り
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結

し
た
違
法
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
契
約
方
法
で
あ
り
ま
す
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を

締
結
し
た
場
合
と
違
法
な
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
し
た
金
額
の
差
額
が
、
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
で

あ
り
ま
す
。
 

以
上
に
よ
り
、
川
崎
市
の
被
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
れ
る
よ
う
地
方
自
治
法
第

2
42

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
い
た
し
ま
す
。
 

ま
た
、
損
害
額
の
認
定
に
お
い
て
は
、
財
政
局
契
約
課
が
計
算
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
参
考
に
、
民
事
訴
訟

法
第

24
8
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監
査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

２
 
請
求
の
理
由

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
を
整
理
し
、
分
割
発
注
の
状
況
が
分
か
り
易
い
一
覧
表
と
し
て
、
甲
第
３
号
証
を
提

出
い
た
し
ま
す
。

（
１
）
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
 

（
ア
）
工
事
所
在
地
は
、
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
」
で
あ
り
、
本
件
２
件
の
工
事
は
同
一
所
在
地
で
す
。
 

（
イ
）
工
事
の
種
類
は
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
と
も
に
「
１
階
ト
イ
レ
工
事
」
で
あ
り
ま
す
。
 

（
ウ
）
工
事
箇
所
は
、
甲
第
１
号
証
が
「
便
器
等
改
修
工
事
」
で
、
甲
第
２
号
証
が
同
じ
ト
イ
レ
の
「
間
仕
切
り
工
事

（
ト
イ
レ
の
ド
ア
に
相
当
す
る
部
分
）
」
で
あ
り
ま
す
。
 

（
エ
）
し
た
が
っ
て
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
に
あ
る
ト
イ
レ
の
便
器
」
と
「
間
仕
切
り
」
の
工
事
を

2
50

万
円
以
下

の
工
事
費

に
２
分

割
し
た

工
事

で
、
同

一
の
施

工
場
所

及
び

同
一
の

工
事
種

類
で
あ

っ
た

こ
と
が

分
か
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
工
事
の
場
合
、
個
人
の
家
庭
や
民
間
会
社
の
場
合
、
１
つ
の
ト
イ
レ
の
便
器
と
そ
の
ド
ア
を
２
件

の
工
事
に
分
割
し
て
発
注
・
契
約
す
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
手
間
ひ
ま
を
考
慮
し
た
場
合
、
有
り
得
な
い
２
分
割
工

事
で
あ
り
ま
す
。
 

別
紙
１

6 

（
２

）
職

員
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

意
識

に
つ

い
て

 

平
成

3
1
年

４
月

１
日

か
ら

、
川

崎
市

軽
易

工
事

取
扱

規
程

が
改

正
さ

れ
、

従
前

は
軽

易
工

事
の

対
象

が
１

件
2
5
0

万
円

以
下

の
建

物
等

の
小

破
修

繕
等

に
類

す
る

原
形

復
旧

工
事

で
あ

っ
た

も
の

が
、
契

約
事

務
を

よ
り

迅
速

か
つ

適
確

に
執

行
す

る
た

め
、
１

件
2
5
0
万

円
以

下
の

工
事
（

新
設
・

改
良
・
撤

去
等

を
含

む
）
に

拡
大

さ
れ

た
。
こ

れ
に

伴
い

、
事

務
の

適
正

な
執

行
を

図
る

た
め

、
軽

易
工

事
に

係
る

予
算

執
行

伺
に

は
、
対

象
と

な
る

工
事
が

同
規

程
に

定
め

る
軽

易
工

事
の

対
象

と
な

る
も

の
か

、
１

件
の

工
事

と
す

べ
き

も
の

等
を

意
図

的
に

分
割

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
な

い
か

等
を

確
認

す
る

た
め

、
軽

易
工

事
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
添

付
を

要
す

る
こ

と
等

、
内

部
手

続
き

の
整

備
が

行
わ

れ
た

ほ
か

、
軽

易
工

事
の

執
行

状
況

を
四

半
期

ご
と

に
本

市
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
「

入
札

情
報

か

わ
さ

き
」

に
掲

載
し

、
公

開
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
こ

れ
ら

の
制

度
改

正
は

、
根

底
に

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

遵
守

の
精

神
が

あ
っ

て

初
め

て
機

能
す

る
も

の
で

あ
り

、
そ

れ
が

欠
如

し
て

い
れ

ば
単

に
形

式
的

な
手

続
き

を
付

加
す

る
だ

け
の

も
の

と
な

り
、

実
効

性
を

期
待

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

ま
た

、
見

積
書

及
び

軽
易

工
事

完
成

届
の

日
付

に
つ

い
て

、
保

育
所

整
備

課
に

お
い

て
は

、
保

育

所
整

備
課

職
員

が
記

入
す

る
場

合
が

あ
る

と
し

て
い

る
が

、
見

積
書

及
び

軽
易

工
事

完
成

届
は

、
作

成
者

が
提

出
日

付
を

記
入

し
提

出
す

べ
き

も
の

で
あ

り
、
日

付
が

空
欄

で
提

出
さ

れ
た

場
合

に
職

員

が
日

付
を

記
入

す
る

運
用

は
、

こ
れ

ら
の

書
類

の
正

当
性

に
つ

い
て

も
疑

い
を

招
く

も
の

で
あ

り
、

極
め

て
不

適
切

で
あ

る
。

 

職
員

の
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
意

識
の

醸
成

、
徹

底
を

強
く

求
め

る
も

の
で

あ
る

。
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過
去
の
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
、
３
業
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
正
な
競
争

は
保
た
れ
て
お
り
、
損
害
は
発
生
し
て
い
な
い
と
す
る
主
張
も
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
多
額
の
税
金
を
投
入
し
て
、
契
約
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
電
子
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
一
般
競
争
入
札

及
び
指
名
競
争
入
札
を
行
う
こ
と
が
、
無
駄
な
支
出
と
な
り
、
契
約
シ
ス
テ
ム
自
体
が
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
り

得
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
今
後
は
、
川
崎
市
の
行
う
入
札
は
、
1
0
万
円
で
も
、
1
00

万
円
で
も
、
１
千
万
円
で
も
、
１
億
円
で
も
、

１
千
億
円
で
も
、
す
べ
て
３
業
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
契
約
を
行
え
ば
済
む
も
の
で
、
契
約
シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理

費
及
び
更
新
費
は
、
ム
ダ
と
な
り
ま
す
。
 

５
 
平
均
落
札
率
に
つ
い
て
 

ま
た
、
損
害
額
の
認
定
に
お
い
て
は
、
契
約
課
が
算
出
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
甲
第
６
号
証
と
し
て
提
出
い
た

し
ま
す
。
 

財
政
局
契
約
課
が
作
成
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
参
考
に
、
民
事
訴
訟
法
第

2
48

条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監

査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

６
 
前
記
平
均
落
札
率
と
は
別
の
損
害
額
に
つ
い
て
 

な
お
、
甲
第
３
号
証
の
下
の
枠
に
「
菅
生
建
設
（
株
）
の
見
積
額
の
比
較
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
金
額
に
つ

い
て
、
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
の
合
理
的
な
説
明
が
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
項
目
の
金
額
に
つ
い
て
も
、
民
事
訴
訟
法

第
2
4
8
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監
査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

７
 
完
成
届
・
検
査
書
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
 

完
成
届
・
検
査
書
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
住
民
監
査
請
求
で
も
指
摘
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
完
成
届
の
日
付
け
を
市
の
職
員
が
記
載
し
た
と
す
る
違
法
行
為
（
刑
法
に
定
め
る
「
公
文
書

偽
造
等
」
）
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

そ
こ
で
、
今
回
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
記
載
し
た
と
の
主
張
を
行
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
、

公
文
書
偽
造
等
の
罪
を
自
白
し
た
も
の
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
従
い
、
告
発
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

完
成
届
は
、
業
者
が
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
検
査
書
は
、
市
の
検
査
員
が
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

本
件
２
件
の
完
成
届
及
び
検
査
書
の
日
付
け
が
同
一
筆
跡
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
日
付
け
の
記
載
は
、
一
体
、
誰

が
記
載
し
た
の
か
。
 

記
載
権
限
の
無
い
も
の
が
記
載
し
た
場
合
は
、
法
令
に
基
づ
い
た
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

関
連
規
定
と
し
て
、
甲
第
７
号
証
及
び
甲
第
８
号
証
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

８
 
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
に
つ
い
て
 

本
件
に
係
る
公
文
書
開
示
請
求
を
行
い
、
そ
れ
に
対
す
る
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
が
請
求
者
あ
て
に
交
付
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
そ
れ
を
、
甲
第
９
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

甲
第
９
号
証
の
内
容
は
、
仕
様
書
作
成
及
び
設
計
積
算
の
た
め
の
参
考
見
積
書
（
下
見
積
書
）
の
徴
収
依
頼
文
及
び

徴
収
し
た
見
積
書
」
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
ど
も
未
来
局
は
、「

仕
様
書
作
成
及
び
設
計
積
算
の
た
め
の
参
考
見
積
書
（
下

見
積
書
）
の
徴
収
依
頼
文
及
び
徴
収
し
た
見
積
書
」
は
、「

特
に
軽
易
な
文
書
（
公
文
書
管
理
規
則
第
７
条
た
だ
し
書
き
）

で
あ
り
、
仕
様
書
作
成
に
伴
い
事
務
処
理
上
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
廃
棄
し
て
い
る
た
め
、
関
係
図
書
が
存
在

し
な
い
。
」
と
し
、
開
示
請
求
拒
否
し
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
「
公
文
書
管
理
規
則
」
を
甲
第

10
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

そ
れ
で
は
、「

下
見
積
書
」
を
軽
易
な
文
書
と
判
断
し
た
根
拠
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。
 

設
計
積
算
の
た
め
の
下
見
積
書
は
、
市
民
の
貴
重
な
税
金
を
使
っ
て
執
行
す
る
工
事
に
お
い
て
は
、
そ
の
設
計
積
算

額
が
適
正
か
否
か
を
検
証
す
る
た
め
の
重
要
な
図
書
類
で
あ
り
、
根
拠
な
く
廃
棄
し
た
場
合
は
、
罪
に
問
わ
れ
る
場
合

（
公
用
文
書
等
毀
棄
罪
）
も
あ
り
ま
す
の
で
、
隠
ぺ
い
せ
ず
に
、
提
出
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

国
会
で
も
、
過
去
に
、
文
書
不
存
在
と
し
て
き
た
文
書
が
、
見
つ
か
り
出
て
き
た
例
は
、
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
ど
も
未
来
局
に
お
き
ま
し
て
も
、
今
一
度
調
査
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

９
 
ま
と
め
 

本
件
の
分
割
発
注
事
案
は
、
非
常
に
分
か
り
易
い
分
割
発
注
事
案
で
あ
り
ま
す
。
 

本
件
工
事
は
、
軽
易
工
事
規
程
が
改
正
さ
れ
て
以
降
の
工
事
あ
り
、
そ
の
改
正
の
一
つ
に
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
新

た
に
追
加
し
た
こ
と
か
ら
、
決
裁
権
者
で
あ
り
ま
す
課
長
さ
ん
は
、
当
然
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
 

こ
と
に
よ
り
、
分
割
発
注
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
有
効
に
作
用
せ
ず
、
甲
第
４
号
証
に
よ
る

1
0
年
前
の
全
庁
的
な
軽
易
工
事

の
不
適
切
契
約
事
件
が
発
生
し
、「

制
度
の
見
直
し
」
を
明
言
し
た
も
の
の
、
何
ら
見
直
し
を
行
わ
な
か
っ
た
事
実
が
あ

る
こ
と
か
ら
し
て
、
今
回
の
軽
易
工
事
規
程
の
改
正
も
、
課
長
職
を
含
め
、
職
員
に
は
浸
透
し
な
い
恐
れ
が
今
回
の
分

割
発
注
に
よ
り
現
実
化
し
た
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

（
２
）
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
 

過
去
に
分
割
発
注
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成

31
年
４
月
１
日
か
ら
「
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
」

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「

軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
 

甲
第
１
号
証
に
お
い
て
は
、
11

ペ
ー
ジ
目
に
あ
り
ま
す
。
 

甲
第
２
号
証
に
お
い
て
は
、
11

ペ
ー
ジ
目
に
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
「
１
 
軽
易
工
事
の
執
行
に
つ
い
て
」
の
２
段
目
の
注
意
事
項
に
「
工
事
内
容
、
業
種
、
施
工
場
所
、
施
工

時
期
が
同
じ
、
又
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
工
事
等
に
つ
い
て
、
本
来
１
件
で
発
注
す
べ
き
案
件
や

2
5
0
万
円
を
超
え
る

案
件
を
複
数
に
分
け
て
発
注
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

と
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
件
分
割
発
注
が
行
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
チ
ェ

ッ
ク
し
た
の
は
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
と
も
に
中
村
職
員
で
あ
り
ま
す
が
、
全
体
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
須
藤

課
長
が
決
裁
し
て
い
ま
す
。
 

（
３
）
施
工
時
期
に
つ
い
て
 

本
件
の
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
４
月

1
8
日
～
５
月

31
日
及
び
４
月

26
日
～
６
月
８
日
の

工
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、【

４
月

18
日
・
４
月

2
6
日
】
～
【
５
月

3
1
日
・
６
月
８
日
】
と
な
っ
て
い
ま

す
。
 

こ
の
工
期
か
ら
致
し
ま
す
と
、４

月
2
6
日
～
５
月

31
日
の
問
が
、２

件
の
工
期
が
重
な
っ
て
い
る
期
間
で
あ
り
、

違
い
は
、
前
後
に
１
週
間
そ
れ
ぞ
れ
工
期
が
あ
る
の
み
で
、
実
質
的
に
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
工
期
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
施
工
時
期
を
理
由
と
す
る
分
割
発
注
と
し
て
は
、
重
複
期
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ほ
ぼ
同

時
期
の
工
事
で
あ
り
、
分
割
の
理
由
は
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

た
だ
、
契
約
日
が
違
う
こ
と
か
ら
、
こ
ど
も
未
来
局
は
、
分
割
で
は
な
い
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
過
去
の
事
例
と
し
て
、
６
ケ
月
に
わ
た
り
約

17
0
0
万
円
余
の
工
事
を
契
約
日
で
は
４
分
割
、
個

別
契
約
で
は
７
分
割
し
た
事
例
が
あ
り
、
課
長
級
の
職
員
が
文
書
注
意
を
受
け
た
と
の
新
聞
報
道
が
あ
り
ま
す
の
で
、

甲
第
４
号
証
及
び
甲
第
５
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
工
事
の
時
期
を
少
し
ず
ら
し
、
分
割
発
注
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
甲
第
４
号
証
及
び
甲

第
５
号
証
と
比
較
し
て
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
が
分
割
発
注
で
は
な
い
と
す
る
合
理
的
な
理
由
を

明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
 

原
則
と
し
て
、
分
割
発
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
明
示
し
、
少
額
随
意
契
約
の
分
割
発
注
を
禁
止
し
て
い

る
全
国
の
地
方
公
共
団
体
を
納
得
さ
せ
る
合
理
的
な
理
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

１
週
間
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
１
日
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
１
ケ
月
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
半
年
ず
ら
せ
ぱ
い
い

の
か
、
１
年
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
明
確
か
つ
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

地
方
自
治

法
に
定

め
る
「

最
少

経
費
・

最
大
効

果
」
の

大
原

則
に
も

耐
え
う

る
根
拠

で
な

け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

（
４
）
工
事
写
真
に
つ
い
て
 

本
件
の
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
写
真
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
の
工
事
を
２
分
割
す
る
理
由
は
、

存
在
し
ま
せ
ん
。
 

ト
イ
レ
の
改
修
に
係
る
床
工
事
、
壁
工
事
、
便
器
工
事
、
ド
ア
工
事
等
を
２
分
割
に
し
て
発
注
し
て
い
る
こ
と
が
、

工
事
写
真
か
ら
分
か
る
も
の
で
、
仮
に
、
２
件
の
発
注
で
、
別
々
の
業
者
が
受
注
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
工
事
の
進
捗

を
ど
の
よ
う
に
調
整
し
た
ら
よ
い
か
。
 

結
局
、
２
５
０
万
円
を
上
限
に
、
２
分
割
し
た
こ
と
か
ら
、
工
事
工
程
で
無
理
が
生
じ
る
２
分
割
と
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
ま
す
。
 

と
な
る
と
、
最
初
か
ら
、
特
定
の
１
業
者
が
受
注
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
２
分
割
発
注
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が

高
く
、
官
製
談
合
の
疑
い
が
生
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

３
 
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
 

川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
は
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
前
記
の
と
お
り
、
分
割

発
注
し
た
も
の
で
、
本
来
、
地
方
自
治
法
等
に
定
め
る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
と
い
う
契
約
方
法
で

発
注
・
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
、
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
少
額
随
意
契
約
と
し
て
、
よ
り
競
争
性

の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
違
法
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
契
約
方
法
で
あ
り
ま
す
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締

結
し
た
場
合
と
違
法
な
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
し
た
金
額
の
差
額
が
、
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
で
あ
り

ま
す
。
 

以
上
に
よ
り
、
川
崎
市
の
被
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
れ
る
よ
う
地
方
自
治
法
第
２
４
２

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

４
 
見
積
り
合
わ
せ
と
契
約
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
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川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
(補

充
書
)
  

2
0
2
0
年
（
令
和
２
年
）
５
月

1
1
日
 

川
崎
市
監
査
委
員
 
様
 

住
所
 
 
川
崎
市
宮
前
区
五
所
塚
１
丁
目

2
1
番
３
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
坂
 
巻
 
良
 
一
 

新
た
に
公
文
書
が
開
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
補
充
書
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

第
１
 
令
和
２
年
４
月

2
7
日
付
け
２
川
こ
保
整
第

10
6
号
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
公
文
書
に
つ
い
て
 

１
 
当
該
公
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
 

当
該
公
文
書
は
、「

令
和
元
年
度
に
執
行
し
た
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
工
事
に
係
る
予
算
要
求
時
の
関
係
図
書
類
一
式
」

で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
を
甲
第

1
2
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

２
 
開
示
請
求
拒
否
通
知
に
つ
い
て
 

な
お
、
当
該
文
書
は
、
甲
第
９
号
証
に
よ
り
既
に
廃
棄
し
て
い
る
た
め
関
係
図
書
類
が
存
在
し
な
い
。
」
と
し
て
開

示
請
求
拒
否
通
知
が
あ
っ
た
対
象
の
公
文
書
に
該
当
い
た
し
ま
す
。
 

実
質
的
に
は
、
開
示
請
求
対
象
公
文
書
は
保
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
開
示
拒
否
し
た
こ
と
は
、
何
か
見
ら
れ

た
く
な
い
内
容
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

３
 
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
内
容
に
つ
い
て
 

ま
ず
、
表
題
で
あ
り
ま
す
が
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
内
部
補
修
工
事
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
予
算
要
求
の
た
め
の
参

考
見
積
書
に
は
、「

１
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
」
及
び
「
２
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

参
考
見
積
書
に
は
、
見
積
り
期
日
の
記
載
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
予
算
要
求
の
資
料
で
あ
り
ま
す
の
で
、
工
事
執
行

の
前
年
の
平
成

30
年
の
８
月
前
後
の
見
積
書
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
工
事
執
行
の
前
年
の
８
月
前
後
に
は
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
に
つ
い

て
の
補
修
工
事
を
行
う
こ
と
が
、
既
に
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
お
い
て
、
意
思
決
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
分
翻
発
注
が
分
か
っ
て
し
ま
う
こ
の
部
分
を
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
 

４
 
分
割
発
注
に
つ
い
て
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の

1
階
ト
イ
レ
及
び

2
階
ト
イ
レ
に
つ
い
て
の
補
修
工
事
に
つ
い
て
は
、
少

な
く
と
も
、
工
事
執
行
の
前
年
の
平
成

30
年
の

8
月
前
後
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
お
い

て
、
意
思
決
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
に

つ
い
て
の
補
修
工
事
に
つ
い
て
は
、
1
件
工
事
と
し
て
、
発
注
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
で
、
本
件
住
民
監
査
請
求
の
対

象
で
あ
り
ま
す
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
ま
さ
し
く
分
割
発
注
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

第
２
 
保
育
園
工
事
に
係
る
過
去
の
分
析
に
つ
い
て
 

１
 
契
約
金
額
別
の
工
事
件
数
一
覧
に
つ
い
て
 

軽
易
工
事
の
金
額
が

2
5
0
万
円
ま
で
と
な
っ
た
平
成

1
9
年
度
か
ら
平
成

3
0
年
度
ま
で
の
「
保
育
園
」
と
い
う
名

称
が
付
さ
れ
た
補
修
工
事
に
つ
い
て
、
10

万
円
刻
み
の
契
約
件
数
の
デ
ー
タ
を
整
理
い
た
し
ま
し
た
。
 

そ
の
一
覧
表
を
甲
第

1
3
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

２
 
2
50

万
円
以
下
の
件
数
に
つ
い
て
 

甲
第

13
号
証
で
一
目
瞭
然
で
あ
り
ま
す
。
 

軽
易
工
事
の
対
象
と
な
る

25
0
万
円
ま
で
の
件
数
は
、
各

10
万
円
刻
み
で
、
ほ
ぼ
毎
年
、
１
件
乃
至
数
件
あ
り
ま

す
。
 

特
に
、
2
4
0
万
円
超
か
ら

2
50

万
円
ま
で
の
件
数
は
、
他
の
金
額
の
件
数
に
比
較
し
て
よ
り
多
く
の
契
約
件
数
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
 

３
 
2
50

万
円
を
超
え
た
件
数
に
つ
い
て
 

2
5
0
万
円
ま
で
の
件
数
の
中
で
、
2
40

万
円
代
の

10
万
円
刻
み
の
工
事
件
数
が
よ
り
多
く
の
件
数
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
2
5
0
万
円
を
超
え
た
途
端
、
工
事
件
数
は
、
パ
タ
ッ
と
な
く
な
り
ま
す
。
 

保
育
園
の
施
設
や
設
備
が
、
軽
易
工
事
の
基
準
の

25
0
万
円
に
合
わ
せ
て
壊
れ
て
い
る
状
況
が
一
目
瞭
然
で
あ

り
、
特
に

24
0
万
円
代
の

1
0
万
円
刻
み
の
範
囲
に
は
、
集
中
し
て
、
保
育
園
の
施
設
や
設
備
が
壊
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
り
ま
す
。
 

甲
第

13
号
証
か
ら
は
、
そ
う
見
え
る
と
し
か
言
え
ま
せ
ん
。
 

４
 
甲
第

13
号
証
が
示
す
真
実
に
つ
い
て
 

別
紙
２

な
ぜ
、
分
割
発
注
が
是
正
さ
れ
な
い
の
か
。
 

分
割
発
注

を
行
わ
ず

、
本
来
の

契
約
課

発
注
と
す

れ
ば
、
各

所
管
課

は
自
ら
の

業
務
が
減

少
す
る

に
も
関
わ

ら
ず

、

あ
え
て
自
ら
の
業
務
量
を
増
や
す
分
割
発
注
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

い
わ
ゆ
る
お
役
所
仕
事
の
中
に
は
、
自
ら
の
メ
リ
ッ
ト
の
無
い
仕
事
は
避
け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
川
崎
市
の
規
定
上
、
契
約
課
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
、
保
育
所
整
備
課
が
自
ら
の
業
務
量
を
増
や
す
こ
と
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
こ
に
は
、
分
割
発
注
を
行
う
保
育
所
整
備
課
に
は
、
業
務
を
増
や
し
て
ま
で
も
、
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と

し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

一
体
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。
 

添
付
資
料

【
甲
第
１
号
証
】・

・
・
・
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
１
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
 

【
甲
第
２
号
証
】・

・
・
・
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
１
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
 

【
甲
第
３
号
証
】・

・
・
・
「
虹
ケ
丘
保
育
園
１
階
工
事
比
較
一
覧
表
」
 

【
甲
第
４
号
証
】・

・
・
・
平
成

2
1
年
５
月

2
8
日
付
け
東
京
新
聞
「
軽
易
工
事
の
全
庁
的
不
適
切
契
約
報
道
新
聞
」
 

【
甲
第
５
号
証
】・

・
・
・
平
成

2
1
年
５
月

2
8
日
付
け
報
道
新
聞
さ
れ
た
不
適
切
分
割
発
注
事
例
 

【
甲
第
６
号
証
】・

・
・
・
契
約
課
が
算
出
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
 

【
甲
第
７
号
証
】・

・
・
・
刑
法
第

15
5
条
か
ら
第

15
8
条
 

【
甲
第
８
号
証
】・

・
・
・
刑
事
訴
訟
法
第

2
3
9
条
 

【
甲
第
９
号
証
】・

・
・
・
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
 

【
甲
第

1
0
号
証
】・

・
・
川
崎
市
公
文
書
管
理
規
則
 

【
甲
第

1
1
号
証
】・

・
・
公
文
書
開
示
請
求
書
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つ
ま
り
、
契
約
規
則
上
、
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
予
定
価
格
と
な
る
べ
き
額
を

上
回
っ
て
い
る
受
注
見
積
り
（
入
札
）
額
で
契
約
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
参
考
見
積
り
は
、
予
算
設
定
や
予
定
価
格
設
定
の
た
め
に
徴
収
し
た
業
者
参
考
見
積
り
で
あ
る
も

の
で
、
参
考
見
積
額
よ
り
受
注
見
積
り
（
入
札
）
額
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
予
算
額
や
予
定
価

格
を
上
回
っ
た
状
況
で
、
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

法
令
に
準
じ
た
契
約
で
あ
れ
ば
、
見
積
り
（
入
札
）
不
調
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
で
あ
り
ま
す
。
 

甲
第

23
号
証
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
元
と
な
っ
て
い
る
資
料
を
甲
第

2
4
号
証
に
示
し
ま
す
。
 

５
 
官
製
談
合
に
つ
い
て
 

甲
第

12
号
証
の
参
考
見
積
書
に
よ
り
、
工
事
執
行
の
前
年
の
８
月
頃
に
は
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
・
２
階
の
ト

イ
レ
を
含
む
各
工
事
が
既
に
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
お
い
て
、
意
思
決
定
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
工
事
を
ま
と
め
て
１
件
工
事
と
し
て
競
争
入
札
で
執
行
す
べ
き
で
あ
っ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を

25
0
万
円
以
下
の
複
数
の
工
事
に
分
割
し
、
発
注
し
た
官
製
談
合
の
疑
い
が
あ
り

ま
す
。
 

そ
れ
の
一
端
を
示
す
証
拠
と
し
て
、
甲
第

2
5
号
証
を
示
し
ま
す
。
 

そ
れ
は
、
菅
生
建
設
株
式
会
社
の
見
積
り
合
わ
せ
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
見
積
書
で
あ
り
ま
す
。
 

上
下
２
段
で
示
し
て
お
り
ま
す
が
、
上
が
菅
生
建
設
株
式
会
社
が
受
注
し
た
際
の
「
１
階
ト
イ
レ
」
の
見
積
書
で

あ
り
、
下
が
菅
生
建
設
株
式
会
社
が
受
注
し
な
か
っ
た
も
し
く
は
受
注
で
き
な
か
っ
た
「
２
階
の
ト
イ
レ
」
の
見
積

書
で
あ
り
ま
す
。
 

１
階
・
２
階
の
ト
イ
レ
は
、
と
も
に
同
様
の
構
造
で
あ
り
、
見
積
り
項
目
も
同
様
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

見
積
り
額
に
お
い
て
、
不
思
議
な
見
積
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

菅
生
建
設
は
、
４
月
に
「
１
階
ト
イ
レ
」
を
受
注
し
て
お
り
、
続
い
て
６
月
に
「
２
階
の
ト
イ
レ
」
の
見
積
合
わ

せ
に
も
参
加
し
て
お
り
ま
す
が
、
な
ぜ
か
、
「
１
階
ト
イ
レ
」
の
見
積
額
の

20
％
か
ら

50
％
も
高
い
見
積
り
額
を
提

示
し
て
お
り
ま
す
。
 

常
識
で
考
え
ま
す
と
、
「
１
階
ト
イ
レ
」
の
経
験
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
２
階
の
ト
イ
レ
」
の
見
積
額
は
、
経
験
が

あ
る
こ
と
か
ら
の
よ
り
低
い
見
積
り
額
を
提
示
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
逆
に

2
0％

か
ら

5
0％

も
高
い
見
積
り
額
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
入
札
参
加
制
度
の
常
識
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
は
、
な
ぜ
か
、
そ
こ
に
何
か
が
あ
り
ま
す
。
 

６
 
分
割
発
注
に
伴
う
経
費
の
問
題
点
に
つ
い
て
 

甲
第
１
号
証
の
「
便
器
」
の
見
積
り
に
は
「
廃
材
処
分
費
」
が
計
上
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
甲
第
２
号
証
の
「
間

仕
切
り
」
の
見
積
り
に
は
、
撤
去
工
事
は
あ
る
も
の
の
、
通
常
で
は
計
上
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
撤
去
工
事

に
伴
う
「
廃
材
処
分
費
」
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
 

こ
れ
は
、
当
初
か
ら
、
特
定
の
１
社
が
、
甲
第
１
号
証
の
「
便
器
の
工
事
」
も
甲
第
２
号
証
の
「
間
仕
切
り
の
工

事
」
も
受
注
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
仕
様
書
及
び
予
定
価
格
が
作
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
場
合
、
通
常
の
入
札
や
見
積
り
合
わ
せ
の
場
合
、
甲
第
２
号
証
の
「
間
仕
切
り
工
事
」
に
は
、
「
廃
材

処
分
費
」
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
と
の
疑
問
や
問
合
せ
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
仕
様
書
で
は
「
廃
材
処
分
費
」
は
、
受
注
業
者
の
持
ち
出
し
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
官
製
談
合
の
疑
い
が
残
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

分
割
発
注
し
な
け
れ
ば
、
財
政
局
契
約
と
な
り
、
こ
ど
も
未
来
局
が
契
約
事
務
を
行
う
必
要
が
無
い
も
の
で
、
自

ら
の
業
務
が
増
え
る
こ
と
を
あ
え
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
説
明
が
出
来
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
一
体
何
が

あ
る
の
か
。
 

第
４
 
ま
と
め
 

１
 
甲
第

12
号
証
に
つ
い
て
 

工
事
執
行
の
前
年
の
８
月
前
後
に
は
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
に
つ
い
て
の
補
修
工
事

を
行
う
こ
と
が
、
既
に
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
お
い
て
、
意
思
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
証
明
す
る
証
拠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
分
割
発
注
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
 

２
 
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
 

し
か
し
な
が
ら
、
真
実
と
し
て
は
、
こ
ど
も
未
来
局
が
発
注
す
る
契
約
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
１
件

2
5
0
万
円
以

内
の
工
事
で
発
注
せ
よ
、
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

具
体
的
に
示
し
ま
す
と
、
甲
第

1
4
号
証
と
し
て
、
①
同
じ
保
育
園
の
中
の
工
事
の
場
合
、
2
5
0
万
円
以
内
で
あ
れ

ば
、
１
階
の
工
事
や
２
階
の
工
事
を
一
括
し
て
、
１
件
工
事
で
発
注
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
甲
第

1
5
号
証
と
し
て
は
、
②
合
わ
せ
る
と
そ
の
予
定
価
格
が
、
2
5
0
万
円
を
超
え
る
と
な
っ
た
途
端
、
１

階
は
１
階
の
み
で
単
独
発
注
し
、
２
階
は
２
階
で
単
独
発
注
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

さ
ら
に
、
甲
第

16
号
証
と
し
て
は
、
同
じ
年
度
の
同
じ
保
育
園
で
、
前
記
①
と
②
の
同
様
契
約
が
並
列
し
て
存
在

し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

以
上
の
事
実
を
整
理
い
た
し
ま
す
と
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
が
発
注
す
る
１
件
工
事
及

ぶ
分
割
発
注
の
定
義
は
、
そ
の
工
事
の
予
定
価
格
が

2
5
0
万
円
以
内
か

2
5
0
万
円
超
か
の
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
を
統

計
的
に
数
値
化
し
た
も
の
が
、
甲
第

1
3
号
証
で
あ
り
、
25
0
万
円
を
超
え
た
途
端
、
契
約
件
数
が
パ
タ
ッ
と
無
く
な

る
こ
と
が
、
そ
の
真
実
を
証
明
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
(
1
)契

約
件
名
、
(
2
)契

約
番
号
及
び
(
3)
契
約
日
か
ら
分
割
発
注
が
推
測
で
き
る
契
約
事
例
を
甲
第

1
7
号

証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

第
３
 
参
考
見
積
書
に
つ
い
て
 

１
 
「
参
考
見
積
書
と
は
」
に
つ
い
て
 

甲
第

18
号
証
及
び
甲
第

1
9
号
証
と
し
て
、
参
考
見
積
書
と
は
何
か
を
説
明
し
た
書
面
を
示
し
ま
す
。
 

参
考
見
積
書
は
、
予
算
要
求
や
予
定
価
格
を
決
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
予
算
額
や
予
定
価
格
を
上
回
る
入
札
額
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
当
然
な
が
ら
、
受
注
額
よ
り

高
い
金
額
が
参
考
見
積
書
に
は
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

２
 
予
定
価
格
に
つ
い
て
 

川
崎
市
契
約
規
則
を
甲
第

20
号
証
と
し
て
示
し
ま
す
。
 

第
2
5
条
に
、「

随
意
契
約
を
す
る
場
合
は
、
第

1
3
条
及
び
第

1
4
条
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
軽
易
工
事
で
あ
り
ま
す
随
意
契
約
も
当
然
な
が
ら
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
 

３
 
事
務
職
員
で
も
で
き
る
予
定
価
格
の
設
定
に
つ
い
て
 

甲
第

21
号
証
及
び
甲
第

2
2
号
証
を
示
し
ま
す
。
 

甲
第

21
号
証
は
、
一
般
財
団
法
人
経
済
調
査
会
の
出
版
物
に
つ
い
て
で
あ
り
、
甲
第

22
号
証
は
、
一
般
財
団
法

人
建
設
物
価
調
査
会
の
出
版
物
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
ら
の
書
籍
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
月
刊
、
季
刊
、
年
刊
で
発
行
さ
れ
て
お
り
、
各
種
価
格
の
適
時
適
切
な
市

場
価
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

川
崎
市
役
所
に
お
い
て
も
、
技
術
部
門
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
購
入
し
、
設
計
積
算
の
参
考
資
料
に
し
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
 

当
然
、
技
術
職
員
が
在
籍
し
て
い
る
職
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
書
籍
を
参
考
に
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
事
務
職
員
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
書
籍
が
あ
る
職
場
に
出
向
け
ば
、
予
定
価
格
の
設
定
に

必
要
な
資
料
は
入
手
可
能
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
参
考
見
積
り
の
検
証
・
確
認
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
資
料
は
有
効
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
参
考
見
積

書
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
そ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
参
考
見
積
書
が
提
出
さ
れ
、
予
定
価
格
を
設
定
す
る
際
に
は
、
軽
易
工
事
規
程
に
お
い
て
は
、
技

術
職
員
の
確
認
を
必
要
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
事
務
職
員
と
言
え
ど
も
、
ま
ず
は
自
ら
の
目
で
提
出
さ

れ
た
参
考
見
積
書
が
適
正
な
金
額
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
、
そ
の
参
考
見
積
書
に
よ
り
適
正
な
予
定
価
格
が
算
出
で

き
る
か
否
か
を
確
認
す
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

決
し
て
、
提
出
さ
れ
た
参
考
見
積
書
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
検
証
確
認
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
予
定
価
格
と
す
る
こ

と
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
予
定
価
格
の
定
義
が
、
甲
第

20
号
証
に
示
す
川
崎
市
契
約
規
則
第

1
4
条
第
２
項
に
「
予
定
価
格

は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
物
件
又
は
役
務
に
つ
い
て
の
取
引
の
実
例
価
格
、
需
給
の
状
況
、
履
行
の
難
易
、
数
量
の

多
寡
、
履
行
期
間
の
長
短
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

４
 
本
件
住
民
監
査
請
求
対
象
工
事
の
参
考
見
積
額
と
受
注
業
者
の
見
積
り
（
入
札
）
額
に
つ
い
て
 

本
件
住
民
監
査
請
求
対
象
工
事
の
参
考
見
積
額
と
受
注
業
者
の
見
積
り
（
入
札
）
額
に
つ
い
て
整
理
し
た
書
面
を

甲
第

23
号
証
と
し
て
示
し
ま
す
。
 

見
て
分
か
る
と
お
り
、
参
考
見
積
額
よ
り
受
注
見
積
り
（
入
札
）
額
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
状
況
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
見
積
書
と
な
っ
た
の
か
、
適
正
な
受
注
競
争
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
有
り
得
な
い
見

積
書
で
あ
り
ま
す
。
 

第
５
 
さ
い
ご
に
 

上
記
の
と
お
り
、
各
種
証
拠
に
よ
り
、
本
件
住
民
監
査
請
求
対
象
の
契
約
は
、
非
常
に
不
可
解
な
見
積
り
合
わ
せ
契

約
で
あ
っ
た
実
態
が
見
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

甲
第
４
号
証
に
示
す
約

1
0
年
前
の
全
庁
的
な
軽
易
工
事
の
不
適
切
な
契
約
が
、
ま
っ
た
く
反
省
さ
れ
ず
、
未
だ
に
継

続
し
て
い
る
実
態
は
、
納
税
者
で
あ
り
ま
す
市
民
の
立
場
か
ら
は
、
絶
対
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

添
付
資
料
 

【
甲
第

1
2
号
証
】・

・
・
・
「
令
和
元
年
度
に
執
行
し
た
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
工
事
に
係
る
予
算
要
求
時
の
関
係
図
書
類
一

式
」
と
す
る
開
示
文
書
 

【
甲
第

1
3
号
証
】・

・
・
・
「
平
成

19
年
度
～
平
成

3
0
年
度
工
事
名
に
「
保
育
園
」
と
い
う
名
称
が
つ
い
た
補
修
工
事

の
契
約
件
数
一
覧
(
1
0
万
円
刻
み
)」

 

【
甲
第

1
4
号
証
】・

・
・
・
「
2
5
0
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
１
階
及
び
２
階
を
１
件
工
事
と
し
て
発
注
契
約
し
た
事
例
」
 

【
甲
第

1
5
号
証
】・

・
・
・
「
合
わ
せ
る
と
、
2
50

万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
１
階
と
２
階
を
分
割
し
て
発
注
契
約
し
て

い
る
事
例
」
 

【
甲
第

1
6
号
証
】・

・
・
・
前
記

14
号
証
と

1
5
号
証
の
事
例
が
、
同
一
保
育
園
の
同
一
年
度
で
契
約
し
て
い
る
事
例
 

【
甲
第

1
7
号
証
】・

・
・
・
そ
の
他
多
く
の
分
割
発
注
事
例
 

【
甲
第

1
8
号
証
】・

・
・
・
「
参
考
見
積
書
」
と
は
 

【
甲
第

1
9
号
証
】・

・
・
・
「
参
考
見
積
書
」
と
は
 

【
甲
第

2
0
号
証
】・

・
・
・
川
崎
市
契
約
規
則
 

【
甲
第

2
1
号
証
】・

・
・
・
一
般
財
団
法
人
経
済
調
査
会
の
刊
行
物
 

【
甲
第

2
2
号
証
】・

・
・
・
一
般
財
団
法
人
建
設
物
価
調
査
会
の
刊
行
物
 

【
甲
第

2
3
号
証
】・

・
・
・
参
考
見
積
額
と
受
注
業
者
の
受
注
額
の
比
較
 

【
甲
第

2
4
号
証
】・

・
・
・
前
記

23
号
証
の
元
と
な
っ
た
資
料
 

【
甲
第

2
5
号
証
】・

・
・
・
菅
生
建
設
が
受
注
し
た
１
階
ト
イ
レ
の
見
積
書
と
菅
生
建
設
が
受
注
で
き
な
か
っ
た
も
し

く
は
し
な
か
っ
た
２
階
ト
イ
レ
の
見
積
書
の
比
較
 

見
積
り
組
合
せ
が
同
一
の
３
業
者
で
あ
り
、
受
注
業
者
以
外
の
２
社
は
、
2
50

万
円
を
越
え
る
見
積
書
を
提
出
し
て

お
り
、
当
然
、
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
2
5
0
万
円
を
越
え
た
見
積
書

を
提
出
し
て
い
る
。
 

廃
材
処
分
費
が
、
間
仕
切
り
工
事
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
疑
問
が
あ
る
。
 

３
 
甲
第

13
号
証
に
つ
い
て
 

こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
が
、
2
5
0
万
円
超
か
ら

4
5
0
万
円
ま
で
の
工
事
に
お
い
て
、
平
成

1
9
年
度
か
ら
平
成

3
0
年
度
ま
で
の
統
計
数
値
で
は
、
12

年
間
で
、
２
件
の
補
修
工
事
し
か
財
政
局
契
約
と
し
て
い

な
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

そ
れ
と
比
較
し
て
、
2
5
0
万
円
以
下
の
工
事
は
、
数
多
く
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
で
執
行
し

て
お
り
、
特
に
、
2
4
0
万
円
超
か
ら

2
5
0
万
円
以
下
の
契
約
金
額
の
と
こ
ろ
に
は
、
集
中
し
て
い
る
実
態
が
あ
り
ま

す
。
 

４
 
甲
第

14
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

14
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
2
50

万
円
以
下
の
工
事
で
あ
る
の
で
軽
易
工
事
と
し
て
執
行
で
き
る
と
の
考
え

か
ら
１
階
及
び
２
階
を
一
括
し
た
工
事
と
し
て
発
注
し
、
１
件
工
事
と
し
て
執
行
し
て
い
ま
す
。
 

５
 
甲
第

15
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

15
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
甲
第

14
号
証
と
違
い
、
１
階
及
び
２
階
の
工
事
金
額
を
合
わ
せ
る
と

25
0
万

円
を
超
え
る
こ
と
か
ら
、
１
階
及
び
２
階
の
工
事
を
別
々
に
、
２
件
の
工
事
と
し
て
執
行
し
て
い
ま
す
。
 

６
 
甲
第

16
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

16
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
前
記
の
甲
第

1
4
号
証
及
び
甲
第

1
5
号
証
の
工
事
を
同
一
保
育
園
の
同
一
年
度

に
お
い
て
執
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
１
階
と
２
階
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
１
件
工
事
と
す
る
か
、
分
割
し
た
工
事
と
す
る
か
の
基
準
は
、
2
5
0

万
円
以
下
か
、
2
50

万
円
を
超
え
る
か
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
証
拠
で
あ
り
ま
す
。
 

７
 
甲
第

17
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

17
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
各
種
分
割
工
事
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

契
約
日
を
ず
ら
す
な
ど
、
分
割
発
注
を
ご
ま
か
す
手
法
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

８
 
甲
第

18
号
証
及
び
甲
第

1
9
号
証
及
に
つ
い
て
 

参
考
見
積
書
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
資
料
で
あ
り
ま
す
。
 

参
考
見
積
書
に
記
載
さ
れ
る
金
額
は
、
契
約
を
前
提
と
し
た
見
積
書
よ
り
高
く
金
額
を
記
載
す
る
理
由
が
明
確
に

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

９
 
甲
第

20
号
証
に
つ
い
て
 

川
崎
市
契
約
規
則
に
お
い
て
、
軽
易
工
事
で
あ
り
ま
す
随
意
契
約
に
お
い
て
も
、
予
定
価
格
を
設
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

1
0
 
甲
第

21
号
証
及
び
甲
第

2
2
号
証
に
つ
い
て
 

予
定
価
格
を
設
定
す
る
際
、
予
算
要
求
を
す
る
際
、
提
出
さ
れ
た
見
積
書
が
適
正
か
否
か
を
判
断
す
る
際
、
技
術

職
員
で
な
く
て
も
事
務
職
員
で
も
、
甲
第

2
1
号
証
及
び
甲
第

2
2
号
証
に
示
す
刊
行
物
を
参
考
に
す
れ
ば
、
一
定
の

判
断
が
可
能
な
資
料
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

1
1
 
甲
第

23
号
証
に
つ
い
て
 

参
考
見
積
額
と
受
注
し
た
業
者
の
見
積
額
を
比
較
し
た
も
の
で
、
参
考
見
積
書
を
徴
取
し
た
理
由
が
、
予
算
要
求

の
為
で
あ
っ
た
り
、
予
定
価
格
を
設
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
非
常
に
不
可
解
な
表
が
事
実
と
し
て

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

完
全
に
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
で
あ
る
見
積
書
に
よ
り
、
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
 

他
の
案
件
で
、
参
考
見
積
書
は
、
「
軽
易
な
文
書
に
つ
き
既
に
廃
棄
し
ま
し
た
」
と
の
理
由
か
ら
、
参
考
見
積
書
の

開
示
を
拒
む
課
が
あ
る
理
由
が
分
か
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

1
2
 
甲
第

24
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

24
号
証
は
、
前
記
甲
第

2
3
号
証
の
元
と
な
っ
た
資
料
で
あ
り
ま
す
。
 

1
3
 
甲
第

25
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

25
号
証
は
、
菅
生
建
設
株
式
会
社
の
１
階
を
受
注
し
た
見
積
書
と
２
階
を
受
注
で
き
な
か
っ
た
も
し
く
は
し

な
か
っ
た
見
積
書
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

受
注
で
き
な
か
っ
た
も
し
く
は
し
な
か
っ
た
見
積
書
は
、
受
注
し
た
見
積
書
の

20
％
か
ら

5
0％

高
く
見
積
額
を
記

載
し
て
お
り
ま
す
。
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も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
基
本
的
に
、
こ
う
い
う
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
１
件
発
注
、
２
件
、
３
件
分
割
発
注
、
何
が
基
準
か
と
い
う
と
、
今
ま
で

の
私
の
説
明
の
基
本
は
、
2
5
0
万
円
を
基
準
と
し
て
発
注
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
基
本
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
 

 
そ
れ
で
、
今
回
の
補
充
書
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
原
因
と
な
り
ま
し
た
も
の
が
、
情
報
公
開
請
求
で
開
示
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
が

1
2
号
証
で
ご
ざ
い
ま
す
。
1
2
号
証
で
、
こ
れ
は
予
算
要
求
の
と
き
に
業
者
か
ら
提
出
を
し
て
い

た
だ
い
た
参
考
見
積
書
で
す
ね
。
こ
れ
の
３
ペ
ー
ジ
目
を
開
い
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
こ
の
中
に
、
左
側
の
№
２
、
№

３
の
と
こ
ろ
に
１
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
、
２
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
と
い
う
こ
と
で
、
予
算
要
求
の
段
階
か
ら
１
階
、
２
階

と
も
に
工
事
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
補
充
書
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
も
う
意
思
決
定
は
な
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
１
階
工
事
が
終
わ
っ
た
後
、
急
遽
２
階
工
事
の
必
要
性
が
発
生
を
し
た
、
緊
急
に
壊
れ
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
予
算
要
求
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
前
年
の
夏
で
す
ね
。
予
算
要
求
の
際
は
、
前
年
の
夏

ぐ
ら
い
に
予
算
要
求
の
事
務
手
続
が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
こ
の
業
者
か
ら
の
見
積
書
に
は
日
付
は
書
か
れ
て
い
な
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
頃
に
、
８
月
ぐ
ら
い
に
入
手
を
し
た
参
考
見
積
書
で
あ
る
と
い
う
の
が
想
定
を
さ
れ
ま
す
。
で
す
の

で
、
も
う
前
年
の
８
月
に
は
、
１
階
、
２
階
ト
イ
レ
、
工
事
を
や
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
業
者
の
見
積
り
を
取
っ
た
と
い

う
の
が
こ
の
参
考
見
積
書
で
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
 

 
じ
ゃ
、
参
考
見
積
書
と
い
う
の
は
、
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
応
証
拠
と
し
て
出
す
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
の
で
、
1
8
号
証
と

19
号
証
で
参
考
見
積
書
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
も
の
を
お
出
し
を
い
た
し
ま
し
た
。

御
存
じ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
予
算
要
求
資
料
や
予
定
価
格
を
設
定
す
る
た
め
に
参
考
見
積
書
を
取
る
と
い
う
の
が

1
8

号
証
、
1
9
号
証
で
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
 

 
次
が

2
0
号
証
で
す
ね
。
20

号
証
で
、
予
定
価
格
の
設
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
川
崎
市
の
契
約
規
則
で
す
ね
。
契
約
規

則
に
よ
り
ま
し
て
、
一
番
下
の
第

25
条
で
す
ね
。「

市
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
第

1
3

条
第
１
項
及
び
第

1
4
条
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
契
約
規
則
の

13

条
、
1
4
条
は
競
争
入
札
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
随
意
契
約
の
と
こ
ろ
で
で
も
、
競
争
入
札
の

1
3
条
、
1
4
条
、
こ
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
よ
と
い
う
の
が
契
約
規
則
に
決
め
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
ほ
か
の
所
管
課
で
、
い
や
、
予
定
価
格
な
ん
て
決
め
な
く
て
も
い
い
ん
だ
、
予
定
価
格
書
な

ん
て
つ
く
ら
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
実
は
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
契
約
規
則
を
見
れ
ば
、
予
定

価
格
書
は
随
意
契
約
で
も
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
明
確
に
規
定
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

 
次
が

2
3
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
が
参
考
見
積
書
と
受
注
業
者
の
見
積
書
の
金
額
を
比
較
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
参

考
見
積
り
業
者
の
金
額
と
受
注
の
際
の
見
積
書
、
こ
れ
を
比
べ
ま
す
と
、
受
注
業
者
の
見
積
額
が
高
く
な
っ
て
お
り
ま
し

て
、
こ
ち
ら
の
額
で
契
約
を
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
説
明
を
ち
ょ
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
参
考
見
積
書

と
い
う
の
は
、
な
ぜ
そ
れ
を
取
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
予
算
要
求
と
か
予
定
価
格
を
決
め
る
も
の
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
徴
取
を
す
る
の
が
参
考
見
積
書
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
参
考
見
積
書
を
取
っ
た
段

階
で
予
算
の
額
と
か
予
定
価
格
が
決
ま
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
契
約
し
た
額
は
、
そ
れ
を
オ
ー
バ
ー

し
た
金
額
で
契
約
を
さ
れ
て
い
る
。
本
来
き
ち
っ
と
予
定
価
格
を
決
め
て
い
れ
ば
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
、
通
常
の
一
般
競

争
入
札
、
そ
れ
か
ら
指
名
競
争
入
札
、
電
子
入
札
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
入
札
の
段
階
で
は
ね
ら
れ
て
し

ま
う
。
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
不
調
に
な
る
と
い
う
の
が
今
現
在
の
日
本
の
入
札
制
度
の
シ
ス

テ
ム
で
ご
ざ
い
ま
す
。
川
崎
市
も
、
予
定
価
格
は
決
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
す
よ
、
予
定
価
格
の
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
か
、
予
定
価
格
が
自
分
た
ち
で
決
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
参
考
見
積
書
を
取
っ
て
決
め
る
ん
だ
と
。
そ
の
た
め
に
参

考
見
積
書
を
取
っ
た
金
額
で
す
ね
。
参
考
見
積
書
が
仮
に

1
0
0
万
円
だ
と
い
た
し
ま
す
と
、
実
際
に
契
約
し
た
の
は

1
5
0

万
円
で
契
約
し
て
い
る
。
1
0
0
万
円
の
予
算
と
か

1
0
0
万
円
の
予
定
価
格
に
対
し
て

1
50

万
で
契
約
し
て
い
る
。
通
常
の

入
札
で
は
絶
対
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
ね
。
と
い
う
の
が
こ
の

2
3
号
証
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
の
１
階
、
２
階
の
見
積
額
の
と
こ
ろ
の
も
と
の
―
今
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

2
3
号
証
の

も
と
と
な
っ
た
も
の
を

2
4
号
証
に
載
せ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
と
、
一
番
最
後
の
第

2
5
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
が
不
思
議
な
ん
で
す
ね
。
2
5
号
証
、
上
の
段
と
下
の
段
の
２
つ
に

分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
両
方
と
も
菅
生
建
設
が
提
出
を
し
た
見
積
書
で
ご
ざ
い
ま
す
。
菅
生
建
設
は
１
階
の
ト
イ
レ
の

補
修
工
事
を
受
注
し
て
お
り
ま
す
。
下
の
段
の
２
階
の
ト
イ
レ
は
、
こ
れ
は
受
注
し
な
か
っ
た
ほ
う
で
す
ね
。
ほ
ぼ
１
階

と
２
階
、
同
じ
よ
う
な
内
容
で
す
の
で
、
頭
の
と
こ
ろ
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
既
存

幼
児
用
和
式
大
便
器
撤
去
で
す
ね
。
こ
れ
は
単
価

3,
0
0
0
円
で
す
、
受
注
し
た
ほ
う
は
。
受
注
し
な
か
っ
た
ほ
う
は
単
価

4
,
5
0
0
円
。
こ
れ
が
２
年
も
３
年
も
５
年
も

1
0
年
も
開
い
た
見
積
書
で
あ
れ
ば
、
市
場
価
格
と
か
経
済
社
会
情
勢
の
変
化

で
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
金
額
の
変
化
は
あ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
１
か
月
、
２
か
月
の
違
い
で
、
同
じ
業
者
か

ら
提
出
さ
れ
た
見
積
書
、
こ
れ
が
全
体
と
し
て
見
ま
す
と

2
0
％
か
ら

5
0％

も
高
い
見
積
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
体
こ

れ
は
、
な
ぜ
こ
う
い
う
菅
生
建
設
は
見
積
書
を
提
出
を
し
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
非
常
に
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
 

請
求
人
の
陳
述
録
 

 
そ
れ
で
は
、
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 
ま
ず
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
と
２
階
の
ト
イ
レ
、
証
拠
類
、
一
部
ち
ょ
っ
と
違
う
も
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ほ

と
ん
ど
証
拠
と
し
て
は
同
じ
も
の
が
提
出
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
基
本
的
に
は
、
ま
ず
全
体
と
し
て
は
一
緒
に
御
説

明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 
１
階
ト
イ
レ
の
ほ
う
の
甲
第

1
3
号
証
、
お
手
元
に
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
分
割
発
注
で
一
番
分
か
り

や
す
い
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
あ
り
ま
す
の
は
、
平
成

19
年

度
、
軽
易
工
事
は
毎
年
、
こ
れ
は
金
額
が
―
毎
年
で
は
な
い
で
す
。
そ
の
と
き
の
経
済
状
況
に
よ
っ
て
国
の
ほ
う
で
金
額

の
変
更
が
あ
り
ま
す
。
前
は
、
た
し
か
軽
易
工
事
、
少
額
随
意
契
約

10
0
万
円
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
平
成

1
9
年
度
か
ら

2
50

万
円
に
な
り
ま
し
た
。
今
も
そ
の
ま
ま
の
金
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
平
成

19
年
度
か
ら

30
年

度
ま
で
の
デ
ー
タ
を
取
り
ま
し
た
。
1
50

万
円
ま
で
は
、
こ
れ
は
細
か
く
し
て
も
し
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
し
て
、
１
円

か
ら

15
0
万
円
ま
で
、
一
番
左
側
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
網
か
け
し
て
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
は
ま
と
め
た
数
字
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
1
9
年
度

11
2
件
か
ら

3
0
年
度

5
9
件
ま
で
、
1
2
年
間
に
わ
た
っ
て
総
計
数
が

1
,
3
4
2
件
ご
ざ
い
ま
す
。
15
0
万

円
超
か
ら

1
6
0
万
円
ま
で
と
、
あ
と
そ
れ
ぞ
れ

10
万
円
刻
み
で
置
き
ま
し
て

2
50

万
円
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
件
数

を
こ
こ
に
記
載
を
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
見
て
お
分
か
り
の
と
お
り
、
軽
易
工
事
で
契
約
が
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
、
2
50

万
円
ま
で
は
そ
れ
な
り
の
件
数
が
契
約

を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
25
0
万
円
を
超
え
た
途
端
に
ほ
と
ん
ど
契
約
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
ね
。
2
1
年
度

に
4
4
0
万
円
超
か
ら

45
0
万
円
で
１
件
、
そ
れ
と

2
4
年
度
に

2
6
0
万
円
超
か
ら

27
0
万
円
ま
で
の
１
件
、
こ
の

12
年
間

で
、
2
5
0
万
円
超
か
ら

4
50

万
円
ま
で
の

10
万
円
刻
み
の
契
約
件
数
デ
ー
タ
で
、
わ
ず
か
た
っ
た
の
２
件
し
か
契
約
を
し

て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
2
50

万
円
ま
で
は
そ
れ
な
り
の
契
約
件
数
が
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
ま
ず
基
本
的
に
、
こ
れ
を
頭
に
入
れ
な
が
ら
、
続
い
て
甲
の

1
6
号
証
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
成

21

年
度
の
契
約
デ
ー
タ
が
こ
こ
に
載
っ
て
あ
り
ま
す
。
２
枚
と
も
、
こ
れ
が

2
1
年
度
の
デ
ー
タ
で
す
ね
。
最
初
の
ペ
ー
ジ

が
、
こ
れ

は
宮
崎

保
育

園
の
も

の
で
す

ね
。
こ

れ
の

上
の
枠

が
１
階

と
２
階

の
押

し
入
れ

改
修
と

い
う
こ

と
で

2
48

万

8
,
5
0
0
円
、
こ
れ
は

2
5
0
万
円
以
下
で
あ
り
ま
す
の
で
、
１
階
と
２
階
を
ま
と
め
て
１
件
工
事
と
し
て
発
注
し
て
お
り
ま

す
。
 

 
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
同
じ
平
成

2
1
年
度
の
宮
崎
保
育
園
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
２
つ
合
わ
せ
る
と

2
50

万
円
を
超

え
て
し
ま
う
。
同
じ
宮
崎
保
育
園
の
１
階
、
２
階
の
床
の
改
修
工
事
で
す
ね
。
上
の
よ
う
に

25
0
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
１

件
契
約
を
す
る
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
２
件
、
合
わ
せ
ま
す
と

2
5
0
万
円
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
、

１
階
で

2
3
7
万

1,
1
1
0
円
、
２
階
の
工
事
で

23
5
万

3
,
05
0
円
と
い
う
、
こ
う
い
う
契
約
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

 
し
か
も
、
一
番
左
側
の
契
約
番
号
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
年
度
の
次
の
契
約
番
号
で
す
ね
。
下
４
桁
が

2
1
3
5
と

2
1
3
6
で
す
ね
。
こ
れ
は
連
番
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
連
番
と
い
う
の
は
、
ほ
ぼ
同
じ
日
に
決
裁
が
な
さ
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
こ
の
契
約
番
号
は
、
契
約
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
で
自
動
的
に
振
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
職
員
が
勝

手
に
こ
の
番
号
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
つ
け
ら
れ
る
番
号
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
の
中
の

契
約
シ
ス
テ
ム
で
、
決
裁
が
取
れ
た
と
い
う
ク
リ
ッ
ク
を
し
ま
す
と
自
動
的
に
こ
の
契
約
番
号
が
振
ら
れ
て
き
ま
す
。
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
決
裁
を
し
た
日
は
ほ
ぼ
同
じ
日
。
21
3
5
、
21
3
6
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
と
、
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
右
の
ほ
う
で
す
ね
。
契
約
日
。
１
階
の
ほ
う
が
４
月
６
日
、
２
階
の
ほ
う
が
４
月

2
3
日
と
、
か
な
り
開
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
決
裁
日
が
同
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
日
を
あ
え
て
ず
ら
し
て
い

る
。
こ
れ
は
分
割
発
注
が
分
か
ら
な
い
よ
う
な
形
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
目
的
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
あ
え

て
契
約
日
を
ず
ら
し
て
い
る
。
 

 
次
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
の
ペ
ー
ジ
は
、
こ
れ
は
宿
河
原
保
育
園
の
軽
易
工
事
の
発
注

の
例
で
ご
ざ
い
ま
す
。
上
の
ほ
う
が
、
こ
れ
は
１
階
と
２
階
の
工
事
で
、
同
じ
く

2
50

万
以
下
で
す
の
で
、
１
階
、
２
階
、

１
件
で
発
注
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
２
件
合
わ
せ
る
と

2
5
0
万
円
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
２
階
と

１
階
を
分
割
し
て
発
注
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
下
の
事
例
で
す
ね
。
 

 
今
回
の
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
と
２
階
の
ト
イ
レ
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
よ
っ
て
、
１
件
工

事
、
２
件
工
事
、
３
件
工
事
、
い
ろ
い
ろ
発
注
課
と
し
て
は
工
夫
を
し
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
こ
で
分
か
り
ま
す
。
 

 
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
細
か
く
は
後
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
く

1
4
号
証
は
、
い
ろ
ん
な

階
と
か
部
屋
を
１
件
工
事
で
発
注
し
て
い
る
も
の
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
細
か
く
は
時
間
の
関
係
で
説
明
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
れ
も

2
5
0
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
あ
っ
ち
の
部
屋
、
こ
っ
ち
の
部
屋
、
１
階
、
２
階
、
全
て
ま
と
め
て
１
件
で
発
注
し

て
い
る
と
い
う
事
例
が

1
4
号
証
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
に
引
換
え
、
2
5
0
万
円
を
超
え
た
場
合
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
な
る
と
、
今
度

1
5
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
も
１

階
と
２
階
で
、
大
師
保
育
園
と
、
次
の
ペ
ー
ジ
が
夢
見
ヶ
崎
保
育
園
で
す
ね
。
１
階
と
２
階
で
、
こ
れ
も
分
割
し
て
い
る

別
紙
３
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関
係
職
員
の
陳
述
録
 

 
令
和
２
年
４
月

1
7
日
付
け
川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
１
階
ト
イ
レ
）
に
よ
る
措
置
請
求
（
以
下
「
本
件
請
求
」
と

い
う
。）

に
対
す
る
本
市
の
見
解
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
 

１
 
虹
ヶ
丘
保
育
園
園
舎
工
事
及
び
ト
イ
レ
工
事
に
至
る
経
緯
 

 
本
市
で
は
、
平
成

1
7
年
度
か
ら
計
画
的
に
公
立
保
育
所
の
民
営
化
を
推
進
し
て
お
り
、
保
育
環
境
の
向
上
の
た

め
園
舎
の
老
朽
化
へ
の
対
応
等
も
含
め
、
園
舎
の
建
替
え
を
伴
う
民
営
化
の
手
法
を
多
く
採
用
し
て
き
ま
し
た
。
 

 
本
件
請
求
に
お
け
る
虹
ヶ
丘
保
育
園
（
以
下
「
当
該
保
育
所
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が

土
地
所
有
す
る
虹
ヶ
丘
団
地
内
の
敷
地
を
賃
借
し
て
い
る
と
い
う
制
約
も
あ
り
、
民
営
化
後
の
運
営
に
関
し
て
都
市

再
生
機
構
と
の
調
整
や
地
下
鉄
延
伸
計
画
に
よ
る
保
育
需
要
の
影
響
等
も
考
慮
し
、
民
営
化
決
定
の
直
前
ま
で
手
法

の
検
討
を
行
い
、
結
果
と
し
て
、
現
園
舎
の
貸
付
け
に
よ
る
民
営
化
を
決
定
し
、
平
成

2
9
年

10
月
に
公
表
、
平
成

3
0
年
３
月
に
「
平
成

3
0
年
度
川
崎
市
公
立
保
育
所
の
民
営
化
に
係
る
設
置
・
運
営
法
人
募
集
要
項
」（

乙
第
１
号
証
）

に
基
づ
き
、
運
営
法
人
（
以
下
「
当
該
法
人
」
と
い
う
。）

を
募
集
、
平
成

3
0
年
８
月
に
当
該
法
人
を
決
定
、
令
和

２
年
４
月
に
移
管
が
完
了
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
当
該
保
育
所
は
築

4
0
年
が
経
過
し
、
園
舎
内
は
修
繕
が
必
要
な
箇
所
が
複
数
あ
り
ま
し
た
が
、
上
記
の
よ
う
に
、

園
舎
を
建
て
替
え
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、
近
年
は
緊
急
性
の
高
い
内
容
以
外
、
修
繕
を
見
送
っ
て
き
た
状
況
が

あ
り
ま
し
た
。
 

 
し
か
し
な
が
ら
、
民
営
化
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
児
童
の
生
活
環
境
の
向
上
や
当
該
法
人
職
員
の
労
働
環
境
の
改

善
を
図
る
必
要
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
当
該
法
人
と
の
打
合
せ
を
平
成

30
年
９
月
か
ら
重
ね
て
い
く

中
で
、「
（
仮
称
）
虹
ヶ
丘
保
育
園
民
営
化
保
育
所
の
施
設
整
備
等
に
係
る
要
望
」（

乙
第
２
号
証
及
び
乙
第
３
号
証
）

及
び
「
（
仮
称
）
虹
ヶ
丘
保
育
園
民
営
化
保
育
所
の
施
設
整
備
等
に
係
る
要
望
変
更
希
望
」（

乙
第
４
号
証
）
等
に
基

づ
く
要
望
が
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
要
望
に
つ
い
て
は
、
予
算
の
範
囲
で
可
能
な
限
り
反
映
す
る
こ
と
と
し
、
実
際

の
主
な
修
繕
は
令
和
元
年
度
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

 
保
育
所

は
、
日
曜

、
祝
日
、

年
末
年

始
を
除
き

、
月
曜
日

か
ら
土

曜
日
ま
で

運
営
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

た
め

、

園
舎
内
の
修
繕
を
行
う
に
当
た
っ
て
も
工
事
を
理
由
に
一
定
期
間
休
園
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
工
事
す
る
こ
と

を
第
一
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
隣
接
敷
地
等
に
仮
設
園
舎
を
建
て
た
上
で
保
育
を
実
施
す
る
と
い
う
手
法
が
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
費
用
が
膨
大
に
か
か
り
現
実
的
で
は
な
く
、
ま
た
、
民
営
化
ま
で
の
期
間
に
必
要
な
工
事
を
ま
と
め
て

発
注
す
る
な
ど
の
一
連
の
手
続
を
終
え
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
 

 
工
事
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
の
安
全
確
保
を
最
優
先
に
、
ま
た
保
育
の
実
施
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
保
育

所
行
事
等
と
の
日
程
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
１
つ
の
工
事
（
修
繕
）
が
短
期
間
で
終
わ
る
よ
う
、
工
事
内
容
や
範

囲
を
で
き
る
だ
け
絞
り
込
み
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
２
年
４
月
の
当
該
法
人
へ
の

移
管
を
円
滑
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
き
ま
し
た
。
 

 
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
当
該
保
育
所
の
ト
イ
レ
工
事
（
以
下
「
当
該
工
事
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
ま
し
て
は
、
１

階
と
２
階
と
に
分
け
、
修
繕
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
 

２
 
軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
よ
り
執
行
し
た
根
拠
 

（
１
）
工
事
の
内
容
に
つ
い
て
 

 
「
川
崎

市
軽
易
工

事
契
約
事

務
取
扱

規
程
」
（
以
下

「
軽
易

工
事
取

扱
規
程
」

と
い
う

。
）

に
お
き

ま
し
て
は

、

軽
易
工
事
を
「
予
算
科
目
が
工
事
請
負
費
又
は
需
用
費
に
該
当
し
、
１
件

2
50

万
円
（
需
用
費
中

1
0
万
円
以
下

の
も
の
を
除
く
。
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書
（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現
場
説
明
に
対
す

る
質
問
回

答
書
を
い

う
。
）
の
作

成
を
要

す
る
工
事

を
除
く

。
）
（
予
算

科
目
が

需
用
費

に
該
当

す
る
工

事
に
あ

っ

て
は
、
建
物
等
の
小
破
修
繕
に
類
す
る
工
事
に
限
る
。
）
を
い
う
。」

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
園
舎
工
事
の
実
施
に
際
し
て
、
平
成

3
0
年
９
月
の
予
算
要
求
の
段
階
で
は
、
当
該
工
事
に
つ
い
て
は
、
１
階
と

２
階
そ
れ
ぞ
れ
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
老
朽
化
し
て
い
る
主
な
ト
イ
レ
便
器
を
取
り

換
え
る
工
事
、
床
を
ド
ラ
イ
化
す
る
工
事
及
び
老
朽
化
し
て
い
る
ト
イ
レ
室
内
の
間
仕
切
り
を
取
り
換
え
る
工
事

を
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
当
該
法
人
と
保
育
環
境
の
改
善
の
た
め
の
調
整
を
重
ね
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て

て
い
く
中

で
、
修

繕
を
考

え
て

い
な
か

っ
た
箇

所
に
つ

い
て

も
要
望

が
上
が

り
、
工

事
内

容
を
見

直
す
過

程
で
、

間
仕
切
り
は
既
存
の
も
の
を
使
用
し
続
け
る
こ
と
と
し
、
設
備
工
事
と
し
て
「
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
を
実

施
す
る
こ
と
で
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
ま
し
た
。
 

 
し
か
し
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
決
定
後
、
当
該
法
人
か
ら
ト
イ
レ
室
内
の
間
仕
切
り
を
取
り
換
え
る
工
事
に
つ

い
て
も
要
望
が
上
が
っ
た
た
め
、
建
築
工
事
と
し
て
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
を
追
加
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
す
。
 

 
当
該
工

事
は
、

い
ず
れ

も
工

事
請
負

費
に
よ

り
執
行

す
る

も
の
で

あ
る
こ

と
か
ら

、
「
ト

イ
レ
便

器
等
改

修
工

別
紙
４

 
続
き
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
前
回
も
お
話
し
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
甲
第
４
号
証
で
す
ね
。
甲
第
４
号
証
は
、
10

年
前
の

軽
易
工
事
の
不
適
切
契
約
に
つ
い
て
新
聞
報
道
が
な
さ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
日
付
を
今
回
は
見
て
い
た
だ
き

ま
し
て
、
2
00
9
年
、
平
成

2
1
年
度
の
５
月
に
こ
の
新
聞
報
道
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
で
、
今
度
は

1
7
号
証
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
普
通
だ
っ
た
ら
ば
、
2
1
年
の
５
月
に
新
聞

報
道
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
課
の
課
長
さ
ん
が
文
書
注
意
処
分
を
受
け
て
い
る
と
い
う
新
聞
報
道
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
い
ろ
ん
な
分
割
発
注
と
思
わ
れ
る
案
件
が
ご
ざ
い
ま
す
。
頭
の
ペ
ー
ジ
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
こ
れ
も
契
約
番
号
が
連
番
で
す
。
契
約
番
号
が
連
番
で
、
し
か
も
契
約
日
が
同
一
と
。
そ
れ
で
、
契
約

の
中
身
が
１
階
の
空
調
の
電
源
工
事
で
す
ね
。
同
じ
く
１
階
の
空
調
機
の
補
修
で
す
ね
。
契
約
番
号
が
連
番
と
い
う
こ
と

は
決
裁
が
ほ
ぼ
同
日
、
そ
れ
か
ら
契
約
日
が
同
日
で
す
ね
。
こ
れ
を
空
調
の
電
源
と
空
調
の
本
体
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ

は
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
１
階
の
空
調
本
体
が
約

2
50

万
円
、
2
49

万
4
,
8
00

円
で
す
ね
。
約

2
5
0
万
円
な
の
で
、
電

源
も
一
緒
に
や
る
と

25
0
万
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
本
体
工
事
と
電
源
工
事
を
分
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
工
事

が
こ
の

1
7
号
証
に
は
ず
ら
ず
ら
と
あ
り
ま
し
て
、
３
ペ
ー
ジ
目
も
そ
う
で
す
ね
。
 

 
問
題
は
４
ペ
ー
ジ
目
、
平
成

2
9
年
度
の
南
生
田
保
育
園
で
す
ね
。
こ
れ
が
左
側
の
契
約
番
号
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
1
74
5
か
ら
６
、
７
、
８
、
９
、
10

と
、
こ
れ
も
連
番
で
す
、
契
約
番
号
が
。
契
約
番
号
が
連
番
と
い
う
こ
と
は
、
起

案
も
決
裁
も
ほ
ぼ
同
日
で
す
。
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
来
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
契
約
日
を
見
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
５
月

3
0
日
か
ら
７
月
３
日
ま
で
分
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
真
ん
中

の
ほ
う
の
契
約
金
額
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
み
ん
な

2
0
0
万
超
え
を
し
て
い
る
。
全
部
の
６
件
を
ま
と
め
て
発
注
を

す
る
と
契
約
課
契
約
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
全
部
を
、
同
日
起
案
、
同
日
決
裁
と
思
わ
れ
る
の
に
契

約
日
を
あ
え
て
ず
ら
す
と
い
う
こ
と
を
し
て
分
割
発
注
を
し
て
い
る
。
 

 
こ
こ
は
そ

う
い
う
も

の
が
幾

つ
も
あ
り

ま
し
て
、

こ
れ
は

ペ
ー
ジ
を

つ
け
て
い

な
い
の

が
あ
れ
な

ん
で
す
け

れ
ど
も

、

中
に
は
契
約
番
号
と
契
約
日
が
入
れ
違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

 
で
す
の
で
、
こ
こ
の
所
管
課
は
、
過
去
に
お
い
て
も
ず
っ
と
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
続
け
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
を

立
証
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
結
局
、
こ
の
流
れ
が
今
回
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
と
、
３
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
は
第
１
号
証
と
第
２
号
証
、
便
器
と
間
仕
切
り
を
１
号
証
と
２
号
証
、
こ
れ
は
２
件

に
分
割
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
３
者
の
見
積
り
の
組
合
せ
が
３
者
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
便
器
の

ほ
う
は
、
受
注
業
者
以
外
の
２
者
は

2
5
0
万
円
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
と
、
下
の
欄
の
発
生
廃
材
処
分
費
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
便
器
の
ほ
う
は
５
万
円
の
処
分
費
を
見
積
り
を
入
れ
て

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
間
仕
切
り
工
事
の
ほ
う
は
、
間
仕
切
り
撤
去
工
事
費
は
入
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
処
分
費

が
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
普
通
で
あ
れ
ば
、
補
充
書
に
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
普
通
は
業
者
か
ら
、
い
や
、

こ
れ
だ
と
ち
ょ
っ
と
困
り
ま
す
よ
、
処
分
費
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
我
々
業
者
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
と
い
う

質
問
が
業
者
か
ら
問
合
せ
が
あ
っ
て
、
あ
あ
、
ど
う
も
ど
う
も
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
、
仕
様
書
に
入
れ
忘
れ
ま
し
た
と
い

う
こ
と
で
、
新
た
に
発
生
廃
材
処
分
費
と
い
う
項
目
を
入
れ
て
、
こ
こ
も
プ
ラ
ス
予
算
を
入
れ
る
と
い
う
の
が
本
来
の
あ

り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
業
者
は
５
万
円
ぐ
ら
い
自
分
の
持
ち
出
し
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
私

も
契
約
事
項
を
や
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
発
注
し
ま
す
と
質
問
が
結
構
来
ま
す
。
質
問
が
来
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
こ

ち
ら
の
ほ
う
で
回
答
文
を
つ
く
っ
て
、
見
積
り
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
に
は
全
部
、
こ
う
い
う
質
問
が
来
て
、
こ
う
い
う

回
答
で
す
よ

と
い
う
の

を
お
知

ら
せ
を
す

る
ん
で
す

ね
。
そ

う
し
な
い

と
公
平
、

公
正
、

適
正
で
は

あ
り
ま
せ

ん
の
で

、

現
実
に
そ
う
い
う
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
こ
れ
は
業
者
か
ら
、
ど
う
も
、
こ
の
ま
ま
契
約
を
し

た
と
な
る
と
質
問
も
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
が
不
思
議
で
す
ね
。
普
通
は
契
約
課
契
約
で
も
結
構
い
ろ

ん
な
質
問
が
来
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
き
ち
っ
と
回
答
文
を
つ
く
っ
て
、
全
業
者
さ
ん
に
、
こ
う
い
う
質
問

が
来
て
、
こ
う
い
う
回
答
を
出
し
ま
し
た
と
い
う
の
を
お
知
ら
せ
を
し
て
い
る
。
よ
く
入
札
中
止
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

の
も
契
約
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
業
者
か
ら
、
こ
れ
が
抜
け
て
い
る
と
か
、
こ
れ
が
お
か
し

い
と
か
い
う
質
問
が
来
て
、
あ
あ
、
こ
れ
は
ま
ず
っ
た
ぞ
、
仕
様
書
に
間
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
入
札
を
中
止

を
し
て
い
る
と
い
う
事
例
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
全
く
見
積
り
合
わ
せ
を
中
止
を
せ
ず
に
、
こ
の
ま
ま
契
約
を
し

て
い
る
。
こ
れ
が
非
常
に
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
業
者
は
み
す
み
す
損
失
を
被
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な

が
ら
契
約
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
内
容
で
す
ね
。
 

 
２
階
の
ト
イ
レ
の
ほ
う
で
違
う
の
は
、
１
階
の
ト
イ
レ
の
ほ
う
は
、
こ
れ
は
た
し
か
日
付
は
ゴ
ム
印
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

２
階
の
ほ
う
は
日
付
が
手
書
き
で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
同
一
人
に
よ
る
筆
跡
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
も
非
常
に
お
か
し
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
 

 
大
体
以
上
で
す
ね
。
ま
ず
、
１
階
と
２
階
の
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
以
上
で
す
。
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と
調
整
し
、
４
月

2
7
日
（
土
曜
）
か
ら
５
月
６
日
（
祝
日
）
の
全

1
0
日
間
を
中
心
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
初
日
の
土
曜
日
以
外
は
全
て
休
園
日
で
あ
り
、
か
つ
４
月

2
7
日
の
工
事
に
関
し
て
も
当
該
保
育
所
の
利
用

者
が
少
な
い
土
曜
日
を
活
用
し
た
も
の
で
、
保
育
の
実
施
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
児
童
の
安
全
確
保
を
最
優
先
に

工
事
を
実
施
す
る
た
め
の
最
適
な
日
程
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

 
ま
た
、
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、
工
事
業
者
の
部
材
発
注
期
間
や
、
現
場
以
外
で
の
部
材
製
作
期
間
を
含
み
早

期
に
締
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
履
行
期
限
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
の
工
事
終
了
後
、
翌
日
か
ら
の
当

該
保
育
所
の
運
営
中
に
お
け
る
不
具
合
等
に
対
応
で
き
る
た
め
に
考
慮
し
て
い
る
も
の
で
す
。
 

（
６
）「

２
請
求
の
理
由
(
4
)
工
事
写
真
に
つ
い
て
」
 

 
当
該
工
事
の
１
階
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
結
果
と
し
て
２
件
の
工
事
を
同
一
業
者
宛
て
発
注
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
、
他
の
業
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
現
場
の
調
整
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
 

（
７
）「

３
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
」
及
び
「
６
前
記
平
均
落
札
率
と
は
別
の
損
害
額
に
つ
い
て
」
 

 
３
－
(
2
)「

１
請
求
の
要
旨
(
3
)
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
」
に
つ
い
て
で
示
し
た
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

工
事
は
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
き
、
見
積
書
を
３
者
か
ら
徴
取
し
て
、
最
低
価
格
を
提
示
し
た
者
と
契
約
し
、

履
行
期
限

ま
で
に

工
事
が

完
了

し
た
こ

と
を
確

認
し
、

契
約

金
額
の

と
お
り

支
出
し

た
も

の
で
あ

る
こ
と

か
ら
、

当
市
に
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

（
８
）「

７
完
成
届
・
検
査
日
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
 

 
業
者
が
提
出
の
た
め
窓
口
を
訪
問
し
た
際
、
日
付
が
空
欄
だ
っ
た
た
め
、
業
者
に
確
認
の
上
、
担
当
職
員
が
記

入
し
ま
し
た
。
 

（
９
）「

８
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
に
つ
い
て
」
 

 
下
見
積
書
は
、
担
当
職
員
が
仕
様
の
検
討
や
予
定
価
格
の
参
考
と
す
る
た
め
に
徴
取
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
川
崎

市
公
文

書
管
理

規
則

第
９
条

第
１
項

に
基
づ

き
事

務
処
理

上
必
要

な
期
間

は
保

存
し
て

い
ま
し

た
が
、

仕
様
書
の
完
成
に
よ
り
保
存
期
間
が
満
了
し
た
た
め
、
廃
棄
し
て
い
ま
す
。
 

４
 
結
論
 

 
本
件
請
求
に
お
け
る
工
事
は
、
関
係
法
令
等
に
従
い
適
正
に
執
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
違
法
と
の
評
価
を
受
け
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
 

事
」
と
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
が
そ
れ
ぞ
れ
軽
易
工
事
に
該
当
す
る
も
の
と
判
断
し
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程

に
基
づ
く
手
続
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
 

（
２
）
契
約
方
法
の
適
法
性
に
つ
い
て
 

 
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
23
4
条
第
１
項
で
は
、「

売
買
、
賃
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
は
、

一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定

し
、
ま
た
、
同
条
第
２
項
で
は
、「

前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合

に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
規
定
し
て
い
ま
す
。
 

 
こ
れ
を
受
け
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
で
は
少
額

の
契
約
に
つ
い
て
は
随
意
契
約
（
以
下
「
少
額
随
契
」
と
い
う
。
）
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
、
随
意
契
約
が
で
き

る
金
額
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
川
崎
市
契
約
規
則
第

2
4
条
の
２
に
お
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。
 

 
な
お
、
少
額
随
契
を
行
う
場
合
、
川
崎
市
契
約
規
則
第

26
条
第
１
項
で
は
「
市
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と

す
る
と
き

は
、
な

る
べ
く

２
人

以
上
の

者
か
ら

見
積
書

を
徴

さ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
」
と

規
定
さ

れ
て
い

ま
す

が
、
競
争
性
及
び
透
明
性
を
確
保
し
、
適
正
な
価
格
で
契
約
を
行
う
た
め
、「

川
崎
市
契
約
規
則
等
の
一
部
改
正
に

伴
う
事
務
取
扱
に
つ
い
て
（
昭
和

5
8
年
３
月

1
3
日
付
け

5
7
川
総
用
第

24
0
号
助
役
専
決
。
以
下
「
助
役
専
決

文
書
」
と
い
う
。）
」
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
３
者
以
上
の
見
積
り
合
わ
せ
で
執
行
す
る
こ
と
が
通
知
さ
れ
て
い

ま
す
。
 

 
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
く
工
事
の
執
行
は
、
こ
れ
ら
法
令
で
定
め
ら
れ
た
手
続
等
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
た
工
事
は
、
適
法
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

３
 
川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
記
載
事
項
に
対
す
る
本
市
の
見
解
 

（
１
）「

１
請
求
の
要
旨
(
2
)
分
割
発
注
に
係
る
違
法
性
」
に
つ
い
て
 

 
全
て
否
認
し
ま
す
。
既
に
、
２
「
軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
よ
り
執
行
し
た
根
拠
」
で
示
し
た
と
お
り
、
当

該
工
事
の
１
階
分
に
つ
い
て
は
、「

ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
と
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
が
そ
れ
ぞ
れ
で
軽

易
工
事
に
該
当
す
る
も
の
と
判
断
し
執
行
し
た
も
の
で
す
。
 

 
予
算
要
求
の
段
階
か
ら
新
た
に
、
小
便
器
３
台
、
洋
式
便
器
３
台
、
手
洗
い
場
１
台
及
び
掃
除
流
し
台
１
台
に

つ
い
て
も
交
換
や
新
設
の
要
望
が
平
成

3
1
年
２
月
及
び
３
月
に
上
が
り
、
工
事
内
容
を
見
直
し
、
設
備
工
事
と

し
て
「
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
を
実
施
す
る
こ
と
で
３
月
に
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
ま
し
た
。
 

 
し
か
し
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
決
定
後
、
４
月
に
当
該
法
人
か
ら
要
望
が
上
が
り
、
建
築
工
事
と
し
て
「
ト
イ

レ
間
仕
切
り
工
事
」
の
追
加
実
施
し
た
も
の
で
す
。
 

 
こ
の
こ
と
か
ら
、「

１
件
で
発
注
が
可
能
な
工
事
を
、
2
5
0
万
以
下
の
工
事
２
件
に
分
割
発
注
」
し
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
 

（
２
）「

１
請
求
の
要
旨
(
3
)
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
」
に
つ
い
て
 

 
全
て
否
認
し
ま
す
。
既
に
、
２
「
軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
よ
り
執
行
し
た
根
拠
」
で
示
し
た
と
お
り
、
当

該
工
事
の
１
階
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
き
適
正
に
執
行
し
た
も
の
で
す
。
 

 
ま
た
、
川
崎
市
契
約
規
則
第

2
4
条
の
２
第
１
項
第
１
号
で
規
定
す
る
金
額
の
範
囲
内
で
契
約
し
た
も
の
で
あ

り
、
「
違
法
契
約
を
行
っ
た
」
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
さ
ら
に
、
契
約
規
則
で
は
、
な
る
べ
く
２
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本

件
工
事
に
お
い
て
は
助
役
専
決
文
書
に
従
い
、
３
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
競

争
性
を
確
保
し
て
い
ま
す
。
 

（
３
）「

２
請
求
の
理
由
(
1
)
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
」
 

 
(
エ
)に

つ
い
て
は
、
３
－
(1
)
の
と
お
り
、
設
備
工
事
と
建
築
工
事
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
工
事
種
類

で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
ま
す
。
ま
た
、
２
－
(1
)
の
と
お
り
、
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
た
一
連
の
工
事
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
 

（
４
）「

２
請
求
の
理
由
(
2
)
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
」
 

 
３
－
(
1
)の

と
お
り
、「

ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
を
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
決
定
後
、「

ト
イ
レ
間
仕
切
り
工

事
」
を
追
加
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
分
割
発
注
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
否
認
し
ま
す
。
 

（
５
）「

２
請
求
の
理
由
(
3
)
施
工
時
期
に
つ
い
て
」
 

 
既
に
１
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
園
舎
工
事
及
び
ト
イ
レ
工
事
に
至
る
経
緯
」
の
と
お
り
、
児
童
の
安
全
確
保
を
最
優

先
に
、
工
事
内
容
や
範
囲
を
で
き
る
だ
け
絞
り
込
み
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
 

 
当
該
工
事
の
１
階
分
「
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
及
び
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
４
月

1
8
日
と
４
月

26
日
が
契
約
日
と
な
っ
て
い
る
の
は
事
務
執
行
日
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
５
月

3
1
日
と
６
月
８
日
を
履
行
期
限
と
し
て
い
る
も
の
で
す
。
 

 
当
該
工
事
の
１
階
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
極
力
休
園
日
に
工
事
を
実
施
で
き
る
よ
う
あ
ら
か
じ
め
当
該
保
育
所
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（
随
意
契
約
の
締
結
等
）
 

第
５
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
た
工
事
費
又
は
第
３
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ

る
工

事
費

等
の

審
査

に
基

づ
く

工
事
費

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格
を

も
っ

て
見

積
り

し
た

者
を
随

意
契

約
の

相
手
方
と
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
と
き
は
、
請
書
（
川
崎
市
契
約
規
則
（
昭
和

39
年
川
崎

市
規
則
第

28
号
）
第
８
号
様
式
）
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
監
督
及
び
検
査
）
 

第
６
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
契
約
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
の
う
ち
か
ら
監
督
員
及
び
検
査
員

を
命
じ
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
を
そ
れ
ら
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
検
査
は
、
請
負
業
者
か
ら
軽
易
工
事
完
成
届
（
別
記
様
式
）
を
提
出
さ
せ
た
後
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
業
者
の
選
定
）
 

第
７
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
が
第
３
条
に
お
い
て
選
定
す
べ
き
業
者
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
工
事
の
性
質
上
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
１
)
 
本
市
の
工
事
請
負
に
係
る
有
資
格
業
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(
２
)
 
工
事
の
履
行
場
所
の
近
く
に
事
務
所
を
有
す
る
こ
と
。
 

(
３
)
 
本
市
工
事
の
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
誠
意
が
あ
る
も
の
 

（
執
行
状
況
の
報
告
等
）
 

第
８
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
軽
易
工
事
の
執
行
結
果
を
四
半
期
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
財
政
局
長
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
財
政
局
長
は
、
前
項
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
執
行
の
状
況
が
業
者
選
定
等
に
つ
い
て
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き

は
、
予
算
執
行
部
局
の
長
に
対
し
そ
の
改
善
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

軽
易

工
事

（
随

意
契

約
）

に
係

る
法

令
等

（
本
件
措
置
請
求
に
関
連
す
る
部
分
の
み
）
 

１
 
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
 

（
契
約
の
締
結
）
 

第
2
3
4
条
 
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
は
、
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り

の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和

22
年
政
令
第

1
6
号
）
 

（
随
意
契
約
）
 

第
1
6
7
条
の
２
 
地
方
自
治
法
第

2
3
4
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
 

 
１
 
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
（
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
、
予
定
賃
貸
借
料
の
年
額

又
は
総
額
）
が
別
表
第
五
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
種
類
に
応
じ
同
表
下
欄
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
普
通

地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。
 

別
表
第
５
（
第

16
7
条
の
２
関
係
）
 

１
 
工
事
又
は
製
造
の
請
負
 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
 
2
5
0
万
円
 

３
 
川
崎
市
契
約
規
則
（
昭
和

3
9
年
規
則
第

2
8
号
）
 

（
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
限
度
額
）
 

第
2
4
条
の
２
 
令
第

1
67

条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
契
約
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
と
す
る
。
 

 
(
１
) 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
 
2
,
5
00
,
0
00

円
 

４
 
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程

（
昭
和

4
9
年
訓
令
第
８
号
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
程
は
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
軽
易
工
事
に
つ
い
て
契
約
事
務
を
分
掌
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
契
約
事
務
を
迅
速
か
つ
適
確
に
執
行
す
る
た
め
、
そ
の
取
扱
手
続
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
１
)
 
予
算
執
行
部
局
の
長
 
川
崎
市
予
算
及
び
決
算
規
則
（
平
成
７
年
川
崎
市
規
則
第

10
号
）
第
２
条
第
２
号

に
定
め
る
局
の
長
を
い
う
。
 

(
２
)
 
工
事
執
行
部
局
の
長
 
川
崎
市
請
負
工
事
監
督
規
程
（
昭
和

4
3
年
川
崎
市
訓
令
第
４
号
）
第
２
条
第
２
号

に
定
め
る
工
事
担
当
部
局
長
を
い
う
。
 

(
３

)
 

軽
易

工
事

 
予

算
科

目
が

工
事

請
負

費
又

は
需

用
費

に
該

当
す

る
１

件
2
,
5
00
,
0
0
0

円
（

需
用

費
中

1
0
0
,
0
00

円
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書
（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現

場
説
明
に
対
す
る
質
問
回
答
書
を
い
う
。）

の
作
成
を
要
す
る
工
事
を
除
く
。
）
（
予
算
科
目
が
需
用
費
に
該
当
す
る

工
事
に
あ
っ
て
は
、
建
物
等
の
小
破
修
繕
に
類
す
る
工
事
に
限
る
。
）
を
い
う
。
 

（
工
事
見
積
書
の
徴
取
等
）
 

第
３
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
軽
易
工
事
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
７
条
に
規
定
す
る
業
者
か
ら
適
格
者
を

選
定
し
て
工
事
見
積
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
な
る
べ
く
２
名
以
上
の
業
者
を
選
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
川
崎
市
予
算
及
び
決
算
規
則
第

2
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
予
算
執
行
伺
（
以
下
「
予

算
執
行
伺
」
と
い
う
。
）
に
前
項
の
工
事
見
積
書
を
添
付
の
上
、
工
事
執
行
部
局
の
長
の
工
事
費
等
の
審
査
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
工
事
費
等
の
審
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
職
員
が
い
る
予
算
執
行
部
局
に
あ

っ
て
は
、
当
該
予
算
執
行
部
局
に
お
い
て
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
審
査
は
、
予
算
執
行
伺
へ
の
合
議
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
工
事
執
行
部
局
の
長
の
承
認
）
 

第
４
条
 
工
事
執
行
部
局
の
長
は
、
工
事
費
等
の
審
査
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
工
事
費
等
に
異
議
の
な
い
と
き
は
、

合
議
を
受
け
た
予
算
執
行
伺
の
承
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

別
紙
５
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1 

監
査

の
結

果
 

第
１

 
請

求
の

受
付
 

 
１

 
請

求
の

内
容
 

本
件

措
置
請
求
は
、
別
紙
１
及
び
別
紙
２
（
事
実
証
明
書
は
添
付
省
略
）
の
と
お
り
、
市
が
令
和
元

年
度

に
少

額
随
意
契
約
の
軽
易
工
事
と
し
て
実
施
し
た
川
崎
市
虹
ヶ
丘
保
育
園
（
以
下
「
虹
ヶ
丘
保
育

園
」
と

い
う

。
）
に
お
け
る
「
２
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
（
以
下
「
２
階
便
器
等
工
事
」
と
い
う
。
）
」

及
び
「

２
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
（
以
下
「
２
階
間
仕
切
り
工
事
」
と
い
い
、
以
下
「
２
階
便
器
等

工
事

」
と

併
せ
て
「
本
件
２
階
ト
イ
レ
工
事
」
と
い
う
。
）
」
に
つ
い
て
、
１
件
で
発
注
可
能
な
工
事
を

2
5
0
万

円
以
下
の
２
件
の
工
事
に
分
割
し
て
発
注
・
契
約
し
た
違
法
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
競
争

入
札

若
し

く
は

指
名

競
争

入
札

を
行

っ
た

場
合

と
の

差
額

で
あ

る
損

害
額

を
認

定
し

、
市

の
被

っ
た

損
害

を
補

填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
 

ま
た

、
併

せ
て
令
和
元
年
度
に
実
施
し
た
虹
ヶ
丘
保
育
園
に
お
け
る
「
１
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工

事
（

以
下
「
１
階
便
器
等
工
事
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
１
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
（
以
下
「
１
階
間

仕
切

り
工

事
」
と
い
い
、
以
下
「
１
階
便
器
等
工
事
」
と
併
せ
て
「
本
件
１
階
ト
イ
レ
工
事
」
と
い
う
。
）
」

に
つ

い
て

も
、

２
階

便
器

等
工

事
及

び
２

階
間

仕
切

り
工

事
と

合
わ

せ
て

１
件

で
発

注
可

能
な

工
事

を
2
5
0
万

円
以
下
の
４

件
の
工
事
に
分
割
し
て
発
注
・
契
約
し
た
違
法
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般

競
争

入
札

若
し

く
は

指
名

競
争

入
札

を
行

っ
た

場
合

と
の

差
額

で
あ

る
損

害
額

を
認

定
し

、
市

の
被

っ
た

損
害

を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
 

 
２

 
請

求
の

受
理
 

本
件

措
置
請
求
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
令

和
２

年
４

月
1
7
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
、
監
査
対
象
局
を
こ
ど
も
未
来
局
と
し
た
。
 

第
２

 
監

査
の

実
施
 

 
１

 
請

求
人

の
陳
述
 

監
査

の
実
施
に
当
た
り
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
4
2
条

第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
２
年
５
月

1
1
日
、
請
求
人
か
ら

陳
述
の
聴
取
を
行
っ
た
。

こ
の

際
、
同

条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
く
こ
ど
も
未
来
局
の
関
係
職
員
（
以
下
「
関
係
職
員
」
と
い
う
。
）

の
立

会
い

が
あ
っ
た
。
 

請
求

人
が
本
件
措
置
請
求
の
要
旨
を
補
足
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

な
お

、
別

紙
３
に
は
、
陳

述
を
同
時
に
行
っ
た
虹
ヶ
丘
保
育
園
１
階
ト
イ
レ
改
修
工
事
に
係
る
監
査

結
果

（
令

和
２
年
６
月
１
６
日
付
け
２
川
監
第
１
９
４
号
）
の
内
容
を
含
む
。
 

 
２

 
関

係
職

員
の
陳
述
 

法
第

2
4
2
条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
２
年
５
月

1
1
日
、
関
係
職
員
か
ら
陳
述
の
聴
取
を

（
別

紙
）

 

２
川

監
第

１
９

５
号
 

令
和

２
年

６
月

１
６

日
 

 
坂

巻
 

良
一

 
様

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
寺

 
岡

 
章

 
二

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
嶋

 
崎

 
嘉

 
夫

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
沼

 
沢

 
和

 
明

 
 

 
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

令
和

２
年

４
月

１
７

日
付

け
を

も
っ

て
受

理
し

た
標

記
の

請
求

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
法

（
昭

和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

４
２

条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

き
監

査
を

実
施

し
ま

し
た

の
で

、
請

求
人

に
対

す
る

通
知

文
を

別
紙

の
と

お
り

公
表

し
ま

す
。
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で
は

、
近
年
は
緊
急
性
の
高
い
工
事
以
外
は
実
施
を
見
送
っ
て
い
た
。
 

現
園

舎
の
貸
付
に
よ
る
民
営
化
に
あ
た
り
、
利
用
児
童
の
生
活
環
境
の
向
上
や
運
営
法
人
職
員

の
労

働
環
境
の
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
運
営
法
人
決
定
後
、
平
成

3
0
年
度
か

ら
令

和
元
年
度
に
か
け
て
、
園
舎
の
修
繕
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
 

保
育

所
は
、
日
曜
、
祝
日

、
年
末
年
始
を
除
き
運
営

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
工
事
を
理
由
に

一
定

期
間
休
園
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
工
事
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
の
安
全
確
保
、

保
育

所
行
事
等
の
影
響
を
考
慮
し
、
工
事
が
短
期
間
で
終
わ
る
よ
う
工
事
内
容
や
範
囲
を
調
整
の

上
、
工

事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
た
と
し
て
い
る
。
虹
ヶ
丘
保
育
園
に
お
け
る
ト
イ
レ
に
係
る

工
事

は
そ
れ
ぞ
れ
休
園
日
と
な
る
春
・
秋
の
連
休
を

工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
組
み
入
れ
、
保
育
所

運
営

へ
の
影
響
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
こ
と
を
図
っ
た
と
し
て
い
る
。
 

ト
イ

レ
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
平
成

3
0
年
９
月
の
予
算
要
求
の
段
階
で
は
、
老
朽
化
し

て
い

る
主
な
ト
イ
レ
便
器
を
取
り
換
え
る
工
事
、
床
を
ド
ラ
イ
化
す
る
工
事
及
び
老
朽
化
し
て
い

る
間

仕
切
り

を
取

り
換
え

る
工
事

の
実

施
を

考
え
て

い
た
も

の
の

、
運

営
法
人

と
調
整

を
重

ね
、

修
繕

を
考
え

て
い

な
か
っ

た
箇
所

に
つ

い
て

も
要
望

が
上
が

り
、

工
事

内
容
を

見
直
す

過
程

で
、

当
初

の
予
定
を
変
更
し
て
、
便
器
等
の
工
事
に
お
い
て
は
洋
式
便
器
の
交
換
等
を
追
加
し
て
実
施

す
る

こ
と
と
し
、
間
仕
切
り
の
工
事
に
お
い
て
は
既
存
の
も
の
を
使
用
す
る
た
め
実
施
を
見
送
る

こ
と

と
し
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
た
と
し
て
い
る
。
 

ま
た

、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
決
定
後
、
平
成

3
1
年
４
月
に
運
営
法
人
か
ら
間
仕
切
り
を
取
り

換
え

る
工
事
の
実
施
に
つ
い
て
要
望
が
あ
り
、
間
仕
切
り
を
取
り
換
え
る
工
事
を
追
加
し
て
実
施

す
る

こ
と
と
し
た
と
し
て
い
る
。
 

本
件

証
拠
に
よ
れ
ば
、
２
階
便
器
等
工
事
で
は
、
令
和
元
年
６
月

1
3
日
付
け
で
３
者
に
見
積

書
を

依
頼
、
同
月

2
1
日

付
け
で
業
者
選
定
・
予
算
執
行
伺
起
案
、
同
月

2
4
日
付
け
で
決
裁
、
契

約
し

、
軽
易
工
事
完
成
届
の
作
成
日
・
工
事
完
成
年

月
日
・
検
査
書
の
日
付
は

い
ず
れ
も
同
年

9

月
3
0
日
付
け
と
な
っ
て
お
り
、
受
注
し
た
の
は
有
限
会
社
星
野
工
業
（
以
下
「
Ｂ
社
」
と
い
う
。
）
、

契
約

金
額
は

2
,
4
8
4
,
0
0
0
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
込
み
）
で
あ
っ
た
。
２
階
便
器
等
工
事

の
内

容
は
、
軽
易
工
事
仕
様
書
等
に
よ
る
と
既
存
の
便
器
撤
去
と
新
設
の
ほ
か
、
床
長
尺
シ
ー
ト

貼
、

床
下
地
組
立
、
発
生
廃
材
処
分
費
等
で
あ
っ
た
。
 

本
件

証
拠
に
よ
れ
ば
、
２
階
間
仕
切
り
工
事
で
は
、
令
和
元
年
６
月

2
0
日
付
け
で
２
階
便
器

等
工

事
に
際
し
見
積
も
り
を
依
頼
し
た
３
者
に
見
積
書
を
依
頼
、
同
月

2
8
日
付
け
で
業
者
選
定
・

予
算

執
行
伺
起
案
、
同
年
７
月
１
日
付
け
で
予
算
執
行
伺
決
裁
、
同
日
付
け
で
契
約
し
、
軽
易
工

事
完

成
届
の
工
事
完
成
年
月
日
は
同
年
９
月

2
4
日
付
け
、
作
成
日
及
び
検
査
書
の
日
付
は
い
ず

れ
も

同
月

2
5
日
付
け
と
な
っ
て
お
り
、
受
注
し
た
の
は
２
階
便
器
等
工
事
と
同
じ
く
Ｂ
社
、
契

約
金

額
は

1
,
0
4
3
,
2
8
0
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
込
み
）
で
あ
っ
た
。
 

ま
た

、
本
件
２
階
ト
イ
レ
工
事
に
先
立
っ
て
、
本
件
１
階
ト
イ
レ
工
事
を
実
施
し
て
い
る
。
 

本
件

証
拠
に
よ
れ
ば
、
１
階
便
器
等
工
事
に
つ
い
て
は
、
平
成

3
1
年
４
月
１
日
付
け
で
３
者

2 

行
っ
た

。
関

係
職

員
か

ら
は

、「
住

民
監

査
請

求
に

対
す
る

市
の

考
え

方
」（

添
付

省
略

）
の

提
出

が
あ

っ
た
。

こ
の

際
、

同
項

の
規

定
に

基
づ

く
請

求
人

の
立

会
い

が
あ

っ
た

。
 

関
係

職
員

が
説

明
し

た
内

容
は

、
お

お
む

ね
別

紙
４

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
３

 
監

査
対

象
事

項
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
書

並
び

に
請

求
人

及
び

関
係

職
員

の
陳

述
内

容
を

勘
案

し
、

２
階

便
器

等

工
事

及
び

２
階

間
仕

切
り

工
事

を
軽

易
工

事
と

し
て

随
意

契
約

に
よ

り
執

行
し

た
こ

と
、
ま

た
、
１

階

便
器

等
工

事
及

び
１

階
間

仕
切

り
工

事
並

び
に

２
階

便
器

等
工

事
及

び
２

階
間

仕
切

り
工

事
を

軽
易

工
事

と
し

て
随

意
契

約
に

よ
り

執
行

し
た

こ
と

が
違

法
又

は
不

当
と

い
え

る
か

を
監

査
対

象
事

項
と

し
た

。
 

第
３

 
監
査

の
結

果
 

 
１

 
事
実

関
係

の
確

認
等

 

請
求

人
の

陳
述

、
関

係
職

員
の

陳
述

及
び

関
係

書
類

の
調

査
等

の
結

果
、
次

の
よ

う
な

事
実

関
係

を

確
認

し
た

。
 

 
（

１
）
軽

易
工

事
の

定
義

に
つ

い
て

 

軽
易

工
事

は
、
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

2
2
年

政
令

第
1
6
号

。
以

下
「

施
行

令
」
と

い
う

。
）

第
1
6
7
条

の
２

第
１

項
第
１

号
に

掲
げ

る
、

い
わ

ゆ
る
少

額
随

意
契

約
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
。

そ
の
定

義
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

軽
易

工
事

取
扱

規
程

（
昭

和
4
9
年

訓
令

第
８

号
）

第
２

条
に

お

い
て

「
予

算
科

目
が

工
事

請
負

費
又

は
需

用
費

に
該

当
し

、
１

件
2
,
5
0
0
,
0
0
0

円
（

需
用

費
中

1
0
0
,
0
0
0
円

以
下

の
も

の
を

除
く

。
）
以

下
の

工
事
（
設

計
図

書
（

工
事

用
の

図
面

、
仕

様
書

、
現

場

説
明
書

及
び

現
場

説
明

に
対

す
る

質
問

回
答

書
を

い
う

。
）

の
作

成
を

要
す

る
工

事
を

除
く

。
）
（

予

算
科
目

が
需

用
費

に
該

当
す

る
工

事
に

あ
っ

て
は

、
建
物

等
の

小
破

修
繕

に
類

す
る

工
事

に
限

る
。
）

を
い
う

。
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

 
（

２
）
本

件
各

工
事

に
つ

い
て

 

ア
 
本

件
各

工
事

の
実

施
に

至
る

経
過

 

本
市

で
は

、
平

成
1
7
年

度
か

ら
計

画
的

に
公

立
保

育
所

の
民

営
化

を
推

進
し

て
い

る
。

虹
ヶ

丘
保

育
園

は
、
独

立
行

政
法

人
都

市
再

生
機

構
が

土
地

所
有

す
る

虹
ヶ

丘
団

地
内

の
敷

地
を

賃
借

し
て

い
る

と
い

う
制

約
も

あ
り

、
民

営
化

後
の

運
営

に
関

し
て

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

と

の
調

整
等

を
考

慮
し

た
上

で
園

舎
の

建
替

え
を

含
め
て

手
法

の
検

討
を

行
い

、
2
9
年

1
0
月

に
現

園
舎

の
貸

付
に

よ
る

民
営

化
を

公
表

、
3
0
年

8
月
に

運
営

法
人

を
決

定
、

令
和

２
年

４
月

に
移

管
が

完
了

し
た

。
 

虹
ヶ

丘
保

育
園

は
、

築
4
0
年

以
上

が
経

過
し

、
園

舎
内

は
修

繕
を

要
す

る
箇

所
が

散
見

さ
れ

た
が

、
民

営
化

に
当

た
り

園
舎

を
建

て
替

え
る

可
能
性

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
虹

ヶ
丘

保
育

園
を

所
管

す
る

こ
ど

も
未

来
局

子
育

て
推

進
部

保
育

所
整
備

課
（

以
下
「

保
育

所
整

備
課

」
と

い
う

。
）
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る
極

め
て
限
定
的
な
契
約
方
法
で
あ
る
。
同
項
第
１
号
で
は
、
金
額
の
少
額
な
契
約
に
つ
い
て
ま
で

競
争

入
札
で
行
う
こ
と
は
、
事
務
量
が
い
た
ず
ら
に
増
大
し
、
能
率
的
な
行
政
運
営
を
阻
害
す
る
こ

と
か

ら
、
契
約
の
種
類
に
応
じ
た
一
定
の
金
額
を
定
め
て
お
り
、
軽
易
工
事
は
こ
れ
に
該
当
す
る
も

の
で

あ
る
が
、
本
号
を
適
用
す
る
た
め
に
、
故
意
に
契
約
を
細
分
化
す
る
よ
う
な
行
為
は
許
さ
れ
な

い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

（
２

）
本

件
各
工
事
の
違
法
性
・
不
当
性
に
つ
い
て
 

ア
 
本

件
２
階
ト
イ
レ
工
事
に
つ
い
て
 

請
求

人
は
、
本
件
２
階
ト
イ
レ
工
事
の
施
工
場
所
、
工
事
の
種
類
が
同
一
で
あ
る
こ
と
等
を
理

由
に

、
１
件
の
工
事
を
２
件
に
分
割
し
て
発
注
・
契

約
し
た
違
法
性
が
あ
る
旨
を
主
張
し
て
い
る

こ
と

か
ら
、
本
件
各
工
事
が
分
割
発
注
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
き
、
以
下
検
討
す
る
。
 

前
記

事
実
関
係
の
と
お
り
、
保
育
所
整
備
課
で
は
、
現
園
舎
の
貸
し
付
け
に
よ
る
民
営
化
に
あ

た
り

、
虹
ヶ
丘
保
育
園
は
築

4
0
年
以
上
を
経
過
し
て
い
た
こ
と
や
、
運
営
法
人
か
ら
要
望
が
あ

っ
た

こ
と
に

よ
り

、
令
和

２
年
４

月
の

移
管

に
向
け

て
虹
ヶ

丘
保

育
園

の
修
繕

を
行
っ

て
お

り
、

本
件

各
工
事
は
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
 

し
か

し
な
が
ら
、
本
件
２
階
ト
イ
レ
工
事
に
関
す
る
市
の
説
明
に
は
、
以
下
の
と
お
り
、
不
自

然
な

点
が
認
め
ら
れ
る
。
 

（
ア

）
工
事
内
容
が
、
２

階
便
器
等
工
事
は
ト
イ
レ
便
器
の
撤
去
と
新
設
の
ほ
か
、
床
長
尺
シ
ー
ト

貼
、
床
下
地
組
立
等
、
２

階
間
仕
切
り
工
事
は
間
仕
切
り
の
撤
去
と
新
設
で
あ
り
、
床
長
尺
シ

ー
ト
貼
等
の
床
工
事
を
行
う
際
に
、
間
仕
切
り
は
障
害
と
な
り
、
別
工
事
と
す
る
こ
と
は
著
し

く
非
効
率
で
あ
り
、
特
に

床
長
尺
シ
ー
ト
は
通
常
切

断
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ

な
い
も
の
で
、

間
仕
切
り
だ
け
を
残
す
と
い
う
工
事
内
容
自
体
、
不
自
然
で
あ
る
こ
と
。
 

（
イ

）
運
営
法
人
と
の
協

議
を
重
ね
た
結
果
、
便
器

等
の
工
事
の
優
先
度
が
高
い
と
し
て
、
間
仕
切

り
の
工
事
の
実
施
を
見
送
り
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
た
と
し
な
が
ら
、
運
営
法
人
か
ら

要
望
を
受
け
る
と
２
階
間
仕
切
り
工
事
を
追
加
実
施
す
る
決
定
を
し
て
お
り
、
上
記
の
意
思
決

定
の
あ
り
方
も
不
自
然
で
あ
る
上
、
運
営
法
人
の
要
望
に
関
す
る
記
録
等
も
な
く
、
上
記
経
緯

を
裏
付
け
る
証
拠
が
一
切
な
い
こ
と
。
 

（
ウ

）
本

件
２
階
ト
イ
レ
工
事
に
関
し
て
、
各
工
事
の
実
施
中
や
完
成
時
の
写
真
は
同
様
の
も
の
が

複
数
使
用
さ
れ
て
お
り
、
各
工
事
の
履
行
期
も
完
成
日
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
が
、

各
軽
易
工
事
完
成
届
の
工

事
完
成
日
や
検
査
日
に
は

異
な
る
日
付
が
記
載
さ
れ

て
い
る
な
ど
、

か
え
っ
て
不
自
然
な
点
が
目
立
つ
こ
と
。
 

（
エ

）
仮
に
（
イ
）
に
関

す
る
保
育
所
整
備
課
の
説
明
が
事
実
だ
っ
た
と
し
て
も
、
運
営
法
人
か
ら

の
要
望
が
平
成

3
1
年
４
月
に
あ
り
、
本
件
２
階
ト
イ
レ
工
事
は
、
本
件
１
階
ト
イ
レ
工
事
の

実
施
後
で
あ
り
、
２
階
の
間
仕
切
り
工
事
を
行
う
決
定
を
検
討
す
る
時
間
は
十
分
に
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
１
階
ト
イ
レ
工
事
と
全
く
同
様
に
、
２
階
便
器
等
工
事
と
２
階
間
仕
切

り
工
事
を
別
工
事
と
し
た
こ
と
。
 

4 

に
見

積
書

を
依

頼
、
同

月
1
2
日

付
け

で
業

者
選

定
・
予

算
執

行
伺

起
案

、
同

月
1
7
日

に
予

算
執

行
伺

決
裁

、
同

日
付

け
で

契
約

し
、
軽

易
工

事
完

成
届

の
作

成
日
・
完

成
年

月
日
・
検

査
日

は
い

ず
れ

も
同

年
５

月
９

日
付

け
と

な
っ

て
お

り
、
受

注
し

た
の

は
菅

生
建

設
株

式
会

社
（

以
下
「

Ａ

社
」

と
い

う
。
）
、

契
約

金
額

は
2
,
0
7
6
,
8
4
0
円

（
消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

込
み

）
で

あ
っ

た
。

１
階

便
器

等
工

事
の

内
容

は
、
軽

易
工

事
仕

様
書

等
に

よ
る

と
既

存
の

便
器

撤
去

と
新

設
の

ほ
か

、

床
長

尺
シ

ー
ト

貼
、

床
下

地
組

立
、

発
生

廃
材

処
分

費
等

で
あ

っ
た

。
 

本
件

証
拠

に
よ

れ
ば

、
１

階
間

仕
切

り
工

事
に

つ
い

て
は

、
４

月
1
0
日

付
け

で
３

者
に

見
積

書
を

依
頼

、
同

月
1
8
日

付
け

で
業

者
選

定
・

予
算

執
行

伺
起

案
、

同
日

付
け

で
予

算
執

行
伺

決

裁
、

同
月

2
6
日

付
け

で
契

約
し

、
軽

易
工

事
完

成
届

の
作

成
日

・
完

成
年

月
日

・
検

査
日

は
い

ず
れ

も
同

年
５

月
1
7
日

と
な

っ
て

お
り

、
受

注
し

た
の

は
１

階
便

器
等

工
事

と
同

じ
く

Ａ
社

、

契
約

金
額

は
1
,
0
5
5
,
1
6
0
円

（
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
込

み
）

で
あ

っ
た

。
 

イ
 
本

件
各

工
事

に
係

る
事

務
手

続
き

 

（
ア
）

運
営

法
人

か
ら

の
要

望
の

記
録

 

運
営

法
人

と
詳

細
な

協
議

の
上

、
間

仕
切

り
の
工

事
は

実
施

を
見

送
り

、
便

器
等

の
工

事
の

み
を

実
施

す
る

こ
と

を
決

定
し

た
後

、
改

め
て

運
営

法
人

か
ら

の
口

頭
に

よ
る

要
望

を
受

け
て

、

１
階

間
仕

切
り

工
事

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
た

が
、
運

営
法

人
か

ら
要

望
が

あ
っ

た
時

期
や

具

体
的

な
内

容
等

に
つ

い
て

の
記

録
を

保
育

所
整

備
課

は
残

し
て

い
な

い
と

し
て

お
り

、
こ

れ
ら

を
確

認
す

る
こ

と
は

で
き

な
か

っ
た

。
 

（
イ
）

虹
ヶ

丘
保

育
園

に
お

け
る

修
繕

の
状

況
 

虹
ヶ

丘
保

育
園

で
は

、
令

和
２

年
４

月
１

日
に
予

定
さ

れ
て

い
た

運
営

法
人

へ
の

移
管

に
向

け
、

前
述

の
と

お
り

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
元
年

度
に

か
け

て
、

園
舎

の
修

繕
を

行
っ

た
。

令
和

元
年

度
に

実
施

し
た

工
事

は
１

階
便

器
等

工
事

及
び

１
階

間
仕

切
り

工
事

並
び

に
２

階

便
器

等
工

事
及

び
２

階
間

仕
切

り
工

事
の

ほ
か

、
調

理
室

空
調

機
交

換
工

事
、
保

育
室

間
仕

切

り
工

事
、
沐

浴
室

改
修

工
事

、
記

帳
室

改
修

工
事
、
廊

下
・
階

段
壁

補
修

工
事

で
あ

る
が

、
こ

れ
ら

は
そ

れ
ぞ

れ
軽

易
工

事
と

し
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

 

（
ウ
）

見
積

書
等

の
日

付
 

保
育

所
整

備
課

で
は

、
見

積
業

者
か

ら
、
日

付
の

記
載

が
な

い
見

積
書

の
提

出
を

受
け

る
こ

と
が

あ
り

、
そ

の
場

合
に

は
そ

の
場

で
業

者
に

記
入

を
依

頼
す

る
こ

と
や

、
業

者
に

確
認

の
上

、

担
当

職
員

が
記

入
す

る
場

合
も

あ
る

と
し

て
い

る
。

 

 
２

 
監
査

委
員

の
判

断
 

（
１

）
地

方
公

共
団

体
に

お
け

る
契

約
に

つ
い

て
 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
行

う
契

約
事

務
の

執
行

は
、
公

正
を

も
っ

て
第

一
義

と
し

て
、
機

会
均

等

の
理
念

に
最

も
適

合
し

、
か

つ
経

済
性

を
確

保
し

う
る
と

い
う

観
点

か
ら

、
一

般
競

争
入

札
が

原
則

と
さ
れ

、
随

意
契

約
は

、
施

行
令

第
1
6
7
条

の
２

第
１

項
各

号
に

該
当

す
る

場
合

に
の

み
認

め
ら

れ
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注
・
契

約
し
た
違
法
性
が

あ
り
、
本
件
各
工
事
に
つ

い
て
も
、
全
体
と
し
て
１

件
で
発
注
す
る
こ
と

に
よ

り
更
な
る
効
率
性
が
確
保
で
き
た
可
能
性
が
あ
り
、
当
該
工
事
の
執
行
方
法
に
は
違
法
性
が
認

め
ら

れ
る
。
 

他
方

、
本
件
各
工
事
を
分
割
し
た
こ
と
に
よ
る
具
体
的
な
損
害
が
生
じ
た
と
認
め
る
に
足
り
る
証

拠
は

な
く
、
請
求
人
の
上
記
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。
 

よ
っ

て
、
本
件
措
置
請
求
は
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
 

３
 
意

見
 

監
査

結
果
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
今
回
の
監
査
を
通
じ
て
、
監
査
委
員
と
し
て
の
意
見
を
述

べ
る

。
 

（
１

）
組

織
の
構
造
的
な
問
題
に
つ
い
て
 

保
育

所
整
備
課
は
、
民
営
化
す
る
保
育
所
等
の
整
備
を
所
管
し
て
お
り
、
従
来
か
ら
保
育
園
の
修

繕
、

改
修
に
つ
い
て
軽
易
工
事
の
手
法
に
よ
り
工
事
を
執
行
し
て
い
る
。
 

し
か

し
な
が
ら
、
施
設
の
老
朽
化
が
進
む
中
で
、
2
5
0
万
円
を
超
え
る
工
事
の
必
要
性
も
生
じ
て

お
り

、
こ

う
し
た
事
態
に
適
正
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
軽
易
工
事
あ
り
き
と
す
る
職
員
の
意
識
改

革
を

徹
底
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
軽
易
工
事
以
外
の
手
法
で
工
事
を
執
行
で
き
る
体
制
を
構
築
す

る
な

ど
、
適
正
な
事
務
執
行
が
行
え
る
よ
う
、
早
急
に
構
造
的
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

い
わ

ゆ
る
軽
易
工
事
等
の
少
額
随
意
契
約
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
契
約
事
務
の
例
外
的
な

手
法

で
あ
り
、
契
約
事
務
を
自
所
属
で
完
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
迅
速
な
対
応
が
可
能
と

な
る

一
方
で
、
こ
れ
を
多

用
す
る
こ
と
は
、
担
当
す

る
職
員
の
裁
量
が
極
め
て

大
き
く
な
る
な
ど
、

不
祥

事
防
止
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
抜
本
的
な
対
策
を
強
く
望
む
も

の
で

あ
る
。
 

（
２

）
職

員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
に
つ
い
て
 

平
成

3
1
年
４
月
１
日
か
ら
、
川
崎
市
軽
易
工
事
取
扱
規
程
が
改
正
さ
れ
、
従
前
は
軽
易
工
事
の

対
象

が
１
件

2
5
0
万
円

以
下
の
建
物
等
の
小
破
修

繕
等
に
類
す
る
原
形
復
旧

工
事
で
あ
っ
た
も
の

が
、
契

約
事
務
を
よ
り
迅
速
か
つ
適
確
に
執
行
す
る
た
め
、
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
工
事
（
新
設
・

改
良
・
撤
去
等
を
含
む
）
に
拡
大
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
事
務
の
適
正
な
執
行
を
図
る
た
め
、
軽

易
工

事
に
係
る
予
算
執
行
伺
に
は
、
対
象
と
な
る
工
事
が
同
規
程
に
定
め
る
軽
易
工
事
の
対
象
と
な

る
も

の
か
、
１
件
の
工
事
と
す
べ
き
も
の
等
を
意
図
的
に
分
割
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
等
を

確
認

す
る
た
め
、
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
添
付
を
要
す
る
こ
と
等
、
内
部
手
続
き
の
整
備
が

行
わ

れ
た
ほ
か
、
軽
易
工
事
の
執
行
状
況
を
四
半
期
ご
と
に
本
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
入
札
情
報
か

わ
さ

き
」
に
掲
載
し
、
公
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

し
か

し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
改
正
は
、
根
底
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
の
精
神
が
あ
っ
て

初
め

て
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
れ
ば
単
に
形
式
的
な
手
続
き
を
付
加
す
る
だ

け
の

も
の
と
な
り
、
実
効
性
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

6 

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
る

と
、
本

件
２

階
ト

イ
レ

工
事

は
当

初
か

ら
意

図
的

に
工

事
を

分
割

し
、
軽

易
工

事
に

よ
る

執
行

を
前

提
と

し
た

も
の

で
あ

る
と

考
え

る
ほ

か
な

く
、
市

の
主

張
を

信
用

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

イ
 
本

件
各

工
事

に
つ

い
て

 

次
に

、
本

件
１

階
ト

イ
レ

工
事

及
び

本
件

２
階

ト
イ

レ
工

事
に

つ
い

て
も

、
１

件
の

工
事

を
４

件
に

分
割

し
て

発
注
・
契

約
し

た
違

法
性

が
あ

る
旨

を
請

求
人

が
主

張
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、
こ

れ
ら

の
工

事
が

分
割

発
注

に
よ

る
も

の
と

い
え

る
か

否
か

に
つ

き
、

以
下

検
討

す
る

。
 

こ
れ

ら
の

工
事

に
つ

い
て

は
、
保

育
所

運
営

へ
の
影

響
を

で
き

る
だ

け
小

さ
く

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

工
事

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

が
決

定
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
た

め
休

園
日

で
あ

る
春
・
秋

の
連

休

を
工

事
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に

組
み

込
ん

だ
た

め
、
工

期
が

離
れ

て
い

る
こ

と
、
こ

れ
ら

を
１

件
の

工

事
と

し
た

場
合

、
工

事
を

実
施

し
な

い
期

間
に

お
い
て

も
工

事
に

係
る

現
場

代
理

人
に

係
る

経
費

を
要

す
る

こ
と

と
な

り
、
不

経
済

で
あ

る
と

市
は

主
張

し
て

お
り

、
こ

れ
ら

の
工

事
を

分
け

た
理

由
と

し
て

一
定

の
合

理
性

が
認

め
ら

れ
な

い
わ

け
で

は
な

い
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
前

記
第

３
の

１
（

２
）
イ
（

イ
）
記

載
の

と
お

り
、
虹

ヶ
丘

保
育

園
で

は
多

数
の

工
事

の
実

施
が

予
定

さ
れ

て
い

な
が

ら
、
全

て
の

補
修

改
修

工
事

に
つ

い
て

軽
易

工
事

で
執

行
さ

れ
て

お
り

、
最

初
か

ら
軽

易
工

事
と

す
る

た
め
に

工
事

を
分

割
し

た
疑

い
さ

え
残

る
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。
本

来
、
同

一
施

設
内

の
多

数
の

補
修

改
修

工
事

が
予

定
さ

れ
て

い
た

こ
と

等
を

考

慮
す

る
な

ら
ば

、
虹

ヶ
丘

保
育

園
に

係
る

他
の

修
繕

工
事

と
合

わ
せ

て
１

件
の

工
事

と
し

、
一

般

競
争

入
札

に
よ

る
契

約
を

検
討

す
べ

き
で

あ
っ

た
も

の
と

思
料

す
る

。
 

（
３

）
本

件
２

階
ト

イ
レ

工
事

に
係

る
具

体
的

な
損

害
に
つ

い
て

 

本
件

２
階

ト
イ

レ
工

事
に

係
る

具
体

的
な

損
害

に
つ
い

て
、

以
下

検
討

す
る

。
 

本
件

２
階

ト
イ

レ
工

事
に

つ
い

て
は

、
本

来
、
１

件
の

工
事

と
し

て
競

争
入

札
に

よ
り

契
約

を
締

結
す

べ
き

と
こ

ろ
、
こ

れ
を

分
割

し
て

随
意

契
約

に
よ
り

契
約

を
締

結
し

た
も

の
で

あ
る

か
ら

、
こ

の
よ

う
な

場
合

の
損

害
に

つ
い

て
は

、
上

記
工

事
の

契
約

価
格

の
総

額
が

、
仮

に
同

工
事

を
競

争
入

札
に

付
し

て
い

た
場

合
に

形
成

さ
れ

た
で

あ
ろ

う
落

札
価

格
を

上
回

る
場

合
に

損
害

の
発

生
が

認

め
ら

れ
る

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
 

そ
こ

で
検

討
す

る
に

、
２

階
便

器
等

工
事

及
び

２
階
間

仕
切

り
工

事
は

、
そ

れ
ぞ

れ
軽

易
工

事
と

し
て

実
施

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、
当

然
な

が
ら

工
事

担
当
部

局
に

よ
る

積
算

を
経

て
お

ら
ず

、
本

件
各

証
拠

書
類

に
よ

っ
て

も
、
具

体
的

か
つ

詳
細

な
仕

様
の
把

握
が

で
き

な
い

ほ
か

、
競

争
入

札
に

付
し

て
い

た
場

合
と

の
金

額
的

な
比

較
は

困
難

で
あ

り
、
工

事
を

分
割

し
た

こ
と

に
よ

る
具

体
的

な
損

害

額
を

認
め

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
と

い
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

し
た

が
っ

て
、
本

件
２

階
ト

イ
レ

工
事

を
分

割
し

た
こ

と
に

よ
る

具
体

的
な

損
害

を
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

損
害

が
生

じ
た

か
否

か
に

つ
い

て
は

不
明

と
い

う
ほ

か
は

な
い

。
 

（
４

）
結

論
 

以
上

の
と

お
り

、
本

件
２

階
ト

イ
レ

工
事

に
つ

い
て

、
１

件
で

発
注

可
能

な
工

事
を

分
割

し
て

発
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川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
２
階
ト
イ
レ
）

2
0
2
0
年
（
令
和
２
年
）
４
月

1
7
日
 

川
崎
市
監
査
委
員
 
様
 

住
所
 
川
崎
市
宮
前
区
五
所
塚
１
丁
目

21
番
３
 

氏
名
 
坂
巻
 
良
一
 

１
 
請
求
の
要
旨

（
１
）
監
査
対
象

甲
第

１
号

証
及

び
甲

第
２

号
証

に
示

す
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て

推
進

部
保
育

所
整

備
課

が
地

方
自

治
法

に
定

め

る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
と
い
う
契
約
手
続
き
を
適
用
せ
ず
、
随
意
契
約
で
あ
る
「
川
崎
市
軽
易

工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
」（

以
下
「
軽
易
工
事
取
扱
規
程
」
と
い
う
。）

を
適
用
し
、
発
注
・
契
約
し
た
２
件
の
工

事
契
約
を
監
査
対
象
と
し
ま
す
。
 

な
お
、
別
件
で
住
民
監
査
請
求
い
た
し
ま
す
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
１
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
及
び
「
虹
ヶ
丘

保
育
園
１
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
に
係
る
予
算
要
求
等
の
公
文
書
が
開
示
さ
れ
、
１
階
及
び
２
階
の
ト
イ
レ
工

事
が
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
１
階
及
び
２
階
の
工
事
で
あ
り
ま
す
４
件
の
工
事
を
対
象

に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

（
２
）
分
割
発
注
に
係
る
違
法
性
 

地
方
自
治
法
第

23
4
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
及
び
川
崎
市

契
約
規
則
第

2
4
条
の
２
に
定
め
る
い
わ
ゆ
る
「
少
額
随
意
契
約
」
に
つ
い
て
適
用
す
る
規
定
と
し
て
、
川
崎
市
は

「
軽
易
工
事
取
扱
規
程
」
を
制
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

軽
易
工
事
取
扱
規
程
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
第
２
条
に
「
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
工
事
を

い
う
。
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
１
件
の
工
事
が

25
0
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争

入
札
に
寄
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

軽
易
工
事
取
扱
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
契
約
課
が
策
定
し
た
契
約
事
務
の
手
引
き
に
お
い
て
「
１
件
の
工
事

を
複
数
に
分
け
て
発
注
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

と
分
割
発
注
禁
止
を
明
確
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
２
件
の
工
事
は
、「

虹
ヶ
丘
保
育
園
２
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
及
び
「
虹

ヶ
丘
保
育
園
２
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
と
い
う
工
事
名
で
発
注
・
契
約
が
な
さ
れ
て
お
り
、
１
件
で
発
注
が
可

能
な
工
事
を
、
2
50

万
円
以
下
の
工
事
２
件
に
分
割
発
注
し
、
契
約
し
た
違
法
性
が
あ
り
ま
す
。
 

（
３
）
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
 

上
記
の
と
お
り
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
本
来
、
地
方
自
治
法
等
に
定
め
る
一
般
競
争
入
札

も
し
く
は

指
名
競

争
入
札

と
い

う
契
約

方
法
で

発
注
・

契
約

を
締
結

し
な
け

れ
ば
な

り
ま

せ
ん
。

し
か
し

な
が
ら
、

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
・
名
競
争
入
札
に
よ
ら
ず
、
１
件

2
50

万

円
以
下
の
少
額
随
意
契
約
と
し
て
２
件
の
工
事
に
分
割
発
注
し
、
よ
り
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締

結
し
た
違
法
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
契
約
方
法
で
あ
り
ま
す
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を

締
結
し
た
場
合
と
違
法
な
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
し
た
金
額
の
差
額
が
、
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
で

あ
り
ま
す
。
 

以
上
に
よ
り
、
川
崎
市
の
被
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
れ
る
よ
う
地
方
自
治
法
第

24
2

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
い
た
し
ま
す
。
 

ま
た
、
損
害
額
の
認
定
に
お
い
て
は
、
財
政
局
契
約
課
が
計
算
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
参
考
に
、
民
事
訴
訟

法
第

24
8
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監
査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

２
 
請
求
の
理
由
 

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
を
整
理
し
、
分
割
発
注
の
状
況
が
分
か
り
易
い
一
覧
表
と
し
て
、
甲
第
３
号
証
を
提

出
い
た
し
ま
す
。
 

別
紙
１

8 

ま
た

、
見

積
書

及
び

軽
易

工
事

完
成

届
の

日
付

に
つ

い
て

、
保

育
所

整
備

課
に

お
い

て
は

、
保

育

所
整
備

課
職

員
が

記
入

す
る

場
合

が
あ

る
と

し
て

い
る

が
、
見

積
書

及
び

軽
易

工
事

完
成

届
は

、
作

成
者
が

提
出

日
付

を
記

入
し

提
出

す
べ

き
も

の
で

あ
り

、
日

付
が

空
欄

で
提

出
さ

れ
た

場
合

に
職

員

が
日
付

を
記

入
す

る
運

用
は

、
こ

れ
ら

の
書

類
の

正
当

性
に

つ
い

て
も

疑
い

を
招

く
も

の
で

あ
り

、

極
め
て

不
適

切
で

あ
る

。
 

職
員

の
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
意

識
の

醸
成

、
徹

底
を

強
く

求
め

る
も

の
で

あ
る

。
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結
局
、
2
5
0
万
円
を
上
限
に
、
２
分
割
し
た
こ
と
か
ら
、
工
事
工
程
で
無
理
が
生
じ
る
２
分
割
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
 

（
５
）
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
そ
の
２
 

も
し
か
す
る
と
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
見
積
り
合
わ
せ
契
約
よ
り
、
契
約

手
続
き
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
理
由
に
軽
易
工
事
と
し
て
、
２
分
割
工
事
に
し
た
、
と
こ
ど
も
未
来
局
は
主
張
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
記
（
２
）
に
あ
り
ま
す
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
次
の

よ
う
な
記
載
が
あ
り
、
分
割
発
注
の
理
由
に
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

「
特
に
、
急
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
等
で
、
手
続
き
が
簡
便
な
軽
易
工
事
で
執
行
す
る
た
め
に

25
0
万
円
以
上

の
件
を
分
割
し
て
発
注
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
」
 

以
上
の
（
１
）
か
ら
（
５
）
を
総
合
的
に
判
断
い
た
し
ま
す
と
、
最
初
か
ら
、
特
定
の
１
業
者
が
受
注
す
る
こ
と

を
想
定
し
て
、
２
分
割
発
注
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
官
製
談
合
の
疑
い
が
生
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

３
 
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
 

川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
は
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
前
記
の
と
お
り
、
分
割

発
注
し
た
も
の
で
、
本
来
、
地
方
自
治
法
等
に
定
め
る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
と
い
う
契
約
方
法
で

発
注
・
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
、
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
少
額
随
意
契
約
と
し
て
、
よ
り
競
争
性

の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
違
法
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
契
約
方
法
で
あ
り
ま
す
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締

結
し
た
場
合
と
違
法
な
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
し
た
金
額
の
差
額
が
、
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
で
あ
り

ま
す
。
 

以
上
に
よ
り
、
川
崎
市
の
被
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
れ
る
よ
う
地
方
自
治
法
第
２
４
２

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

４
 
見
積
り
合
わ
せ
と
契
約
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
 

過
去
の
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
、
３
業
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
正
な
競
争

は
保
た
れ
て
お
り
、
損
害
は
発
生
し
て
い
な
い
と
す
る
主
張
も
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
多
額
の
税
金
を
投
入
し
て
、
契
約
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
電
子
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
一
般
競
争
入
札

及
び
指
名
競
争
入
札
を
行
う
こ
と
が
、
無
駄
な
支
出
と
な
り
、
契
約
シ
ス
テ
ム
自
体
が
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
り

得
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
今
後
は
、
川
崎
市
の
行
う
入
札
は
、
1
0
万
円
で
も
、
1
0
0
万
円
で
も
、
１
千
万
円
で
も
、
１
億
円
で
も
、

１
千
億
円
で
も
、
す
べ
て
３
業
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
契
約
を
行
え
ば
済
む
も
の
で
、
契
約
シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理

費
及
び
更
新
費
は
、
ム
ダ
と
な
り
ま
す
。
 

５
 
平
均
落
札
率
に
つ
い
て
 

ま
た
、
損
害
額
の
認
定
に
お
い
て
は
、
契
約
課
が
算
出
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
甲
第
６
号
証
と
し
て
提
出
い
た

し
ま
す
。
 

財
政
局
契
約
課
が
作
成
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
参
考
に
、
民
事
訴
訟
法
第

2
4
8
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監

査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

６
 
前
記
平
均
落
札
率
と
は
別
の
損
害
額
に
つ
い
て
 

な
お
、
甲
第
３
号
証
の
下
の
枠
に
「
（
有
）
星
野
工
業
の
見
積
額
の
比
較
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
金
額
に
つ
い

て
、
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
の
合
理
的
な
説
明
が
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
項
目
の
金
額
に
つ
い
て
も
、
民
事
訴
訟
法
第

２
４
８
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監
査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

７
 
見
積
書
及
び
完
成
届
・
検
査
書
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
 

見
積
書
及
び
完
成
届
・
検
査
書
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
住
民
監
査
請
求
で
も
指

（
１
）
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
 

（
ア
）
工
事
所
在
地
は
、
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
」
で
あ
り
、
本
件
２
件
の
工
事
は
同
一
所
在
地
で
す
。
 

（
イ
）
工
事
の
種
類
は
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
と
も
に
「
２
階
ト
イ
レ
工
事
」
で
あ
り
ま
す
。
 

（
ウ
）
工
事
箇
所
は
、
甲
第
１
号
証
が
「
便
器
等
改
修
工
事
」
で
、
甲
第
２
号
証
が
同
じ
ト
イ
レ
の
「
間
仕
切
り
工
事

（
ト
イ
レ
の
ド
ア
に
相
当
す
る
部
分
）
」
で
あ
り
ま
す
。
 

（
エ
）
し
た
が
っ
て
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
２
階
に
あ
る
ト
イ
レ
の
「
便
器
」
と
「
間
仕
切
り
」
の
工
事
を

25
0
万
円
以

下
の
工
事
費
に
２
分
割
し
た
工
事
で
、
同
一
の
施
工
場
所
及
び
同
一
の
工
事
種
類
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
工
事
の
場
合
、
個
人
の
家
庭
や
民
間
会
社
の
場
合
、
１
つ
の
ト
イ
レ
の
便
器
と
そ
の
ド
ア
を
２
件
の

工
事
に
分
割
し
て
発
注
・
契
約
す
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
手
間
ひ
ま
を
考
慮
し
た
場
合
、
有
り
得
な
い
２
分
割
工
事
で

あ
り
ま
す
。
 

（
２
）
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
 

過
去
に
分
割
発
注
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成

3
1
年
４
月
１
日
か
ら
「
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
」

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「

軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
 

甲
第
１
号
証
に
お
い
て
は
、
11

ペ
ー
ジ
目
に
あ
り
ま
す
。
 

甲
第
２
号
証
に
お
い
て
は
、
11

ペ
ー
ジ
目
に
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
「
１
 
軽
易
工
事
の
執
行
に
つ
い
て
」
の
２
段
目
の
注
意
事
項
に
「
工
事
内
容
、
業
種
、
施
工
場
所
、
施
工

時
期
が
同
じ
、
又
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
工
事
等
に
つ
い
て
、
本
来
１
件
で
発
注
す
べ
き
案
件
や

2
5
0
万
円
を
超
え
る

案
件
を
複
数
に
分
け
て
発
注
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

と
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
件
分
割
発
注
が
行
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
チ
ェ

ッ
ク
し
た
の
は
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
と
も
に
中
村
職
員
で
あ
り
ま
す
が
、
全
体
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
須
藤

課
長
が
決
裁
し
て
い
ま
す
。
 

（
３
）
施
工
時
期
に
つ
い
て
 

本
件
の
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
６
月

24
日
～
９
月

3
0
日
及
び
７
月
１
日
～
1
0
月
４
日
の
工

期
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、【

６
月

24
日
・
７
月
１
日
】
～
【
９
月

3
0
日
・
1
0
月
４
日
】
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
工
期
か
ら
致
し
ま
す
と
、
７
月
１
日
～
９
月

3
0
日
の
間
が
、
２
件
の
工
期
が
重
な
っ
て
い
る
期
間
で
あ
り
、

違
い
は
、
前
後
に
１
週
間
そ
れ
ぞ
れ
工
期
が
あ
る
の
み
で
、
実
質
的
に
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
工
期
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
施
工
時
期
を
理
由
と
す
る
分
割
発
注
と
し
て
は
、
重
複
期
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ほ
ぼ
同

時
期
の
工
事
で
あ
り
、
分
割
の
理
由
は
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

た
だ
、
契
約
日
が
違
う
こ
と
か
ら
、
こ
ど
も
未
来
局
は
、
分
割
で
は
な
い
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
過
去
の
事
例
と
し
て
、
６
ケ
月
に
わ
た
り
約

17
0
0
万
円
余
の
工
事
を
契
約
日
で
は
４
分
割
、
個

別
契
約
で
は
７
分
割
し
た
事
例
が
あ
り
、
課
長
級
の
職
員
が
文
書
注
意
を
受
け
た
と
の
新
聞
報
道
が
あ
り
ま
す
の
で
、

甲
第
４
号
証
及
び
甲
第
５
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
工
事
の
時
期
を
少
し
ず
ら
し
、
分
割
発
注
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
甲
第
４
号
証
及
び
甲

第
５
号
証
と
比
較
し
て
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
が
分
割
発
注
で
は
な
い
と
す
る
合
理
的
な
理
由
を

明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
 

原
則
と
し
て
、
分
割
発
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
明
示
し
、
少
額
随
意
契
約
の
分
割
発
注
を
禁
止
し
て
い

る
全
国
の
地
方
公
共
団
体
を
納
得
さ
せ
る
合
理
的
な
理
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

１
週
間
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
1
日
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
１
ケ
月
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
半
年
ず
ら
せ
ば
い
い

の
か
、
１
年
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
明
確
か
つ
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

地
方
自
治

法
に
定

め
る
「

最
少

経
費
・

最
大
効

果
」
の

大
原

則
に
も

耐
え
う

る
根
拠

で
な

け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

（
４
）
工
事
写
真
に
つ
い
て
 

本
件
の
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
写
真
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
の
工
事
を
２
分
割
す
る
理
由
は
、

存
在
し
ま
せ
ん
。
 

ト
イ
レ
の
改
修
に
係
る
床
工
事
、
壁
工
事
、
便
器
工
事
、
ド
ア
工
事
等
を
２
分
割
に
し
て
発
注
し
て
い
る
こ
と
が
、

工
事
写
真
か
ら
分
か
る
も
の
で
、
仮
に
、
２
件
の
発
注
で
、
別
々
の
業
者
が
受
注
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
工
事
の
進
捗

を
ど
の
よ
う
に
調
整
し
た
ら
よ
い
か
。
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そ
の
摩
訶
不
思
議
な
見
積
書
を
甲
第

1
3
号
証
及
び
甲
第

14
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

こ
の
状
況
か
ら
、
官
製
談
合
も
し
く
は
業
者
談
合
が
疑
わ
れ
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。
 

1
0
 
ま
と
め
 

本
件
の
分
割
発
注
事
案
は
、
非
常
に
分
か
り
易
い
分
割
発
注
事
案
で
あ
り
ま
す
。
 

本
件
工
事
は
、
軽
易
工
事
規
程
が
改
正
さ
れ
て
以
降
の
工
事
あ
り
、
そ
の
改
正
の
一
つ
に
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
新

た
に
追
加
し
た
こ
と
か
ら
、
決
裁
権
者
で
あ
り
ま
す
課
長
さ
ん
は
、
当
然
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
分
割
発
注

を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
有
効
に
作
用
せ
ず
、
甲
第
４
号
証
に
よ
る

1
0
年
前
の
全
庁
的
な
軽
易
工
事

の
不
適
切
契
約
事
件
が
発
生
し
、「

制
度
の
見
直
し
」
を
明
言
し
た
も
の
の
、
何
ら
見
直
し
を
行
わ
な
か
っ
た
事
実
が
あ

る
こ
と
か
ら
し
て
、
今
回
の
軽
易
工
事
規
程
の
改
正
も
、
課
長
職
を
含
め
、
職
員
に
は
浸
透
し
な
い
恐
れ
が
今
回
の
分

割
発
注
に
よ
り
現
実
化
し
た
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

な
ぜ
、
分
割
発
注
が
是
正
さ
れ
な
い
の
か
。
 

分
割
発
注

を
行
わ

ず
、
本

来
の

契
約
課

発
注
と

す
れ
ば

、
各

所
管
課

は
自
ら

の
業
務

が
減

少
す
る

に
も
関

わ
ら
ず
、

あ
え
て
自
ら
の
業
務
量
を
増
や
す
分
割
発
注
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

い
わ
ゆ
る
お
役
所
仕
事
の
中
に
は
、
自
ら
の
メ
リ
ッ
ト
の
無
い
仕
事
は
避
け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
川
崎
市
の
規
定
上
、
契
約
課
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
、
保
育
所
整
備
課
が
自
ら
の
業
務
量
を
増
や
す
こ
と
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
こ
に
は
、
分
割
発
注
を
行
う
保
育
所
整
備
課
に
は
、
業
務
を
増
や
し
て
ま
で
も
、
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と

し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

一
体
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。
 

1
1
 
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
の
ま
と
め
 

１
階
ト
イ
レ
の
工
期
は
、
４
月

1
8
日
～
５
月

3
1
日
及
び
４
月

26
日
～
６
月
８
日
の
工
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

２
階
ト
イ
レ
の
工
期
は
、
６
月

2
4
日
～
９
月

3
0
日
及
び
７
月
１
日
～
1
0
月
４
日
の
工
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
１
階
及
び
２
階
の
ト
イ
レ
の
工
期
は
、
２
週
間
の
途
切
れ
が
あ
る
も
の
の
、
一
連
の
工
期
と
い
っ
て

い
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
如
く
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
の
工
事
を
ま
と
め
て
予
算
要
求
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
、
予
算
内
示
も
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
１
階
・
２
階
ト
イ
レ
工
事
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
、「

虹
ヶ
丘
保
育
園
１
階
・
２
階
ト
イ
レ
工
事
」
に
係
る
予
算
要
求
及
び
内
示
に
係
る
一
切

の
図
書
類
の
公
文
書
開
示
請
求
と
し
て
、
甲
第

1
5
号
証
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

４
月

1
4
日
付
け
で
請
求
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
隠
ぺ
い
や
公
文
書
毀
棄
が
無
け
れ
ば
、
陳
述
ま
で
に
は
開
示

さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

そ
の
こ
と
か
ら
致
し
ま
す
と
、
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
の
工
事
は
、
施
工
時
期
が
ほ
ぼ
同
一
の
時
期
と
な
り
、

１
階
ト
イ
レ
２
分
割
及
び
２
階
ト
イ
レ
２
分
割
の
４
分
割
工
事
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
１
階
ト
イ
レ
２
分
割
及
び
２
階
ト
イ
レ
２
分
割
の
４
分
割
工
事
は
、
４
月

1
8
日
～
1
0
月
４
日

の
工
期
と
し
て
、
１
件
で
発
注
が
可
能
な
工
事
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

１
階
ト
イ
レ
２
分
割
及
び
２
階
ト
イ
レ
２
分
割
の
工
事
を
詳
細
に
調
査
し
た
場
合
、（

株
）
菅
生
建
設
も
し
く
は
（
有
）

星
野
工
業
が
、
当
該
４
分
割
の
工
事
す
べ
て
を
実
質
的
に
施
工
し
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

添
付
資
料
 

【
甲
第
１
号
証
】・

・
・
・
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
２
階
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
 

【
甲
第
２
号
証
】・

・
・
・
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
２
階
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
 

【
甲
第
３
号
証
】・

・
・
・
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
２
階
ト
イ
レ
工
事
比
較
一
覧
表
」
 

【
甲
第
４
号
証
】・

・
・
・
平
成

2
1
年
５
月

2
8
日
付
け
東
京
新
聞
「
軽
易
工
事
の
全
庁
的
不
適
切
契
約
報
道
新
聞
」
 

摘
し

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

り
ま

す
が

、
見

積
書

及
び

完
成

届
の

日
付

け
を

市
の

職
員

が
記

載
し

た
と

す
る

違
法

行
為

（
刑
法
に
定
め
る
「
公
文
書
偽
造
等
」
）
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

見
積
書
の
筆
跡
を
拡
大
し
た
も
の
を
甲
第
７
号
証
及
び
甲
第
８
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
今
回
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
記
載
し
た
と
の
主
張
を
行
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
、

公
文
書
偽
造
等
の
罪
を
自
白
し
た
も
の
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
従
い
、
告
発
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
完

成
届
は

、
業
者

が
記

載
す
る

も
の
で

あ
り
、

検
査

書
は
、

市
の
検

査
員
が

記
載

す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

本
件
２
件
の
完
成
届
及
び
検
査
書
の
日
付
け
が
同
一
筆
跡
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
日
付
け
の
記
載
は
、
一
体
、
誰

が
記
載
し
た
の
か
。
 

記
載
権
限
の
無
い
も
の
が
記
載
し
た
場
合
は
、
法
令
に
基
づ
い
た
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

関
連
規
定
と
し
て
、
甲
第
９
号
証
及
び
甲
第

10
号
証
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

８
 
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
に
つ
い
て
 

本
件
に
係
る
公
文
書
開
示
請
求
を
行
い
、
そ
れ
に
対
す
る
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
が
請
求
者
あ
て
に
交
付
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
そ
れ
を
、
甲
第

1
1
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

甲
第

11
号
証
の
内
容
は
、「

仕
様
書
作
成
及
び
設
計
積
算
の
た
め
の
参
考
見
積
書
（
下
見
積
書
）
の
徴
収
依
頼
文
及

び
徴
収
し

た
見
積
書

」
で
あ
り

ま
す
が

、
こ
ど
も

未
来
局
は

、
「
仕

様
書
作

成
及
び

設
計
積

算
の
た

め
の
参
考

見
積

書

（
下
見
積
書
）
の
徴
収
依
頼
文
及
び
徴
収
し
た
見
積
書
」
は
、「

特
に
軽
易
な
文
書
（
公
文
書
管
理
規
則
７
条
た
だ
し
書

き
）
で
あ
り
、
仕
様
書
作
成
完
了
に
伴
い
事
務
処
理
上
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
廃
棄
し
て
い
る
た
め
、
関
係
図

書
類
が
存
在
し
な
い
。」

と
し
、
開
示
請
求
拒
否
し
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
「
公
文
書
管
理
規
則
」
を
甲
第
１
２
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

甲
第
１
２
号
証
に
は
、
確
か
に
「
軽
易
な
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
課
切
り
で
な
い
。
」
と
の
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
、「

下
見
積
書
」
を
軽
易
な
文
書
と
判
断
し
た
根
拠
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。
 

設
計
積
算
の
た
め
の
下
見
積
書
は
、
市
民
の
貴
重
な
税
金
を
使
っ
て
執
行
す
る
工
事
に
お
い
て
は
、
そ
の
設
計
積
算

額
が
適
正
か
否
か
を
検
証
す
る
た
め
の
重
要
な
図
書
類
で
あ
り
、
根
拠
な
く
廃
棄
し
た
場
合
は
、
罪
に
問
わ
れ
る
場
合

（
公
用
文
書
等
毀
棄
罪
）
も
あ
り
ま
す
の
で
、
隠
ぺ
い
せ
ず
に
、
提
出
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

国
会
で
も
、
過
去
に
、
文
書
不
存
在
と
し
て
き
た
文
書
が
、
見
つ
か
り
出
て
き
た
例
は
、
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
ど
も
未
来
局
に
お
き
ま
し
て
も
、
今
一
度
調
査
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

９
 
見
積
書
の
不
思
議
に
つ
い
て
 

虹
ヶ
丘
保
育
園
に
係
る
１
階
ト
イ
レ
工
事
及
び
２
階
ト
イ
レ
工
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
住
民
監
査
請
求
を
提
出
い

た
し
ま
し
た
。
 

１
階
ト
イ
レ
工
事
は
「
菅
生
建
設
（
株
）」

が
受
注
し
て
お
り
ま
す
。
 

２
階
ト
イ
レ
工
事
は
「
（
有
）
星
野
工
業
」
が
受
注
し
て
お
り
ま
す
。
 

そ
れ
ぞ
れ
の
見
積
書
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
不
思
議
な
見
積
書
で
あ
り
ま
す
。
 

１
階
ト
イ
レ
工
事
を
受
注
し
た
「
菅
生
建
設
（
株
）」

の
見
積
書
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
見
積
書
の
一
番
上
に
記
載
さ

れ
て
お
り
ま
す
「
既
存
幼
児
用
和
式
大
便
器
撤
去
」
の
単
価
で
あ
り
ま
す
が
、
菅
生
建
設
（
株
）
が
受
注
し
た
単
価
は
、

「
3
,
0
00

円
」
と
見
積
も
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
２
ケ
月
後
に
２
階
ト
イ
レ
の
発
注
が
あ
り
、（

有
）
星
野
工
業
が
受
注
し

て
お
り
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
積
額
を
比
較
し
て
み
ま
し
た
。
 

見
積
書
の
一
番
上
に
あ
り
ま
す
「
既
存
幼
児
用
和
式
大
便
器
撤
去
」
の
見
積
り
単
価
は
、
菅
生
建
設
（
株
〉
が
受
注

し
な
か
っ
た
際
の
２
階
の
ト
イ
レ
の
見
積
り
額
は
、「

4
,
50
0
円
」
と
見
積
も
っ
て
い
ま
す
。
 

菅
生
建
設
（
株
）
が
受
注
し
た
際
の
１
階
の
ト
イ
レ
の
見
積
り
額
は
、「

3
,
00
0
円
」
と
見
積
も
っ
て
い
ま
す
。
 

菅
生
建
設
（
株
）
は
、
２
ケ
月
の
違
い
で
、
単
価
を
１
.５

倍
と
し
て
い
ま
す
。
 

そ
の
２
階
の
ト
イ
レ
を
受
注
し
た
の
が
、（

有
）
星
野
工
業
で
、
受
注
し
た
単
価
は
、
２
ケ
月
前
の
菅
生
建
設
（
株
）

が
見
積
も
っ
た
同
じ
額
で
あ
り
ま
す
「
3
,0
0
0
円
」
で
見
積
り
、
受
注
し
て
お
り
ま
す
。
 

そ
の
他
の
項
目
の
見
積
額
も
精
査
す
れ
ば
、
摩
訶
不
思
議
な
見
積
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
２
階
ト
イ
レ
の
補
充
書
）
 

2
0
2
0
年
（
令
和
２
年
）
５
月

1
1
日
 

川
崎
市
監
査
委
員
 
様
 

住
所
 
川
崎
市
宮
前
区
五
所
塚
１
丁
目

21
番
３
 

氏
名
 
坂
巻
 
良
一
 

新
た
に
公
文
書
が
開
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
補
充
書
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

第
１
 
令
和
２
年
４
月

2
7
日
付
け
２
川
こ
保
整
第

10
6
号
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
公
文
書
に
つ
い
て
 

１
 
当
該
公
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
 

当
該
公
文
書
は
、「

令
和
元
年
度
に
執
行
し
た
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
工
事
に
係
る
予
算
要
求
時
の
関
係
図
書
類
一

式
」
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
を
甲
第

1
6
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

２
 
開
示
請
求
拒
否
通
知
に
つ
い
て
 

な
お
、
当
該
文
書
は
、
甲
第

1
1
号
証
に
よ
り
「
既
に
廃
棄
し
て
い
る
た
め
関
係
図
書
類
が
存
在
し
な
い
。」

と

し
て
開
示
請
求
拒
否
通
知
が
あ
っ
た
対
象
の
公
文
書
に
該
当
い
た
し
ま
す
。
 

実
質
的
に
は
、
開
示
請
求
対
象
公
文
書
は
保
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
開
示
拒
否
し
た
こ
と
は
、
何
か
見
ら

れ
た
く
な
い
内
容
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

３
 
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
内
容
に
つ
い
て
 

ま
ず
、
表
題
で
あ
り
ま
す
が
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
内
部
補
修
工
事
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
予
算
要
求
の
た
め
の

参
考
見
積
書
に
は
、
「
１
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
」
及
び
「
２
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
 

参
考
見
積
書
に
は
、
見
積
り
期
日
の
記
載
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
予
算
要
求
の
資
料
で
あ
り
ま
す
の
で
、
工
事
執

行
の
前
年
の
平
成

3
0
年
の
８
月
前
後
の
見
積
書
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
工
事
執
行
の
前
年
の
８
月
前
後
に
は
、
虹
ヶ
丘
保
育
圏
の
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
に
つ

い
て
の
補
修
工
事
を
行
う
こ
と
が
、
既
に
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
お
い
て
、
意
思
決

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
分
割
発
注
が
分
か
っ
て
し
ま
う
こ
の
部
分
を
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
 

４
 
分
割
発
注
に
つ
い
て
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
に
つ
い
て
の
補
修
工
事
に
つ
い
て
は
、

少
な
く
と
も
、
工
事
執
行
の
前
年
の
平
成

3
0
年
の
８
月
前
後
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に

お
い
て
、
意
思
決
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト

イ
レ
に
つ
い
て
の
補
修
工
事
に
つ
い
て
は
、
１
件
工
事
と
し
て
、
発
注
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
で
、
本
件
住
民
監

査
請
求
の
対
象
で
あ
り
ま
す
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
ま
さ
し
く
分
割
発
注
そ
の
も
の
で
あ
り

ま
す
。
 

第
２
 
保
育
園
工
事
に
係
る
過
去
の
分
析
に
つ
い
て
 

１
 
契
約
金
額
別
の
工
事
件
数
一
覧
に
つ
い
て
 

軽
易
工
事
の
金
額
が

2
5
0
万
円
ま
で
と
な
っ
た
平
成

1
9
年
度
か
ら
平
成

3
0
年
度
ま
で
の
「
保
育
園
」
と
い
う

名
称
が
付
さ
れ
た
補
修
工
事
に
つ
い
て
、
1
0
万
円
刻
み
の
契
約
件
数
の
デ
ー
タ
を
整
理
い
た
し
ま
し
た
。
 

そ
の
一
覧
表
を
甲
第

1
7
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

２
 
2
50

万
円
以
下
の
件
数
に
つ
い
て
 

甲
第

17
号
証
で
一
目
瞭
然
で
あ
り
ま
す
。
 

軽
易
工
事
の
対
象
と
な
る

25
0
万
円
ま
で
の
件
数
は
、
各

10
万
円
刻
み
で
、
ほ
ぼ
毎
年
、
１
件
乃
至
数
件
あ
り

ま
す
。
 

別
紙
２

【
甲
第
５
号
証
】・

・
・
・
平
成

2
1
年
５
月

2
8
日
付
け
報
道
新
聞
さ
れ
た
不
適
切
分
割
発
注
事
例
 

【
甲
第
６
号
証
】・

・
・
・
契
約
課
が
算
出
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
 

【
甲
第
７
号
証
】・

・
・
・
甲
第
１
号
証
の
見
積
書
に
係
る
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
状
況
の
拡
大
コ
ピ
ー
 

【
甲
第
８
号
証
】・

・
・
・
甲
第
２
号
証
の
見
積
書
に
係
る
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
状
況
の
拡
大
コ
ピ
ー
 

【
甲
第
９
号
証
】・

・
・
・
刑
法
第

15
5
条
か
ら
第

15
8
条
 

【
甲
第

1
0
号
証
】・

・
・
刑
事
訴
訟
法
第

2
3
9
条
 

【
甲
第

1
1
号
証
】・

・
・
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
 

【
甲
第

1
2
号
証
】・

・
・
川
崎
市
公
文
書
管
理
規
則
 

【
甲
第

1
3
号
証
】・

・
・
１
階
ト
イ
レ
工
事
受
注
業
者
と
２
階
ト
イ
レ
受
注
業
者
の
摩
訶
不
思
議
な
見
積
書
 

【
甲
第

1
4
号
証
】・

・
・
１
階
ト
イ
レ
工
事
受
注
業
者
と
２
階
ト
イ
レ
受
注
業
者
の
摩
訶
不
思
議
な
見
積
書
 

【
甲
第

1
5
号
証
】・

・
・
公
文
書
開
示
請
求
書
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当
然
、
技
術
職
員
が
在
籍
し
て
い
る
職
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
書
籍
を
参
考
に
予
定
価
格
を
設
定
し
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
事
務
職
員
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
書
籍
が
あ
る
職
場
に
出
向
け
ば
、
予
定
価
格
の
設

定
に
必
要
な
資
料
は
入
手
可
能
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
参
考
見
積
り
の
検
証
・
確
認
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
資
料
は
有
効
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
参
考
見

積
書
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
そ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
参
考
見
積
書
が
提
出
さ
れ
、
予
定
価
格
を
設
定
す
る
際
に
は
、
軽
易
工
事
規
程
に
お
い
て
は
、

技
術
職
員
の
確
認
を
必
要
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
事
務
職
員
と
言
え
ど
も
、
ま
ず
は
自
ら
の
目
で
提

出
さ
れ
た
参
考
見
積
書
が
適
正
な
金
額
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
、
そ
の
参
考
見
積
書
に
よ
り
適
正
な
予
定
価
格
が

算
出
で
き
る
か
否
か
を
確
認
す
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

決
し
て
、
提
出
さ
れ
た
参
考
見
積
書
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
検
証
確
認
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
予
定
価
格
と
す
る

こ
と
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
予
定
価
格
の
定
義
が
、
甲
第

20
号
証
に
示
す
川
崎
市
契
約
規
則
第

1
4
条
第
２
項
に
「
予
定
価

格
は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
物
件
又
は
役
務
に
つ
い
て
の
取
引
の
実
例
価
格
、
需
給
の
状
況
、
履
行
の
難
易
、
数

量
の
多
寡
、
履
行
期
間
の
長
短
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

４
 
本
件
住
民
監
査
請
求
対
象
工
事
の
参
考
見
積
額
と
受
注
業
者
の
見
積
り
（
入
札
）
額
に
つ
い
て
 

本
件
住
民
監
査
請
求
対
象
工
事
の
参
考
見
積
額
と
受
注
業
者
の
見
積
り
（
入
札
）
額
に
つ
い
て
整
理
し
た
書
面

を
甲
第

2
7
号
証
と
し
て
示
し
ま
す
。
 

見
て
分
か
る
と
お
り
、
参
考
見
積
額
よ
り
受
注
見
積
り
（
入
札
）
額
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
状
況
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
契
約
規
則
上
、
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
予
定
価
格
と
な
る
べ
き
額

を
上
回
っ
て
い
る
受
注
見
積
り
（
入
札
）
額
で
契
約
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
参
考
見
積
り
は
、
予
算
設
定
や
予
定
価
格
設
定
の
た
め
に
徴
収
し
た
業
者
参
考
見
積
り
で
あ
る

も
の
で
、
参
考
見
積
額
よ
り
受
注
見
積
り
（
入
札
）
額
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
予
算
額
や
予

定
価
格
を
上
回
っ
た
状
況
で
、
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

法
令
に
準
じ
た
契
約
で
あ
れ
ば
、
見
積
り
（
入
札
）
不
調
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
で
あ
り
ま
す
。
 

甲
第

27
号
証
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
元
と
な
っ
て
い
る
資
料
を
甲
第

2
8
号
証
に
示
し
ま
す
。
 

５
 
官
製
談
合
に
つ
い
て
 

甲
第

16
号
証
の
参
考
見
積
書
に
よ
り
、
工
事
執
行
の
前
年
の
８
月
頃
に
は
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
・
２
階
の

ト
イ
レ
を
含
む
各
工
事
が
既
に
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
お
い
て
、
意
思
決
定
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
工
事
を
ま
と
め
て
１
件
工
事
と
し
て
競
争
入
札
で
執
行
す
べ
き
で
あ
っ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を

2
5
0
万
円
以
下
の
複
数
の
工
事
に
分
割
し
、
発
注
し
た
官
製
談
合
の
疑
い
が

あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
の
一
端
を
示
す
証
拠
と
し
て
、
甲
第

2
9
号
証
を
示
し
ま
す
。
 

そ
れ
は
、
菅
生
建
設
株
式
会
社
の
見
積
り
合
わ
せ
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
見
積
書
で
あ
り
ま
す
。
 

上
下
２
段
で
示
し
て
お
り
ま
す
が
、
上
が
菅
生
建
設
株
式
会
社
が
受
注
し
た
際
の
「
１
階
ト
イ
レ
」
の
見
積
書

で
あ
り
、
下
が
菅
生
建
設
株
式
会
社
が
受
注
し
な
か
っ
た
も
し
く
は
受
注
で
き
な
か
っ
た
「
２
階
の
ト
イ
レ
」
の

見
積
書
で
あ
り
ま
す
。
 

１
階
・
２
階
の
ト
イ
レ
は
、
と
も
に
同
様
の
構
造
で
あ
り
、
見
積
り
項
目
も
同
様
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
見
積
り
額
に
お
い
て
、
不
思
議
な
見
積
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

菅
生
建
設
は
、
４
月
に
「
１
階
ト
イ
レ
」
を
受
注
し
て
お
り
、
続
い
て
６
月
に
「
２
階
の
ト
イ
レ
」
の
見
積
合

わ
せ
に
も
参
加
し
て
お
り
ま
す
が
、
な
ぜ
か
、「

１
階
ト
イ
レ
」
の
見
積
額
の

2
0％

か
ら

5
0
％
も
高
い
見
積
り
額

を
提
示
し
て
お
り
ま
す
。
 

常
識
で
考
え
ま
す
と
、
「
１
階
ト
イ
レ
」
の
経
験
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
２
階
の
ト
イ
レ
」
の
見
積
額
は
、
経
験

が
あ
る
こ
と
か
ら
の
よ
り
低
い
見
積
り
額
を
提
示
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
逆
に

20
％
か
ら

特
に
、
2
4
0
万
円
超
か
ら

2
50

万
円
ま
で
の
件
数
は
、
他
の
金
額
の
件
数
に
比
較
し
て
よ
り
多
く
の
契
約
件
数
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

３
 
2
50

万
円
を
超
え
た
件
数
に
つ
い
て
 

2
5
0
万
円
ま
で
の
件
数
の
中
で
、
2
40

万
円
代
の

10
万
円
刻
み
の
工
事
件
数
が
よ
り
多
く
の
件
数
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
2
50

万
円
を
超
え
た
途
端
、
工
事
件
数
は
、
パ
タ
ッ
と
な
く
な
り
ま
す
。
 

保
育
園
の
施
設
や
整
備
が
、
軽
易
工
事
の
基
準
の

25
0
万
円
に
合
わ
せ
て
壊
れ
て
い
る
状
況
が
、
一
目
瞭
然
で

あ
り
、
特
に

2
4
0
万
円
代
の

1
0
万
円
刻
み
の
範
囲
に
は
、
集
中
し
て
、
保
育
園
の
施
設
や
設
備
が
、
壊
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 

甲
第

17
号
証
か
ら
は
、
そ
う
見
え
る
と
し
か
言
え
ま
せ
ん
。
 

４
 
甲
第

17
号
証
が
示
す
真
実
に
つ
い
て
 

し
か
し
な
が
ら
、
真
実
と
し
て
は
、
こ
ど
も
未
来
局
が
発
注
す
る
契
約
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
１
件

2
5
0
万
円

以
内
の
工
事
で
発
注
せ
よ
、
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

具
体
的
に
示
し
ま
す
と
、
甲
第

1
8
号
証
と
し
て
、
①
同
じ
保
育
園
の
中
の
工
事
の
場
合
、
2
5
0
万
円
以
内
で
あ

れ
ば
、
１
階
の
工
事
や
２
階
の
工
事
を
一
括
し
て
、
１
件
工
事
で
発
注
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
甲
第

1
9
号
証
と
し
て
は
、
②
合
わ
せ
る
と
そ
の
予
定
価
格
が
、
2
5
0
万
円
を
超
え
る
と
な
っ
た
途
端
、

１
階
は
１
階
の
み
で
単
独
発
注
し
、
２
階
は
２
階
で
単
独
発
注
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

さ
ら
に
、
甲
第

20
号
証
と
し
て
は
、
同
じ
年
度
の
同
じ
保
育
園
で
、
前
記
①
と
②
の
同
様
契
約
が
並
列
し
て
存

在
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

以
上
の
事
実
を
整
理
い
た
し
ま
す
と
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
が
発
注
す
る
１
件
工
事

及
び
分
割
発
注
の
定
義
は
、
そ
の
工
事
の
予
定
価
格
が
、
25
0
万
円
以
内
か
、
2
5
0
万
超
か
の
違
い
で
あ
り
、
そ
れ

を
統
計
的
に
数
値
化
し
た
も
の
が
、
甲
第

1
7
号
証
で
あ
り
、
2
5
0
万
円
を
超
え
た
途
端
、
契
約
件
数
が
パ
タ
ッ
と

無
く
な
る
こ
と
が
、
そ
の
真
実
を
証
明
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、（

１
）
契
約
件
名
、
（
２
）
契
約
番
号
及
び
（
３
）
契
約
日
か
ら
分
割
発
注
が
推
測
で
き
る
契
約
事
例
を

甲
第

21
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

第
３
 
参
考
見
積
書
に
つ
い
て
 

１
 
「
参
考
見
積
書
と
は
」
に
つ
い
て
 

甲
第

22
号
証
及
び
甲
第

2
3
号
証
と
し
て
、
参
考
見
積
書
と
は
何
か
を
説
明
し
た
書
面
を
示
し
ま
す
。
 

参
考
見
積
書
は
、
予
算
要
求
や
予
定
価
格
を
決
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
予
算
額
や
予
定
価
格
を
上
回
る
入
札
額
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
当
然
な
が
ら
、
受
注
額
よ

り
高
い
金
額
が
参
考
見
積
書
に
は
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

２
 
予
定
価
格
に
つ
い
て
 

川
崎
市
契
約
規
則
を
甲
第

24
号
証
と
し
て
示
し
ま
す
。
 

第
2
5
条
に
、「

随
意
契
約
を
す
る
場
合
は
、
第

1
3
条
及
び
第

1
4
条
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
軽
易
工
事
で
あ
り
ま
す
随
意
契
約
も
当
然
な
が
ら
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
 

３
 
事
務
職
員
で
も
で
き
る
予
定
価
格
の
設
定
に
つ
い
て
 

甲
第

25
号
証
及
び
甲
第

2
6
号
証
を
示
し
ま
す
。
 

甲
第

25
号
証
は
、
一
般
財
団
法
人
経
済
調
査
会
の
出
版
物
に
つ
い
て
で
あ
り
、
甲
第

26
号
証
は
、
一
般
財
団

法
人
建
設
物
価
調
査
会
の
出
版
物
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
ら
の
書
籍
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
月
刊
、
季
刊
、
年
刊
で
発
行
さ
れ
て
お
り
、
各
種
価
格
の
適
時
適
切
な

市
場
価
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

川
崎
市
役
所
に
お
い
て
も
、
技
術
部
門
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
購
入
し
、
設
計
積
算
の
参
考
資
料
に
し
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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甲
第

20
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
前
記
の
甲
第

1
8
号
証
及
び
甲
第

1
9
号
証
の
工
事
を
同
一
保
育
園
の
同
一
年

度
に
お
い
て
執
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
１
階
と
２
階
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
１
件
工
事
と
す
る
か
、
分
割
し
た
工
事
と
す
る
か
の
基
準
は
、

2
5
0
万
円
以
下
か
、
2
5
0
万
円
を
超
え
る
か
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
証
拠
で
あ
り
ま
す
。
 

７
 
甲
第

21
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

21
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
各
種
分
割
工
事
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

契
約
日
を
ず
ら
す
な
ど
、
分
割
発
注
を
ご
ま
か
す
手
法
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

８
 
甲
第

22
号
証
及
び
甲
第

2
3
号
証
及
に
つ
い
て
 

参
考
見
積
書
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
資
料
で
あ
り
ま
す
。
 

参
考
見
積
書
に
記
載
さ
れ
る
金
額
は
、
契
約
を
前
提
と
し
た
見
積
書
よ
り
高
く
金
額
を
記
載
す
る
理
由
が
明
確

に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

９
 
甲
第

24
号
証
に
つ
い
て
 

川
崎
市
契
約
規
則
に
お
い
て
、
軽
易
工
事
で
あ
り
ま
す
随
意
契
約
に
お
い
て
も
、
予
定
価
格
を
設
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

1
0
 
甲
第

25
号
証
及
び
甲
第

2
6
号
証
に
つ
い
て
 

予
定
価
格
を
設
定
す
る
際
、
予
算
要
求
を
す
る
際
、
提
出
さ
れ
た
見
積
書
が
適
正
か
否
か
を
判
断
す
る
際
、
技

術
職
員
で
な
く
て
も
事
務
職
員
で
も
、
甲
第

25
号
証
及
び
甲
第

26
号
証
に
示
す
刊
行
物
を
参
考
に
す
れ
ば
、
一

定
の
判
断
が
可
能
な
資
料
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

1
1
 
甲
第

27
号
証
に
つ
い
て
 

参
考
見
積
額
と
受
注
し
た
業
者
の
見
積
額
を
比
較
し
た
も
の
で
、
参
考
見
積
書
を
徴
取
し
た
理
由
が
、
予
算
要

求
の
為
で
あ
っ
た
り
、
予
定
価
格
を
設
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
非
常
に
不
可
解
な
表
が
事
実
と

し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

完
全
に
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
で
あ
る
見
積
書
に
よ
り
、
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
 

他
の
案
件
で
、
参
考
見
積
書
は
、
「
軽
易
な
文
書
に
つ
き
既
に
廃
棄
し
ま
し
た
」
と
の
理
由
か
ら
、
参
考
見
積
書

の
開
示
を
拒
む
課
が
あ
る
理
由
が
分
か
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

1
2
 
甲
第

28
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

28
号
証
は
、
前
記
甲
第

2
7
号
証
の
元
と
な
っ
た
資
料
で
あ
り
ま
す
。
 

1
3
 
甲
第

29
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

29
号
証
は
、
菅
生
建
設
株
式
会
社
の
１
階
を
受
注
し
た
見
積
書
と
２
階
を
受
注
で
き
な
か
っ
た
も
し
く
は

し
な
か
っ
た
見
積
書
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

受
注
で
き
な
か
っ
た
も
し
く
は
し
な
か
っ
た
見
積
書
は
、
受
注
し
た
見
積
書
の

20
％
か
ら

5
0％

高
く
見
積
額
を

記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
見
積
書
と
な
っ
た
の
か
、
適
正
な
受
注
競
争
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
有
り
得
な
い

見
積
書
で
あ
り
ま
す
。
 

第
５
 
さ
い
ご
に
 

上
記
の
と
お
り
、
各
種
証
拠
に
よ
り
、
本
件
住
民
監
査
請
求
対
象
の
契
約
は
、
非
常
に
不
可
解
な
見
積
り
合
わ
せ
契

約
で
あ
っ
た
実
態
が
見
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

甲
第
４
号
証
に
示
す
約

1
0
年
前
の
全
庁
的
な
軽
易
工
事
の
不
適
切
な
契
約
が
、
ま
っ
た
く
反
省
さ
れ
ず
、
未
だ
に
継

続
し
て
い
る
実
態
は
、
納
税
者
で
あ
り
ま
す
市
民
の
立
場
か
ら
は
、
絶
対
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

添
付
資
料
 

【
甲
第

1
6
号
証
】・

・
・
「
令
和
元
年
度
に
執
行
し
た
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
工
事
に
係
る
予
算
要
求
時
の
関
係
図
書
類
一

式
」
と
す
る
開
示
文
書
 

5
0
％
も
高
い
見
積
り
額
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
入
札
参
加
制
度
の
常
識
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
 

そ
れ
は
、
な
ぜ
か
、
そ
こ
に
何
か
が
あ
り
ま
す
。
 

６
 
分
割
発
注
に
伴
う
経
費
の
問
題
点
に
つ
い
て
 

甲
第
１
号
証
の
「
便
器
」
の
見
積
り
に
は
「
廃
材
処
分
費
」
が
計
上
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
甲
第
２
号
証
の

「
間
仕
切
り
」
の
見
積
り
に
は
、
撤
去
工
事
は
あ
る
も
の
の
、
通
常
で
は
計
上
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
撤

去
工
事
に
伴
う
「
廃
材
処
分
費
」
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
 

こ
れ
は
、
当
初
か
ら
、
特
定
の
１
社
が
、
甲
第
１
号
証
の
「
便
器
の
工
事
」
も
甲
第
２
号
証
の
「
間
仕
切
り
の

工
事
」
も
受
注
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
仕
様
書
及
び
予
定
価
格
が
作
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
場
合
、
通
常
の
入
札
や
見
積
り
合
わ
せ
の
場
合
、
甲
第
２
号
証
の
「
間
仕
切
り
工
事
」
に
は
、
「
廃

材
処
分
費
」
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
と
の
疑
問
や
問
合
せ
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
仕
様
書
で
は
「
廃
材
処
分
費
」
は
、
受
注
業
者
の
持
ち
出
し
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

り
ま
す
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
官
製
談
合
の
疑
い
が
残
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
 

分
割
発
注
し
な
け
れ
ば
、
財
政
局
契
約
と
な
り
、
こ
ど
も
未
来
局
が
契
約
事
務
を
行
う
必
要
が
無
い
も
の
で
、

自
ら
の
業
務
が
増
え
る
こ
と
を
あ
え
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
説
明
が
出
来
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
一
体

何
が
あ
る
の
か
。
 

第
４
 
ま
と
め
 

１
 
甲
第

16
号
証
に
つ
い
て
 

工
事
執
行
の
前
年
の
８
月
前
後
に
は
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
に
つ
い
て
の
補
修
工

事
を
行
う
こ
と
が
、
既
に
、
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
に
お
い
て
、
意
思
決
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
分
割
発
注
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
 

２
 
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
 

見
積
り
組
合
せ
が
同
一
の
３
業
者
で
あ
り
、
受
注
業
者
以
外
の
２
社
は
、
2
50

万
円
を
越
え
る
見
積
書
を
提
出
し

て
お
り
、
当
然
、
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
2
50

万
円
を
越
え
た
見

積
書
を
提
出
し
て
い
る
。
 

廃
材
処
分
費
が
、
間
仕
切
り
工
事
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
疑
問
が
あ
る
。
 

３
 
甲
第

17
号
証
に
つ
い
て
 

こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
が
、
2
5
0
万
円
超
か
ら

4
5
0
万
円
ま
で
の
工
事
に
お
い
て
、
平
成

1
9
年
度
か
ら
平
成

3
0
年
度
ま
で
の
統
計
数
値
で
は
、
12

年
間
で
、
２
件
の
補
修
工
事
し
か
財
政
局
契
約
と
し
て

い
な
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

そ
れ
と
比
較
し
て
、
2
5
0
万
円
以
下
の
工
事
は
、
数
多
く
こ
ど
も
未
来
局
子
育
て
推
進
部
保
育
所
整
備
課
で
執
行

し
て
お
り
、
特
に
、
2
4
0
万
円
超
か
ら

25
0
万
円
以
下
の
契
約
金
額
の
と
こ
ろ
に
は
、
集
中
し
て
い
る
実
態
が
あ
り

ま
す
。
 

４
 
甲
第

18
証
に
つ
い
て
 

甲
第

18
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
2
50

万
円
以
下
の
工
事
で
あ
る
の
で
軽
易
工
事
と
し
て
執
行
で
き
る
と
の
考

え
か
ら
１
階
及
び
２
階
を
一
括
し
た
工
事
と
し
て
発
注
し
、
１
件
工
事
と
し
て
執
行
し
て
い
ま
す
。
 

５
 
甲
第

19
号
証
に
つ
い
て
 

甲
第

19
号
証
に
示
す
各
工
事
は
、
甲
第

18
号
証
と
違
い
、
１
階
及
び
２
階
の
工
事
金
額
を
合
わ
せ
る
と

25
0

万
円
を
超
え
る
こ
と
か
ら
、
１
階
及
び
２
階
の
工
事
を
別
々
に
、
２
件
の
工
事
と
し
て
執
行
し
て
い
ま
す
。
 

６
 
甲
第

20
号
証
に
つ
い
て
 



川 崎 市 公 報 （第1,798号）令和２年(2020年)７月10日

－2897－

────────────────────────────────────────────────────

請
求
人
の
陳
述
録
 

 
そ
れ
で
は
、
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 
ま
ず
、
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
と
２
階
の
ト
イ
レ
、
証
拠
類
、
一
部
ち
ょ
っ
と
違
う
も
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ほ

と
ん
ど
証
拠
と
し
て
は
同
じ
も
の
が
提
出
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
基
本
的
に
は
、
ま
ず
全
体
と
し
て
は
一
緒
に
御
説

明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 
１
階
ト
イ
レ
の
ほ
う
の
甲
第

1
3
号
証
、
お
手
元
に
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
分
割
発
注
で
一
番
分
か
り

や
す
い
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
あ
り
ま
す
の
は
、
平
成

19
年

度
、
軽
易
工
事
は
毎
年
、
こ
れ
は
金
額
が
―
毎
年
で
は
な
い
で
す
。
そ
の
と
き
の
経
済
状
況
に
よ
っ
て
国
の
ほ
う
で
金
額

の
変
更
が
あ
り
ま
す
。
前
は
、
た
し
か
軽
易
工
事
、
少
額
随
意
契
約

10
0
万
円
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
平
成

1
9
年
度
か
ら

2
50

万
円
に
な
り
ま
し
た
。
今
も
そ
の
ま
ま
の
金
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
平
成

19
年
度
か
ら

30
年

度
ま
で
の
デ
ー
タ
を
取
り
ま
し
た
。
1
50

万
円
ま
で
は
、
こ
れ
は
細
か
く
し
て
も
し
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
し
て
、
１
円

か
ら

15
0
万
円
ま
で
、
一
番
左
側
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
網
か
け
し
て
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
は
ま
と
め
た
数
字
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
1
9
年
度

11
2
件
か
ら

3
0
年
度

5
9
件
ま
で
、
1
2
年
間
に
わ
た
っ
て
総
計
数
が

1
,
3
4
2
件
ご
ざ
い
ま
す
。
15
0
万

円
超
か
ら

1
6
0
万
円
ま
で
と
、
あ
と
そ
れ
ぞ
れ

10
万
円
刻
み
で
置
き
ま
し
て

2
50

万
円
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
件
数

を
こ
こ
に
記
載
を
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
見
て
お
分
か
り
の
と
お
り
、
軽
易
工
事
で
契
約
が
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
、
2
50

万
円
ま
で
は
そ
れ
な
り
の
件
数
が
契
約

を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
25
0
万
円
を
超
え
た
途
端
に
ほ
と
ん
ど
契
約
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
ね
。
2
1
年
度

に
4
4
0
万
円
超
か
ら

45
0
万
円
で
１
件
、
そ
れ
と

2
4
年
度
に

2
6
0
万
円
超
か
ら

27
0
万
円
ま
で
の
１
件
、
こ
の

12
年
間

で
、
2
5
0
万
円
超
か
ら

4
50

万
円
ま
で
の

10
万
円
刻
み
の
契
約
件
数
デ
ー
タ
で
、
わ
ず
か
た
っ
た
の
２
件
し
か
契
約
を
し

て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
2
50

万
円
ま
で
は
そ
れ
な
り
の
契
約
件
数
が
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
ま
ず
基
本
的
に
、
こ
れ
を
頭
に
入
れ
な
が
ら
、
続
い
て
甲
の

1
6
号
証
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
成

21

年
度
の
契
約
デ
ー
タ
が
こ
こ
に
載
っ
て
あ
り
ま
す
。
２
枚
と
も
、
こ
れ
が

2
1
年
度
の
デ
ー
タ
で
す
ね
。
最
初
の
ペ
ー
ジ

が
、
こ
れ

は
宮
崎

保
育

園
の
も

の
で
す

ね
。
こ

れ
の

上
の
枠

が
１
階

と
２
階

の
押

し
入
れ

改
修
と

い
う
こ

と
で

2
48

万

8
,
5
0
0
円
、
こ
れ
は

2
5
0
万
円
以
下
で
あ
り
ま
す
の
で
、
１
階
と
２
階
を
ま
と
め
て
１
件
工
事
と
し
て
発
注
し
て
お
り
ま

す
。
 

 
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
同
じ
平
成

2
1
年
度
の
宮
崎
保
育
園
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
２
つ
合
わ
せ
る
と

2
50

万
円
を
超

え
て
し
ま
う
。
同
じ
宮
崎
保
育
園
の
１
階
、
２
階
の
床
の
改
修
工
事
で
す
ね
。
上
の
よ
う
に

25
0
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
１

件
契
約
を
す
る
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
２
件
、
合
わ
せ
ま
す
と

2
5
0
万
円
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
、

１
階
で

2
3
7
万

1,
1
1
0
円
、
２
階
の
工
事
で

23
5
万

3
,
05
0
円
と
い
う
、
こ
う
い
う
契
約
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

 
し
か
も
、
一
番
左
側
の
契
約
番
号
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
年
度
の
次
の
契
約
番
号
で
す
ね
。
下
４
桁
が

2
1
3
5
と

2
1
3
6
で
す
ね
。
こ
れ
は
連
番
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
連
番
と
い
う
の
は
、
ほ
ぼ
同
じ
日
に
決
裁
が
な
さ
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
こ
の
契
約
番
号
は
、
契
約
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
で
自
動
的
に
振
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
職
員
が
勝

手
に
こ
の
番
号
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
つ
け
ら
れ
る
番
号
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
の
中
の

契
約
シ
ス
テ
ム
で
、
決
裁
が
取
れ
た
と
い
う
ク
リ
ッ
ク
を
し
ま
す
と
自
動
的
に
こ
の
契
約
番
号
が
振
ら
れ
て
き
ま
す
。
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
決
裁
を
し
た
日
は
ほ
ぼ
同
じ
日
。
21
3
5
、
21
3
6
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
と
、
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
右
の
ほ
う
で
す
ね
。
契
約
日
。
１
階
の
ほ
う
が
４
月
６
日
、
２
階
の
ほ
う
が
４
月

2
3
日
と
、
か
な
り
開
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
決
裁
日
が
同
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
日
を
あ
え
て
ず
ら
し
て
い

る
。
こ
れ
は
分
割
発
注
が
分
か
ら
な
い
よ
う
な
形
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
目
的
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
あ
え

て
契
約
日
を
ず
ら
し
て
い
る
。
 

 
次
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
の
ペ
ー
ジ
は
、
こ
れ
は
宿
河
原
保
育
園
の
軽
易
工
事
の
発
注

の
例
で
ご
ざ
い
ま
す
。
上
の
ほ
う
が
、
こ
れ
は
１
階
と
２
階
の
工
事
で
、
同
じ
く

2
50

万
以
下
で
す
の
で
、
１
階
、
２
階
、

１
件
で
発
注
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
２
件
合
わ
せ
る
と

2
5
0
万
円
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
２
階
と

１
階
を
分
割
し
て
発
注
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
下
の
事
例
で
す
ね
。
 

 
今
回
の
虹
ヶ
丘
保
育
園
の
１
階
と
２
階
の
ト
イ
レ
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
よ
っ
て
、
１
件
工

事
、
２
件
工
事
、
３
件
工
事
、
い
ろ
い
ろ
発
注
課
と
し
て
は
工
夫
を
し
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
こ
で
分
か
り
ま
す
。
 

 
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
細
か
く
は
後
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
く

1
4
号
証
は
、
い
ろ
ん
な

階
と
か
部
屋
を
１
件
工
事
で
発
注
し
て
い
る
も
の
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
細
か
く
は
時
間
の
関
係
で
説
明
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
れ
も

2
5
0
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
あ
っ
ち
の
部
屋
、
こ
っ
ち
の
部
屋
、
１
階
、
２
階
、
全
て
ま
と
め
て
１
件
で
発
注
し

て
い
る
と
い
う
事
例
が

1
4
号
証
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
に
引
換
え
、
2
5
0
万
円
を
超
え
た
場
合
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
な
る
と
、
今
度

1
5
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
も
１

階
と
２
階
で
、
大
師
保
育
園
と
、
次
の
ペ
ー
ジ
が
夢
見
ヶ
崎
保
育
園
で
す
ね
。
１
階
と
２
階
で
、
こ
れ
も
分
割
し
て
い
る

別
紙
３

【
甲
第

1
7
号
証
】・

・
・
「
平
成

1
9
年
度
～
平
成

3
0
年
度
工
事
名
に
「
保
育
園
」
と
い
う
名
称
が
つ
い
た
補
修
工
事
の

契
約
件
数
一
覧
（
1
0
万
円
刻
み
）
」
 

【
甲
第

1
8
号
証
】・

・
・
「
2
50

万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
１
階
及
び
２
階
を
１
件
工
事
と
し
て
発
注
契
約
し
た
事
例
」
 

【
甲
第

1
9
号
証
】・

・
・
「
合
わ
せ
る
と
、
2
5
0
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
１
階
と
２
階
を
分
割
し
て
発
注
契
約
し
て
い

る
事
例
」
 

【
甲
第

2
0
号
証
】・

・
・
前
記

1
4
号
証
と

1
5
号
証
の
事
例
が
、
同
一
保
育
園
の
同
一
年
度
で
契
約
し
て
い
る
事
例
 

【
甲
第

2
1
号
証
】・

・
・
そ
の
他
多
く
の
分
割
発
注
事
例
 

【
甲
第

2
2
号
証
】・

・
・
「
参
考
見
積
書
」
と
は
 

【
甲
第

2
3
号
証
】・

・
・
「
参
考
見
積
書
」
と
は
 

【
甲
第

2
4
号
証
】・

・
・
川
崎
市
契
約
規
則
 

【
甲
第

2
5
号
証
】・

・
・
一
般
財
団
法
人
経
済
調
査
会
の
刊
行
物
 

【
甲
第

2
6
号
証
】・

・
・
一
般
財
団
法
人
建
設
物
価
調
査
会
の
刊
行
物
 

【
甲
第

2
7
号
証
】・

・
・
参
考
見
積
額
と
受
注
業
者
の
受
注
額
の
比
較
 

【
甲
第

2
8
号
証
】・

・
・
前
記

2
3
号
証
の
元
と
な
っ
た
資
料
 

【
甲
第

2
9
号
証
】・

・
・
菅
生
建
設
が
受
注
し
た
１
階
ト
イ
レ
の
見
積
書
と
菅
生
建
設
が
受
注
で
き
な
か
っ
た
も
し
く

は
し
な
か
っ
た
２
階
ト
イ
レ
の
見
積
書
の
比
較
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続
き
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
前
回
も
お
話
し
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
甲
第
４
号
証
で
す
ね
。
甲
第
４
号
証
は
、
10

年
前
の

軽
易
工
事
の
不
適
切
契
約
に
つ
い
て
新
聞
報
道
が
な
さ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
日
付
を
今
回
は
見
て
い
た
だ
き

ま
し
て
、
2
00
9
年
、
平
成

2
1
年
度
の
５
月
に
こ
の
新
聞
報
道
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
で
、
今
度
は

1
7
号
証
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
普
通
だ
っ
た
ら
ば
、
2
1
年
の
５
月
に
新
聞

報
道
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
課
の
課
長
さ
ん
が
文
書
注
意
処
分
を
受
け
て
い
る
と
い
う
新
聞
報
道
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
い
ろ
ん
な
分
割
発
注
と
思
わ
れ
る
案
件
が
ご
ざ
い
ま
す
。
頭
の
ペ
ー
ジ
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
こ
れ
も
契
約
番
号
が
連
番
で
す
。
契
約
番
号
が
連
番
で
、
し
か
も
契
約
日
が
同
一
と
。
そ
れ
で
、
契
約

の
中
身
が
１
階
の
空
調
の
電
源
工
事
で
す
ね
。
同
じ
く
１
階
の
空
調
機
の
補
修
で
す
ね
。
契
約
番
号
が
連
番
と
い
う
こ
と

は
決
裁
が
ほ
ぼ
同
日
、
そ
れ
か
ら
契
約
日
が
同
日
で
す
ね
。
こ
れ
を
空
調
の
電
源
と
空
調
の
本
体
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ

は
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
１
階
の
空
調
本
体
が
約

2
50

万
円
、
2
49

万
4
,
8
00

円
で
す
ね
。
約

2
5
0
万
円
な
の
で
、
電

源
も
一
緒
に
や
る
と

25
0
万
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
本
体
工
事
と
電
源
工
事
を
分
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
工
事

が
こ
の

1
7
号
証
に
は
ず
ら
ず
ら
と
あ
り
ま
し
て
、
３
ペ
ー
ジ
目
も
そ
う
で
す
ね
。
 

 
問
題
は
４
ペ
ー
ジ
目
、
平
成

2
9
年
度
の
南
生
田
保
育
園
で
す
ね
。
こ
れ
が
左
側
の
契
約
番
号
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
1
74
5
か
ら
６
、
７
、
８
、
９
、
10

と
、
こ
れ
も
連
番
で
す
、
契
約
番
号
が
。
契
約
番
号
が
連
番
と
い
う
こ
と
は
、
起

案
も
決
裁
も
ほ
ぼ
同
日
で
す
。
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
来
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
契
約
日
を
見
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
５
月

3
0
日
か
ら
７
月
３
日
ま
で
分
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
真
ん
中

の
ほ
う
の
契
約
金
額
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
み
ん
な

2
0
0
万
超
え
を
し
て
い
る
。
全
部
の
６
件
を
ま
と
め
て
発
注
を

す
る
と
契
約
課
契
約
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
全
部
を
、
同
日
起
案
、
同
日
決
裁
と
思
わ
れ
る
の
に
契

約
日
を
あ
え
て
ず
ら
す
と
い
う
こ
と
を
し
て
分
割
発
注
を
し
て
い
る
。
 

 
こ
こ
は
そ

う
い
う
も

の
が
幾

つ
も
あ
り

ま
し
て
、

こ
れ
は

ペ
ー
ジ
を

つ
け
て
い

な
い
の

が
あ
れ
な

ん
で
す
け

れ
ど
も

、

中
に
は
契
約
番
号
と
契
約
日
が
入
れ
違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

 
で
す
の
で
、
こ
こ
の
所
管
課
は
、
過
去
に
お
い
て
も
ず
っ
と
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
続
け
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
を

立
証
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
結
局
、
こ
の
流
れ
が
今
回
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
と
、
３
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
は
第
１
号
証
と
第
２
号
証
、
便
器
と
間
仕
切
り
を
１
号
証
と
２
号
証
、
こ
れ
は
２
件

に
分
割
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
３
者
の
見
積
り
の
組
合
せ
が
３
者
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
便
器
の

ほ
う
は
、
受
注
業
者
以
外
の
２
者
は

2
5
0
万
円
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
と
、
下
の
欄
の
発
生
廃
材
処
分
費
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
便
器
の
ほ
う
は
５
万
円
の
処
分
費
を
見
積
り
を
入
れ
て

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
間
仕
切
り
工
事
の
ほ
う
は
、
間
仕
切
り
撤
去
工
事
費
は
入
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
処
分
費

が
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
普
通
で
あ
れ
ば
、
補
充
書
に
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
普
通
は
業
者
か
ら
、
い
や
、

こ
れ
だ
と
ち
ょ
っ
と
困
り
ま
す
よ
、
処
分
費
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
我
々
業
者
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
と
い
う

質
問
が
業
者
か
ら
問
合
せ
が
あ
っ
て
、
あ
あ
、
ど
う
も
ど
う
も
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
、
仕
様
書
に
入
れ
忘
れ
ま
し
た
と
い

う
こ
と
で
、
新
た
に
発
生
廃
材
処
分
費
と
い
う
項
目
を
入
れ
て
、
こ
こ
も
プ
ラ
ス
予
算
を
入
れ
る
と
い
う
の
が
本
来
の
あ

り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
業
者
は
５
万
円
ぐ
ら
い
自
分
の
持
ち
出
し
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
私

も
契
約
事
項
を
や
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
発
注
し
ま
す
と
質
問
が
結
構
来
ま
す
。
質
問
が
来
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
こ

ち
ら
の
ほ
う
で
回
答
文
を
つ
く
っ
て
、
見
積
り
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
に
は
全
部
、
こ
う
い
う
質
問
が
来
て
、
こ
う
い
う

回
答
で
す
よ

と
い
う
の

を
お
知

ら
せ
を
す

る
ん
で
す

ね
。
そ

う
し
な
い

と
公
平
、

公
正
、

適
正
で
は

あ
り
ま
せ

ん
の
で

、

現
実
に
そ
う
い
う
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
こ
れ
は
業
者
か
ら
、
ど
う
も
、
こ
の
ま
ま
契
約
を
し

た
と
な
る
と
質
問
も
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
が
不
思
議
で
す
ね
。
普
通
は
契
約
課
契
約
で
も
結
構
い
ろ

ん
な
質
問
が
来
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
き
ち
っ
と
回
答
文
を
つ
く
っ
て
、
全
業
者
さ
ん
に
、
こ
う
い
う
質
問

が
来
て
、
こ
う
い
う
回
答
を
出
し
ま
し
た
と
い
う
の
を
お
知
ら
せ
を
し
て
い
る
。
よ
く
入
札
中
止
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

の
も
契
約
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
業
者
か
ら
、
こ
れ
が
抜
け
て
い
る
と
か
、
こ
れ
が
お
か
し

い
と
か
い
う
質
問
が
来
て
、
あ
あ
、
こ
れ
は
ま
ず
っ
た
ぞ
、
仕
様
書
に
間
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
入
札
を
中
止

を
し
て
い
る
と
い
う
事
例
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
全
く
見
積
り
合
わ
せ
を
中
止
を
せ
ず
に
、
こ
の
ま
ま
契
約
を
し

て
い
る
。
こ
れ
が
非
常
に
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
業
者
は
み
す
み
す
損
失
を
被
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な

が
ら
契
約
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
内
容
で
す
ね
。
 

 
２
階
の
ト
イ
レ
の
ほ
う
で
違
う
の
は
、
１
階
の
ト
イ
レ
の
ほ
う
は
、
こ
れ
は
た
し
か
日
付
は
ゴ
ム
印
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

２
階
の
ほ
う
は
日
付
が
手
書
き
で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
同
一
人
に
よ
る
筆
跡
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
も
非
常
に
お
か
し
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
 

 
大
体
以
上
で
す
ね
。
ま
ず
、
１
階
と
２
階
の
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
以
上
で
す
。
 

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
基
本
的
に
、
こ
う
い
う
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
１
件
発
注
、
２
件
、
３
件
分
割
発
注
、
何
が
基
準
か
と
い
う
と
、
今
ま
で

の
私
の
説
明
の
基
本
は
、
2
5
0
万
円
を
基
準
と
し
て
発
注
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
基
本
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
 

 
そ
れ
で
、
今
回
の
補
充
書
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
原
因
と
な
り
ま
し
た
も
の
が
、
情
報
公
開
請
求
で
開
示
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
が

1
2
号
証
で
ご
ざ
い
ま
す
。
1
2
号
証
で
、
こ
れ
は
予
算
要
求
の
と
き
に
業
者
か
ら
提
出
を
し
て
い

た
だ
い
た
参
考
見
積
書
で
す
ね
。
こ
れ
の
３
ペ
ー
ジ
目
を
開
い
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
こ
の
中
に
、
左
側
の
№
２
、
№

３
の
と
こ
ろ
に
１
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
、
２
階
ト
イ
レ
補
修
工
事
と
い
う
こ
と
で
、
予
算
要
求
の
段
階
か
ら
１
階
、
２
階

と
も
に
工
事
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
補
充
書
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
も
う
意
思
決
定
は
な
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
１
階
工
事
が
終
わ
っ
た
後
、
急
遽
２
階
工
事
の
必
要
性
が
発
生
を
し
た
、
緊
急
に
壊
れ
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
予
算
要
求
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
前
年
の
夏
で
す
ね
。
予
算
要
求
の
際
は
、
前
年
の
夏

ぐ
ら
い
に
予
算
要
求
の
事
務
手
続
が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
こ
の
業
者
か
ら
の
見
積
書
に
は
日
付
は
書
か
れ
て
い
な
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
頃
に
、
８
月
ぐ
ら
い
に
入
手
を
し
た
参
考
見
積
書
で
あ
る
と
い
う
の
が
想
定
を
さ
れ
ま
す
。
で
す
の

で
、
も
う
前
年
の
８
月
に
は
、
１
階
、
２
階
ト
イ
レ
、
工
事
を
や
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
業
者
の
見
積
り
を
取
っ
た
と
い

う
の
が
こ
の
参
考
見
積
書
で
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
 

 
じ
ゃ
、
参
考
見
積
書
と
い
う
の
は
、
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
応
証
拠
と
し
て
出
す
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
の
で
、
1
8
号
証
と

19
号
証
で
参
考
見
積
書
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
も
の
を
お
出
し
を
い
た
し
ま
し
た
。

御
存
じ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
予
算
要
求
資
料
や
予
定
価
格
を
設
定
す
る
た
め
に
参
考
見
積
書
を
取
る
と
い
う
の
が

1
8

号
証
、
1
9
号
証
で
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
 

 
次
が

2
0
号
証
で
す
ね
。
20

号
証
で
、
予
定
価
格
の
設
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
川
崎
市
の
契
約
規
則
で
す
ね
。
契
約
規

則
に
よ
り
ま
し
て
、
一
番
下
の
第

25
条
で
す
ね
。「

市
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
第

1
3

条
第
１
項
及
び
第

1
4
条
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
契
約
規
則
の

13

条
、
1
4
条
は
競
争
入
札
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
随
意
契
約
の
と
こ
ろ
で
で
も
、
競
争
入
札
の

1
3
条
、
1
4
条
、
こ
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
よ
と
い
う
の
が
契
約
規
則
に
決
め
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
ほ
か
の
所
管
課
で
、
い
や
、
予
定
価
格
な
ん
て
決
め
な
く
て
も
い
い
ん
だ
、
予
定
価
格
書
な

ん
て
つ
く
ら
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
実
は
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
契
約
規
則
を
見
れ
ば
、
予
定

価
格
書
は
随
意
契
約
で
も
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
明
確
に
規
定
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

 
次
が

2
3
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
が
参
考
見
積
書
と
受
注
業
者
の
見
積
書
の
金
額
を
比
較
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
参

考
見
積
り
業
者
の
金
額
と
受
注
の
際
の
見
積
書
、
こ
れ
を
比
べ
ま
す
と
、
受
注
業
者
の
見
積
額
が
高
く
な
っ
て
お
り
ま
し

て
、
こ
ち
ら
の
額
で
契
約
を
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
説
明
を
ち
ょ
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
参
考
見
積
書

と
い
う
の
は
、
な
ぜ
そ
れ
を
取
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
予
算
要
求
と
か
予
定
価
格
を
決
め
る
も
の
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
徴
取
を
す
る
の
が
参
考
見
積
書
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
参
考
見
積
書
を
取
っ
た
段

階
で
予
算
の
額
と
か
予
定
価
格
が
決
ま
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
契
約
し
た
額
は
、
そ
れ
を
オ
ー
バ
ー

し
た
金
額
で
契
約
を
さ
れ
て
い
る
。
本
来
き
ち
っ
と
予
定
価
格
を
決
め
て
い
れ
ば
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
、
通
常
の
一
般
競

争
入
札
、
そ
れ
か
ら
指
名
競
争
入
札
、
電
子
入
札
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
入
札
の
段
階
で
は
ね
ら
れ
て
し

ま
う
。
予
定
価
格
オ
ー
バ
ー
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
不
調
に
な
る
と
い
う
の
が
今
現
在
の
日
本
の
入
札
制
度
の
シ
ス

テ
ム
で
ご
ざ
い
ま
す
。
川
崎
市
も
、
予
定
価
格
は
決
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
す
よ
、
予
定
価
格
の
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
か
、
予
定
価
格
が
自
分
た
ち
で
決
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
参
考
見
積
書
を
取
っ
て
決
め
る
ん
だ
と
。
そ
の
た
め
に
参

考
見
積
書
を
取
っ
た
金
額
で
す
ね
。
参
考
見
積
書
が
仮
に

1
0
0
万
円
だ
と
い
た
し
ま
す
と
、
実
際
に
契
約
し
た
の
は

1
5
0

万
円
で
契
約
し
て
い
る
。
1
0
0
万
円
の
予
算
と
か

1
0
0
万
円
の
予
定
価
格
に
対
し
て

1
50

万
で
契
約
し
て
い
る
。
通
常
の

入
札
で
は
絶
対
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
ね
。
と
い
う
の
が
こ
の

2
3
号
証
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
の
１
階
、
２
階
の
見
積
額
の
と
こ
ろ
の
も
と
の
―
今
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

2
3
号
証
の

も
と
と
な
っ
た
も
の
を

2
4
号
証
に
載
せ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
と
、
一
番
最
後
の
第

2
5
号
証
で
す
ね
。
こ
れ
が
不
思
議
な
ん
で
す
ね
。
2
5
号
証
、
上
の
段
と
下
の
段
の
２
つ
に

分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
両
方
と
も
菅
生
建
設
が
提
出
を
し
た
見
積
書
で
ご
ざ
い
ま
す
。
菅
生
建
設
は
１
階
の
ト
イ
レ
の

補
修
工
事
を
受
注
し
て
お
り
ま
す
。
下
の
段
の
２
階
の
ト
イ
レ
は
、
こ
れ
は
受
注
し
な
か
っ
た
ほ
う
で
す
ね
。
ほ
ぼ
１
階

と
２
階
、
同
じ
よ
う
な
内
容
で
す
の
で
、
頭
の
と
こ
ろ
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
既
存

幼
児
用
和
式
大
便
器
撤
去
で
す
ね
。
こ
れ
は
単
価

3,
0
0
0
円
で
す
、
受
注
し
た
ほ
う
は
。
受
注
し
な
か
っ
た
ほ
う
は
単
価

4
,
5
0
0
円
。
こ
れ
が
２
年
も
３
年
も
５
年
も

1
0
年
も
開
い
た
見
積
書
で
あ
れ
ば
、
市
場
価
格
と
か
経
済
社
会
情
勢
の
変
化

で
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
金
額
の
変
化
は
あ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
１
か
月
、
２
か
月
の
違
い
で
、
同
じ
業
者
か

ら
提
出
さ
れ
た
見
積
書
、
こ
れ
が
全
体
と
し
て
見
ま
す
と

2
0
％
か
ら

5
0％

も
高
い
見
積
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
体
こ

れ
は
、
な
ぜ
こ
う
い
う
菅
生
建
設
は
見
積
書
を
提
出
を
し
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
非
常
に
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
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当
該
工
事

は
、
い

ず
れ

も
工
事

請
負
費

に
よ
り

執
行

す
る
も

の
で
あ

る
こ
と

か
ら

、
「
ト
イ

レ
便
器

等
改
修

工

事
」
と
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
が
そ
れ
ぞ
れ
軽
易
工
事
に
該
当
す
る
も
の
と
判
断
し
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程

に
基
づ
く
手
続
き
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
 

（
２
）
契
約
方
法
の
適
法
性
に
つ
い
て
 

地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
２
３
４
条
第
１
項
で
は
、「

売
買
、
賃
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
は
、

一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定

し
、
ま
た
、
同
条
第
２
項
で
は
、「

前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合

に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
規
定
し
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
を
受
け
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
第
１
号
で
は
少

額
の
契
約
に
つ
い
て
は
随
意
契
約
（
以
下
「
少
額
随
契
」
と
い
う
。
）
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
、
随
意
契
約
が
で

き
る
金
額
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
川
崎
市
契
約
規
則
第
２
４
条
の
２
に
お
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。
 

な
お
、
少
額
随
契
を
行
う
場
合
、
川
崎
市
契
約
規
則
第
２
６
条
第
１
項
で
は
「
市
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う

と
す
る
と

き
は
、

な
る
べ

く
２

人
以
上

の
者
か

ら
見
積

書
を

徴
さ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
」

と
規
定

さ
れ
て

い
ま

す
が
、
競
争
性
及
び
透
明
性
を
確
保
し
、
適
正
な
価
格
で
契
約
を
行
う
た
め
、「

川
崎
市
契
約
規
則
等
の
一
部
改
正

に
伴
う
事
務
取
扱
に
つ
い
て
（
昭
和
５
８
年
３
月
１
３
日
付
け
５
７
川
総
用
第
２
４
０
号
助
役
専
決
。
以
下
「
助

役
専
決
文
書
」
と
い
う
。
）」

に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
３
者
以
上
の
見
積
り
合
わ
せ
で
執
行
す
る
こ
と
が
通
知
さ

れ
て
い
ま
す
。
 

軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
く
工
事
の
執
行
は
、
こ
れ
ら
法
令
で
定
め
ら
れ
た
手
続
等
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
た
工
事
は
、
適
法
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

３
 
川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
記
載
事
項
に
対
す
る
本
市
の
見
解
 

（
１
）「

１
請
求
の
要
旨
（
２
）
分
割
発
注
に
係
る
違
法
性
」
に
つ
い
て
 

す
べ
て
否

認
し
ま

す
。

既
に
、

２
「
軽

易
工
事

（
随

意
契
約

）
に
よ

り
執
行

し
た

根
拠
」

で
示
し

た
と
お

り
、

当
該
工
事
の
２
階
分
に
つ
い
て
は
、「

ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
と
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
が
そ
れ
ぞ
れ
で

軽
易
工
事
に
該
当
す
る
も
の
と
判
断
し
執
行
し
た
も
の
で
す
。
 

予
算
要
求
の
段
階
か
ら
新
た
に
、
小
便
器
３
台
、
洋
式
便
器
２
台
、
手
洗
い
場
１
台
、
掃
除
流
し
台
１
台
及
び

シ
ャ
ワ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
１
台
に
つ
い
て
も
交
換
や
新
設
の
要
望
が
平
成
３
１
年
２
月
及
び
３
月
に
あ
が
り
、
工
事
内

容
を
見
直
し
、
設
備
工
事
と
し
て
「
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
を
実
施
す
る
こ
と
で
３
月
に
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
決
定
し
ま
し
た
。
 

し
か
し
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
決
定
後
、
４
月
に
当
該
法
人
か
ら
要
望
が
あ
が
り
、
建
築
工
事
と
し
て
「
ト
イ

レ
間
仕
切
り
工
事
」
を
追
加
実
施
し
た
も
の
で
す
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
、「

１
件
で
発
注
が
可
能
な
工
事
を
、
２
５
０
万
以
下
の
工
事
２
件
に
分
割
発
注
」
し
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

（
２
）「

１
請
求
の
要
旨
（
３
）
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
」
に
つ
い
て
 

す
べ
て
否

認
し
ま

す
。

既
に
、

２
「
軽

易
工
事

（
随

意
契
約

）
に
よ

り
執
行

し
た

根
拠
」

で
示
し

た
と
お

り
、

当
該
工
事
の
２
階
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
き
適
正
に
執
行
し
た
も
の
で
す
。
 

ま
た
、
川
崎
市
契
約
規
則
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
１
号
で
規
定
す
る
金
額
の
範
囲
内
で
契
約
し
た
も
の
で
あ

り
、
「
違
法
契
約
を
行
っ
た
」
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

さ
ら
に
、
契
約
規
則
で
は
、
な
る
べ
く
２
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本

件
工
事
に
お
い
て
は
助
役
専
決
文
書
に
従
い
、
３
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
な
る
競
争

性
を
確
保
し
て
い
ま
す
。
 

（
３
）「

２
請
求
の
理
由
（
１
）
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
」
 

（
エ
）
に
つ
い
て
は
、
３
－
（
１
）
の
と
お
り
、
設
備
工
事
と
建
築
工
事
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
工

事
種
類
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
ま
す
。
ま
た
、
２
－
（
１
）
の
と
お
り
、
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
た
一
連
の
工
事
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

（
４
）「

２
請
求
の
理
由
（
２
）
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
」
 

 
３
－
（
１
）
の
と
お
り
、「

ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
を
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
決
定
後
、「

ト
イ
レ
間
仕
切

り
工
事
」
を
追
加
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
分
割
発
注
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
否
認
し
ま
す
。
 

（
５
）「

２
請
求
の
理
由
（
３
）
施
工
時
期
に
つ
い
て
」
 

既
に
１
「
虹
ヶ
丘
保
育
園
園
舎
工
事
及
び
ト
イ
レ
工
事
に
至
る
経
緯
」
の
と
お
り
、
児
童
の
安
全
確
保
を
最
優

先
に
、
工
事
内
容
や
範
囲
を
で
き
る
だ
け
絞
り
込
み
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
 

当
該
工
事
の
２
階
分
「
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
及
び
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
６
月

2
4
日
と
７
月
１
日
が
契
約
日
と
な
っ
て
い
る
の
は
事
務
執
行
日
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま

関
係
職
員
の
陳
述
録
 

 
令
和
２
年

４
月
１

７
日
付
け

川
崎
市
職

員
措
置

請
求
書
（

２
階
ト
イ

レ
）
に

よ
る
措
置

請
求
（
以

下
「
本

件
請
求

」

と
い
う
。
）
に
対
す
る
本
市
の
見
解
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
 

１
 
虹
ヶ
丘
保
育
園
園
舎
工
事
及
び
ト
イ
レ
工
事
に
至
る
経
緯
 

本
市
で
は
、
平
成
１
７
年
度
か
ら
計
画
的
に
公
立
保
育
所
の
民
営
化
を
推
進
し
て
お
り
、
保
育
環
境
の
向
上
の
た

め
園
舎
の
老
朽
化
へ
の
対
応
等
も
含
め
、
園
舎
の
建
替
え
を
伴
う
民
営
化
の
手
法
を
多
く
採
用
し
て
き
ま
し
た
。
 

本
件
請
求
に
お
け
る
虹
ヶ
丘
保
育
園
（
以
下
「
当
該
保
育
所
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が

土
地
所
有
す
る
虹
ヶ
丘
団
地
内
の
敷
地
を
賃
借
し
て
い
る
と
い
う
制
約
も
あ
り
、
民
営
化
後
の
運
営
に
関
し
て
都
市

再
生
機
構
と
の
調
整
や
地
下
鉄
延
伸
計
画
に
よ
る
保
育
需
要
の
影
響
等
も
考
慮
し
、
民
営
化
決
定
の
直
前
ま
で
手
法

の
検
討
を

行
い
、
結

果
と
し
て

、
現
園

舎
の
貸
し

付
け
に
よ

る
民
営

化
を
決
定

し
、
平
成

２
９
年

１
０
月
に

公
表

、

平
成
３
０
年
３
月
に
「
平
成
３
０
年
度
川
崎
市
公
立
保
育
所
の
民
営
化
に
係
る
設
置
・
運
営
法
人
募
集
要
項
」（

乙
第

１
号
証
）
に
基
づ
き
、
運
営
法
人
（
以
下
「
当
該
法
人
」
と
い
う
。
）
を
募
集
、
平
成
３
０
年
８
月
に
当
該
法
人
を
決

定
、
令
和
２
年
４
月
に
移
管
が
完
了
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

当
該
保
育
所
は
築
４
０
年
が
経
過
し
、
園
舎
内
は
修
繕
が
必
要
な
箇
所
が
複
数
あ
り
ま
し
た
が
、
上
記
の
よ
う
に
、

園
舎
を
建
て
替
え
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、
近
年
は
緊
急
性
の
高
い
内
容
以
外
、
修
繕
を
見
送
っ
て
き
た
状
況
が

あ
り
ま
し
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
民
営
化
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
児
童
の
生
活
環
境
の
向
上
や
当
該
法
人
職
員
の
労
働
環
境
の
改

善
を
図
る
必
要
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
当
該
法
人
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
平
成
３
０
年
９
月
か
ら
重
ね
て

い
く
中
で
、「
（
仮
称
）
虹
ヶ
丘
保
育
園
民
営
化
保
育
所
の
施
設
整
備
等
に
係
る
要
望
」（

乙
第
２
号
証
及
び
乙
第
３
号

証
）
及
び
「
（
仮
称
）
虹
ヶ
丘
保
育
園
民
営
化
保
育
所
の
施
設
整
備
等
に
係
る
要
望
変
更
希
望
」（

乙
第
４
号
証
）
等

に
基
づ
く

要
望
が
な

さ
れ
た
も

の
で
す

。
要
望
に

つ
い
て
は

、
予
算

の
範
囲
で

可
能
な
限

り
反
映

す
る
こ
と

と
し

、

実
際
の
主
な
修
繕
は
令
和
元
年
度
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

保
育
所
は

、
日
曜

、
祝
日

、
年

末
年
始

を
除
き

、
月
曜

日
か

ら
土
曜

日
ま
で

運
営
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

た
め
、

園
舎
内
の
修
繕
を
行
う
に
あ
た
っ
て
も
工
事
を
理
由
に
一
定
期
間
休
園
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
工
事
す
る
こ
と

を
第
一
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
隣
接
敷
地
等
に
仮
設
園
舎
を
建
て
た
上
で
保
育
を
実
施
す
る
と
い
う
手
法
が
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
費
用
が
膨
大
に
掛
か
り
現
実
的
で
は
な
く
、
ま
た
、
民
営
化
ま
で
の
期
間
に
必
要
な
工
事
を
ま
と
め
て

発
注
す
る
な
ど
の
一
連
の
手
続
き
を
終
え
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
 

工
事
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
の
安
全
確
保
を
最
優
先
に
、
ま
た
保
育
の
実
施
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
保
育

所
行
事
等
と
の
日
程
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
１
つ
の
工
事
（
修
繕
）
が
短
期
間
で
終
わ
る
よ
う
、
工
事
内
容
や
範

囲
を
出
来
る
だ
け
絞
り
込
み
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
２
年
４
月
の
当
該
法
人
へ
の

移
管
を
円
滑
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
き
ま
し
た
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
当
該
保
育
所
の
ト
イ
レ
工
事
（
以
下
「
当
該
工
事
」
と
い
う
。）

に
つ
き
ま
し
て
は
、
１

階
と
２
階
と
に
分
け
、
修
繕
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
 

２
 
軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
よ
り
執
行
し
た
根
拠
 

（
１
）
工
事
の
内
容
に
つ
い
て
 

「
川
崎
市

軽
易
工

事
契
約

事
務

取
扱
規

程
」
（
以
下

「
軽
易
工

事
取
扱

規
程
」

と
い
う

。
）
に

お
き
ま

し
て
は

、

軽
易
工
事
を
「
予
算
科
目
が
工
事
請
負
費
又
は
需
用
費
に
該
当
し
、
１
件
２
，
５
０
０
，
０
０
０
円
（
需
用
費
中

１
０
０
，
０
０
０
円
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書
（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明

書
及
び
現

場
説
明
に

対
す
る
質

問
回
答

書
を
い
う

。
）

の
作
成

を
要
す

る
工
事
を

除
く

。
）
（

予
算
科

目
が
需
用

費

に
該
当
す
る
工
事
に
あ
っ
て
は
、
建
物
等
の
小
破
修
繕
に
類
す
る
工
事
に
限
る
。）

を
い
う
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
 

園
舎
工
事
の
実
施
に
際
し
て
、
平
成
３
０
年
９
月
の
予
算
要
求
の
段
階
で
は
、
当
該
工
事
に
つ
い
て
は
、
１
階

と
２
階
そ
れ
ぞ
れ
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
老
朽
化
し
て
い
る
主
な
ト
イ
レ
便
器
を
取

り
換
え
る
工
事
、
床
を
ド
ラ
イ
化
す
る
工
事
及
び
老
朽
化
し
て
い
る
ト
イ
レ
室
内
の
間
仕
切
り
を
取
り
換
え
る
工

事
を
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
当
該
法
人
と
保
育
環
境
の
改
善
の
た
め
の
調
整
を
重
ね
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立

て
て
い
く
中
で
、
修
繕
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
も
要
望
が
あ
が
り
、
工
事
内
容
を
見
直
す
過
程
で
、

間
仕
切
り
は
既
存
の
も
の
を
使
用
し
続
け
る
こ
と
と
し
、
設
備
工
事
と
し
て
「
ト
イ
レ
便
器
等
改
修
工
事
」
を
実

施
す
る
こ
と
で
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
ま
し
た
。
 

し
か
し
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
決
定
後
、
当
該
法
人
か
ら
ト
イ
レ
室
内
の
間
仕
切
り
を
取
り
換
え
る
工
事
に
つ

い
て
も
要
望
が
あ
が
っ
た
た
め
、
建
築
工
事
と
し
て
「
ト
イ
レ
間
仕
切
り
工
事
」
を
追
加
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
す
。
 

別
紙
４
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軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
係
る
法
令
等

（
本
件
措
置
請
求
に
関
連
す
る
部
分
の
み
）
 

１
 
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
 

（
契
約
の
締
結
）
 

第
2
3
4
条
 
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
は
、
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り

の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和

22
年
政
令
第

1
6
号
）
 

（
随
意
契
約
）
 

第
1
6
7
条
の
２
 
地
方
自
治
法
第

2
3
4
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
 

 
１
 
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
（
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
、
予
定
賃
貸
借
料
の
年
額

又
は
総
額
）
が
別
表
第
五
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
種
類
に
応
じ
同
表
下
欄
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
普
通

地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。
 

別
表
第
５
（
第

16
7
条
の
２
関
係
）
 

１
 
工
事
又
は
製
造
の
請
負
 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
 
2
5
0
万
円
 

３
 
川
崎
市
契
約
規
則
（
昭
和

3
9
年
規
則
第

2
8
号
）
 

（
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
限
度
額
）
 

第
2
4
条
の
２
 
令
第

1
67

条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
契
約
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
と
す
る
。
 

 
(
１
) 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
 
2
,
5
00
,
0
00

円
 

４
 
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程

（
昭
和

4
9
年
訓
令
第
８
号
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
程
は
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
軽
易
工
事
に
つ
い
て
契
約
事
務
を
分
掌
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
契
約
事
務
を
迅
速
か
つ
適
確
に
執
行
す
る
た
め
、
そ
の
取
扱
手
続
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
１
)
 
予
算
執
行
部
局
の
長
 
川
崎
市
予
算
及
び
決
算
規
則
（
平
成
７
年
川
崎
市
規
則
第

10
号
）
第
２
条
第
２
号

に
定
め
る
局
の
長
を
い
う
。
 

(
２
)
 
工
事
執
行
部
局
の
長
 
川
崎
市
請
負
工
事
監
督
規
程
（
昭
和

4
3
年
川
崎
市
訓
令
第
４
号
）
第
２
条
第
２
号

に
定
め
る
工
事
担
当
部
局
長
を
い
う
。
 

(
３

)
 

軽
易

工
事

 
予

算
科

目
が

工
事

請
負

費
又

は
需

用
費

に
該

当
す

る
１

件
2
,
5
00
,
0
0
0

円
（

需
用

費
中

1
0
0
,
0
00

円
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書
（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現

場
説
明
に
対
す
る
質
問
回
答
書
を
い
う
。）

の
作
成
を
要
す
る
工
事
を
除
く
。
）
（
予
算
科
目
が
需
用
費
に
該
当
す
る

工
事
に
あ
っ
て
は
、
建
物
等
の
小
破
修
繕
に
類
す
る
工
事
に
限
る
。
）
を
い
う
。
 

（
工
事
見
積
書
の
徴
取
等
）
 

第
３
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
軽
易
工
事
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
７
条
に
規
定
す
る
業
者
か
ら
適
格
者
を

選
定
し
て
工
事
見
積
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
な
る
べ
く
２
名
以
上
の
業
者
を
選
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
川
崎
市
予
算
及
び
決
算
規
則
第

2
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
予
算
執
行
伺
（
以
下
「
予

算
執
行
伺
」
と
い
う
。
）
に
前
項
の
工
事
見
積
書
を
添
付
の
上
、
工
事
執
行
部
局
の
長
の
工
事
費
等
の
審
査
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
工
事
費
等
の
審
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
職
員
が
い
る
予
算
執
行
部
局
に
あ

っ
て
は
、
当
該
予
算
執
行
部
局
に
お
い
て
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
審
査
は
、
予
算
執
行
伺
へ
の
合
議
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
工
事
執
行
部
局
の
長
の
承
認
）
 

第
４
条
 
工
事
執
行
部
局
の
長
は
、
工
事
費
等
の
審
査
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
工
事
費
等
に
異
議
の
な
い
と
き
は
、

合
議
を
受
け
た
予
算
執
行
伺
の
承
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

別
紙
５

た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
９
月

3
0
日
と

1
0
月
４
日
を
履
行
期
限
と
し
て
い
る
も
の
で
す
。
 

当
該
工
事
の
２
階
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
極
力
休
園
日
に
工
事
を
実
施
で
き
る
よ
う
あ
ら
か
じ
め
当
該
保
育
所

と
調
整
し
、
９
月

14
日
（
土
曜
日
）
か
ら
９
月

23
日
（
祝
日
）
の
全

1
0
日
間
を
中
心
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。
こ
の
期
間
に
は
、
日
曜
日
２
回
、
祝
日
２
回
そ
し
て
当
該
保
育
所
の
利
用
者
が
少
な
い
土
曜
日
を
２
回
活

用
し
た
も
の
で
、
当
該
保
育
所
運
営
を
工
事
の
た
め
に
、
保
育
の
実
施
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
児
童
の
安
全
確
保

を
最
優
先
に
工
事
を
実
施
す
る
た
め
の
最
適
な
日
程
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、
工
事
業
者
の
部
材
発
注
期
間
や
、
現
場
以
外
で
の
部
材
製
作
期
間
を
含
み
早

期
に
締
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
履
行
期
限
は
、
シ
ル
バ
ー
ウ
ィ
ー
ク
で
の
工
事
終
了
後
、
翌
日
か
ら
の
当
該

保
育
所
の
運
営
中
に
お
け
る
不
具
合
等
に
対
応
で
き
る
た
め
に
考
慮
し
て
い
る
も
の
で
す
。
 

（
６
）「

２
請
求
の
理
由
（
４
）
工
事
写
真
に
つ
い
て
」
 

当
該
工
事
の
２
階
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
結
果
と
し
て
２
件
の
工
事
を
同
一
業
者
宛
て
発
注
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
、
他
の
業
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
現
場
の
調
整
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
 

（
７
）「

２
請
求
の
理
由
（
５
）
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
そ
の
２
」
に
つ
い
て
 

当
該
工
事
の
２
階
分
は
、
３
－
（
５
）
の
と
お
り
、
計
画
的
に
軽
易
工
事
に
よ
り
執
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
３
－
（
６
）
の
と
お
り
、
結
果
的
に
同
一
業
者
で
の
工
事
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、「

特
に
、
緊
急
で
あ
る

か
ら
と
い
う
理
由
等
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、「

特
定
の
１
業
者
が
受
注
す
る
こ
と
を
想
定
」
し
て
い
る

も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

（
８
）「

３
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
」
、「

６
前
記
平
均
落
札
率
と
は
別
の
損
害
額
に
つ
い
て
」
及
び
「
９
見
積
書
の
不
思

議
に
つ
い
て
」
 

３
－
（
２
）「

１
請
求
の
要
旨
（
３
）
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
」
に
つ
い
て
で
示
し
た
と
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
工
事
は
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
き
、
見
積
書
を
３
者
か
ら
徴
取
し
て
、
最
低
価
格
を
提
示
し
た
者
と
契

約
し
、
履
行
期
限
ま
で
に
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
契
約
金
額
の
と
お
り
支
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
当
市
に
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

（
９
）「

７
見
積
書
及
び
完
成
届
・
検
査
日
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
 

本
件
の
見
積
書
の
日
付
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
か
は
不
知
、
な
お
、
業
者
が
見
積
書
を
提
出
し
た
際
に
は
、
日
付

が
空
欄
の
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
そ
の
場
で
記
入
を
依
頼
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
業
者
に
確
認
の
上
、
担

当
職
員
が
記
入
す
る
場
合
も
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
完
成
届
に
つ
い
て
は
、
業
者
が
提
出
の
た
め
窓
口
を
訪
問
し
た
際
、
日
付
が
空
欄
だ
っ
た
た
め
、
業
者

に
確
認
の
上
、
担
当
職
員
が
記
入
し
ま
し
た
。
 

 
(
1
0
)「

８
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
に
つ
い
て
」
 

下
見
積
書
は
、
担
当
職
員
が
仕
様
の
検
討
や
予
定
価
格
の
参
考
と
す
る
た
め
に
徴
取
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
川
崎

市
公
文

書
管
理

規
則

第
９
条

第
１
項

に
基
づ

き
事

務
処
理

上
必
要

な
期
間

は
保

存
し
て

い
ま
し

た
が
、

仕
様
書
の
完
成
に
よ
り
保
存
期
間
が
満
了
し
た
た
め
、
廃
棄
し
て
い
ま
す
。
 

 
(
1
1
)「

1
1 

１
階
ト
イ
レ
及
び
２
階
ト
イ
レ
の
ま
と
め
」
に
つ
い
て
 

「
１
階
及

び
２
階

の
ト

イ
レ
の

工
期
」

は
、
１

「
虹

ヶ
丘
保

育
園
園

舎
工
事

及
び

ト
イ
レ

工
事
に

至
る
経

緯
」

の
と
お
り
、
児
童
の
安
全
確
保
を
最
優
先
に
、
工
事
内
容
や
範
囲
を
で
き
る
だ
け
絞
り
込
み
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
決
定
し
て
い
ま
す
の
で
「
１
件
で
発
注
が
可
能
な
工
事
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
 

平
成

3
0
年
９
月
の
予
算
要
求
時
に
お
い
て
は
、
次
年
度
の
当
該
保
育
所
の
工
事
内
容
を
想
定
し
、
資
料
は
ま

と
め
て
作
成
し
て
い
ま
す
が
、
要
求
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
に
お
い
て
別
々
に
要
求
し
て
お
り
、
１
件
ず

つ
査
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

４
 
結
論
 

 
本
件
請
求
に
お
け
る
工
事
は
、
関
係
法
令
等
に
従
い
適
正
に
執
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
違
法
と
の
評
価
を
受
け
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
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（
随
意
契
約
の
締
結
等
）
 

第
５
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
た
工
事
費
又
は
第
３
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ

る
工

事
費

等
の

審
査

に
基

づ
く

工
事
費

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格
を

も
っ

て
見

積
り

し
た

者
を
随

意
契

約
の

相
手
方
と
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
と
き
は
、
請
書
（
川
崎
市
契
約
規
則
（
昭
和

39
年
川
崎

市
規
則
第

28
号
）
第
８
号
様
式
）
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
監
督
及
び
検
査
）
 

第
６
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
契
約
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
の
う
ち
か
ら
監
督
員
及
び
検
査
員

を
命
じ
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
を
そ
れ
ら
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
検
査
は
、
請
負
業
者
か
ら
軽
易
工
事
完
成
届
（
別
記
様
式
）
を
提
出
さ
せ
た
後
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
業
者
の
選
定
）
 

第
７
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
が
第
３
条
に
お
い
て
選
定
す
べ
き
業
者
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
工
事
の
性
質
上
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
１
)
 
本
市
の
工
事
請
負
に
係
る
有
資
格
業
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(
２
)
 
工
事
の
履
行
場
所
の
近
く
に
事
務
所
を
有
す
る
こ
と
。
 

(
３
)
 
本
市
工
事
の
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
誠
意
が
あ
る
も
の
 

（
執
行
状
況
の
報
告
等
）
 

第
８
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
軽
易
工
事
の
執
行
結
果
を
四
半
期
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
財
政
局
長
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
財
政
局
長
は
、
前
項
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
執
行
の
状
況
が
業
者
選
定
等
に
つ
い
て
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き

は
、
予
算
執
行
部
局
の
長
に
対
し
そ
の
改
善
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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 ２川監公第12号

 令和２年６月16日

　　　川崎市職員措置請求について（公表）

　令和２年４月17日付けをもって受理した標記の請求に

ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第

５項の規定に基づき、監査の結果を市長及び請求人に通

知したので、別紙のとおり公表します。

 川崎市監査委員　寺　岡　章　二　　

 同　　　　　　　植　村　京　子　　

 同　　　　　　　嶋　崎　嘉　夫　　

 同　　　　　　　沼　沢　和　明　　
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（
別

紙
）

 

２
川

監
第

１
９

６
号
 

令
和

２
年

６
月

１
６

日
 

 
坂

巻
 

良
一

 
様

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
寺

 
岡

 
章

 
二

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
嶋

 
崎

 
嘉

 
夫

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
沼

 
沢

 
和

 
明

 
 

 
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

令
和

２
年

４
月

１
７

日
付

け
を

も
っ

て
受

理
し

た
標

記
の

請
求

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
法

（
昭

和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

４
２

条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

監
査

の
結

果
を

市
長

に
通

知
し

た
の

で
、

そ
の

内
容

を
別

紙
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
 

（
別

紙
）

 

２
川

監
第

１
９

６
号
 

令
和

２
年

６
月

１
６

日
 

 
川

崎
市

長
 

 
福

 
田

 
紀

 
彦

 
様

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
寺

 
岡

 
章

 
二

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
嶋

 
崎

 
嘉

 
夫

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
沼

 
沢

 
和

 
明

 
 

 
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

令
和

２
年

４
月

１
７

日
付

け
を

も
っ

て
受

理
し

た
標

記
の

請
求

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
法

（
昭

和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

４
２

条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

監
査

の
結

果
を

次
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
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2 

 
 
 

請
求

人
の
陳

述
、

関
係
職

員
の
陳

述
及

び
関

係
書
類

の
調
査

等
の

結
果

、
次
の

よ
う
な

事
実

関
係

を
確

認
し

た
。
 

 
（

１
）

軽
易

工
事
の
定
義
等
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
軽

易
工

事
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

2
2
年
政
令
第

1
6
号
、
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）

第
1
6
7
条

の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
少
額
随
意
契
約
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の

定
義

に
つ
い
て
は
、
川
崎
市
軽
易
工
事
取
扱
規
程
（
昭
和

4
9
年
訓
令
第
８
号
）
第
２
条
に
お

い
て

「
予

算
科

目
が

工
事

請
負

費
又

は
需

用
費

に
該

当
し

、
１

件
2
,
5
0
0
,
0
0
0

円
（

需
用

費
中

1
0
0
,
0
0
0
円
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書
（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現

場
説

明
書

及
び
現
場

説
明

に
対
す

る
質

問
回
答

書
を

い
う
。
）
の

作
成
を

要
す

る
工
事

を
除

く
。
）

（
予

算
科

目
が
需

用
費
に

該
当
す

る
工

事
に

あ
っ
て

は
、
建

物
等

の
小

破
修
繕

に
類
す

る
工

事
に

限
る

。
）

を
い
う
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

 
（

２
）

本
件

各
工
事
に
つ
い
て
 

 
 
 
ア

 
本

件
各
工
事
の
実
施
に
至
る
経
過
 

 
 
 

 
 
本

件
各

工
事

は
、
市

か
ら
土

地
・

建
物

の
貸
付

け
を
受

け
て

ラ
イ

ク
ア
カ

デ
ミ
ー

株
式

会
社

（
以

下
「
運
営
法
人
」
と

い
う
。
）
が
運
営
し
て
い
る
「
に
じ
い
ろ
保
育
園
南
平
間
（
以
下
「
本

件
保

育
園
」
と
い
う
。
）
」
の
建
替
え
に
端
を
発
す
る
工
事
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
本

件
保
育
園
は
、
開
設
か
ら
築

5
0
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
園
舎
の
老
朽
化
対
策
と
し
て
、

市
と

運
営
法

人
の

協
力

の
下
、
国

の
補

助
事

業
を

活
用
し
た

建
替

え
に

よ
る

新
園
舎
の

整
備
が

進
め

ら
れ
、

整
備

期
間

中
は
運
営

法
人

が
建

設
す

る
仮
設
園

舎
に

て
保

育
を

継
続
し
、

仮
設
園

舎
の

建
設
用

地
は

、
本

件
保
育
園

に
隣

接
す

る
市

有
地
と
さ

れ
た

。
当

該
市

有
地
に
は

、
上
平

間
災

害
倉
庫
（
以
下
「
倉
庫
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
た
め
、
市
は
倉
庫
を
撤
去
す
る

こ
と

と
し
、
見
積
り
合
わ
せ
の
上
、
平
成

3
1
年
４
月

1
8
日
付
け
で
有
限
会
社
水
野
興
業
（
以

下
「

Ａ
社
」
と
い
う
。
）
と

2
4
3
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
含
む
）
で
倉
庫
撤
去
工
事
の

契
約

を
締
結
し
た
。
 

 
 
 
 
 
な

お
、
倉
庫
の
周
囲
に
は
フ
ェ
ン
ス
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
及
び
門
扉
等
の
構
造
物
（
以
下
「
外
構
」

と
い

う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
市
に
よ
れ
ば
、
倉
庫
の
み
を
撤
去
す
れ
ば
仮
設
園
舎
の
建

設
が

可
能
で

あ
っ

た
た

め
、
外
構

は
撤

去
し

な
い

こ
と
を
運

営
法

人
と

合
意

し
て
い
た

と
し
て

い
る

が
、
合
意
に
係
る
書
面
等
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
期
も
不
明
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
倉

庫
撤
去
工
事
契
約
の
締
結
翌
日
（
４
月

1
9
日
）
、
市
は
Ａ
社
か
ら
工
事
開
始
の
連
絡
を
受

け
た

一
方
、

運
営

法
人

か
ら
外
構

が
仮

設
園

舎
の

工
事
を
監

督
す

る
現

場
事

務
所
の
設

置
に
支

障
が

あ
る
旨
の
申
し
出
を
受
け
、
追
加
で
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
見
積
り
合
わ
せ
の
上
、

令
和

元
年
５
月

1
0
日
付
け
で
Ａ
社
と

8
4
万

2
,
4
00

円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
含
む
）
で

外
構

撤
去
工
事
の
契
約
を
締
結
し
た
。
 

 
 
 

 
 
な

お
、

市
に

よ
れ
ば

、
運
営

法
人

か
ら

上
記
申

し
出
を

受
け

た
際

、
外
構

撤
去
は

運
営

法
人

に
対

応
し
て

も
ら

う
べ

く
調
整
を

行
っ

た
結

果
、

当
該
時
点

に
お

い
て

運
営

法
人
は
既

に
仮
設

1 

監
査

の
結

果
 

第
１

 
請

求
の

受
付

 

 
１

 
請

求
の

内
容

 

 
 

 
本

件
措

置
請

求
は

、
別

紙
１

（
事

実
証

明
書

は
添

付
省

略
）

の
と

お
り

、
市

が
令

和
元

年
度

（
平

成
3
1
年

度
）
に

少
額

随
意

契
約

の
軽

易
工

事
と

し
て

実
施

し
た
「

上
平

間
災

害
倉

庫
解

体
撤

去
工

事

（
以

下
「

倉
庫

撤
去

工
事

」
と

い
う

。
）
」

及
び

「
上

平
間

災
害

倉
庫

外
構

撤
去

工
事

（
以

下
「

外
構

撤
去

工
事

」
と

い
い

、「
倉

庫
撤

去
工

事
」
と

併
せ

て
「
本

件
各

工
事

」
と

い
う

。
）
」
に

つ
い

て
、
１

件
で

発
注

可
能

な
工

事
を

2
5
0
万

円
以

下
の

２
件

の
工
事

に
分

割
し

て
発

注
・

契
約

し
た

違
法

性
が

あ
る

と
し

、
一

般
競

争
入

札
若

し
く

は
指

名
競

争
入

札
を

行
っ

た
場

合
と

の
差

額
で

あ
る

損
害

額
を

認
定

し
、

市
の

被
っ

た
損

害
を

補
填

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
執

る
よ

う
求

め
て

い
る

。
 

 
２

 
請

求
の

受
理

 

 
 

 
本

件
措

置
請

求
に

つ
い

て
は

、
所

定
の

要
件

を
具

備
し

て
い

る
も

の
と

認
め

ら
れ

た
こ

と
か

ら
、

令
和

２
年

４
月

1
7
日

付
け

で
こ

れ
を

受
理

し
、

監
査

対
象

局
を

こ
ど

も
未

来
局

と
し

た
。

 

第
２

 
監

査
の

実
施

 

 
１

 
請

求
人

の
陳

述
 

 
 

 
監

査
の

実
施

に
当

た
り

、
法

第
2
4
2
条

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
２

年
５

月
1
1
日

、
請

求

人
か

ら
陳

述
の

聴
取

を
行

っ
た

。
こ

の
際

、
同

条
第

８
項

の
規

定
に

基
づ

く
こ

ど
も

未
来

局
の

関
係

職
員

（
以

下
「

関
係

職
員

」
と

い
う

。
）

の
立

会
い

が
あ
っ

た
。

 

 
 

 
請

求
人

が
本

件
措

置
請

求
の

要
旨

を
補

足
し

た
内

容
は

、
お

お
む

ね
別

紙
２

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
２

 
関

係
職

員
の

陳
述

 

 
 

 
法

第
2
4
2
条

第
８

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
２

年
５

月
1
1
日

、
関

係
職

員
か

ら
陳

述
の

聴
取

を

行
っ

た
。

関
係

職
員

か
ら

は
、
「

住
民

監
査

請
求

に
対

す
る

市
の

考
え

方
」
（

添
付

省
略

）
の

提
出

が

あ
っ

た
。

こ
の

際
、

同
項

の
規

定
に

基
づ

く
請

求
人

の
立

会
い

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
関

係
職

員
が

説
明

し
た

内
容

は
、

お
お

む
ね

別
紙

３
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
３

 
監

査
対

象
事

項
 

 
 

 
川

崎
市

職
員

措
置

請
求

書
並

び
に

請
求

人
及

び
関

係
職

員
の

陳
述

内
容

を
勘

案
し

、
本

件
各

工
事

を
軽

易
工

事
と

し
て

随
意

契
約

に
よ

り
執

行
し

た
こ

と
が

、
違

法
若

し
く

は
不

当
と

い
え

る
か

を
監

査
対

象
事

項
と

し
た

。
 

第
３

 
監

査
の

結
果

 

 
１

 
事

実
関

係
の

確
認

等
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運

営
法

人
が

行
う
仮

設
園
舎

の
建

設
費

用
は
、

川
崎
市

民
間

保
育

所
施
設

整
備
費

等
補

助
金

（
以

下
「
補
助
金
」
と
い

う
。
）
の
対
象
と
な
る
。
令
和
元
年
５
月
９
日
付
け
で
運
営
法
人
か
ら

市
に

提
出
さ

れ
た

補
助

金
の
交
付

申
請

書
に

添
付

さ
れ
た
見

積
書

の
写

し
（

以
下
「
仮

設
園
舎

建
設

工
事
の

見
積

書
」
と

い
う
。
）
に

は
、
「
外
構

工
事
：
既

存
フ

ェ
ン

ス
は
撤

去
と
し

、
新
設

メ
ッ

シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
Ｈ
＝
1
5
0
0
を
設
置
し
ま
す
」
、「

撤
去
工
事
：（

中
略
）
既
存

ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン

ス
、

ブ
ロ
ッ
ク
３
段
＋
フ
ェ
ン
ス
（
中
略
）
の
撤
去
処
分
を
含
む
」
旨
の
記
載
が
あ
る
。
 

 
 
 
カ

 
見

積
書
等
の
日
付
 

 
 
 

 
 
本

件
各

工
事

の
見
積

書
及
び

軽
易

工
事

完
成
届

の
日
付

は
、

い
ず

れ
も
手

書
き
で

記
入

さ
れ

て
お

り
、
請

求
人

は
す

べ
て
の
筆

跡
が

同
一

で
あ

る
と
主
張

し
て

い
る

。
市

に
よ
れ
ば

、
見
積

書
の

日
付
が
空
欄
で
提
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
場
で
業
者
に
記
入
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

業
者

に
確
認
の
上
、
職
員
が
記
入
す
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
お
り
、
本
件
各
工
事
に
お
い
て
は
、

軽
易

工
事
完

成
届

の
日

付
は
こ
の

運
用

に
基

づ
き

職
員
が
記

入
し

た
が

、
見

積
書
の
日

付
に
つ

い
て

は
不
知
と
し
て
い
る
。
 

 
２

 
監

査
委

員
の
判
断
 

 
（

１
）

地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
契
約
に
つ
い
て
 

 
 
 

 
普

通
地

方
公
共

団
体
の

行
う
契

約
事

務
の

執
行
は

、
公
正

を
も

っ
て

第
一
義

と
し
て

、
機

会
均

等
の

理
念

に
最
も

適
合
し

、
か
つ

経
済

性
を

確
保
し

う
る
と

い
う

観
点

か
ら
、

一
般
競

争
入

札
が

原
則

と
さ

れ
、
随
意
契
約
は
、
施
行
令
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
の
み
認

め
ら

れ
る

極
め
て

限
定
的

な
契
約

方
法

で
あ

る
。
同

項
第
１

号
で

は
、

金
額
の

少
額
な

契
約

に
つ

い
て

ま
で

競
争
入

札
で
行

う
こ
と

は
、

事
務

量
が
い

た
ず
ら

に
増

大
し

、
能
率

的
な
行

政
運

営
を

阻
害

す
る

こ
と
か

ら
、
契

約
の
種

類
に

応
じ

た
一
定

の
金
額

を
定

め
て

お
り
、

軽
易
工

事
は

こ
れ

に
該

当
す

る
も
の

で
あ
る

が
、
本

号
を

適
用

す
る
た

め
に
、

故
意

に
契

約
を
細

分
化
す

る
よ

う
な

行
為

は
許

さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
（

２
）

本
件

各
工
事
の
違
法
性
・
不
当
性
に
つ
い
て
 

 
 
 

 
請

求
人

は
、
本

件
各
工

事
の
施

工
場

所
及

び
工
事

箇
所
が

同
一

で
あ

る
こ
と

等
を
理

由
に

、
１

件
の

工
事

を
２
件
に
分
割
し
て
発
注
・
契
約
し
た
違
法
性
が
あ
る
旨
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ま
ず

、
本

件
各
工
事
の
執
行
方
法
が
違
法
と
い
え
る
か
に
つ
き
、
以
下
検
討
す
る
。
 

 
 
 

 
前

記
事

実
関
係

の
と
お

り
、
市

は
仮

設
園

舎
の
建

設
に
際

し
て

倉
庫

の
み
を

撤
去
し

、
外

構
は

残
す

予
定

で
運
営

法
人
と

合
意
し

て
い

た
が

、
運
営

法
人
か

ら
現

場
事

務
所
の

設
置
に

支
障

が
あ

る
旨

の
申

し
出
を
受
け
、
追
加
で
工
事
を
実
施
し
た
と
し
て
い
る
。
 

し
か

し
、
建

設
工
事

に
お

い
て
、
現
場

事
務
所

の
設

置
は
設
計
の

時
点
で

考
慮

さ
れ
て
い
て
し

か
る

べ
き

で
あ
り
、
市

が
倉
庫
撤
去
工

事
に
着
手

し
た
途
端
に
運

営
法
人
か

ら
申
し
出
が
あ

っ
た

な
ど

極
め

て
不
自
然
な
態
様
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
 
 
 
こ

の
点
、
市
は
、
平
成

3
1
年
２
月

1
2
日
に
運
営
法
人
側
が
作
成
し
た
計
画
図
面
に
お
い
て
、

3 

園
舎

建
設

の
契

約
を

締
結

し
て

お
り

そ
の

変
更

が
困

難
で

あ
っ

た
こ

と
、

ま
た

、
外

構
は

市
の

所
有

物
で

あ
る

た
め

基
本

的
に

所
有

者
が

撤
去

す
べ

き
も

の
と

考
え

た
こ

と
、

さ
ら

に
、

外
構

撤
去

が
滞

れ
ば

全
体

的
な

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

が
遅

延
し

て
し

ま
う

と
考

え
た

こ
と

に
よ

り
、

市
が

外
構

撤
去

工
事

を
実

施
す

る
こ

と
で

合
意

し
た

と
し

て
い

る
が

、
合

意
に

係
る

書
面

等
は

残
さ

れ
て

お
ら

ず
、

そ
の

時
期

も
不

明
で

あ
る

。
 

 
 

 
イ
 

倉
庫

撤
去

工
事

の
対

象
 

 
 

 
 
 

倉
庫

撤
去

工
事

の
仕

様
書

に
よ

れ
ば

、
工

事
の

内
容

と
し

て
、

仮
設

足
場

、
内

部
棚

解
体

、

土
間

コ
ン

ク
リ

ー
ト

解
体

、
基

礎
コ

ン
ク

リ
ー

ト
解

体
、

埋
戻

し
、

発
生

廃
材

処
分

及
び

重
機

回
送

費
の

記
載

が
あ

り
、

外
構

は
対

象
と

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 

 
ウ
 

外
構

撤
去

工
事

の
対

象
 

 
 

 
 
 

外
構

撤
去

工
事

の
仕

様
書

に
添

付
さ

れ
た

図
面

に
よ

れ
ば

、
倉

庫
西

側
及

び
南

側
の

外
構

が

撤
去

部
分

と
さ

れ
て

い
る

が
、

実
際

は
倉

庫
東

側
に

も
外

構
が

あ
り

、
東

側
を

メ
イ

ン
に

計
３

か
所

の
外

構
を

撤
去

し
た

旨
、

関
係

職
員

の
陳

述
に

お
い

て
訂

正
が

な
さ

れ
た

ほ
か

、
陳

述
後

の
照

会
・

回
答

に
お

い
て

、
倉

庫
西

側
の

外
構

は
運

営
法

人
側

が
仮

設
園

舎
建

設
工

事
の

事
前

調
査

の
た

め
撤

去
し

、
外

構
撤

去
工

事
で

は
東

側
及

び
南

側
を

撤
去

し
た

旨
、

再
度

訂
正

が
な

さ
れ

た
。

 

 
 

 
 
 

外
構

撤
去

工
事

の
仕

様
書

に
よ

れ
ば

、
工

事
の

内
容

と
し

て
、

フ
ェ

ン
ス

解
体

撤
去

、
門

扉

解
体

撤
去

、
ブ

ロ
ッ

ク
塀

解
体

撤
去

、
ブ

ロ
ッ

ク
塀

基
礎

解
体

撤
去

、
土

間
コ

ン
ク

リ
ー

ト
解

体
撤

去
、

Ｕ
型

側
溝

撤
去

、
発

生
廃

材
処

分
及

び
重

機
回

送
費

の
記

載
が

あ
る

の
み

で
、

そ
れ

ぞ
れ

の
規

格
や

数
量

は
記

さ
れ

て
い

な
い

。
Ａ

社
ほ

か
２

社
の

見
積

書
に

よ
れ

ば
、

撤
去

対
象

の
フ

ェ
ン

ス
の

長
さ

は
７

．
１

メ
ー

ト
ル

、
門

扉
の

数
量

は
１

基
と

さ
れ

て
い

る
が

、
倉

庫
及

び
仮

設
園

舎
の

設
計

図
面

に
よ

れ
ば

、
フ

ェ
ン

ス
は

東
側

だ
け

で
も

1
2
メ

ー
ト

ル
以

上
、
門

扉

は
東

側
及

び
南

側
に

各
１

基
あ

り
整

合
が

取
れ

て
い

な
い

。
 

 
 

 
 
 

仮
設

園
舎

建
設

工
事

の
写

真
に

よ
れ

ば
、

現
場

事
務

所
は

倉
庫

東
側

の
外

構
跡

地
に

設
置

さ

れ
て

い
る

が
、

南
側

の
外

構
と

は
距

離
が

離
れ

て
お

り
、

現
場

事
務

所
の

設
置

に
際

し
南

側
の

外
構

が
支

障
と

な
り

え
た

事
実

は
確

認
で

き
な

い
。

 

 
 

 
エ
 

重
機

回
送

費
 

 
 

 
 
 

本
件

各
工

事
の

仕
様

書
に

は
、

と
も

に
重

機
回

送
費

が
挙

げ
ら

れ
て

お
り

、
Ａ

社
の

見
積

書

に
よ

れ
ば

、
そ

の
規

格
等

と
し

て
、

倉
庫

撤
去

工
事

に
つ

い
て

は
、

バ
ッ

ク
ホ

ウ
、

ラ
ン

マ
、

プ
レ

ー
ト

等
、

外
構

撤
去

工
事

に
つ

い
て

は
、

バ
ッ

ク
ホ

ウ
等

と
記

さ
れ

て
い

る
が

、
ど

ち
ら

も
数

量
・

単
位

は
一

式
で

、
金

額
は

1
6
万

円
と

さ
れ

て
い

る
。

市
に

よ
れ

ば
、

Ａ
社

に
対

し
、

倉
庫

撤
去

工
事

と
外

構
撤

去
工

事
と

で
別

々
の

重
機

を
使

用
し

た
こ

と
を

確
認

し
た

と
し

て
い

る
が

、
本

件
各

工
事

は
工

期
が

短
か

っ
た

た
め

、
工

程
表

や
作

業
日

誌
は

作
成

し
て

い
な

い
と

し
て

い
る

。
 

 
 

 
オ
 

仮
設

園
舎

の
建

設
費

用
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の
差

額
分
を

外
構
撤
去

工
事
と
し
て
付

け
替
え
た

疑
い
す
ら
あ
る

が
、
他
の

工
事
費
用
を
補

填
す

る
意

図
が
あ

っ
た
と
し

て
も
、
外
構
撤

去
工
事
と

し
て
費
用
計
上

さ
れ
て
い

る
以
上
、
こ
れ

に
係

る
費

用
の
支

出
を
市
が

正
当
化
で
き
る

理
由
に
は

な
ら
な
い
。
よ

っ
て
、
市

の
損
害
は
、
外

構
撤

去
工

事
に
よ
り
支
出
し
た
費
用
全
額
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
。
 

 
（

２
）

結
論

 

 
 
 
 
以

上
の
と
お
り
、
外
構
撤
去
工
事
に
係
る
費
用
の
支
出
は
違
法
・
不
当
で
あ
っ
た
と
推
認
さ
れ
、

そ
の

損
害
は
外
構
撤
去
工
事
に
よ
り
支
出
し
た
費
用
全
額
の

8
4
万

2
,
4
0
0
円

で
あ
る
と
推
認
さ

れ
る

。
 

 
３

 
勧

告
 

 
 
 
以

上
の

結
果
に
基
づ
き
、
法
第

2
4
2
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
長
に
対
し
、
次
の
と
お
り
勧

告
す

る
。

 

 
（

１
）

措
置

す
べ
き
事
項
 

 
 
 

 
本

件
各
工

事
に

関
す
る

事
実
経

過
を

市
に

お
い
て

慎
重
に

調
査

し
た

上
、
外

構
撤
去

工
事

の
支

出
に

関
す
る

損
害

を
明
ら

か
に
し

、
さ

ら
に

、
そ
の

損
害
が

運
営

法
人

に
補
填

を
求
め

る
べ

き
も

の
で

あ
る
場
合
は
運
営
法
人
に
対
し
て
補
填
を
求
め
、
そ
の
損
害
が
市
の
最
終
的
な
負
担
と
な
り
、

こ
れ

に
関
与

し
た

こ
ど
も

未
来
局

子
育

て
推

進
部
保

育
所
整

備
課

の
職

員
に
故

意
又
は

重
過

失
が

認
め

ら
れ
る

場
合

は
、
当

該
職
員

に
当

該
損

害
額
に

つ
い
て

の
賠

償
を

命
じ
る

な
ど
の

必
要

な
措

置
を

講
じ
ら
れ
た
い
。
 

 
（

２
）

措
置

期
限
 

 
 
 
 
上

記
の
措
置
を
講
じ
た
上
、
令
和
２
年
９
月

3
0
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
監
査
委
員
あ
て
通
知
さ
れ

た
い

。
 

 
４

 
意

見
 

 
 
 

監
査

結
果

は
以
上

の
と
お

り
で
あ

る
が

、
今

回
の
監

査
を
通

じ
て

、
監

査
委
員

と
し
て

の
意

見
を

述
べ

る
。

 

 
 
 

通
常

、
行

政
に
お

け
る
事

務
に
お

い
て

、
特

に
公
金

の
支
出

を
伴

う
事

業
で
あ

れ
ば
、

相
手

方
と

の
協

議
等

、
そ
の
経

過
を

書
面
等

に
残

し
て
し

か
る

べ
き
で

あ
る

が
、
外

構
撤

去
工
事

を
巡

る
運
営

法
人

か
ら

の
申
し
出

や
両

者
で
合

意
し

た
事
項

等
、

支
出
負

担
行

為
の
根

拠
と

な
る
重

要
な

や
り
と

り
さ

え
記

録
を
残
さ
な
い
と
す
る
運
用
は
、
不
可
解
と
い
う
ほ
か
な
い
。
 

 
 
 
さ

ら
に

、
外
構
撤
去
工
事
の
仕
様
書
図
面
上
、
撤
去
部
分
の
表
示
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、

市
は

現
地

で
業
者
に

直
接

指
示
し

た
た

め
問
題

が
な

い
旨
を

主
張

す
る
が

、
外

構
撤
去

工
事

の
予
算

執
行

、
業

者
選
定
及

び
契

約
締
結

に
つ

い
て
は

、
当

該
仕
様

書
が

添
付
さ

れ
た

予
算
執

行
伺

い
に
よ

り
決

裁
が

な
さ
れ
て

い
る

の
で
あ

る
か

ら
、
係

る
手

続
を
形

骸
化

し
か
ね

な
い

事
務
手

続
上

の
ミ
ス

で
あ

る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

5 

倉
庫

撤
去

時
の

配
置

計
画

上
、

倉
庫

東
側

の
外

構
が

残
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

も
っ

て
、

外
構

は

撤
去

し
な

い
予

定
で

あ
っ

た
旨

を
主

張
す

る
が

、
運

営
法

人
か

ら
ど

の
よ

う
な

説
明

を
受

け
た

か

等
の

記
録

は
何

ら
残

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
同

図
面

の
み

を
も

っ
て

外
構

残
置

の
合

意
が

形

成
さ

れ
て

い
た

と
認

め
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
ま

た
、

同
図

面
の

仮
設

園
舎

建
設

時
の

配
置

計

画
に

よ
れ

ば
、

仮
設

園
舎

は
、

東
側

の
外

構
に

極
め

て
近

接
し

て
建

設
さ

れ
る

予
定

で
あ

り
、

現

場
事

務
所

の
設

置
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
仮

設
園

舎
の

建
設

工
事

自
体

に
影

響
を

与
え

る
こ

と

は
容

易
に

推
認

さ
れ

る
。

 

 
 

 
 

そ
こ

で
、

職
権

に
よ

り
現

地
を

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

仮
設

園
舎

の
東

側
及

び
南

側
に

フ
ェ

ン
ス

及
び

門
扉

が
設

置
（

復
元

）
さ

れ
て

い
た

こ
と

か
ら

、
仮

設
園

舎
建

設
工

事
の

見
積

書
に

お
け

る

「
既

存
フ

ェ
ン

ス
の

撤
去

、
新

設
」

の
記

載
は

、
倉

庫
東

側
又

は
南

側
あ

る
い

は
そ

の
両

方
を

指

し
て

い
る

こ
と

が
伺

え
る

ほ
か

、
実

在
し

た
フ

ェ
ン

ス
に

対
し

外
構

撤
去

工
事

で
撤

去
し

た
と

す

る
フ

ェ
ン

ス
の

長
さ

が
極

端
に

短
く

、
門

扉
の

数
量

さ
え

一
致

し
な

い
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

少

な
く

と
も

倉
庫

東
側

又
は

南
側

の
ど

ち
ら

か
の

外
構

撤
去

は
、

運
営

法
人

側
の

仮
設

園
舎

建
設

工

事
に

含
ま

れ
て

い
た

こ
と

が
強

く
推

認
さ

れ
る

。
 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

現
場

事
務

所
の

設
置

に
支

障
が

あ
る

と
さ

れ
た

倉
庫

南
側

の
外

構
に

つ
き

、
位

置
関

係
か

ら
そ

の
事

実
は

到
底

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

、
現

場
事

務
所

の
設

置
な

ど
と

い
う

基
本

的
な

事

項
す

ら
未

確
定

な
状

態
で

運
営

法
人

側
の

仮
設

園
舎

建
設

工
事

契
約

が
締

結
さ

れ
た

と
は

考
え

が

た
い

こ
と

、
本

件
各

工
事

の
工

期
が

重
複

す
る

中
、

異
な

る
重

機
を

そ
れ

ぞ
れ

使
用

し
、

さ
ら

に

Ａ
社

が
作

業
日

誌
す

ら
作

成
し

て
い

な
い

こ
と

、
所

有
者

が
撤

去
す

る
と

い
う

考
え

方
で

合
意

し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

倉
庫

西
側

の
外

構
は

運
営

法
人

が
撤

去
し

て
い

る
こ

と
等

に
鑑

み
れ

ば
、

市

の
上

記
主

張
は

、
何

ら
裏

付
け

が
な

い
こ

と
に

加
え

、
本

件
各

証
拠

と
の

矛
盾

も
散

見
さ

れ
る

な

ど
著

し
く

信
ぴ

ょ
う

性
を

欠
く

も
の

で
あ

り
、

到
底

採
用

で
き

る
も

の
で

は
な

い
。

 

 
 

 
 

上
記

の
と

お
り

、
市

は
、

外
構

撤
去

工
事

の
執

行
方

法
及

び
係

る
支

出
の

正
当

性
を

説
明

す
べ

き
責

任
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
何

ら
根

拠
あ

る
説

明
を

し
て

お
ら

ず
、
そ

の
支

出
の

妥
当

性
・

正
当

性
を

示
す

証
拠

も
提

出
し

て
い

な
い

か
ら

、
係

る
費

用
の

支
出

は
違

法
・

不
当

な
も

の
と

推

認
せ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

次
に

、
そ

の
損

害
額

に
つ

い
て

検
討

す
る

に
、

市
は

、
外

構
を

残
置

す
る

旨
を

運
営

法
人

と
合

意
し

て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
運

営
法

人
か

ら
外

構
が

仮
設

園
舎

の
工

事
を

監
督

す
る

現
場

事

務
所

の
設

置
に

支
障

が
あ

る
旨

の
申

し
出

を
受

け
る

や
、

全
体

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
遅

延
の

懸
念

を

理
由

に
外

構
撤

去
工

事
を

実
施

し
た

旨
主

張
す

る
が

、
そ

う
で

あ
る

な
ら

ば
、

外
構

撤
去

工
事

は

合
意

を
覆

し
た

運
営

法
人

に
お

い
て

実
施

又
は

費
用

を
負

担
し

て
し

か
る

べ
き

で
あ

り
、

市
が

当

該
工

事
に

係
る

費
用

を
負

担
す

る
理

由
と

は
な

り
得

な
い

。
さ

ら
に

、
関

係
各

証
拠

に
よ

れ
ば

、

外
構

撤
去

は
運

営
法

人
側

の
仮

設
園

舎
建

設
工

事
に

含
ま

れ
て

い
た

可
能

性
も

あ
り

、
倉

庫
撤

去

工
事

に
お

け
る

Ａ
社

以
外

の
見

積
額

が
2
5
0
万

円
を

超
え

て
い

る
こ

と
の

ほ
か

、
市

の
主

張
に

お

け
る

数
々

の
矛

盾
等

に
照

ら
す

と
、

倉
庫

撤
去

工
事
等

の
費

用
が

2
5
0
万

円
を

超
え

る
た

め
、

そ
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川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
上
平
間
倉
庫
）
 

2
0
2
0
年
（
令
和
２
年
）
４
月

1
7
日
 

川
崎
市
監
査
委
員
 
様
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 
川
崎
市
宮
前
区
五
所
塚
１
丁
目

2
1
番
３
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
坂
 
巻
 
良
 
一
 

１
 
請
求
の
要
旨
 

（
１
）
監
査
対
象
 

甲
第

１
号

証
及

び
甲

第
２

号
証

に
示

す
こ

ど
も

未
来

局
子

育
て

推
進

部
保
育

所
整

備
課

が
地

方
自

治
法

に
定

め

る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
と
い
う
契
約
手
続
き
を
適
用
せ
ず
、
適
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
随
意
契

約
で
あ
る
「
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
」（

以
下
「
軽
易
工
事
取
扱
規
程
」
と
い
う
。
）
を
適
用
し
、
発

注
・
契
約
し
た
２
件
の
工
事
契
約
を
監
査
対
象
と
し
ま
す
。
 

（
２
）
分
割
発
注
に
係
る
違
法
性
 

地
方
自
治
法
第

23
4
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
及
び
川
崎
市

契
約
規
則
第

2
4
条
の
２
に
定
め
る
い
わ
ゆ
る
「
少
額
随
意
契
約
」
に
つ
い
て
適
用
す
る
規
定
と
し
て
、
川
崎
市
は

「
軽
易
工
事
取
扱
規
程
」
を
制
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

軽
易
工
事
取
扱
規
程
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
第
２
条
に
「
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
工
事
を

い
う
。
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
１
件
の
工
事
が

25
0
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争

入
札
に
寄
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

軽
易
工
事
取
扱
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
契
約
課
が
策
定
し
た
契
約
事
務
の
手
引
き
に
お
い
て
「
１
件
の
工
事

を
複
数
に
分
け
て
発
注
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

と
分
割
発
注
禁
止
を
明
確
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
２
件
の
工
事
は
、「

上
平
間
災
害
倉
庫
解
体
撤
去
工
事
」
及
び
「
上
平
間
災
害
倉

庫
外
構
撤
去
工
事
」
と
い
う
工
事
名
で
発
注
・
契
約
が
な
さ
れ
て
お
り
、
１
件
で
発
注
が
可
能
な
工
事
を
、
2
50

万

円
以
下
の
工
事
２
件
に
分
割
発
注
し
、
契
約
し
た
違
法
性
が
あ
り
ま
す
。
 

（
３
）
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
 

上
記
の
と
お
り
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
２
件
の
工
事
は
、
本
来
、
１
件
の
工
事
と
し
て
、
地
方
自
治

法
等
に
定
め
る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
と
い
う
契
約
方
法
で
発
注
・
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
２
件
の
工
事
は
、
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名

競
争
入
札
に
よ
ら
ず
、
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
少
額
随
意
契
約
と
し
て
２
件
の
工
事
に
分
割
発
注
し
、
よ
り
競
争
性

の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
違
法
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
契
約
方
法
で
あ
り
ま
す
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を

締
結
し
た
場
合
と
違
法
な
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
し
た
金
額
の
差
額
が
、
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
で

あ
り
ま
す
。
 

以
上
に
よ
り
、
川
崎
市
の
被
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
れ
る
よ
う
地
方
自
治
法
第

2
42

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
い
た
し
ま
す
。
 

ま
た
、
損
害
額
の
認
定
に
お
い
て
は
、
財
政
局
契
約
課
が
計
算
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
参
考
に
、
民
事
訴
訟

法
第

24
8
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監
査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

２
 
請
求
の
理
由
 

甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
を
整
理
し
、
分
割
発
注
の
状
況
が
分
か
り
易
い
一
覧
表
と
し
て
、
甲
第
３
号
証
を
提

出
い
た
し
ま
す
。
 

（
１
）
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
 

（
ア
）
工
事
所
在
地
は
、
「
上
平
間
災
害
倉
庫
」
で
あ
り
、
本
件
２
件
の
工
事
は
同
一
所
在
地
で
す
。
 

（
イ
）
工
事
の
箇
所
は
、
甲
第
１
号
証
は
、「

倉
庫
そ
の
も
の
の
解
体
撤
去
工
事
」
で
あ
り
、
甲
第
２
号
証
は
、「

甲
第

１
号
証
の
倉
庫
を
囲
う
外
構
構
造
物
の
撤
去
工
事
」
で
あ
り
ま
す
。
 

（
ウ
）
し
た
が
っ
て
、「

上
平
間
災
害
倉
庫
」
に
係
る
倉
庫
本
体
と
そ
の
倉
庫
の
外
構
構
造
物
の
両
方
の
撤
去
工
事
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
施
工
場
所
及
び
同
一
の
工
事
箇
所
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
 

建
物
本
体
と
そ
の
外
構
構
造
物
は
、
必
ず
し
も
、
一
体
的
に
撤
去
す
る
必
要
は
な
い
も
の
の
、
こ
ど
も
未
来
局

は
、
何
ら
か
の
必
要
性
に
よ
り
、
建
物
本
体
と
そ
の
外
構
構
造
物
の
両
方
を
撤
去
す
る
方
針
と
し
ま
し
た
。
 

両
方
の
撤
去
方
針
が
確
定
し
た
場
合
、
建
物
本
体
と
そ
の
外
構
構
造
物
を
別
々
に
発
注
す
る
こ
と
は
、
個
人
の

家
庭
や
民
間
会
社
の
場
合
、
そ
の
手
間
ひ
ま
を
考
慮
し
た
場
合
、
有
り
得
な
い
２
分
割
工
事
で
あ
り
ま
す
。
 

別
紙
１

7 

 
 

 
以

上
に

つ
き

、
見

積
書

等
の

日
付

を
職

員
が

記
入

す
る

と
い

っ
た

不
適

切
な

運
用

も
含

め
、

事
務

手
続

の
公

正
性

及
び

透
明

性
を

失
し

て
い

る
と

厳
し

く
指

摘
せ

ざ
る

を
得

ず
、

今
後

、
市

民
か

ら
疑

念
を

抱
か

れ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、
十

分
に

留
意

し
て

事
務

を
執

行
さ

れ
る

こ
と

を
強

く
要

望
す

る
。
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開
示
で
き
な
い
特
別
な
理
由
が
あ
る
の
か
。
 

今
か
ら
で
も
、
直
ち
に
、
工
事
写
真
を
開
示
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

３
 
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
 

川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
は
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
前
記
の
と
お
り
、
分
割

発
注
し
た
も
の
で
、
本
来
、
地
方
自
治
法
等
に
定
め
る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
と
い
う
契
約
方
法
で

発
注
・
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
、
１
件

2
5
0
万
円
以
下
の
少
額
随
意
契
約
と
し
て
、
よ
り
競
争
性

の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
違
法
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
契
約
方
法
で
あ
り
ま
す
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締

結
し
た
場
合
と
違
法
な
競
争
性
の
低
い
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
し
た
金
額
の
差
額
が
、
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
で
あ
り

ま
す
。
 

以
上
に
よ
り
、
川
崎
市
の
被
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
ら
れ
る
よ
う
地
方
白
治
法
第

24
2
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

４
 
見
積
り
合
わ
せ
と
契
約
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
 

過
去
の
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
、
３
業
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
正
な
競
争

は
保
た
れ
て
お
り
、
損
害
は
発
生
し
て
い
な
い
と
す
る
主
張
も
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
多
額
の
税
金
を
投
入
し
て
、
契
約
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
電
子
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
一
般
競
争
入
札

及
び
指
名
競
争
入
札
を
行
う
こ
と
が
、
無
駄
な
支
出
と
な
り
、
契
約
シ
ス
テ
ム
自
体
が
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
り

得
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
今
後
は
、
川
崎
市
の
行
う
入
札
は
、
1
0
万
円
で
も
、
1
00

万
円
で
も
、
１
千
万
円
で
も
、
１
億
円
で
も
、

１
千
億
円
で
も
、
す
べ
て
３
業
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
契
約
を
行
え
ば
済
む
も
の
で
、
契
約
シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理

費
及
び
更
新
費
は
、
ム
ダ
と
な
り
ま
す
。
 

５
 
平
均
落
札
率
に
つ
い
て
 

ま
た
、
損
害
額
の
認
定
に
お
い
て
は
、
契
約
課
が
算
出
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
甲
第
６
号
証
と
し
て
提
出
い
た

し
ま
す
。
 

財
政
局
契
約
課
が
作
成
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
を
参
考
に
、
民
事
訴
訟
法
第

2
48

条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監

査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
 

６
 
前
記
平
均
落
札
率
と
は
別
の
損
害
額
に
つ
い
て
 

な
お
、
甲
第
３
号
証
の
下
の
枠
に
「
（
有
）
星
野
工
業
の
見
積
額
の
比
較
」
が
あ
り
ま
す
が
、
２
件
の
工
事
と
も
に
、

「
重
機
回
送
費
」
に
係
る
受
注
業
者
の
見
積
額
は
、「

1
6
0,
0
0
0
円
」
と
見
積
も
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
こ
で
「
重
機
回
送
費
」
を
ネ
ッ
ト
検
索
し
て
み
ま
す
と
、
い
く
つ
か
の
業
者
の
価
格
を
見
ま
し
た
が
、
せ
い
ぜ
い

高
く
て
も
５
万
円
ぐ
ら
い
と
の
検
索
結
果
で
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
の
ネ
ッ
ト
検
索
結
果
を
第
７
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

見
積
書
に
あ
る
「
バ
ッ
ク
ホ
ウ
」
「
ラ
ン
マ
」
「
プ
レ
ー
ト
」
を
甲
第
８
号
証
と
し
て
示
し
ま
す
。
 

そ
し
て
、
摩
訶
不
思
議
な
こ
と
に
、
受
注
し
な
か
っ
た
業
者
の
重
機
回
送
費
の
見
積
額
は
、
受
注
業
者
の
さ
ら
に
上

を
い
く
、
1
80
,
0
00

円
と
か
、
2
0
0
,0
0
0
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

そ
れ
ら
の
金
額
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
未
来
局
か
ら
の
合
理
的
な
説
明
が
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
項
目
の
金
額
に
つ

い
て
も
、
民
事
訴
訟
法
第

2
48

条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
監
査
委
員
が
適
切
な
損
害
額
を
認
定
す
べ
き
も
の
と
思
料

い
た
し
ま
す
。
 

７
 
見
積
書
及
び
完
成
届
・
検
査
書
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
 

見
積
書
及
び
完
成
届
・
検
査
書
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
住
民
監
査
請
求
で
も
指

摘
し

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

り
ま

す
が

、
見

積
書

及
び

完
成

届
の

日
付

け
を

市
の

職
員

が
記

載
し

た
と

す
る

違
法

行
為

（
刑
法
に
定
め
る
「
公
文
書
偽
造
等
」
）
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

見
積
書
の
筆
跡
を
拡
大
し
た
も
の
を
甲
第
９
号
証
及
び
甲
第

1
0
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
今
回
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
記
載
し
た
と
の
主
張
を
行
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
、

公
文
書
偽
造
等
の
罪
を
自
白
し
た
も
の
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
従
い
、
告
発
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
完

成
届
は
、

業
者
が
記

載
す
る

も
の
で
あ

り
、
検
査

書
は
、

市
の
検
査

員
が
記
載

す
る
も

の
で
あ
り

ま
す

。
 

本
件
２
件
の
完
成
届
及
び
検
査
書
の
日
付
け
が
同
一
筆
跡
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
日
付
け
の
記
載
は
、
一
体
、
誰

が
記
載
し
た
の
か
。
 

記
載
権
限
の
無
い
も
の
が
記
載
し
た
場
合
は
、
法
令
に
基
づ
い
た
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

関
連
規
定
と
し
て
、
甲
第

11
号
証
及
び
甲
第

12
号
証
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

８
 
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
に
つ
い
て
 

本
件
に
係
る
公
文
書
開
示
請
求
を
行
い
、
そ
れ
に
対
す
る
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
が
請
求
者
あ
て
に
交
付
さ
れ
ま
し

（
エ
）
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
見
積
り
合
わ
せ
契
約
の
３
者
の
組
合
せ
が
同
じ
３
者
で
あ
る
こ
と
。
 

（
オ
）
見
積
書
の
筆
跡
が
同
一
の
筆
跡
と
思
え
、
官
製
談
合
も
し
く
は
業
者
談
合
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
。
 

（
カ
）
甲
第
１
号
証
の
倉
庫
本
体
の
「
重
機
回
送
費
」
の
見
積
額
が
、
市
場
価
格
は
、
せ
い
ぜ
い
５
万
円
程
度
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、「

16
0
,
00
0
円
」
と
の
見
積
額
は
相
場
の
約
３
倍
と
な
っ
て
お
り
、
不
当
に
高
い
見
積
り
額
と
な

っ
て
い
る
。
 

予
定
価
格
を
決
定
し
た
の
は
、
誰
な
の
か
。
 

（
キ
）
甲
第
２
号
証
の
倉
庫
の
外
構
撤
去
工
事
の
「
重
機
回
送
費
」
も
「
1
60
,
0
00

円
」
と
な
っ
て
い
る
。
 

倉
庫
本
体
と
ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
を
撤
去
す
る
外
構
撤
去
工
事
に
使
用
す
る
「
重
機
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

な
「
重
機
」
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
ど
も
未
来
局
は
、
設
計
し
予
定
価
格
を
決
定
し
た
の
か
。
 

倉
庫
本
体
と
ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
を
撤
去
す
る
重
機
は
、
同
じ
重
機
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

（
２
）
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
 

過
去
に
分
割
発
注
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成

31
年
４
月
１
日
か
ら
「
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
」

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「

軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
 

甲
第
１
号
証
に
お
い
て
は
、
13

ペ
ー
ジ
目
に
あ
り
ま
す
。
 

甲
第
２
号
証
に
お
い
て
は
、
12

ペ
ー
ジ
目
に
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
「
１
 
軽
易
工
事
の
執
行
に
つ
い
て
」
の
２
段
目
の
注
意
事
項
に
「
工
事
内
容
、
業
種
、
施
工
場
所
、
施
工

時
期
が
同
じ
、
又
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
工
事
等
に
つ
い
て
、
本
来
１
件
で
発
注
す
べ
き
案
件
や

2
5
0
万
円
を
超
え
る

案
件
を
複
数
に
分
け
て
発
注
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

と
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
件
分
割
発
注
が
行
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
チ
ェ

ッ
ク
し
た

の
は
、
甲

第
１
号
証

及
び
甲

第
２
号
証

と
も
に
飯

沢
課
長

補
佐
で
あ

り
ま
す
が

、
全
体

の
チ
ェ
ッ

ク
は

、

須
藤
課
長
が
決
裁
し
て
い
ま
す
。
 

（
３
）
施
工
時
期
に
つ
い
て
 

本
件
の
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
は
、
４
月

18
日
～
５
月

3
1
日
及
び
５
月

1
0
日
～
５
月

3
1
日
の

工
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、【

４
月

1
8
日
・
５
月

10
日
】
～
【
５
月

3
1
日
・
５
月

3
1
日
】
と
な
っ
て
い
ま

す
。
 

こ
の
工
期
か
ら
致
し
ま
す
と
、５

月
1
0
日
～
５
月

31
日
の
間
が
、２

件
の
工
期
が
重
な
っ
て
い
る
期
間
で
あ
り
、

違
い
は
、
前
に
３
週
間
工
期
が
あ
る
の
み
で
、
後
半
の
３
週
間
は
完
全
に
工
期
が
重
な
り
、
実
質
的
に
は
、
ほ
ぼ
同

一
の
工
期
で
あ
り
ま
す
。
 

仮
に
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
が
２
件
の
見
積
り
合
わ
せ
契
約
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
々

の
業
者
が
倉
庫
本
体
と
ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
撤
去
を
行
う
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
場
合
、
工
事
調
整
が
か
な

り
複
雑
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
別
々
の
２
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
を
受
注
し
た
場
合
、
工
事
調
整
は
、
ど
の
よ

う
に
想
定
し
て
い
た
の
か
。
 

そ
の
よ
う

な
工
期

的
な
こ

と
を

考
慮
し

た
場
合

、
甲
第

１
号

証
及
び

甲
第
２

号
証
の

工
事

は
、
発

注
時
点

か
ら
、

特
定
の
１
者
が
受
注
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
発
注
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
、
当
然
の
帰
結
で
あ
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
施
工
時
期
を
理
由
と
す
る
分
割
発
注
と
し
て
は
、
重
複
期
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ほ
ぼ
同

時
期
の
工
事
で
あ
り
、
分
割
の
理
由
は
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

た
だ
、
契
約
日
が
違
う
こ
と
か
ら
、
こ
ど
も
未
来
局
は
、
分
割
で
は
な
い
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
過
去
の
事
例
と
し
て
、
６
ケ
月
に
わ
た
り
約

17
0
0
万
円
余
の
工
事
を
契
約
日
で
は
４
分
割
、
個

別
契
約
で
は
７
分
割
し
た
事
例
が
あ
り
、
課
長
級
の
職
員
が
文
書
注
意
を
受
け
た
と
の
新
聞
報
道
が
あ
り
ま
す
の
で
、

甲
第
４
号
証
及
び
甲
第
５
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

予
算
要
求
時
点
で
も
２
件
の
工
事
と
し
て
予
算
要
求
し
て
い
た
の
か
。
 

し
た
が
っ
て
、
工
事
の
時
期
を
少
し
ず
ら
し
、
分
割
発
注
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
甲
第
４
号
証
及
び
甲

第
５
号
証
と
比
較
し
て
、
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
の
工
事
が
分
割
発
注
で
は
な
い
と
す
る
合
理
的
な
理
由
を

明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
 

原
則
と
し
て
、
分
割
発
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
明
示
し
、
少
額
随
意
契
約
の
分
割
発
注
を
禁
止
し
て
い

る
全
国
の
地
方
公
共
団
体
を
納
得
さ
せ
る
合
理
的
な
理
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

１
週
間
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
２
週
間
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
３
週
間
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
半
年
ず
ら
せ
ば
い

い
の
か
、
１
年
ず
ら
せ
ば
い
い
の
か
、
明
確
か
つ
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

地
方
自
治

法
に
定

め
る
「

最
少

経
費
・

最
大
効

果
」
の

大
原

則
に
も

耐
え
う

る
根
拠

で
な

け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

（
４
）
工
事
写
真
に
つ
い
て
 

本
件
の
甲
第
１
号
証
及
び
甲
第
２
号
証
に
お
い
て
は
、
工
事
写
真
も
開
示
請
求
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ

か
、
開
示
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
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・
特
定
の
１
業
者
に
は
、
他
の
２
業
者
が
誰
で
あ
る
の
か
は
、
知
り
得
な
い
情
報
で
あ
る
。
 

・
川
崎
市
の
規
定
上
、
自
ら
の
業
務
で
な
い
業
務
を
あ
え
て
行
う
と
い
う
、
自
ら
の
業
務
を
増
や
す
こ
と
を
し
て
い
る

こ
と
。
 

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
。
 

以
上
の
状
況
か
ら
、
こ
ど
も
未
来
局
に
よ
る
官
製
談
合
の
疑
い
が
あ
る
と
思
え
ま
す
。
 

添
付
資
料
 

【
甲
第
１
号
証
】・

・
・
・
「
上
平
間
災
害
倉
庫
解
体
撤
去
工
事
」
 

【
甲
第
２
号
証
】・

・
・
・
「
上
平
間
災
害
倉
庫
外
構
撤
去
工
事
」
 

【
甲
第
３
号
証
】・

・
・
・
「
上
平
間
災
害
倉
庫
工
事
 
比
較
一
覧
表
」
 

【
甲
第
４
号
証
】・

・
・
・
平
成

2
1
年
５
月

2
8
日
付
け
東
京
新
聞
「
軽
易
工
事
の
全
庁
的
不
適
切
契
約
報
道
新
聞
」
 

【
甲
第
５
号
証
】・

・
・
・
平
成

2
1
年
５
月

2
8
日
付
け
報
道
新
聞
さ
れ
た
不
適
切
分
割
発
注
事
例
 

【
甲
第
６
号
証
】・

・
・
・
契
約
課
が
算
出
し
た
平
均
落
札
率
一
覧
表
 

【
甲
第
７
号
証
】・

・
・
・
解
体
の
教
科
書
 
「
重
機
回
送
費
」
の
意
味
 

【
甲
第
８
号
証
】・

・
・
・
建
設
工
事
で
使
用
さ
れ
る
建
設
機
械
等
（
バ
ッ
ク
ホ
ウ
・
ラ
ン
マ
ー
・
プ
レ
ー
ト
）
 

【
甲
第
９
号
証
】・

・
・
・
甲
第
１
号
証
の
見
積
書
に
係
る
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
状
況
の
拡
大
コ
ピ
ー
 

【
甲
第

1
0
号
証
】・

・
・
甲
第
２
号
証
の
見
積
書
に
係
る
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
状
況
の
拡
大
コ
ピ
ー
 

【
甲
第

1
1
号
証
】・

・
・
刑
法
第

15
5
条
か
ら
第

15
8
条
 

【
甲
第

1
2
号
証
】・

・
・
刑
事
訴
訟
法
第

2
3
9
条
 

【
甲
第

1
3
号
証
】・

・
・
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
 

【
甲
第

1
4
号
証
】・

・
・
川
崎
市
公
文
書
管
理
規
則
 

た
の
で
、
そ
れ
を
、
甲
第

1
3
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

甲
第

13
号
証
の
内
容
は
、「

仕
様
書
作
成
及
び
設
計
積
算
の
た
め
の
参
考
見
積
書
（
下
見
積
書
）
の
徴
収
依
頼
文
及

び
徴
収
し
た

見
積
書

」
で
あ
り

ま
す
が
、

こ
ど
も

未
来
局
は

、
「
仕

様
書
作

成
及
び
設

計
積

算
の
た
め

の
参
考

見
積
書

（
下
見
積
書
）
の
徴
収
依
頼
文
及
び
徴
収
し
た
見
積
書
」
は
、「

特
に
軽
易
な
文
書
（
公
文
書
管
理
規
則
第
７
条
た
だ
し

書
き
）
で
あ
り
、
仕
様
書
作
成
完
了
に
伴
い
、
事
務
処
理
上
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
廃
棄
し
て
い
る
た
め
、
関

係
図
書
類
が
存
在
し
な
い
。
」
と
し
、
開
示
請
求
拒
否
し
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
「
公
文
書
管
理
規
則
」
を
甲
第

14
号
証
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。
 

「
下
見
積
書
」
を
軽
易
な
文
書
と
判
断
し
た
根
拠
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。
 

設
計
積
算
の
た
め
の
下
見
積
書
は
、
市
民
の
貴
重
な
税
金
を
使
っ
て
執
行
す
る
工
事
に
お
い
て
は
、
そ
の
設
計
積
算

額
が
適
正
か
否
か
を
検
証
す
る
た
め
の
重
要
な
図
書
類
で
あ
り
、
根
拠
な
く
廃
棄
し
た
場
合
は
、
罪
に
問
わ
れ
る
場
合

（
公
用
文
書
等
毀
棄
罪
）
も
あ
り
ま
す
の
で
、
隠
ぺ
い
せ
ず
に
、
提
出
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 

国
会
で
も
、
過
去
に
、
文
書
不
存
在
と
し
て
き
た
文
書
が
、
見
つ
か
り
出
て
き
た
例
は
、
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
ど
も
未
来
局
に
お
き
ま
し
て
も
、
今
一
度
調
査
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

９
 
見
積
書
の
不
思
議
に
つ
い
て
 

前
記
６
で
指
摘
い
た
し
ま
し
た
が
、「

重
機
回
送
費
」
に
係
る
受
注
業
者
の
見
積
額
は
、「

1
6
0
,
0
00

円
」
と
見
積
も

ら
れ
、「

重
機
回
送
費
」
を
ネ
ッ
ト
検
索
し
て
み
ま
す
と
、
い
く
つ
か
の
業
者
の
価
格
を
見
ま
し
た
が
、
せ
い
ぜ
い
高
く

て
も
５
万
円
ぐ
ら
い
と
の
検
索
結
果
で
あ
り
ま
し
た
。
 

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
魔
訶
不
思
議
な
こ
と
に
、
受
注
し
な
か
っ
た
業
者
の
重
機
回
送
費
の
見
積
額
は
、
受
注
業
者

の
さ
ら
に
上
を
い
く
、
1
8
0
,
00
0
円
と
か
、
2
0
0,
0
0
0
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

他
の
見
積
額
も
精
査
し
た
場
合
、
世
間
相
場
・
市
場
価
格
と
大
き
く
ず
れ
て
い
る
見
積
り
額
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
 

そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
官
製
談
合
も
し
く
は
業
者
談
合
が
疑
わ
れ
る
状
況
で
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状

況
で
は
、
官
製
談
合
の
疑
い
が
強
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

1
0
 
ま
と
め
 

本
件
の
分
割
発
注
事
案
は
、
非
常
に
分
か
り
易
い
分
割
発
注
事
案
で
あ
り
ま
す
。
 

本
件
工
事
は
、
軽
易
工
事
規
程
が
改
正
さ
れ
て
以
降
の
工
事
あ
り
、
そ
の
改
正
の
一
つ
に
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
新

た
に
追
加
し
た
こ
と
か
ら
、
決
裁
権
者
で
あ
り
ま
す
課
長
さ
ん
は
、
当
然
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
分
割
発
注

を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
有
効
に
作
用
せ
ず
、
甲
第
４
号
証
に
よ
る

1
0
年
前
の
全
庁
的
な
軽
易
工
事

の
不
適
切
契
約
事
件
が
発
生
し
、「

制
度
の
見
直
し
」
を
明
言
し
た
も
の
の
、
何
ら
見
直
し
を
行
わ
な
か
っ
た
事
実
が
あ

る
こ
と
か
ら
し
て
、
今
回
の
軽
易
工
事
規
程
の
改
正
も
、
課
長
職
を
含
め
、
職
員
に
は
浸
透
し
な
い
恐
れ
が
今
回
の
分

割
発
注
に
よ
り
現
実
化
し
た
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

な
ぜ
、
分
割
発
注
が
是
正
さ
れ
な
い
の
か
。
 

分
割
発
注

を
行
わ
ず

、
本
来
の

契
約
課

発
注
と
す

れ
ば
、
各

所
管
課

は
自
ら
の

業
務
が
減

少
す
る

に
も
関
わ

ら
ず

、

あ
え
て
自
ら
の
業
務
量
が
増
え
る
分
割
発
注
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

い
わ
ゆ
る
お
役
所
仕
事
の
中
に
は
、
自
ら
の
メ
リ
ッ
ト
の
無
い
仕
事
は
避
け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
川
崎
市
の
規
定
上
、
契
約
課
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
、
保
育
所
整
備
課
が
自
ら
の
業
務
量
を
増
や
す
こ
と
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
こ
に
は
、
分
割
発
注
を
行
う
保
育
所
整
備
課
に
は
、
業
務
を
増
や
し
て
ま
で
も
、
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と

し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

一
体
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。
 

1
1
 
官
製
談
合
の
疑
い
 

・
見
積
り
業
者
の
３
者
の
組
合
せ
が
同
一
の
３
者
で
あ
る
こ
と
。
 

・
甲
第
１
号
証
の
見
積
額
に
お
い
て
、
受
注
し
な
か
っ
た
業
者
の
見
積
額
が
、
軽
易
工
事
の
上
限
で
あ
る

2
5
0
万
円
を

上
回
っ
て
い
る
こ
と
。
上
限
価
格
を
上
回
る
見
積
額
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
自
ら
が
、
絶
対
に
受
注
で
き
な
い
状
況

を
作
る
談
合
の
一
般
的
な
手
法
で
あ
る
こ
と
。
 

・
川
崎
市
の
見
積
り
合
わ
せ
の
場
合
は
、
2
50

万
円
が
上
限
で
あ
る
こ
と
は
、
市
内
業
者
で
あ
れ
ば
周
知
の
事
実
で
あ

り
、
当
該
２
業
者
も
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
 

・
工
期
の
設
定
で
、
別
々
の
業
者
が
受
注
し
た
場
合
、
工
事
調
整
が
難
し
い
工
期
の
設
定
で
あ
る
こ
と
。
 

・
見
積
書
の
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
 

・「
重
機
回
送
費
」
の
見
積
額
が
、
市
場
価
格
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
と
受
注
し
な
か
っ
た
業
者
の
見
積
額
が
、

そ
の
額
を
さ
ら
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
。
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関
係
職
員
の
陳
述
録
 

 
令
和
２
年
４
月

1
7
日
付
け
川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
に
お
け
る
措
置
請
求
（
以
下
「
本
件
請
求
」
と
い
う
。
）
に
対

す
る
本
市
の
見
解
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
 

１
 
上
平
間
災
害
倉
庫
及
び
外
構
撤
去
工
事
に
お
け
る
事
実
経
過
 

（
１
）
上
平
間
災
害
倉
庫
撤
去
に
至
る
経
緯
 

 
上
平
間
災
害
倉
庫
に
隣
接
す
る
に
じ
い
ろ
保
育
園
南
平
間
は
、
川
崎
市
の
土
地
・
建
物
を
貸
し
付
け
て
運
営
し

て
い
る
民
営
化
園
で
あ
り
、
公
立
保
育
所
と
し
て
昭
和

44
年
に
開
設
し
て
か
ら
築

5
0
年
以
上
が
経
過
し
て
い
ま

す
。
園
舎
の
老
朽
化
対
策
と
し
て
国
の
補
助
事
業
を
活
用
し
、
本
市
と
運
営
法
人
が
協
力
の
も
と
建
替
え
に
よ
る

新
園
舎
の
整
備
を
（
仮
称
）
に
じ
い
ろ
保
育
園
南
平
間
建
替
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）（

乙
第
１
号
証
）
の
と
お

り
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
建
替
え
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
が
仮
設
園
舎
を
建
設
し
保
育
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
適
地
で
あ
る
隣

接
の
本
市
所
有
地
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
当
該
地
に
設
置
さ
れ
て
い
る
上
平
間
災
害
倉
庫

を
解
体
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

（
２
）
上
平
間
災
害
倉
庫
外
構
撤
去
工
事
が
追
加
で
必
要
と
な
っ
た
経
緯
 

 
上
平
間
災
害
倉
庫
撤
去
工
事
に
つ
い
て
、
平
成

31
年
４
月

1
9
日
に
工
事
を
開
始
し
た
連
絡
を
工
事
業
者
か
ら

受
け
ま
し
た
。
同
日
、
着
工
の
確
認
と
と
も
に
仮
設
園
舎
の
打
合
せ
を
行
う
連
絡
を
に
じ
い
ろ
保
育
園
南
平
間
の

運
営
法
人
に
し
た
際
に
、
当
該
運
営
法
人
か
ら
当
該
倉
庫
の
外
構
が
仮
設
園
舎
の
工
事
を
監
督
す
る
現
場
事
務
所

の
設
置
に
支
障
が
あ
る
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
 

 
上
平
間
災
害
倉
庫
の
外
構
に
つ
い
て
は
、
残
す
予
定
で
し
た
が
、
他
に
現
場
事
務
所
の
設
置
可
能
な
場
所
が
な

い
た
め
、
外
構
撤
去
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
し
、
速
や
か
な
対
応
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

 
令
和
３
年
４
月
の
新
園
舎
開
設
の
た
め
に
は
、
仮
設
園
舎
建
設
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
当
初
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
工
事
で
し
た
が
、
追
加
工
事
を
行
う
こ
と
と
し
、
軽
易
工
事
と
し
て

の
手
続
に
沿
っ
て
適
切
に
執
行
し
ま
し
た
。
 

２
 
軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
よ
り
執
行
し
た
根
拠
 

 
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
2
3
4
条
第
１
項
で
は
、「

売
買
、
賃
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
は
、
一

般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
、

ま
た
、
同
条
第
２
項
で
は
、「

前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当

す
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
規
定
し
て
い
ま
す
。
 

 
こ
れ
を
受
け
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
で
は
少
額
の

契
約
に
つ
い
て
は
随
意
契
約
（
以
下
「
少
額
随
契
」
と
い
う
。
）
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
、
随
意
契
約
が
で
き
る
金

額
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
契
約
規
則
第

24
条
の
２
に
お
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。
 

 
な
お
、
少
額
随
契
を
行
う
場
合
、
川
崎
市
契
約
規
則
第

26
条
第
１
項
で
は
「
市
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
な
る
べ
く
２
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
競

争
性
及
び

透
明
性
を

確
保
し
、

適
正
な

価
格
で
契

約
を
行
う

た
め
、
「
川
崎

市
契
約

規
則
等

の
一
部

改
正
に
伴

う
事

務
取
扱
に
つ
い
て
（
昭
和

5
8
年
３
月

1
3
日
付
け

5
7
川
総
用
第

2
4
0
号
助
役
専
決
。
以
下
「
助
役
専
決
文
書
」
と

い
う
。
）」

に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
３
者
以
上
の
見
積
り
合
わ
せ
で
執
行
す
る
こ
と
が
通
知
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
こ
れ
ら

の
規
定
を

本
件
工
事

の
契
約

に
当
て
は

め
、
本
件

工
事
に

係
る
見
積

書
を
３
者

か
ら
徴

取
し
た
と

こ
ろ

、

１
件
当
た
り

2
5
0
万
円
以
下
で
の
契
約
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
手
続
に
基
づ
き
、
適
正
に
執
行
し
た
と
こ
ろ

で
す
。
 

３
 
川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
記
載
事
項
に
対
す
る
本
市
の
見
解
 

 
（
１
）
「
１
請
求
の
要
旨
(
2)
分
割
発
注
に
係
る
違
法
性
」
に
つ
い
て
は
全
て
否
認
し
ま
す
。
 

 
当
該
工
事
に
つ
い
て
は
、「

１
 
上
平
間
災
害
倉
庫
及
び
外
構
撤
去
工
事
に
お
け
る
事
実
経
過
」
で
示
し
た
と

お
り
、
倉
庫
撤
去
工
事
の
み
を
保
育
所
整
備
課
で
行
う
予
定
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
外
構
の
撤
去
が
必
要

な
こ
と
が
判
明
し
、
追
加
と
な
っ
た
工
事
を
「
川
崎
市
軽
易
工
事
事
務
取
扱
規
程
」（

以
下
「
軽
易
工
事
取
扱
規

程
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
執
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
工
事
内
容
を
分
割
し
契
約

し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
（
２
）
「
１
請
求
の
要
旨
(
3)
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
」
は
全
て
否
認
し
ま
す
。
 

 
「
２
 
軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
よ
り
執
行
し
た
根
拠
」
に
示
し
た
と
お
り
、
当
該
工
事
に
つ
き
ま
し
て

は
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
き
適
正
に
執
行
し
た
も
の
で
す
。
 

 
ま
た
、
川
崎
市
契
約
規
則
第

2
4
条
の
２
第
１
項
第
１
号
で
規
定
す
る
金
額
の
範
囲
内
で
契
約
し
た
も
の
で

す
。
 

別
紙

３

請
求
人
の
陳
述
録
 

 
ま
ず
３
号
証
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
見
積
り
業
者
の
組
合
せ
が
、
第
１
号
証
、
第
２
号
証
と
も

に
同
一
の
組
合
せ
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
２
番
目
、
３
番
目
の
札
を
入
れ
た
方
は

25
0
万
円
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
と
、
下
の
重
機
回
送
費
が

1
6
万
と
い
う
見
積
り
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
ト
イ
レ
の
関
係
の
よ
う
に

参
考
見
積
書
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
情
報
公
開
請
求
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
私
の
ほ
う
の
手
元
に
、
こ
の

16
万

と
い
う
見
積
り
が
業
者
さ
ん
か
ら
参
考
見
積
り
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
は
、
重
機

回
送
費
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
の
を
ち
ょ
っ
と
検
索
を
し
て
み
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
で
検
索
を
し
ま
し

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
甲
第
７
号
証
で
す
ね
。
こ
こ
に
幾
つ
か
の
業
者
さ
ん
の
金
額
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
大
体
そ
れ
が

３
万
か
ら
５
万
円
ぐ
ら
い
と
い
う
の
が
い
わ
ゆ
る
一
般
市
場
価
格
で
す
ね
。
そ
れ
が
な
ぜ
こ
の

1
6
万
に
も
な
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
で
、

じ
ゃ
、
今

回
使
っ

て
い
る
重

機
は
ど
う

い
う
も

の
か
と
い

う
の
が
８

号
証
に

あ
り
ま
す

。
バ
ッ
ク

ホ
ウ
と

、

使
っ

て
い

る
の

が
ど

う
も

ラ
ン

マ
ー
と

プ
レ

ー
ト

と
い

う
３

つ
の

機
械

を
重

機
と
し

て
使

っ
て

い
る

よ
う

な
ん

で
す

け

れ
ど
も
、
確
か
に
バ
ッ
ク
ホ
ウ
は
大
き
い
重
機
で
す
か
ら
、
回
送
費
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ラ
ン

マ
ー
と
プ
レ
ー
ト
と
い
う
の
は
、
軽
四
輪
に
載
せ
れ
ば
載
っ
ち
ゃ
う
よ
う
な
小
さ
な
も
の
で
す
ね
。
こ
の
３
つ
を
重
機
と

し
て
使
っ
て
い
る
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
重
機
回
送
費

1
6
万
で
す
ね
。
 

 
ま
ず
基
本
的
に
、
1
6
万
が
適
正
か
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
ど
う
も
市
場
価
格
的
に
は
ち
ょ
っ
と
金
額
が
あ
ま
り
に
も

大
き
過
ぎ
る
と
い
う
の
と
、
甲
１
号
証
と
２
号
証
で
す
ね
。
倉
庫
本
体
の
解
体
と
外
構
工
事
、
両
方
と
も

1
6
万
と
い
う

重
機
回
送
費
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
で
、
問
題
は
こ
の
工
期
と
の
関
係
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
契
約
日
は
４
月

1
2
日
と
５
月

1
0
日
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
工
期
が
４
月

18
か
ら
５
月

3
1
日
が
倉
庫
本
体
で
す
ね
。
５
月

10
日
か
ら
５

月
31

日
ま
で
が
外
構
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
普
通
に
考
え
れ
ば
、
重
機
回
送
費
、
両
方
と
も

16
万
、

合
計
で

3
2
万
円
か
か
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
辺
は
う
ま
く
考
え
れ
ば
、
同
じ
時
期
に
や
れ
ば
１
回
で
済
む
わ
け

で
す
よ
。
こ
こ
の
疑
問
は
、
ま
ず

1
6
万
と
い
う
金
額
自
体
が
市
場
価
格
と
し
て
適
正
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、

１
号
証
、
２
号
証
と
も
、
２
つ
ダ
ブ
ル
で
カ
ウ
ン
ト
を
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
こ
の
疑
問
で
す
ね
。
こ
れ
が
３
号
証
に
つ

い
て
で
す
。
 

 
重
機
回
送
費
と
重
機
に
つ
い
て
今
御
説
明
を
い
た
し
ま
し
て
、
次
が
第
９
号
証
で
す
ね
。
９
号
証
、
10

号
証
と
も
に
、

こ
れ
も
筆
跡
で
す
ね
。
見
積
書
の
筆
跡
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

 
そ
れ
と
、
第

13
号
証
に
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
真
ん
中
の
欄
の
「
(2
)
仕
様
書
作
成
の
た
め
に

取
得
し
た
下
見
積
も
り
は
、
特
に
軽
易
な
公
文
書
（
公
文
書
管
理
規
則
第
７
条
第
１
項
た
だ
し
書
き
）
で
あ
り
、
仕
様
書

作
成
完
了
に
伴
い
、
事
務
処
理
上
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
廃
棄
を
し
て
い
る
た
め
、
関
係
図
書
類
が
存
在
し
な
い
。」

と
。
先
ほ
ど
の
ほ
う
は
出
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
予
算
要
求
の
関
係
の
資
料
と
し
て
要
求
し
た
ら
出
て
き
た
ん
で
す
。
参

考
見
積
書
を
提
出
し
て
く
れ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ら
開
示
請
求
拒
否
を
さ
れ
た
。
実
態
的
に
は
、
こ
の
書
類
も
保
育
所

整
備
課
さ
ん
に
は
実
際
に
は
手
元
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
監
査
事
務
局
さ
ん
の
ほ
う
で
保
育
所
整
備
課
の
ほ

う
に
請
求
を
す
れ
ば
参
考
見
積
書
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
か
は
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
 

 
こ
の
軽
易
な
も
の
と
い
う
の
は
、
国
で
モ
リ
カ
ケ
問
題
と
か
、
い
ろ
ん
な
問
題
で
や
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
甲
の

1
4

号
証
に
川
崎

市
公
文
書

管
理
規

則
を
載
せ

て
い
ま
す

け
れ
ど

も
、
軽
易

な
文
書
に

つ
い
て

の
定
義
は

全
く
あ
り

ま
せ
ん

。

本
来
、
役
所
は
市
民
の
税
金
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
す
の
で
、
そ
れ
を
執
行
す
る
文
書
は
基
本
的
に
は
公
文
書
と
し

て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
を
、
い
や
い
や
、
公
文
書
管
理
規
則
に
軽
易
な
文
書
は
保
存
し
な
く
て
も
い
い

ん
だ
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
軽
易
な
文
書
に
該
当
す
る
か
ら
捨
て
ち
ゃ
え
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
乱
暴
な
話
、

も
し
く
は
意
図
的
に
隠
蔽
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
お
調
べ
に
な
れ
ば
そ

れ
な
り
に
ど
こ
か
に
公
文
書
は
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

別
紙

２
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さ
ら
に

、
契
約

規
則

で
は
、

な
る
べ

く
２
人

以
上

の
者
か

ら
見
積

書
を
徴

す
る

こ
と
と

な
っ
て

い
ま
す

が
、

本
件
工
事
に
お
い
て
は
助
役
専
決
文
書
に
従
い
、
３
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な

る
競
争
性
を
確
保
し
て
い
ま
す
。
 

 
（
３
）
「
２
請
求
の
理
由
(
1)
甲
第
３
号
証
に
つ
い
て
」
 

 
(
ア
)～

(ウ
)
に
つ
い
て
、
同
一
所
在
地
で
は
あ
り
ま
す
が
、
前
ペ
ー
ジ
１
－
(
2
)の

と
お
り
、
当
初
か
ら
予
定

さ
れ
た
一
連
の
工
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
(
エ

)
の
当

該
工
事

２
件
の
見

積
り
業

者
が
同

じ
３
者

で
あ

っ
た
こ

と
に
つ

い
て
は

、
「
倉

庫
撤
去

工
事
」

と

「
外
構
撤
去
工
事
」
が
同
種
の
工
事
だ
っ
た
た
め
で
す
。
 

 
(
オ
)の

見
積
書
の
筆
跡
が
同
一
筆
跡
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
件
の
見
積
書
の
筆
跡
が
同
一
で
あ

る
か
は
不
知
、
な
お
、
軽
易
工
事
に
お
い
て
工
事
業
者
が
見
積
書
を
提
出
し
た
際
に
、
日
付
が
空
欄
の
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
そ
の
場
で
工
事
業
者
に
記
入
を
依
頼
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
工
事
業
者
に
確
認
の

上
、
担
当
職
員
が
記
入
す
る
場
合
も
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
 

 
(
カ
)及

び
(
キ
)の

工
事
見
積
書
の
予
定
価
格
の
決
定
に
関
し
ま
し
て
は
、
川
崎
市
契
約
規
則
第

2
5
条
に
お

い
て
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
同
規
則
第

1
3
条
第
１
項
及
び
第

14
条
の
規
定
に

準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
た
だ
し
、
財
政
局
資
産
管
理
部
契
約
課
に
よ
る
契
約
事
務
の
手
引
き
に
お
い
て
、
軽
易
工
事
の
場
合
は
、
複

数
の
業
者
か
ら
工
事
見
積
書
を
徴
取
し
た
上
で
予
算
執
行
伺
を
起
案
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
見
積
り
合

わ
せ
の
最
低
額
が
執
行
予
算
額
及
び
予
定
価
格
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
工
事
見
積
書
は
項
目
ご
と
に
価
格
を
比

較
す
る
の
で
は
な
く
、
工
事
の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
、
か
つ
３
者
の
比
較
を
し
た
上
で
、
総
合

的
に
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
も
り
し
た
者
と
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
（
４
）「

２
請
求
の
理
由
(
2
)
軽
易
工
事
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
」
は
、
前
ペ
ー
ジ
３
－
(
1)
の
と
お
り
、
倉
庫
撤

去
工
事
の
み
を
行
う
予
定
で
し
た
が
、
外
構
の
撤
去
が
必
要
な
こ
と
が
判
明
し
、
工
事
を
執
行
し
た
も
の
で
あ

り
、
当
初
か
ら
予
定
し
た
工
事
を
分
割
し
契
約
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
に
つ
い
て
適
切

に
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
確
認
し
た
も
の
で
す
。
 

 
（
５
）「

２
請
求
の
理
由
(
3)
施
工
時
期
に
つ
い
て
」
は
、
１
ペ
ー
ジ
「
１
 
上
平
間
災
害
倉
庫
及
び
外
構
撤
去
工
事

に
お
け
る
事
実
経
過
」
の
と
お
り
、
４
月

18
日
以
降
の
上
平
間
災
害
倉
庫
撤
去
工
事
を
進
め
て
い
る
中
で
、
外

構
の
撤
去
が
必
要
な
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
そ
の
後
必
要
な
手
続
を
経
て
、
外
構
の
撤
去
工
事
の
工
期
を
５

月
1
0
日
か
ら
と
し
て
お
り
、
当
該
工
事
２
件
の
工
期
が
後
半
に
重
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
続
す
る
仮

設
園
舎
工
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
支
障
を
来
さ
な
い
た
め
の
工
事
で
あ
る
の
で
、
完
了
期
限
が
同
一
と
な
っ
た

た
め
で
す
。
 

 
（
６
）「

２
請
求
の
理
由
(
4)
工
事
写
真
に
つ
い
て
」
は
、
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
お
い
て
工
事
完
成
後
は
軽
易
工
事

完
成
届
（
以
下
「
完
成
届
」
と
い
う
。
）
の
提
出
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
写
真
は
必
須
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
該

工
事
は
撤
去
工
事
で
あ
り
、
更
地
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
保
育
所
整
備
課
職
員
が
現
地
を
確
認
し

た
こ
と
に
よ
り
、
完
成
届
の
み
提
出
を
求
め
、
工
事
完
了
写
真
は
必
要
な
い
も
の
と
判
断
し
ま
し
た
。
 

 
（
７
）「

３
損
害
の
補
填
に
つ
い
て
」
、「

６
前
記
平
均
落
札
率
と
は
別
の
損
害
に
つ
い
て
」
及
び
「
９
見
積
書
の
不
思

議
に
つ
い
て
」
は
、
前
ペ
ー
ジ
３
－
(
2
)「

１
請
求
の
要
旨
(
3
)
川
崎
市
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
」
で
示
し
た
と

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
は
軽
易
工
事
取
扱
規
程
に
基
づ
き
、
見
積
書
を
３
者
か
ら
徴
取
し
、
最
低
価
格
を
提

示
し
た
工

事
業
者

と
契

約
を
締

結
し
ま

し
た
。

ま
た

、
完
成

期
日
ま

で
に
工

事
が

完
了
し

た
こ
と

を
確
認

し
、

契
約
金
額
の
と
お
り
支
出
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
市
に
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

 
（
８
）「

７
見
積
書
及
び
完
成
届
・
検
査
書
の
日
付
け
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
は
、
前
ペ
ー
ジ
３
－
(3
)

オ
の
と
お
り
、
軽
易
工
事
に
お
い
て
工
事
業
者
が
見
積
書
を
提
出
し
た
際
に
は
、
日
付
が
空
欄
の
場
合
も
あ
り
、

そ
の
場
合
は
、
そ
の
場
で
記
入
を
依
頼
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
郵
送
に
お
い
て
は
業
者
に
確
認
の
上
、
担
当
職

員
が
記
入
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
今
回
の
完
成
届
に
つ
い
て
は
、
業
者
が
提
出
し
た
際
に
日
付
が
空

欄
だ
っ
た
た
め
、
業
者
に
確
認
の
上
、
担
当
職
員
が
記
入
し
ま
し
た
。
 

 
（
９
）「

８
開
示
請
求
拒
否
通
知
書
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
下
見
積
書
は
、
担
当
職
員
が
仕
様
の
検
討
や
予
定
価
格
の

参
考
と
す
る
た
め
に
徴
取
し
た
も
の
で
あ
り
、
川
崎
市
公
文
書
管
理
規
則
第
９
条
第
１
項
に
基
づ
き
事
務
処
理

上
必
要
な
期
間
は
保
存
し
て
い
ま
し
た
が
、
仕
様
書
の
完
成
に
よ
り
保
存
期
間
が
満
了
し
た
た
め
、
廃
棄
し
て

い
ま
す
。
 

４
 
結
論
 

 
本
件
請
求
に
お
け
る
工
事
は
、
関
係
法
令
等
に
従
い
、
適
正
に
執
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
違
法
と
の
評
価
を
受
け

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
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人 事 委 員 会 公 告

川崎市人事委員会公告第２号

　　　令和２年度川崎市職員（大学卒程度・薬剤

　　　師・獣医師・保健師）採用試験の実施につ

　　　いて

　令和２年度川崎市職員（大学卒程度・薬剤師・獣医

師・保健師）採用試験を次のとおり行います。

　　令和２年６月17日

 川崎市人事委員会

 委員長　魚　津　利　興　　
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令和２年度 

川崎市職員採用試験受験案内 
(大学卒程度等) 

 

《大学卒程度》 行政事務・社会福祉・心理・学校事務 

《大学卒程度》 土木・電気・機械・造園・建築・化学・消防士 

《資格免許職》 薬剤師・獣医師・保健師 

川崎市人事委員会

《主な日程》 

申 込 受 付 期 間 4 月 15 日(水) 午前 9 時 ～ 5 月 22 日(金) 午後 5 時 (受信有効) 

申 込 方 法 電子申請のみ 

受 験 票 等 発 行 6 月 5 日(金) (予定) 

第 1 次 試 験 日

令和 2 年 6 月 28 日(日) 【総合筆記試験 (消防士は教養試験)】 

※ 総合筆記試験(教養試験)のほか、面談試験(消防士以外)、体力検査(消防士のみ)を 

第1 次試験として実施します(日程は、「3 試験科目・日程・会場・合格発表」参照)。 

※ 面談試験、体力検査は、総合筆記試験（消防士以外）、又は教養試験（消防士のみ）で 

一定の成績以上の方を対象に実施します。 (対象者の発表予定日：7 月6 日(月)) 

第 1 次合格発表日 7 月 27 日(月) 午前 10 時（予定） 

第 ２ 次 試 験 日
7 月 31 日(金) ～ 8 月 20 日(木) (予定) 
※ 試験区分ごとに試験科目・日程が異なります(詳細は、「3 試験科目・日程・会場・合格発

表」参照)。 

最 終 合 格 発 表 日 8 月 27 日(木) 午前 10 時 (予定) 

 
《問い合わせ先》 川崎市人事委員会事務局任用課 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

電話：044-200-3343  FAX：044-222-6449 

「川崎市職員採用案内」ホームページアドレス 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/61-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

川崎市人事委員会 Twitter 

＜＠kawasaki_saiyou＞https://twitter.com/kawasaki_saiyou 

※災害等により試験日程等を変更する場合は、川崎市人事委員会 Twitter でお知らせします。 

※川崎市職員採用試験は、皆さまの申込によって試験の準備が進められ、経費は、市民の方に納めていただいた税金が 

使われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験の申込をした人は、必ず受験するようお願いします。 
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１ 試験区分・職務概要・採用予定人員 

試験区分 主な職務概要 
採用予定
人   員

大 
 

学 
 

卒 
 

程 
 

度 

行 政 事 務 
本庁各局や区役所等で、市政のあらゆる分野における計画策定、施策立案、事業
実施、窓口業務などの行政事務に従事します。 120 名程度

社 会 福 祉 

主に、区役所地域みまもり支援センター、児童相談所、障害者更生相談所、精神保
健福祉センター、障害者センター等で、高齢者・障害者・児童等の相談・指導・調
査、生活保護の実施、福祉に関する計画等の策定、福祉施策の企画・立案など社
会福祉の専門業務に従事します。 

20 名程度

心 理 
主に、児童相談所、障害者更生相談所、精神保健福祉センター、障害者センター、
区役所地域みまもり支援センター等で、相談支援、心理検査、心理判定、地域の子
どもに関する心理的支援など心理の専門業務に従事します。 

5 名程度 

学 校 事 務 
市立小学校・中学校・特別支援学校等で、庶務、財務、文書管理などの学校事務業
務に従事します。 

5 名程度 

土 木 

主に、建設緑政局、区役所道路公園センター、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、
道路、橋梁、河川、上下水道、港湾などの土木工事の計画、設計積算、施工監理、測量
や、都市計画・都市交通計画の策定、拠点地区整備事業の実施、開発行為の審査指導
など、土木の専門業務に従事します。 

15 名程度

電 気 
主に、環境局、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、廃棄物処理施設、浄水場、下水
処理施設などの大型プラントや公共施設（庁舎、市営住宅、港湾施設、学校、病院など）
の電気設備の設計、工事、維持管理など、電気の専門業務に従事します。 

10 名程度

機 械 
主に、環境局、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、廃棄物処理施設、浄水場、下水
処理施設などの大型プラントや公共施設（庁舎、市営住宅、港湾施設、学校、病院など）
の機械設備の設計、工事、維持管理など、機械の専門業務に従事します。 

10 名程度

造 園 
主に、建設緑政局、区役所道路公園センター等で、公園、緑地、特別緑地保全地
区などの維持管理、調査計画、設計積算、施工管理や都市計画の策定、開発行為
の審査指導及び協働型事業の推進など、造園の専門業務に従事します。 

若干名 

建 築 

主に、まちづくり局等で、市街地再開発・区画整理事業の調査計画、都市計画・都
市交通計画の策定、防災まちづくりや住宅施策の推進、拠点地区等の景観形成・
誘導、公共施設（庁舎、市営住宅、学校、病院、福祉施設など）の建築工事の設計・
工事監理、建築物の許認可･審査など、建築の専門業務に従事します。 

5 名程度 

化 学 

主に、環境局、上下水道局等で、大気汚染や水質汚濁防止などの公害対策、環境
保全のための許認可・指導・調査研究、地球温暖化対策などの環境施策の企画実
施、上下水処理等の水質管理・水質検査・水質指導、水処理技術の調査研究など、
化学の専門業務に従事します。 

若干名 

消 防 士 
主に、消防局、各消防署等で、火災・救急・救助等の現場活動、航空隊業務、消防
施策の企画、調整、指令システム・通信施設の管理・運用、火災等の予防指導、防
火対象物等の査察、危険物規制などの消防業務に従事します。 

30 名程度

薬 剤 師 
主に、区役所地域みまもり支援センター、健康福祉局等での食品・環境・医事薬事
の衛生監視指導・普及啓発、感染症対策、食品や水の微生物・理化学検査業務
や、市立病院での調剤・服薬指導など薬剤師の専門業務に従事します。 

5 名程度 

獣 医 師 
主に、区役所地域みまもり支援センター、健康福祉局等での食品・環境衛生監視指
導・普及啓発、感染症対策、食品や水の微生物・理化学検査業務、動物の愛護管
理や、夢見ヶ崎動物公園での診療飼育など獣医師の専門業務に従事します。 

若干名 

保 健 師 
主に、区役所地域みまもり支援センター等で、担当地区における健康な地域づくり
に向けた活動の支援や、母子・高齢者・障害者等の保健福祉に関する相談支援、
感染症対策など、保健師の専門業務に従事します。 

10 名程度

 (注) 
1 採用予定人員は、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 
2 交替制勤務を要する職場に配属されることもあります。 
3 申込できる区分は 1 つに限ります。申込後の試験区分の変更は認めません。 
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２ 受験資格 

(1)年齢等 

行政事務 
社会福祉 
心 理 
学校事務 
土 木 
電 気 
機 械 
造 園 
建 築 
化 学 
消 防 士 

次のいずれかに該当する人 
(1) 平成 3 年 4 月 2 日から平成 11 年 4 月 1 日までに生まれた人 
(2) 平成 11 年 4 月 2 日以降生まれで次のいずれかに該当する人 
①学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した人又は令和 3 年 3 月までに卒業見込の人 

②川崎市人事委員会が①に該当する人と同等の資格があると認める人 
 

※消防士については、日本国籍を有する人 

薬 剤 師 
獣 医 師 
保 健 師 

昭和 61 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

 
(2)資格 【社会福祉・心理】 ・ 身体的条件【消防士】 ・ 免許 【薬剤師・獣医師・保健師】 

社 会 福 祉 

社会福祉主事の任用資格を有する人又は令和 3 年 3 月までに取得見込の人 
 
●社会福祉主事の任用資格を有するには次のいずれかを満たすことを要します。 
① 学校教育法に基づく大学において、社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関

する科目を 3 科目以上修めて卒業すること。 
※指定科目についてはホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しています。 

② 社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。 
③ 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有すること。 

心 理 

心理判定員の任用資格を有する人又は令和 3 年 3 月までに取得見込の人 
 
●心理判定員の任用資格を有する主な要件は、学校教育法に基づく大学において、心理学を専攻する

学科を修めて卒業することです。 

消 防 士 

次の要件を全て満たす人 
① 視力（矯正視力を含む。）が両眼で 0.7 以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上の人 
② 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができる人 
③ 聴力が正常な人 

薬 剤 師 
獣 医 師 
保 健 師 

それぞれの免許を有する人又は令和 3 年春までに行われる国家試験により免許取得見込の人 

(注)  
1 社会福祉、心理の受験者は、任用資格を確認できる書類を第 1 次試験（面談試験）時に提出していただきます。 
2 薬剤師、獣医師、保健師の受験者で免許取得済みの方はそれぞれの免許の写し、免許取得見込の方はそれぞ

れの免許取得に係る学歴の卒業(見込)証明書及び成績証明書を、第 1 次試験（面談試験）時に提出していただ
きます。 

※試験区分ごとの受験資格にかかわらず、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人（民法の一部を改正す
る法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。）は、受
験できません。 

地方公務員法（抜粋） 
 （欠格条項） 
第１６条 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を
受けることができない。 
１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 
３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処

せられた者 
４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ 試験科目・日程・会場・合格発表 
（指定された試験日時・会場等の変更は受け付けることができませんので、あらかじめ御了承ください。） 

(1) 第１次試験 

試験区分 試験科目・日程 会場（予定） 合格等発表日 

総合筆記試験 【消防士以外】 ・ 教養試験【消防士】 

消 防 士 
以 外 

【総合筆記試験】 
6 月 28 日(日)  
 集合時刻 午前 19 時 45 分 
 解散時刻 午後 11 時 10 分頃 

(※途中退出はできません。また昼
食休憩はありません。) 

法政大学第二中・高等学校 
（川崎市中原区木月大町 6-1）
ほか 
 

※会場は受験票で指定します。 

7 月 6 日(月) 午前 10 時頃(予定) 
【消防士以外：面談試験対象者】
【消 防 士 ：体力検査対象者】

消 防 士 

【教養試験】 
6 月 28 日(日) 
 集合時刻 午前 19 時 45 分 
 解散時刻 午後 10 時 10 分頃 
(※途中退出はできません。) 

面談試験 【消防士以外】 ・ 体力検査 【消防士】(集合時間等の詳細は、対象者に文書で通知します。) 

消 防 士 
以 外 

【面談試験】 
7 月 10 日(金)～7 月 17 日(金)(予定)
のうち指定する 1 日 

川崎市役所第 4 庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 

7 月 27 日(月) 午前 10 時頃(予定)
【第 1 次試験合格】 

消 防 士 
【体力検査】 
7 月 17 日(金)(予定) 

川崎市スポーツ・文化総合 
センター（カルッツかわさき） 
（川崎市川崎区富士見 1-1-4）

 

(2) 第２次試験 (集合時間等の詳細は、第 1 次試験合格者に文書で通知します。) 

試験区分 試験科目・日程 会場 合格等発表日 

小論文試験 【行政事務・学校事務・消防士】 

行政事務 

7 月 31 日(金) (予定) 

川崎市役所第 4 庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 
川崎商工会議所 

（川崎市川崎区駅前本町 11-2
 川崎フロンティアビル） 
川崎市役所第 3 庁舎 

（川崎市川崎区東田町 5-4） 

 学校事務 

消 防 士 

身体検査 【消防士】 

消 防 士 7 月 31 日(金) (予定) 
川崎市役所第 4 庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 

 

面接試験 【全区分】 

全 区 分 
【集団討論・個別面接】 
8 月 3 日(月)～8 月 20 日(木) (予定) 
のうち指定する 1 日 

川崎市役所第 4 庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 

8 月 27 日(木) 午前 10 時頃(予定)
【最終合格】 

 (注) 
1 試験会場の案内図は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しますので御確認ください。 
2 試験会場への問い合わせ、自動車、バイク、自転車等での来場は禁止します。 
3 合格等発表は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に合格者の受験番号を掲載します。 
4 面談試験(消防士以外)・体力検査(消防士)の対象者、第 1 次試験合格者及び最終合格者には、合格等発表日に文書で

通知を発送します。なお、郵便事情などにより延着、不着となる場合もありますので、合否はホームページで必ず確認し
てください。 

5 第 1 次試験の合格者は、各試験科目の結果を総合して決定します。また、最終合格者は、第 1 次試験及び第 2 次試験
の結果を総合して決定します。第 1 次試験、第 2 次試験ともに、いずれかの試験科目において一定の基準に達しない
場合は、他の試験科目の成績にかかわらず不合格となります。 

6 面談試験の対象者には、「面接カード」を 3 部（うち、2 部は原本をコピーしたもの）面談試験当日に提出していただきま
す(「面接カード」の様式は、面談対象者発表の通知に同封いたしますので、7 月 8 日(水)までに面談対象者発表の通知
が届かない場合は７月 9 日(木)に川崎市人事委員会事務局(044-200-3343)まで御連絡ください。)。また、消防士の第１
次試験合格者には、「面接カード」を 3 部（うち、2 部は原本をコピーしたもの）第 2 次試験小論文試験・身体検査当日に
提出していただきます(「面接カード」の様式は、消防士は第 1 次試験体力検査当日に配布いたします。)。 
また、「面接カード」 に貼付するカラー写真（縦 4cm×横 3cm）3 枚が必要となります。 

7 社会福祉、心理、薬剤師、獣医師、保健師の面談試験対象者には、資格・免許取得（見込）に関する書類（資格証明書・
免許証の写し、又は卒業（見込）証明書及び成績証明書）を提出していただきます。提出書類の詳細は面談対象者発表
の通知でお知らせいたします。 
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４ 試験の内容 

(1) 第１次試験 

総合筆記試験 【消防士以外】 ・ 教養試験【消防士】 

消 防 士 
以 外 

【総合筆記試験】 ＜択一式 60 問 180 分＞ ※出題の程度は大学卒業程度のものです。 
≪知能系（20 問程度）：各試験区分共通≫ 
出題分野：文章理解（現代文・英文）、判断推理、数的推理、資料解釈 
 
≪知識系（40 問程度）： 試験区分ごとに出題分野が異なります。≫ 
出題分野は、「別表 区分別の総合筆記試験(知識系)出題分野」参照 

消 防 士 
【教養試験】＜択一式 40 問 120 分＞ ※出題の程度は大学卒業程度のものです。 
文章理解（現代文・英文）、判断推理、数的推理、資料解釈、法律(憲法)、政治、経済、社会事情 

面談試験 【消防士以外】 

消 防 士 
以 外 

机を挟んだ対話形式（２対１）の個別面談を行い、人物的な側面、仕事に対する意欲・適性、コミュニケーショ
ン能力などを評価します。                                        ＜20 分程度＞  

体力検査 【消防士】 

消 防 士 
消防士としての職務遂行に必要な体力についての検査（握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、立ち
幅とび、20ｍシャトルラン、腕立て伏せ）を行います。 

 

 【別表 区分別の総合筆記試験(知識系)出題分野】 

試験区分 出題分野 

行 政 事 務 
学 校 事 務 

法律（憲法・民法・行政法）、政治、経済、社会事情、財政 

社 会 福 祉 社会福祉概論（社会保障を含む。）、社会学概論、心理学概論（社会心理学を含む。）、社会調査 

心 理 
一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、応用心理学（教育心理学・産業心理学・臨床心理
学）、調査・研究法、統計学 

土 木 数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、材料・施工 

電 気 数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子工学、情報・通信工学 

機 械 数学・物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学・制御、機械設計、機械材料、機械工作 

造 園 造園学原論、造園材料・施工、造園管理、造園計画・設計（都市・地方計画を含む。）、造園関連基礎 

建 築 数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市計画、建築設備、建築施工 

化 学 数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化学・有機工業化学、化学工学 

薬 剤 師 物理・化学・生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度、実務 

獣 医 師 基礎獣医学、病態獣医学、応用獣医学、臨床獣医学 

保 健 師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 
 

(2) 第２次試験（第１次試験合格者を対象に実施） 

面接試験(集団討論・個別面接) 【全区分】 

全 区 分 

【集団討論】＜30 分程度＞ 
行政課題、時事問題などをテーマに集団討論を行い、社会性、伝達力、積極性、論理性などを評価します。 
 
【個別面接】＜30 分程度＞ 
個別面接(3 対 1)を行い、人物的な側面、仕事に対する意欲・適性、コミュニケーション能力などを評価します。 

小論文試験 【行政事務・学校事務・消防士】 

行政事務 
学校事務 
消 防 士 

一般的な行政課題や時事問題などの課題を与え、問題意識、論理性、表現力などを評価します。 
＜1,000 字以上、1,200 字以内 80 分＞  

身体検査 【消防士】 

消 防 士 消防士としての職務遂行に必要な身体的条件及び健康度の検査を行います。 

(注)  
総合筆記試験・教養試験の問題例、小論文試験の過去の課題をホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しています。 
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５ 合格から採用まで 
(1) 最終合格者は、川崎市人事委員会が作成する採用候補者名簿（薬剤師、獣医師、保健師の場合は選考合格者名簿）に

登載され、川崎市の各任命権者(市長等)からの請求に応じて提示されます。なお、名簿の有効期間は、原則として名簿
確定の日から 1 年間です。 

(2) 名簿に登載された方は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合等を除き、原則と
して令和 3 年 4 月 1 日に採用されます。なお、既に学校等を卒業している人又は資格・免許等を取得している人につい
ては、令和 3 年 4 月より前に採用されることもあります。 

(3) 受験資格がないことや、「申込内容」、「面接カード」等の提出書類の記載事項に虚偽又は不正があることが判明
した場合は、採用候補者名簿（選考合格者名簿）から削除します。また、資格・免許等の取得見込の人で取得
できない場合は、採用されません。 

(4) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 

６ 配置等 
採用後の配置、異動、昇任等は、計画的な人材育成や能力開発の観点から、本人の意向やキャリア観を重視するとともに、
能力・実績に基づいた適材適所の人事配置を基本方針として行われています（日本国籍を有しない人の配置、異動、昇
任等は、「外国籍職員の任用に関する運用規程」に基づいた任用が行われます。）。 

 
◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 

「外国籍職員の任用に関する運用規程」では、外国籍の職員は、「公権力の行使」に該当しない職務又は「公の意思形成
への参画」に該当しない職（ラインの課長級以上の職を除く全ての職）に任用され、これらに関わる職員数はおおむね８割
に当たるものであり、この中で、国籍に関わりなく職員の配置、異動、昇任等を行っていく旨の規定がなされています。 

 

参考１ 職務の概要（代表例） 

試験区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

行政事務 
情報化の推進、産業の振興、区政推進、区民相談
市民文化、スポーツの振興 
水道、交通などの公営事業 

市税等の賦課、滞納処分 
生活保護の決定 

社会福祉 
福祉施設入所者等の専門的相談・指導
医療相談 児童福祉施設の入所措置 

児童虐待等の調査 
心 理 障害児(者)の専門的相談・指導・助言 

土 木 
道路工事の実施計画、設計、監督
道路の維持補修工事の実施、設計等 開発行為の監視、規制 

電 気 
水処理施設の設備の運転操作、調整
各種施設の電気設備の維持管理 公害の発生の監視、規制 

機 械 市有建築物の維持保全 廃棄物処理施設の許可 

造 園 
公園、緑地等の維持管理
公共施設の緑化 都市計画事業の決定 

建 築 
市営住宅建設工事の設計、監督
公共施設建設工事の設計、監督 建築制限の許可 

化 学 
水道水の水質管理
検査、調査研究 産業廃棄物等の監視、規制 

薬 剤 師 
市立病院の調剤
検査、調査研究 薬局、医薬品販売業者の監視 

獣 医 師 
動物の飼育
検査、調査研究 食品衛生、環境衛生の監視 

 

参考２ 昇任モデル 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒

課
長
補
佐 

⇒

課長級

⇒

部長級  
 
 

⇒

局長級

☆ ○ ☆ ○ ☆○ 

課 

長 

担
当
課
長

部 

長 

担
当
部
長

局 

長 

担
当
理
事

 
 

 

※１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

※２ 係長級への昇任は、一般事務職、土木職、建築職など１３職種について係長昇任選考を実施しており、合格す
ると 33歳（最短）で係長級に昇任します。 
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７ 給与等 
(1) 給与(初任給) 
  令和 2 年 4 月 1 日現在の給与は次のとおりです。ただし、条例等の改正により、変更されることがあります。 

試験区分 
初任給 

※地域手当を含む 
その他の手当など 

下記以外
の 区 分 

207,524 円 
（大学院修士課程修了者は、224,692 円） 

①  初任給については、大学卒業後若しくは大学院修
士課程修了後（大学卒程度各区分）又は免許取得後
（薬剤師・獣医師・保健師）の職歴等がある方は、一定
の基準に基づいて、左記の金額に加算されます。 

 
②  この他に、期末・勤勉手当(4.50 月分)が支給されま

す。また、支給要件に該当する方には、通勤手当(1 箇
月当たり最高 55,000 円)、扶養手当、住居手当(1 箇月
当たり最高 25,200 円)等の諸手当が支給されます。 

消 防 士 
224,692 円 
（大学院修士課程修了者は、241,860 円） 

薬 剤 師 
獣 医 師 

224,692 円 

保 健 師 
220,284 円 
（大学院修士課程修了者は、237,452 円） 

 (注) 薬剤師区分の初任給は、６年制大学卒の場合です。４年制大学卒の場合は、207,524 円です。 
 
(2)勤務時間及び休暇等 
①勤務時間 

原則として、月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（休憩時間 1 時間含む。） 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
②休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで。) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
③休暇等 

年次有給休暇(年間 20 日間)のほか、夏季(5 日間)・結婚・出産・育児・忌引・子の看護・男性職員の育児参加・短期介護など
の特別休暇があります。また育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇などもあります。 

      
※上記の内容は、令和 2 年 4 月 1 日現在のものであり、変更される場合があります。 

 

８ 個人別成績情報の提供 
 この試験で不合格となった方のうち、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただし、申出は次の手順に
限ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手続き方法 

第 1 次試験 

不 合 格 者 

第 1 次試験の総合順位及び総合得点
 

＜参考＞第 1 次試験配点 ３００点 

提供希望者は、最終合格発表日から１箇月以内(消印有効)に、
下記①～③を次の住所に郵送してください。 
①個人別成績に関する情報提供申出書 
※ホームページからダウンロード〈最終合格発表日から 1 箇月
間掲載〉 
②受験票 
③返信用封筒（84 円切手を貼り、宛先を明記した定型封筒） 

 
《申出書郵送先》 
〒210-0006 
川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 
川崎市人事委員会事務局任用課 

 
※個人別成績情報は、令和 2 年 10 月上旬以降に発送します。 
※総合順位は、欠席者を除いた総合得点の順位で記載してい

ます。 

第 2 次試験 

不 合 格 者 

第 2 次試験の総合順位及び総合得点
(第 1 次及び第 2 次試験の合算) 

 
＜参考＞第 2 次試験配点 ７００点 

 

 

９ 申込方法等(電子申請【インターネット】のみ受付) 
 

ホームページ「川崎市職員採用案内」→「川崎市職員採用試験・選考情報」→「川崎市職員(大学卒程度等)採用試

験」→「令和２年度申込方法（大学卒程度等）」と進み、詳しい申込方法を確認してから申込手続きを行ってください。 

 

※受験に際して市が収集する個人情報は、採用試験及び採用手続きにのみ使用します。 
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申込受付期間 

4月15日(水) 午前9時 ～ 5月22日(金) 午後5時 (受信有効) 
※申込締切日はアクセスが集中し、サイトにつながらない、又は表示に時間がかかる等の現象が起こることがありま

す。また、使用するパソコンや通信回線上の障害等のトラブルについては、一切責任を負いかねますので、期限

に余裕を持ってお申込ください。 

申 込 手 順 

(1)「ネット窓口かわさき(電子申請サービス)」の利用者登録を行う(登録済みの方は(2)へ) 
ネット窓口かわさき(電子申請サービス)の利用者登録の手順は、ホームページに掲載してある「川崎
市職員採用試験・電子申請マニュアル(利用者登録編)」を御確認ください。 
【重要①】 利用者登録の際に取得した「ID」と「パスワード」は忘れないよう必ず控えておいてくださ

い。「ID」と「パスワード」を忘れた場合は、サンキューコールかわさき(044-200-3939)にお
問い合わせください。 

【重要②】 利用者登録の際の入力項目に、「審査結果通知」及び「到達メール」の受け取りを希望す
るかどうかの項目がありますので、必ず「希望する」を選択してください。 

(2)電子申請により受験申込を行う 
ネット窓口かわさきの利用者登録完了後、ホームページ「令和２年度申込方法（大学卒程度等）」の下
段にある「電子申請する」ボタンを選択し、画面表示にしたがって採用試験の申込を行ってください。
申込の手順は、ホームページに掲載してある「川崎市職員採用試験・電子申請マニュアル(申請編)」
を御確認ください。 
⇒申込手続きが完了すると、ネット窓口かわさきの利用者登録の際に登録したメールアドレスに、１時

間以内に申請到達メールが送信されますので確認してください。なお、申込完了後、1時間経過し
ても申請到達メールが届かない場合は、必ず川崎市人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡
ください。 

(3)申込内容の審査 
川崎市人事委員会が、申込内容を審査します。 
※申込内容確認のため、電話連絡することがあります。連絡が取れない場合、申込を受け付けできない場合があ

りますので、申込の際の連絡先の入力は、誤りのないよう、また、確実に連絡が取れる連絡先を入力してくださ

い。 

(4)審査結果の通知 
申込内容等に不備がなく、審査が終了すると、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルへ審査
結果が通知されますので必ず確認してください。なお、受験申込日から3日程度(土曜日・日曜日・祝
日は除く。)を過ぎても審査結果通知が届かない場合は、必ず川崎市人事委員会事務局任用課まで
電話で御連絡ください。 

申込整理票と 
受験票の印刷 

6月5日(金) (予定)に「申込整理票」と「受験票」を、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルに送
信しますので、ダウンロードして、それぞれ片面印刷(A4サイズ)してください。「申込整理票」には、カ
ラー写真(縦4cm×横3cm、裏面に氏名と試験区分を記入)の貼り付けと署名をしてください。 
第1次試験当日、写真を貼り付け、署名した「申込整理票」と「受験票」を必ず持参してください。 

 
◎ 身体の障害等により受験上の配慮を希望する人へ 

次のことを希望する人は、必ず申込時に、川崎市人事委員会事務局任用課まで電話等で御連絡ください。 
(1) 行政事務の申込者で身体障害者手帳を持っている人は、希望により点字による受験ができます。点字による受

験を希望する人は、電子申請の際に「１ 希望する」を選択の上、お申込ください。 
(2) 点字による受験を希望する人は、試験時間の延長などの配慮をします。試験会場等の詳細については、申込

整理票の送信時に御連絡します。 
(3) 車椅子を使用する人は、試験会場を１階にするなどの配慮をします。 
(4) その他身体等の事情により、受験に際して特に配慮を必要とする人は、事前に相談してください。 

 
◎ 前年度(令和元年度)実施結果（参考） 

試験区分 
採用予定
(名程度) 

申込者(人)
第1次試験
受験者(人)

面談試験 
対象者(人)

体力検査 
対象者(人)

第1次試験 
合格者(人) 

最終 
合格者(人)

競争 
倍率(倍)

行政事務 115 1,378 962 602 - 413 195 4.9
社会福祉 25 72 52 45 - 37 28 1.9
心 理 5 24 17 16 - 12 8 2.1
学校事務 20 87 58 46 - 32 18 3.2
土 木 10 49 31 23 - 15 9 3.4
電 気 10 28 18 11 - 5 4 4.5
機 械 5 22 13 10 - 7 6 2.2
造 園 若干名 17 11 9 - 7 4 2.8
建 築 10 22 19 15 - 12 8 2.4
化 学 若干名 25 17 12 - 8 3 5.7
消 防 士 30 291 216 - 90 65 31 7.0
薬 剤 師 若干名 24 18 14 - 13 5 3.6
獣 医 師 若干名 15 9 7 - 6 3 3.0
保 健 師 5 44 34 30 - 24 10 3.4
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川崎市人事委員会公告第３号

　　　令和２年度川崎市職員（大学卒程度・保育

　　　士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職）

　　　採用試験の実施について

　令和２年度川崎市職員（大学卒程度・保育士・栄養

士・臨床検査技師・学校栄養職）採用試験を次のとおり

行います。

　　令和２年６月17日

 川崎市人事委員会

 委員長　魚　津　利　興　　
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令和 2 年度 

川崎市職員採用試験受験案内 
(高校卒程度等) 

 

《高校卒程度》 行政事務・土木・電気・機械・建築・消防士 

《資格免許職》 保育士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職 
 

川崎市人事委員会

 

《主な日程》 

申 込 受 付 期 間  7 月 14 日(火) 午前 9 時 ～ 8 月 11 日(火) 午後 5 時(受信有効) 

申 込 方 法  電子申請のみ 

受 験 票 等 発 行 9 月 14 日(月) (予定) 

第 1 次 試 験 日

令和 2 年 9 月 27 日(日)  

【教養試験 (行政事務・消防士) 】 
【教養試験・専門試験 (土木・電気・機械・建築)】 
【総合筆記試験 (保育士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職) 】 
※ 消防士では、教養試験で一定の成績以上の方を対象に体力検査を第 1 次試験として実

施します(日程は、「3 試験科目・日程・会場・合格発表」参照)。 

第 1 次合格発表日
10 月 8 日(木)  午前 10 時頃（予定）（消防士以外） 

10 月 15 日(木) 午前 10 時頃（予定）（消防士） 

第 ２ 次 試 験 日
 10 月 21 日(水) ～ 10 月 29 日(木) (予定) 
※ 試験区分ごとに試験科目・日程が異なります(詳細は、「3 試験科目・日程・会場・合格発

表」参照)。 

最 終 合 格 発 表 日 11 月 19 日(木) 午前 10 時頃（予定） 

 

《問い合わせ先》 川崎市人事委員会事務局任用課 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

電話：044-200-3343  FAX：044-222-6449 

「川崎市職員採用案内」ホームページアドレス 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/61-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html   

川崎市人事委員会 Twitter  

＜＠kawasaki_saiyou＞https://twitter.com/kawasaki_saiyou 

※災害等により試験日程等を変更する場合は、川崎市人事委員会 Twitter でお知らせします。 

※川崎市職員採用試験は、皆さまの申込によって試験の準備が進められ、経費は、市民の方に納めていただいた税金が使

われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験の申込をした人は、必ず受験するようお願いします。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程、会場、試験内容等が変更に

なる場合があります。変更がある場合は、「川崎市職員採用案内」ホームページ

及び川崎市人事委員会 Twitter にて、随時お知らせします。 
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１ 試験区分・職務概要・採用予定人員 

試 験 区 分 主な職務概要 
採用予定
人   員

高 

校 

卒 

程 

度 

行政 事務 
本庁各局や区役所等で、市政のあらゆる分野における計画策定、施策立案、事業

実施、窓口業務などの行政事務に従事します。 
15 名程度

土 木 

主に、建設緑政局、区役所道路公園センター、上下水道局、港湾局、まちづくり局

等で、道路、橋梁、河川、上下水道、港湾などの土木工事の計画、設計積算、施工

監理、測量や、都市計画・都市交通計画の策定、拠点地区整備事業の実施、開発

行為の審査指導など、土木の専門業務に従事します。 

若干名 

電 気 

主に、環境局、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、廃棄物処理施設、浄水場、

下水処理施設などの大型プラントや公共施設（庁舎、市営住宅、港湾施設、学校、 

病院など）の電気設備の設計、工事、維持管理など、電気の専門業務に従事しま

す。 

若干名 

機 械 

主に、環境局、上下水道局、港湾局、まちづくり局等で、廃棄物処理施設、浄水場、

下水処理施設などの大型プラントや公共施設（庁舎、市営住宅、港湾施設、学校、 

病院など）の機械設備の設計、工事、維持管理など、機械の専門業務に従事しま

す。 

若干名 

建 築 

主に、まちづくり局等で、市街地再開発・区画整理事業の調査計画、都市計画・都

市交通計画の策定、防災まちづくりや住宅施策の推進、拠点地区等の景観形成・誘

導、公共施設（庁舎、市営住宅、学校、病院、福祉施設など）の建築工事の設計・工

事監理、建築物の許認可･審査など、建築の専門業務に従事します。 

若干名 

消 防 士 

主に、消防局、各消防署等で、火災・救急・救助等の現場活動、航空隊業務、消防

施策の企画、調整、指令システム・通信施設の管理・運用、火災等の予防指導、防

火対象物等の査察、危険物規制などの消防業務に従事します。 

15 名程度

保 育 士 
主に、保育所等で、乳幼児の保育、地域の子育て家庭に対する支援など、保育士

の専門業務に従事します。 
5 名程度 

栄 養 士 

主に、保育所、市立病院等での栄養指導、給食管理、衛生管理や、区役所保健福

祉センター、健康福祉局等での栄養相談、栄養指導、食育の推進など、栄養士の専

門業務に従事します。 

若干名 

臨床検査技師 
主に、市立病院、健康福祉局等で、検体検査・生理機能検査業務、感染症の検査・

研究など、臨床検査技師の専門業務に従事します。 
若干名 

学 校 栄 養 職 
市立学校及び学校給食センターでの学校給食の栄養管理、衛生管理、食に関する

指導など、学校栄養職の専門業務に従事します。 
若干名 

 
(注) 

1 採用予定人員は、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 
2 交替制勤務を要する職場に配属されることもあります。 
3 申込できる区分は 1 つに限ります。申込後の試験区分の変更は認めません。 
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２ 受験資格 

（1） 年齢等 

行 政 事 務 
土 木 
電 気 
機 械 
建 築 
消 防 士 

平成 11 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人 

※消防士については、日本国籍を有する人 

保 育 士 
栄 養 士 
臨床検査技師 
学 校 栄 養 職 

平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

 
(2) 身体的条件【消防士】 ・ 免許 【保育士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職】 

消 防 士 

次の要件を全て満たす人 
① 視力（矯正視力を含む。）が両眼で 0.7 以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上の人 
② 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができる人 
③ 聴力が正常な人 

保 育 士 
栄 養 士 
臨床検査技師 
学 校 栄 養 職 

それぞれの免許(学校栄養職については栄養士免許)を有する人又は令和 3 年春までに行われる
国家試験により免許取得見込みの人 

 ※保育士については、神奈川県で実施された地域限定保育士試験により資格を有する人を含む。 

 (注)  
保育士、栄養士、臨床検査技師、学校栄養職の受験者で免許取得済みの方はそれぞれの免許の写し、免許取得
見込の方はそれぞれの免許取得に係る学歴の卒業(見込)証明書及び成績証明書を、第 1 次試験合格発表後、指
定する日までに送付していただきます。 

 

※試験区分ごとの受験資格にかかわらず、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人（民法の一部を改正する法

律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。）は、受験できませ

ん。 

 地方公務員法（抜粋） 

 （欠格条項） 

第１６条 

   次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受け

ることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せら

れた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ 試験科目・日程・会場・合格発表 

 （指定された試験日時・会場等の変更は受け付けることができませんので、あらかじめ御了承ください。） 

(1) 第１次試験 

試験区分 試験科目・日程 会場（予定） 合格等発表日 

教養試験 【行政事務・消防士】、教養試験・専門試験 【土木・電気・機械・建築】、総合筆記試験 【保育士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職】

行 政 事 務 
消 防 士 

【教養試験】 
9 月 27 日(日) 
 集合時刻 午前 19 時 45 分 
 解散時刻 午後 10 時 10 分頃

(※途中退出はできません。) 

 
法政大学第二中・高等学校 
（川崎市中原区木月大町 6-1） 
ほか 
 
※会場は受験票で指定します。

【 体 力 検 査 対 象 者 】 
10 月 5 日(月)午前 10 時頃(予定)  

(消防士) 
 

【 第 １ 次 試 験 合 格 】 
10 月 8 日(木) 午前 10 時頃(予定)  

(消防士以外) 

土 木 
電 気 
機 械 
建 築 

【教養試験】・【専門試験】 
9 月 27 日(日) 
 集合時刻 午前 19 時 45 分 
 解散時刻 午後 13 時 10 分頃
(※教養試験については、途

中退出はできません。) 

保 育 士 
栄 養 士 
臨床検査技師 
学 校 栄 養 職 

【総合筆記試験】 
9 月 27 日(日) 
 集合時刻 午前 19 時 45 分 
 解散時刻 午後 11 時 10 分頃
(※途中退出はできません。ま

た昼食休憩はありません。) 

体力検査 【消防士】 (集合時間等の詳細は、対象者に文書で通知します。) 

消 防 士 
【体力検査】 
10 月 9 日(金)(予定) 

川崎市消防訓練センター 
(川崎市宮前区犬蔵 1-10-2) 

【 第 １ 次 試 験 合 格 】 
10 月 15 日(木)午前 10 時頃(予定)  

(消防士) 

 

(2) 第２次試験 (集合時間等の詳細は、第 1 次試験合格者に文書で通知します。) 

試験区分 試験科目・日程 会場（予定） 合格等発表日 

作文試験 【行政事務・消防士】 

行 政 事 務 

10 月 21 日(水)(予定) 
川崎市役所第 4 庁舎 

（川崎市川崎区宮本町 3-3） 
 

消 防 士 

身体検査 【消防士】 

消 防 士 10 月 21 日(水)(予定) 
川崎市役所第 4 庁舎 

（川崎市川崎区宮本町 3-3） 
 

面接試験 【全区分】 

全 区 分 
【集団討論・個別面接】 
10 月26 日(月)～10 月29 日(木)
(予定)のうち指定する 1 日 

川崎市役所第 4 庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 

【最終合格】 
11 月 19 日(木)午前 10 時頃(予定)

 (注) 
1 試験会場の案内図は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しますので御確認ください。 
2 試験会場への問い合わせ、自動車、バイク、自転車等での来場は禁止します。 
3 合格等発表は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に合格者の受験番号を掲載します。 
4 体力検査(消防士)の対象者、第1次試験合格者及び最終合格者には、合格等発表日に文書で通知を発送します。なお、

郵便事情などにより延着、不着となる場合もありますので、合否はホームページで必ず確認してください。 
5 第 1 次試験の合格者は、各試験科目の結果を総合して決定します。また、最終合格者は、第 1 次試験及び第 2 次試験

の結果を総合して決定します。第1次試験、第2次試験ともに、いずれかの試験科目において一定の基準に達しない場
合は、他の試験科目の成績にかかわらず不合格となります。 

6 第1 次試験合格者には、「面接カード」を３部（うち、２部は原本をコピーしたもの）提出していただきます（行政事務・消防
士は作文試験の際に持参、保育士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職は10月15日(木)までに郵送（消印有効））。「面
接カード」の様式は、第 1 次試験合格通知に同封（消防士は、体力検査の際に配布）いたしますので、消防士以外の区
分の第１次試験合格者で、10 月 12 日(月)までに第１次試験合格通知が届かない場合は川崎市人事委員会事務局
(044-200-3343)まで御連絡ください。 
また、「面接カード」 に貼付するカラー写真（縦 4cm×横 3cm）3 枚が必要となります。 

7 保育士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職の第１次試験合格者には、免許取得（見込）に関する書類（免許証の写し、
又は卒業（見込）証明書及び成績証明書）を提出していただきます。提出書類の詳細は第１次試験合格発表の通知で
お知らせいたします。 
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４ 試験の内容 

(1) 第１次試験 

教養試験 【行政事務・消防士】、教養試験・専門試験【土木・電気・機械・建築】、 
総合筆記試験 【保育士・栄養士・臨床検査技師・学校栄養職】 

行 政 事 務 
消 防 士 

【教養試験】＜択一式 50 問 120 分＞  ※出題の程度は高校卒業程度のものです。 
社会（法律、政治、経済、社会）、人文（世界史、日本史、地理、国語）、自然（数学、物理、化学、生物、地
学）、文章理解（現代文、英文）、判断推理、数的推理、資料解釈   

土 木 
電 気 
機 械 
建 築 

【教養試験】＜択一式 50 問 120 分＞  ※出題の程度は高校卒業程度のものです。 
社会（法律、政治、経済、社会）、人文（世界史、日本史、地理、国語）、自然（数学、物理、化学、
生物、地学）、文章理解（現代文、英文）、判断推理、数的推理、資料解釈 
 
【専門試験】＜択一式 40 問 120 分：試験区分ごとに出題分野が異なります。＞  
出題分野は、「別表 区分別の専門試験出題分野」参照 

保 育 士 
栄 養 士 
学校 栄 養職 
臨床検査技師 

【総合筆記試験】＜択一式 60 問 180 分＞  ※出題の程度は短期大学卒業程度のものです。 
≪知能系（20 問程度）：各試験区分共通≫ 
 出題分野：文章理解（現代文・英文）、判断推理、数的推理、資料解釈 
 
≪知識系（40 問程度）： 試験区分ごとに出題分野が異なります。≫ 
出題分野は、「別表 区分別の総合筆記試験(知識系)出題分野」参照     

体力検査 【消防士】 

消 防 士 
消防士としての職務遂行に必要な体力についての検査（握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、
立ち幅とび、20ｍシャトルラン、腕立て伏せ）を行います。 

【別表 区分別の専門試験出題分野】 

試験区分 出題分野 

土 木 
数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理学、土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工
学、土木施工 

電 気 
数学・物理・情報技術基礎、電気基礎、電気機器・電力技術・電子計測制御、電子技術・電子回路・通信技術・
電子情報技術 

機 械 
数学・物理・情報技術基礎、機械設計、機械工作、原動機、生産システム技術（電気技術、電子技術、制御）、
電子機械 

建 築 数学・物理・情報技術基礎、建築構造設計、建築構造、建築計画、建築法規、建築施工 

 【別表 区分別の総合筆記試験(知識系)出題分野】 

試験区分 出題分野 

保 育 士 社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、保育原理・保育内容、子どもの保健 

栄 養 士 
学 校 栄 養 職 

社会生活と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と健康、栄養の指導、給食の運営 

臨床検査技師 

医用工学概論（情報科学概論及び検査機器総論を含む。）、公衆衛生学（関係法規を含む。）、臨床検査医学
総論（臨床医学総論及び医学概論を含む。）、臨床検査総論（検査管理総論及び医動物学を含む。）、病理組
織細胞学、臨床生理学、臨床化学（放射性同位元素検査技術学を含む。）、臨床血液学、臨床微生物学、臨床
免疫学 

 

(2) 第２次試験（第１次試験合格者を対象に実施） 

作文試験 【行政事務・消防士】 

行 政 事 務 
消 防 士 

与えられた課題について、理解力、論理性、表現力などを評価します。 
＜800 字以上、1,000 字以内 60 分＞  

身体検査 【消防士】 

消 防 士 消防士としての職務遂行に必要な身体的条件及び健康度の検査を行います。 

面接試験(集団討論・個別面接) 【全区分】 

全 区 分 

【集団討論】 ＜30 分程度＞ 
行政課題、時事問題などをテーマに集団討論を行い、社会性、伝達力、積極性、論理性などを評価しま
す。                                                   
【個別面接】 ＜30 分程度＞ 
個別面接(3 対 1)を行い、人物的な側面、仕事に対する意欲・適性、コミュニケーション能力などを評価し
ます。                                                   

(注) 教養試験・専門試験・総合筆記試験の問題例、作文試験の過去の課題をホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載し
ています。 
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５ 合格から採用まで 
(1) 最終合格者は、川崎市人事委員会が作成する採用候補者名簿（保育士、栄養士、臨床検査技師、学校栄養職の場合

は選考合格者名簿）に登載され、川崎市の各任命権者(市長等)からの請求に応じて提示されます。なお、名簿の有効期
間は、原則として名簿確定の日から 1 年間です。 

(2) 名簿に登載された方は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合等を除き、原則と
して令和 3 年 4 月 1 日に採用されます。なお、既に学校等を卒業している人又は資格・免許等を取得している人につい
ては、令和 3 年 4 月より前に採用されることもあります。 

(3) 受験資格がないことや、「申込内容」、「面接カード」等の提出書類の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場
合は、採用候補者名簿（選考合格者名簿）から削除します。また、資格・免許等の取得見込みの人で取得できない場合
は、採用されません。 

(4) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 
 

６ 配置等 
採用後の配置、異動、昇任等は、計画的な人材育成や能力開発の観点から、本人の意向やキャリア観を重視するとともに、
能力・実績に基づいた 適材適所の人事配置を基本方針として行われています（日本国籍を有しない人の配置、異動、昇
任等は、「外国籍職員の任用に関する運用規程」に基づいた任用が行われます。）。 

 
◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 

「外国籍職員の任用に関する運用規程」では、外国籍の職員は、「公権力の行使」に該当しない職務又は「公の意思形成
への参画」に該当しない職（ラインの課長級以上の職を除く全ての職）に任用され、これらに関わる職員数はおおむね８割
に当たるものであり、この中で、国籍に関わりなく職員の配置、異動、昇任等を行っていく旨の規定がなされています。 

 

参考１ 職務の概要（代表例） 

試験区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

行 政 事 務 
情報化の推進、産業の振興、区政推進、区民相談
市民文化、スポーツの振興 
水道、交通などの公営事業 

市税等の賦課、滞納処分 
生活保護の決定 

土 木 
道路工事の実施計画、設計、監督 
道路の維持補修工事の実施、設計等 開発行為の監視、規制 

電 気 
水処理施設の設備の運転操作、調整 
各種施設の電気設備の維持管理 公害の発生の監視、規制 

機 械 市有建築物の維持保全 廃棄物処理施設の許可 

建 築 
市営住宅建設工事の設計、監督 
公共施設建設工事の設計、監督 建築制限の許可 

 

参考２ 昇任モデル 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒

課
長
補
佐 

⇒

課長級

⇒

部長級  
 
 

⇒ 

局長級

☆ ○ ☆ ○ ☆○

課 

長 

担
当
課
長 

部 

長 

担
当
部
長 

局 

長 

担
当
理
事

 
 

 

※１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

※２ 係長級への昇任は、一般事務職、土木職、建築職など１３職種について係長昇任選考を実施しており、合格す
ると３３歳（最短）で係長級に昇任します。 
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７ 給与等 
(1) 給与(初任給) 
  令和 2 年 4 月 1 日現在の給与は次のとおりです。ただし、条例等の改正により、変更されることがあります。 

試験区分 
初任給 

※地域手当を含む 
その他の手当など 

下 記 以 外 
の 区 分 

168,548 円 
（短大卒、高専卒者は、181,540 円) 

 
 
① 初任給については、高校卒業後（高校卒程度各区

分）、又は免許取得後（保育士・栄養士・学校栄養職・
臨床検査技師）の職歴等がある方は、一定の基準に基
づいて、左記の金額に加算されます。 

② この他に、期末・勤勉手当(4.50 月分)が支給されます。
また、支給要件に該当する方には、通勤手当(１箇月当
たり最高 55,000 円)、扶養手当、住居手当(１箇月当たり
最高 25,200 円)等の諸手当が支給されます。 

消 防 士 
181,540 円 

(短大卒、高専卒者は、198,824 円) 

保 育 士 
栄 養 士 
学 校 栄 養 職 

181,540 円 
(大学卒者は、207,524 円) 

(大学院修士課程修了者は、224,692 円) 

臨床検査技師 
190,124 円 

(大学卒者は、207,524 円) 
(大学院修士課程修了者は、224,692 円) 

 (2)勤務時間及び休暇等 
①勤務時間 

原則として、月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（休憩時間１時間を含む。） 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
②休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
③休暇等 

年次有給休暇(年間20日間)のほか、夏季(5日間)・結婚・出産・育児・忌引・子の看護・男性職員の育児参加・短期介護などの
特別休暇があります。また育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇などもあります。 

      
※上記の内容は、令和 2 年 4 月 1 日現在のものであり、変更される場合があります。 

 

８ 個人別成績情報の提供 
 この試験で不合格となった方に対し、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただし、申出は次の手順に限
ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手順 

第 1 次試験 

不 合 格 者 

第 1 次試験の総合順位及び総合得点
 

＜参考＞第 1 次試験配点 ３００点 

提供希望者は、最終合格発表日から１箇月以内(消印有効)に、下
記①～③を次の住所に郵送してください。 
①個人別成績に関する情報提供申出書 
※ホームページからダウンロード〈最終合格発表日から 1 箇月間掲載〉 

②受験票 
③返信用封筒（84 円切手を貼り、宛先を明記した定型封筒） 

《申出書郵送先》 

〒210-0006 

川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

川崎市人事委員会事務局任用課 
※個人別成績情報は、令和2 年12 月下旬以降に発送します。 

※総合順位は、欠席者を除いた総合得点の順位で記載しています。 

第 2 次試験 

不 合 格 者 

第 2 次試験の総合順位及び総合得点
(第 1 次及び第 2 次試験の合算) 

 
＜参考＞第 2 次試験配点 ７００点 

 

９ 申込方法等(電子申請【インターネット】のみ受付) 
 

ホームページ「川崎市職員採用案内」→「川崎市職員採用試験・選考情報」→「川崎市職員(高校卒程度等)採用試

験」→「電子申請による採用試験申込方法（高校卒程度等）」と進み、詳しい申込方法を確認してから申込手続きを

行ってください。 
 

申込受付期間 

7月14日(火) 午前9時 ～ 8月11日(火) 午後5時(受信有効) 
※申込締切日はアクセスが集中し、サイトにつながらない、又は表示に時間がかかる等の現象が起こること

があります。また、使用するパソコンや通信回線上の障害等のトラブルについては、一切責任を負いか
ねますので、期限に余裕を持ってお申込ください。 

※受験に際して市が収集する個人情報は、採用試験及び採用手続にのみ使用します。 
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申 込 手 順 

(1)「ネット窓口かわさき(電子申請サービス)」の利用者登録を行う(登録済みの方は(2)へ) 
ネット窓口かわさき(電子申請サービス)の利用者登録の手順は、ホームページに掲載してある「川崎市
職員採用試験・電子申請マニュアル(利用者登録編)」を御確認ください。 
【重要①】 利用者登録の際に取得した「ID」と「パスワード」は忘れないよう必ず控えておいてください。

「ID」と「パスワード」を忘れた場合は、「サンキューコールかわさき（044-200-3939）にお問合
せください。 

【重要②】  利用者登録の際の入力項目に、「審査結果通知」及び「到達メール」の受け取りを希望する
かどうかの項目がありますが、必ず「希望する」を選択してください。 

 
(2)電子申請により受験申込を行う 

ネット窓口かわさきの利用者登録が完了後、ホームページ「電子申請による採用試験申込方法（高校卒
程度等）」の下段にある「電子申請する」ボタンを選択し、画面表示にしたがって採用試験の申込を行っ
てください。申込の手順は、ホームページに掲載してある「川崎市職員採用試験・電子申請マニュアル
(申請編)」を御確認ください。 
⇒申込手続きが完了すると、ネット窓口かわさきの利用者登録の際に登録したメールアドレスに、1時間以

内に申請到達メールが送信されますので確認してください(申込完了後、1時間経過しても申請到達メ
ールが届かない場合は、必ず川崎市人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡ください。)。 

  
(3)申込内容の審査 

川崎市人事委員会が、申込内容を審査します。 
※申込内容確認のため、電話連絡することがあります。連絡が取れない場合、申込を受け付けできない

場合がありますので、受験申込の際の連絡先の入力は、誤りのないよう、また、確実に連絡が取れる連
絡先を入力してください。 

 
(4)審査結果の通知 

申込内容等に不備がなく、審査が終了すると、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルへ審査結
果が通知されますので必ず確認してください(受験申込日から３日程度(土曜日・日曜日・祝日は除く。)
過ぎても、審査結果通知が届かない場合は、必ず川崎市人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡く
ださい。)。 
 

申込整理票と 
受験票の印刷 

9月14日(月)（予定)に「申込整理票」と「受験票」を、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルに送
信しますので、ダウンロードして、それぞれ片面印刷(A4サイズ)してください。「申込整理票」には、カ
ラー写真(縦4cm×横3cm、裏面に氏名と試験区分を記入)の貼り付けと署名をしてください。 
第1次試験当日、写真を貼り付け、署名した「申込整理票」と「受験票」を必ず持参してください。 

 
◎ 身体の障害等により受験上の配慮を希望する人へ 

次のことを希望する人は、必ず申込時に、川崎市人事委員会事務局任用課まで電話等で御連絡ください。 
(1) 行政事務の申込者で身体障害者手帳を持っている人は、希望により点字による受験ができます。点字による受

験を希望する人は、電子申請の際に「１ 希望する」を選択の上、お申込みください。 
(2) 点字による受験を希望する人は、試験時間の延長などの配慮をします。試験会場等の詳細については、申込

整理票の送信時に御連絡します。 
(3) 車椅子を使用する人は、試験会場を１階にするなどの配慮をします。 
(4) その他身体等の事情により、受験に際して特に配慮を必要とする人は、事前に相談してください。 

 
◎ 前年度(令和元年度)実施結果（参考） 

試験区分 
採用予定人員

(名程度) 
申込者数

(人) 
第1次試験 
受験者数(人) 

体力検査 
対象者数(人)

第1次試験 
合格者数(人) 

最終合格者数
(人) 

競争倍率
(倍) 

行 政 事 務 15 221 171 － 45 12 14.3

土 木 － － － － － － －

電 気 － － － － － － －

機 械 － － － － － － －

建 築 － － － － － － －

消 防 士 15 285 205 67 55 25 8.2

保 育 士 若干名 53 36 － 18 6 6.0

栄 養 士 若干名 39 29 － 9 2 14.5

臨床検査技師 若干名 11 10 － 8 2 5.0

学 校 栄 養 職 若干名 39 30 － 12 2 15.0
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川崎市人事委員会公告第４号

　　　令和２年度障害者を対象とした川崎市職員採用選

考の実施について

　令和２年度障害者を対象とした川崎市職員採用選考を

次のとおり行います。

　　令和２年６月17日

 川崎市人事委員会

 委員長　魚　津　利　興　　
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令和 2 年度 
 

障害者を対象とした 

川崎市職員採用選考案内 
 

ああああああああああああああああああああああ                川崎市人事委員会 
 
《主な日程》 

申 込 受 付 期 間

【電子申請】  
7 月 14 日(火) 午前 9 時 ～ 8 月 11 日(火) 午後 5 時(受信有効)
 

【郵   送】  
7 月 14 日(火) ～ 8 月 6 日(木)  (消印有効) 

申 込 方 法 電子申請又は郵送 

受 験 票 等 発 行 9 月 14 日(月) (予定) 

第 １ 次 選 考 日 令和 2 年 11 月 1 日(日) 【教養試験 ・ 作文試験】 

第１次合格発表日 11 月 13 日(金) 午前 10 時頃(予定) 

第 ２ 次 選 考 日 12 月 1 日(火) 【集団討論 ・ 個別面接】(予定) 

最終合格発表日 12 月 10 日(木) 午前 10 時頃(予定) 

 
《問い合わせ先》 川崎市人事委員会事務局任用課 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

電話：044-200-3343  FAX：044-222-6449 

「川崎市職員採用案内」ホームページアドレス 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/61-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html   

川崎市人事委員会 Twitter  

＜＠kawasaki_saiyou＞https://twitter.com/kawasaki_saiyou 

※災害等により選考日程等を変更する場合は、川崎市人事委員会 Twitter でお知らせします。 

※川崎市職員採用選考は、皆さまの申込によって選考の準備が進められ、経費は、市民の方に納めていただいた税金が使

われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、選考の申込をした人は、必ず受験するようお願いします。 

※点字による受験ができます（詳しくは「◎ 受験上の配慮等を希望する人へ」を参照してください。）。 

 

  

新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程、会場、試験内容等が変更に

なる場合があります。変更がある場合は、「川崎市職員採用案内」ホームページ

及び川崎市人事委員会 Twitter にて、随時お知らせします。 
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１ 選考区分・職務概要・採用予定人員 

選考区分 主な職務概要 
採 用 予 定
人    員

行 政 事 務 
本庁各局や区役所等で、市政のあらゆる分野における計画策定、施策立案、事業
実施、窓口業務などの行政事務に従事します。 10 名程度 

(注) 
1 採用予定人員は、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 
2 交替制勤務を要する職場に配属されることもあります。 
 

２ 受験資格 

次の(1)及び(２)の要件を全て満たす人 
(１) 昭和 50 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人 
(２) 次のアからエまでのいずれかに該当する人 
ア 身体障害者手帳(身体障害者福祉法第 15 条)の交付を受けている人 
イ 都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人 
ウ 更生相談所又は児童相談所等により知的障害者であると判定された人 
エ 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条)の交付を受けている人 
※1 交付申請中の場合は申込できません。なお、申込から採用までの間において、手帳等の提示を求めることがあります。その際に、受験資格

を満たしている事が確認できない場合は、採用選考を受験できないほか、最終合格後であっても採用されません。また、採用後においても、

障害者雇用状況調査のため、手帳等の提示を求めることがあります。 

※2 手帳の名称については、交付している地方公共団体によって異なる場合があります。御自身の手帳の種類が不明な場合は、お住まいの地

方公共団体の窓口で確認してください。 

※3 受験資格にかかわらず、地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人（民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第

３条第３項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。）は、受験できません。 

 地方公務員法（抜粋） 

 （欠格条項） 

第１６条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができな

い。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結

成し、又はこれに加入した者 

 
３ 選考日程・科目・内容・会場・合格発表日 

（指定された試験日時・会場等の変更は受け付けることができませんので、あらかじめ御了承ください。） 

第 1 次選考【教養試験・作文試験】 

選考日程 選考科目 選考内容 会場（予定） 合格発表日 

11 月 1 日(日) 
集合時刻  
午前 9 時 40 分 
解散時刻  
午後2 時45 分頃 

教養試験

○公務員として必要な一般教養に関する択
一式筆記試験です。 

社会（法律、政治、経済、社会） 
人文（世界史、日本史、地理） 
自然（数学、物理、化学、生物、地学） 
文章理解（現代文、英文） 
判断推理、数的推理、資料解釈 

【択一式 40 問 120 分】

川崎市役所第４庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 
ほか 
 
※会場は受験票で指定します。

 

【第１次選考合格】
11 月 13 日(金) 

午前 10 時頃(予定)

作文試験

○与えられた課題について、理解力、論理

性、表現力などを評価します。 

※作文試験は、教養試験の結果により採点

されない場合があります。 
【400 字以上、800 字程度 90 分】

第 2 次選考【面接試験】 (集合時間等の詳細は、第 1 次選考合格者に文書で通知します。) 

12 月 1 日(火) 
集団討論

 
個別面接

【集団討論】＜30 分程度＞ 
 行政課題、時事問題などをテーマに集団
討論を行い、社会性、伝達力、積極性、論
理性などを評価します。 
 
【個別面接】＜30 分程度＞ 
個別面接(3 対 1)を行い、人物的な側面、

仕事に対する意欲・適性、コミュニケーショ
ン能力などを評価します。  

川崎市役所第４庁舎 
（川崎市川崎区宮本町 3-3） 

【最終合格】 
12 月 10 日(木) 

午前 10 時頃(予定)
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 (注) 
1 受験に際しては、申込整理票及び受験票（郵送申込の場合は受験票のみ）、ＨＢの鉛筆又はシャープペンシル、消しゴ

ム、障害者手帳等、昼食を持参してください。 
2 選考会場の案内図は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しますので御確認ください。 
3 選考会場への問い合わせは禁止します。また、選考会場への自動車の乗り入れは、自動車でなければ選考会場に来ら

れない方だけにしてください。選考会場の駐車場の利用を希望される方は、申込書の裏面に記載してください。 
4 合格発表は、ホームページ「川崎市職員採用案内」に合格者の受験番号を掲載します。 
5 第 1 次選考合格者及び最終合格者には、合格発表日に文書で通知を発送します。なお、郵便事情などにより延着、不 

着となる場合もありますので、合否はホームページで必ず確認してください。 
6 第 1 次選考の合格者は、各選考科目の結果を総合して決定します。また、最終合格者は、第 1 次選考及び第 2 次選考

の結果を総合して決定します。第1次選考、第2次選考ともに、いずれかの選考科目において一定の基準に達しない場
合は、他の選考科目の成績にかかわらず不合格となります。 

7 教養試験の問題例及び作文試験の過去の課題については、「９ その他」を参照してください。 
8 第１次選考合格者には、「面接カード」３部（うち、２部は原本をコピーしたもの）を、11 月 20 日（金）消印有効までに提出

していただきます。「面接カード」の様式は、第1次選考合格通知に同封いたしますので、第１次選考合格者で、11月16
日(月)までに第１次選考合格通知が届かない場合は川崎市人事委員会事務局(044-200-3343)まで御連絡ください。 
また、「面接カード」 に貼付するカラー写真（縦 4cm×横 3cm）3 枚が必要となります。 

 

４ 合格から採用まで 
(1) 最終合格者は、川崎市人事委員会が作成する選考合格者名簿に登載され、川崎市の各任命権者(市長等)からの請求

に応じて提示されます。なお、名簿の有効期間は、原則として名簿確定の日から 1 年間です。 
(2) 名簿に登載された方は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合等を除き、原則と

して令和 3 年 4 月 1 日以降に採用されます。 
(3) 受験資格がないことや、「申込内容」、「面接カード」等の提出書類の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場

合は、選考合格者名簿から削除します。 
(4) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 
 

５ 配置等 
採用後の配置、異動、昇任等は、計画的な人材育成や能力開発の観点から、本人の意向やキャリア観を重視するとともに、
能力・実績に基づいた適材適所の人事配置を基本方針として行われています（日本国籍を有しない人の配置、異動、昇
任等は、「外国籍職員の任用に関する運用規程」に基づいた任用が行われます。）。 

 
◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 

「外国籍職員の任用に関する運用規程」では、外国籍の職員は、「公権力の行使」に該当しない職務又は「公の意思形成
への参画」に該当しない職（ラインの課長級以上の職を除く全ての職）に任用され、これらに関わる職員数はおおむね８割
に当たるものであり、この中で、国籍に関わりなく職員の配置、異動、昇任等を行っていく旨の規定がなされています。 

 

参考１ 職務の概要（代表例） 

選考区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

行政事務 
情報化の推進、産業の振興、区政推進、区民相談 
市民文化、スポーツの振興 
水道、交通などの公営事業 

市税等の賦課、滞納処分 
生活保護の決定 

 

参考２ 昇任モデル 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒ 

課
長
補
佐 

⇒ 

課長級

⇒

部長級 

⇒

局長級

☆ ○ ☆ ○ ☆○

課 

長 

担
当
課
長 

部 

長 

担
当
部
長 

局 

長 

担
当
理
事

 
 

※１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

※２ 係長級への昇任は、係長昇任選考を実施しており、合格すると３３歳（最短）で係長級に昇任します。 
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６ 給与等 
(1) 給与(初任給) 
  令和 2 年 4 月 1 日現在の給与は次のとおりです。ただし、条例等の改正により、変更されることがあります。 

学歴 
初任給 

※地域手当を含む 
その他の手当など 

大 学 院 
修 士 課 程 修 了 者 

224,692 円 ① 初任給については、学校卒業後の職歴等がある方は、一定の基準
に基づいて、左記の金額に加算されます。 

 
② この他に、期末・勤勉手当(4.50 月分)が支給されます。また、支給要

件に該当する方には、通勤手当(１箇月当たり最高 55,000 円)、扶養
手当、住居手当(１箇月当たり最高25,200円)等の諸手当が支給され
ます。 

大  学  卒 207,524 円 

短 大 卒 181,540 円 

高 校 卒 168,548 円 
(2)勤務時間及び休暇等 
①勤務時間 

原則として、月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(休憩時間１時間を含む。) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
②休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで) 
※配属先によって異なる場合があります。 

 
③休暇等 

年次有給休暇(年間20日間)のほか、夏季(5日間)・結婚・出産・育児・忌引・子の看護・男性職員の育児参加・短期介護などの
特別休暇があります。また育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇などもあります。 

      
※上記の内容は、令和 2 年 4 月 1 日現在のものであり、変更される場合があります。 
 

７ 個人別成績情報の提供 
この選考で不合格となった方に対し、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供します。ただし、申出は次の手順に

限ります（電話等は不可）。 

対象者 
(本人に限る) 

提供内容 手順 

第 1 次選考 

不 合 格 者 

第 1 次選考の総合順位及び総合得点 
 

＜参考＞第 1 次選考配点 ３００点 

提供希望者は、最終合格発表日から１箇月以内(消印有効)に、
下記①～③を次の住所に郵送してください。 
①個人別成績に関する情報提供申出書 

※ホームページからダウンロード〈最終合格発表日から 1 箇
月間掲載〉 

②受験票 
③返信用封筒（84 円切手を貼り、宛先を明記した定型封筒） 

 

《申出書郵送先》 

〒210-0006 

川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階 

川崎市人事委員会事務局任用課 
 
※個人別成績情報は、令和 3 年 1 月下旬以降に発送します。 
※総合順位は、欠席者を除いた総合得点の順位で記載してい

ます。 

第 2 次選考 

不 合 格 者 

第 2 次選考の総合順位及び総合得点 
(第 1 次及び第 2 次選考の合算) 

 
＜参考＞第 2 次選考配点 ７００点 
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８ 申込方法等 

受験申込は、電子申請（インターネット）又は郵送で行ってください。 
 

(1) 電子申請（インターネット）による申込方法（推奨） 

ホームページ「川崎市職員採用案内」→「川崎市職員採用試験・選考情報」→「障害者を対象とした川崎市職員採用

選考」→「電子申請による採用選考申込方法（障害者を対象とした採用選考）」と進み、詳しい申込方法を確認して

から申込手続きを行ってください。 

 

申込受付期間 

令和2年7月14日(火) 午前9時 ～ 8月11日(火) 午後5時 (受信有効) 
※申込締切日はアクセスが集中し、サイトにつながらない、又は表示に時間がかかる等の現象が起こること

があります。また、使用するパソコンや通信回線上の障害等のトラブルについては、一切責任を負いか
ねますので、期限までに余裕を持ってお申込ください。 

※受験に際して市が収集する個人情報は、採用試験及び採用手続きにのみ使用します。 

申 込 手 順 
 

(1)「ネット窓口かわさき(電子申請サービス)」の利用者登録を行う(登録済みの方は(2)へ) 
ネット窓口かわさき(電子申請サービス)の利用者登録の手順は、ホームページに掲載してある「川崎市
職員採用試験・電子申請マニュアル(利用者登録編)」を御確認ください。 
【重要①】 利用者登録の際に取得した「ID」と「パスワード」は忘れないよう必ず控えておいてください。

「ID」と「パスワード」を忘れた場合は、「サンキューコールかわさき（044-200-3939）にお問合
せください。 

【重要②】 利用者登録の際の入力項目に、「審査結果通知」及び「到達メール」の受け取りを希望する
かどうかの項目がありますので、必ず「希望する」を選択してください。 

(2)電子申請により受験申込を行う 
ネット窓口かわさきの利用者登録が完了後、ホームページ「電子申請による採用選考申込方法（障害
者を対象とした採用選考）」の下段にある「電子申請する」ボタンを選択し、画面表示にしたがって採用
選考の申込を行ってください。申込の手順は、ホームページに掲載してある「障害者を対象とした川崎
市職員採用選考・電子申請マニュアル(申請編)」を御確認ください。 
⇒申込手続きが完了すると、ネット窓口かわさきの利用者登録の際に登録したメールアドレスに、１時

間以内に申請到達メールが送信されますので確認してください(申込完了後、1時間経過しても申請
到達メールが届かない場合は、必ず川崎市人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡くださ
い。)。 

(3)申込内容の審査 
川崎市人事委員会が、申込内容を審査します。 
※申込内容確認のため、電話等にて連絡することがあります。連絡が取れない場合、申込を受け付け

できない場合がありますので、受験申込の際の連絡先の入力は、誤りのないよう、また、確実に連絡
が取れる連絡先を入力してください。 

(4)審査結果の通知 
申込内容等に不備がなく、審査が終了すると、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルへ審査結
果が通知されますので必ず確認してください(受験申込日から３日程度(土曜日・日曜日・祝日は除く。)
過ぎても、審査結果通知が届かない場合は、必ず川崎市人事委員会事務局任用課まで電話で御連絡く
ださい。)。 

申込整理票と 
受験票の印刷 

9月14日(月)(予定)に「申込整理票」と「受験票」を、ネット窓口かわさきの電子申請利用者ポータルに送
信しますので、ダウンロードして、それぞれ片面印刷(A4サイズ)してください。「申込整理票」には、カ
ラー写真(縦4cm×横3cm、裏面に氏名を記入)の貼り付けと署名をしてください。 
第1次選考日当日、写真を貼り付け、署名した「申込整理票」と「受験票」を必ず持参してくださ
い。 

 

(2) 郵送による申込方法（持参による受付は行いません。） 

申込受付期間 
令和2年7月14日(火) ～ 8月6日(木)  (消印有効) 
※申込受付期間後の申込は受理いたしませんので、御注意ください。 

申 込 方 法 
封筒の表に「採用選考申込」と朱書して、必ず簡易書留で郵送してください。 
※ 封筒は、申込書を折らずに入れることのできる角形２号を使用してください。 
※ 簡易書留以外の郵便事故については、一切責任を負いません。 

申 込 書 の 
郵 送 先 

〒210-0006 川崎市川崎区砂子 1-7-4 砂子平沼ビル 4 階  
川崎市人事委員会事務局任用課 
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提 出 書 類 

カラー写真（縦４cm×横３cm）を貼った申込書１通 
(1) 申込書に必要事項を記入し、署名欄は必ず自署してください（点字受験者は代筆可）。 
(2) 84 円切手は、受験票送付用です。申込書の右上にクリップで留めてください。 
(3) 写真は、裏面に氏名を記入し、申込書に貼ってください。  
※ ホームページ「川崎市職員採用案内」から申込書を印刷する際は、必ず両面印刷してください。 

受験票の交付 

9月14日(月) (予定)に「受験票」を、本人宛てに郵送しますので、第１次選考日当日必ず持参してく
ださい。 
なお、9 月 17 日（木）までに受験票が到着しない場合には、川崎市人事委員会事務局任用課まで
電話で御連絡ください。 

 

◎ 受験上の配慮を希望する人へ 
(1) この選考については、希望により点字による受験ができます。点字による受験を希望する人は、電子申請の際に

「１ 希望する」を選択（郵送申込の場合は申込書の点字受験欄に○印を記入）の上、お申込みください。また、
点字の補助として、問題の読み上げ等に音声パソコンを使用することもできますので、希望される場合は、お申
込の前に必ず川崎市人事委員会事務局任用課（044-200-3343）まで連絡してください。 

(2) 選考当日、補装具等の持込みを希望する人、手話通訳者を必要とする人、車椅子を使用する人、その他受験に
際して特に配慮を希望する人は、電子申請の際にコード選択又は入力（郵送申込の場合は申込書の裏面に必
ず必要事項を記入）してください。 

(3) 第2次試験における個別面接では、受験者が登録等をしている就労支援機関の職員の同席を合理的配慮として
認めます。同席する場合は、選考会場等の準備のため、11月20日（金）までに必ず川崎市人事委員会事務局任
用課（044-200-3343）まで連絡してください。 

 

９ その他 
(1) 教養試験の問題例及び作文試験の過去の課題をホームページ「川崎市職員採用案内」に掲載しています。イン 

ターネットを利用できない場合は、返信用封筒（84円切手を貼り、宛先を明記した定形封筒）及び障害者採用選 
考の問題例等を請求する旨を書いたメモを同封し、次の住所宛て請求してください。印刷したものを送付します。 
〒210-0006 川崎市川崎区砂子１-7-4 砂子平沼ビル4階 川崎市人事委員会事務局任用課 

(2) 受験に際して市が収集する個人情報は、採用選考及び採用手続きにのみ使用します。 
 
 
◎過去実施結果（参考） 
 
令和元年度障害者を対象とした川崎市職員採用選考（第２回） 実施結果 

選考区分 
採用予定人員

(名程度) 
申込者数 

(人) 
第1次選考 

受験者数(人) 
第1次選考 

合格者数(人) 
最終合格者数

(人) 
競争倍率(倍)

行 政 事 務 １０ ６０ ４５ １９ ６ ７．５ 
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《申込書記入方法》 
申込書は、記入例をよく見てボールペンで間違いのないようにはっきりと記入してください。コード番号は下のコード表を

見て記入してください。 

 

① 性別：該当する性別を○で囲んでください。 

② 生年月日：1 桁の数字の場合は 10 の位に０を記入し、(  )内には西暦を記入してください。 

         （記入例）平成 10 年 4 月 1 日生まれ 

③ 年齢：令和 3 年 4 月 1 日時点の年齢を記入してください。 

（記入例）23 歳 

④ 氏名：カタカナは、濁点「゛」、半濁点「゜」も同一マス内に記入してください。 

⑤ 受験票・合格通知等送付先：受験票及び通知等の発送時に利用しますので、正確に記入してください。現住所と異な

る場合は、現住所も記入してください。 

⑥ 電話番号：電話番号を必ず記入してください。緊急連絡先は、申込内容に関する確認のため連絡することがありますの

で、平日の昼間に確実に連絡の取れるところ（伝言を頼めるところを含む。）を記入してください。なお、連絡

が取れない場合は、受験できないことがあります。 

⑦ 学歴：最終のものから順に記入してください。区分はコード表を見て記入してください。 

※１ 卒業見込は、令和 3 年 3 月までに卒業を予定している場合に限ります。 

※２ 中途退学の場合は学歴に含めません。 

※３ 専修学校、各種学校等の場合については、2 年以上のものを記入してください。 

（記入例）○○大学法学部法律学科に平成 27 年 4 月に入学し、平成 31 年 3 月に卒業  

△△高校普通科に平成 24 年 4 月に入学し、平成 27 年 3 月に卒業した場合 

⑧ アンケート：次のアンケートは、今後の職員採用の広報等の参考としますので、御協力をお願いします。回答はコード

表を見て記入してください。なお、このアンケートは合否には一切関係ありません。 

 (ｱ) アンケート１：この選考があることをどの方法で知りましたか。（複数回答可） 

             （記入例）学校と川崎市ホームページ 

(ｲ) アンケート２：他の公務員、民間企業等への併願状況（予定を含む。）について、川崎市を除いた志望順に左から

記入してください。 

             （記入例）第１志望：国家公務員、第２志望：民間企業 

⑨ 点字受験：点字受験を希望する場合、○印を記入してください。 

⑩ 障害者手帳等：手帳等の記載内容を記入してください。障害名は、傷病名との混同に注意して手帳等の記載どおりに

記入してください。障害区分は、主な障害についてコード表を見て記入してください。 

    （記入例）○○による左下肢機能障害５級（肢体不自由） 

⑪ 署名欄：記載内容を確認の上、必ず自署してください（点字受験者は代筆可）。 

 

（コード表） 

最終学歴 アンケート 
障害区分（注） 

区    分 アンケート１ アンケート２ 

 

大 学 院 

大 学 

短 大 

高 専 

専 修 学 校 等 

高 校 

中 学 校 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

学 校

知 人 ・ 友 人

市 政 だ よ り

川崎市ホームページ

就 職 情 報 サ イ ト

採 用 案 内

受 験 雑 誌

説 明 会

そ の 他

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

国 家

東 京 都

神 奈 川 県

そ の 他 道 府 県

横 浜 市

相 模 原 市 

特 別 区 

そ の 他 市 町 村 

そ の 他 の 公 務 員 

民 間 企 業 

進 学 

併 願 な し 

 

 

01

02

03

04

05

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

 

視 覚

聴 覚 ･ 平 衡 機 能

音 声 ･ 言 語 ･

そ し ゃ く 機 能

肢 体 不 自 由

内 部 障 害

知 的 障 害

精 神 障 害

 

01

02

03

 

04

05

06

07

（注） 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害、その他政令で定める障害については「内部障害（コード０５）」を記入

してください。 
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記入例 （表面）

＊ ※の項目は記入しないでください。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※

① ② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ 氏　名　川崎　次郎 　　　　　　　　　（必ず自署してください。）

右上に受験票送付用の８４円切手をクリップで留めてください。

84円
切手

5

(障　　害　　名）

○○による左下肢機能障害

5 1 日

0 4

法学部

都 道 府

県 ( 市 )川崎

(交付機関名） (交付番号)

第 ○ ○ × × 号

　昭和・平成

　令和

アンケート１ アンケート２

年

裏面も必ず記入してください。

昭和・平成

令和

昭和・平成

令和

0

令和 ２ 年 ７ 月 １７  日

(障害区分）

40

障

害

者

手

帳

等

1 年 月 00

日

（交付年月日）

（再交付年月日）(障害の等級)

級

1 0

（「都道府県）及び「郡・市町村・区」）受験票・合格通知等送付先　（郵便番号）

月

普通科

（学　　　部） （学科・専攻）

入学

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

2 1 0

月

点字受験

（点字希望者

のみ○を記入）

3

０４４－２００－××××

電話番号　（自宅） （携　　　　帯）

０９０－１２３４－××××
連絡先名

年年

1 0 3

父
０９０－５６７８－××××

（緊急連絡先）

2 7

1 0 4 0

・３箇月以内撮影

・上半身、正面向き、脱帽

・写真裏面に氏名を記入

  すること歳

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

日月年

1 0 2 3（ ）1　9　9　８ 0

川 崎 次 郎

私は、令和２年度障害者を対象とした川崎市職員採用選考案内の記載事項を了承の上、同選考を受験したいので申し込みます。なお、私は、選考案内に掲

げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書の記載事項は全て事実と相違ありません。

最終学歴　（学校名）

○○ 大学

（区分）

2

（学科・専攻）

法律学科

月 卒業　・　卒業見込入学
　昭和・平成

　令和
年

　昭和・平成

　令和
年 月

月 卒　　業

その前の学歴　（学校名）

△△ 高等学校

2 4 0 4 2

4 0

0 1

4 神奈川県川崎市川崎区

7 0

※（学校コード） （学　　　部）

3

　昭和・平成

　令和

令和２年度　障害者を対象とした川崎市職員採用選考　申込書

※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 受験番号

行政事務

性　　　別 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢

50障害者

試験区分 （コード）

0 1

この欄に必ずカラー写真

を貼ってください。

・縦４cm×横３cm

0 0 0

元号

昭和 ・ 平成

（「町・字名」及び’「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

宮本町１－２－３ 砂子平沼ビル４０１号室

-

（該当に○） （令和3年4月１日時点）

男 ・ 女 満1

カ ワ サ キ ジ ロ ウ
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＊ ※の項目は記入しないでください。
＊ この申込書は折り曲げないで封筒に入れてください。

※

令和 年 月 日 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　（必ず自署してください。）

日

私は、令和２年度障害者を対象とした川崎市職員採用選考案内の記載事項を了承の上、同選考を受験したいので申し込みます。なお、私
は、選考案内に掲げられている受験資格を全て満たしており、地方公務員法第１６条にも該当しておりません。また、この申込書の記載事項
は全て事実と相違ありません。

裏面も必ず記入してください。

年

(障害区分）

級
昭和・平成
令和

日
都 道 府
県 ( 市 )

第 号
昭和・平成
令和

年

月

(障　　害　　名） (障害の等級) （再交付年月日）

（点字希望者
のみ○を記入）

障
害
者
手
帳
等

(交付機関名） (交付番号) （交付年月日）

月 卒　　業

アンケート１ アンケート２ 点字受験

入学
　昭和・平成
　令和

年

月

　昭和・平成
　令和

年 月

その前の学歴　（学校名） （学　　　部） （学科・専攻）

入学
　昭和・平成
　令和

年
　昭和・平成
　令和

年 月 月 卒業　・　卒業見込

電話番号　（自宅） （携　　　　帯） （緊急連絡先）

 　　　　　　  　　　　　　　　 

連絡先名

 　 　　　 

最終学歴　（学校名） （区分） ※（学校コード） （学　　　部） （学科・専攻）

現住所　受験票・合格通知等送付先と異なる場合のみ記入してください。

-

（「町・字名」及び’「番地」） （「マンション・アパート名）、「室番号」、「方書」等）

受験票・合格通知等送付先　（郵便番号） （「都道府県）及び「郡・市町村・区」）

-

年

氏名（漢字）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

日 （令和3年4月１日時点） ・３箇月以内撮影

・写真裏面に氏名を記入
  すること満

行政事務

氏名（カナ）　左詰で記入し、姓と名の間は１文字分あけてください

1

（ ）

性　　　別 生年月日　（１桁の場合は頭に「０）をつけてください。） 年　　齢 ・上半身、正面向き、脱帽

（該当に○） 元号

0

月

令和２年度　障害者を対象とした川崎市職員採用選考　申込書
※　　　　　ナンバリング

種　　別 （コード） 試験区分 （コード） 受験番号

この欄に必ずカラー写真
を貼ってください。

障害者
・縦４cm×横３cm

歳男 ・ 女 昭和 ・ 平成

0 ５
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該当する項目を○で囲み、必要に応じて具体的に記入してください。

選考準備のため、希望する配慮内容を記入又は該当する箇所を○で囲んでください。

点字による受験を希望する人は、表面の点字受験欄に○を記入してください。

１ 選考当日、補装具等の使用について

 (1) 使用しない  (2) 使用する

 ※ 上記(2)の人で使用する補装具等について

(ｱ) ルーペ

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ) 点字器

(ｶ) 電動タイプライター（カナタイプライターは使用できません。）

(ｷ) 点字タイプライター

(ｸ) その他 （ ）

（上記以外の補装具等の使用を希望する人は具体的に記入してください。）

２ 会場での車椅子使用について

 (1) 使用しない  (2) 使用する（手動　・　電動)

 ※ 上記(2)の人で机の調整について（教養・作文試験時）

(ｱ) 不要 (ｲ) 必要

３ 手話通訳者について

 (1) 必要ない(口話　・　筆話)  (2) 必要とする

４ 駐車場の利用について

 (1) 利用しない  (2) 利用する

（車種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（ナンバー ）

５ 付添いの人について

 (1) 来ない  (2) 来る

６ その他、特記事項があれば記入してください。

※通常の机、椅子等の使用による受験に支障のある人は、あらかじめ人事委員会事
務局任用課まで申出てください。

 ※　 駐車場の台数に限りがありますので、自動車でなければ選考会場に来られない
人だけ利用するようにしてください。

補聴器（メーカー名：　　　　　　　　　　機種：　　　　　　　　　　リモコン使用：　有・無　）

※選考中は、補聴器の無線通信機能は使用できませんのでご注意ください。

ワープロ又はノートパソコン（上肢機能等の障害により筆記が困難な人に限ります。）

音声パソコン（希望する人は申込前に必ず川崎市人事委員会事務局任用課まで御連絡ください。）
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職 員 共 済 組 合 公 告

川崎市共済公告第14号

　令和２年６月１日川崎市共済公告第13号を次のとおり

変更します。

　　令和２年６月19日

 川崎市職員共済組合　　　　

 理事長　伊　藤　　　弘　　

変更前

１　開催日時　令和２年６月26日（金）　午前11時

変更後

１　開催日時　令和２年６月30日（火）　午前10時

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第64号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年６月19日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第65号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年６月19日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第66号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公示により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
10期

令和２年６月30日

（第10期）
計１件

令和

２年度

国民健康

保険料
過随４月

令和２年６月30日

（過随４月）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第67号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
10期

令和２年６月30日

（10期）
計１件

（別紙省略）
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－2942－

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第32号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公示により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
10期 令和２年６月30日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第33号

　次の国民健康保険料に係る滞納処分書類を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

国民健康保険料に係る滞納処分書類

差押調書（謄本）　　　１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第34号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度
介護保険料 第２期 令和２年６月30日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第35号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　令和２年６月26日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第31号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第９期分

令和２年６月30日

（第９期分）
計２件

令和

２年度

国民健康

保険料
第10期分

令和２年６月30日

（第10期分）
計５件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第32号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　令和２年６月19日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）



川 崎 市 公 報 （第1,798号）令和２年(2020年)７月10日

－2943－

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第35号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年法律

第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第４期 令和２年６月30日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第５期 令和２年６月30日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第６期 令和２年６月30日 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第７期 令和２年６月30日 計２件

平成

31年度

国民健康

保険料
第８期 令和２年６月30日 計２件

平成

31年度

国民健康

保険料
第９期 令和２年６月30日 計２件

平成

31年度

国民健康

保険料
第10期 令和２年６月30日 計７件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第43号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第９期

令和２年６月30日

（第９期分）
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第10期

令和２年６月30日

（第10期分）
計21件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第44号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

２年度
介護保険料 第１期 令和２年６月30日 ７件

令和

２年度
介護保険料 第２期 令和２年６月30日 ７件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第45号

　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第

78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月24日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限 件数・備考

令和

２年度
　 　 　 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────



（第1,798号）令和２年(2020年)７月10日 川 崎 市 公 報

－2944－

川崎市多摩区公告第46号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します。

　　令和２年６月26日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第47号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　令和２年６月26日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第36号

　次の督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25

年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第７期

令和２年６月30日

（第７期分）
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第８期

令和２年６月30日

（第８期分）
計５件

平成

31年度

国民健康

保険料
第９期

令和２年６月30日

（第９期分）
計10件

平成

31年度

国民健康

保険料
第10期

令和２年６月30日

（第10期分）
計16件

令和

２年度

国民健康

保険料
過随４月

令和２年６月30日

（過随４月分）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第37号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年６月19日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度
介護保険料 第10期

令和２年６月30日

（第10期分）
計１件

平成

31年度
介護保険料 第11期

令和２年６月30日

（第11期分）
計１件

平成

31年度
介護保険料 第12期

令和２年６月30日

（第12期分）
計３件

令和

２年度
介護保険料 第１期

令和２年６月30日

（第１期分）
計６件

（別紙省略）

正 誤

　川崎市公報第1,797号（令和２年６月25日発行）2678

ページ川崎市公告（調達）第328号中「⑷平成31・32年

度業務委託有資格業者名簿の業種「その他」種目「除草、

せんてい等樹木管理」で登載されていること。」は「⑷

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

第２条第１項各号による中小企業者であること。⑸平成

31・32年度業務委託有資格業者名簿の業種「その他」種

目「除草、せんてい等樹木管理」で登載されているこ

と。」の誤り。


